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鎌倉都市計画生産緑地地区の変更(鎌倉市決定) 

都市計画生産緑地地区を次のように変更する。

面 積 備 考

約１５．１ha 

鎌倉市笛田四丁目において、箇所番号９９を廃止 

鎌倉市関谷字下坪において、箇所番号１５０を廃止

「位置及び区域は計画図表示のとおり」

理 由

別添理由書のとおり

資料１
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理 由 書

「箇所番号 99」について、農業の主たる従事者の死亡により、買取りの申

出が行われたが、買取りを行わず、あっせんも不調に終わったことから、生産

緑地地区を廃止するものである。 

「箇所番号 150」について、生産緑地地区の指定から 30 年が経過し、買取

りの申出が行われたが、買取りを行わず、あっせんも不調に終わったことから、

生産緑地地区を廃止するものである。 
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経  緯  書

鎌倉都市計画生産緑地地区

平成 ４年１１月１３日 鎌倉市告示第１０４号（当初）

箇所数１３９箇所、面積 約１６．９ｈａ

平成 ５年１２月２４日 鎌倉市告示第１６９号（変更）

箇所数１４８箇所、面積 約１７．９ｈａ

平成 ６年１２月２２日 鎌倉市告示第１１０号（変更）

箇所数１４８箇所、面積 約１７．９ｈａ

平成 ７年１２月２６日 鎌倉市告示第１４０号（変更）

箇所数１４９箇所、面積 約１８．１ｈａ

平成 ８年１２月２５日 鎌倉市告示第１２９号（変更）

箇所数１４９箇所、面積 約１８．２ｈａ

平成 ９年１２月２５日 鎌倉市告示第１４１号（変更）

箇所数１５１箇所、面積 約１８．４ｈａ

平成１０年１２月２５日 鎌倉市告示第１３１号（変更）

箇所数１５１箇所、面積 約１８．５ｈａ

平成１１年１２月２７日 鎌倉市告示第１６９号（変更）

箇所数１５１箇所、面積 約１８．５ｈａ

平成１２年１２月２５日 鎌倉市告示第１６４号（変更）

箇所数１５１箇所、面積 約１８．４ｈａ

平成１３年１２月２５日 鎌倉市告示第２０９号（変更）

箇所数１５１箇所、面積 約１８．５ｈａ

平成１４年１２月１７日 鎌倉市告示第１７１号（変更）

箇所数１４６箇所、面積 約１８．１ｈａ

平成１５年１２月２４日 鎌倉市告示第２３３号（変更）

箇所数１４６箇所、面積 約１８．１ｈａ

平成１８年１２月１５日 鎌倉市告示第２２１号（変更）

箇所数１４５箇所、面積 約１８．０ｈａ
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平成１９年１２月１９日 鎌倉市告示第２２５号（変更）

箇所数１４４箇所、面積 約１７．８ｈａ

平成２０年１２月１７日 鎌倉市告示第２７３号（変更）

箇所数１４３箇所、面積 約１７．７ｈａ

平成２１年１２月２１日 鎌倉市告示第２５３号（変更）

箇所数１４５箇所、面積 約１７．９ｈａ

平成２２年１２月２０日 鎌倉市告示第２２１号（変更）

箇所数１４１箇所、面積 約１７．５ｈａ

平成２３年１２月 ９日 鎌倉市告示第２０５号（変更）

箇所数１３９箇所、面積 約１７．４ｈａ

平成２５年１２月１７日 鎌倉市告示第２０７号（変更）

箇所数１３８箇所、面積 約１７．３ｈａ

平成２６年１１月 ４日 鎌倉市告示第１９０号（変更）

箇所数１３６箇所、面積 約１７．１ｈａ

平成２８年１２月１３日 鎌倉市告示第２５２号（変更）

箇所数１３５箇所、面積 約１７．０ｈａ

平成２９年１１月１４日 鎌倉市告示第１９１号（変更）

箇所数１３６箇所、面積 約１７．２ｈａ

平成３０年１２月 ７日 鎌倉市告示第３１２号（変更）

箇所数１３４箇所、面積 約１６．９ｈａ

令和 元 年１２月 ２日 鎌倉市告示第２７２号（変更）

箇所数１３６箇所、面積 約１７．１ｈａ

令和 ３ 年 ２月１７日 鎌倉市告示第３６９号（変更）

箇所数１３５箇所、面積 約１７．１ｈａ

令和 ３ 年１２月 ６日 鎌倉市告示第２２８号（変更）

箇所数１３５箇所、面積 約１７．０ｈａ

令和 ４ 年１２月 １日 鎌倉市告示第２００号（変更）

箇所数１３４箇所、面積 約１６．９ｈａ
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令和 ５ 年１１月３０日 鎌倉市告示第１８７号（変更）

箇所数１２１箇所、面積 約１５．４ｈａ

令和 ６ 年１１月２０日 鎌倉市告示第１６９号（変更）

箇所数１２０箇所、面積 約１５．３ｈａ
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新 旧 対 照 表

新旧の別 面積 箇所数

新 約１５．１ha １１８箇所

旧 約１５．３ha １２０箇所

増減 －０．２ha －２箇所
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都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域

１ 追加する部分

なし

２ 削除する部分

  なし

３ 変更する部分

鎌倉市笛田四丁目及び関谷字下坪地内
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件 名

図面の名称

縮 尺

番 号

作成年月日

鎌 倉 市

鎌 倉 都 市 計 画
生 産 緑 地 地 区 の 変

総 括 図

1／10 000

１／１

令和 年 月 日

市町名
事項

変更前

150　廃止

99　廃止
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市名

事項

件　　名

図面の名称

縮　　尺

番　　号

作成年月日

鎌倉都市計画
生産緑地地区の変更

鎌　倉　市

計　画　図

1/2,500

令和　年　　月　　日

1/2

変更前の区域

凡　　　例

※区域界は、特記のないものについては、地番界（本表右欄の
番号に対応する別添公図写しのとおり）である。

0
廃止99

(1,390)
99

98 560

箇所番号 面積（㎡） 公図写し番号 備考

凡　　　例

98

99　廃止（1,390㎡）
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凡　　　例
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行　政　界

市名

事項

件　　名

図面の名称

縮　　尺

番　　号

作成年月日

鎌倉都市計画
生産緑地地区の変更

鎌　倉　市

計　画　図

1/2,500

令和　年　　月　　日
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0
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議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

都市計画法第8条第1項第14号に規定された
地域地区の１つ
変更内容
・生産緑地地区の廃止 ２箇所

議案第４号

鎌倉都市計画生産緑地地区の
変更について

資料２



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

■変更理由

●廃止 ２箇所
箇所番号９９

・農業の主たる従事者の死亡により、市に買取り申出が行われたが、買取り
を行わず、あっせんも不調に終わったことから、行為制限を解除した生産緑
地地区を廃止

箇所番号１５０
・生産緑地地区の指定から30年が経過し、農地等所有者から、市に買取り
申出が行われたが、買取りを行わず、あっせんも不調に終わったことから、
行為制限を解除した生産緑地地区を廃止
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議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

生産緑地地区

平成4年11月13日（当初決定）
箇所数 ： 139箇所 面積 ： 約16.9ｈａ

令和６年11月20日（最終変更時）
箇所数 ： 120箇所 面積 ： 約15.3ｈａ

過去28回の変更

市街化区域内において、緑地機能及び多目的保留地機
能の優れた農地等を計画的に保全し、もって良好な都
市環境の形成に資することを目的として指定するもの

（都市計画運用指針 地域地区 生産緑地地区）

■鎌倉市の指定状況
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議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

■ 生産緑地地区の指定要件
市街化区域内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団の
ものの区域について都市計画に定めることができる。
・ 公害又は災害の防止、農林漁業と調和した都市環境の保全
等良好な生活環境の確保に相当の効用があり、かつ、公共施
設等の敷地の用に供する土地として適しているものであること。

・ 300㎡以上※の規模の区域であること。
(※鎌倉市では平成30年７月５日に条例を制定し300㎡以上に引下げ)
・ 用排水その他の状況を勘案して農林漁業の継続が可能な条
件を備えていると認められるものであること。

➢ 市街化区域内の農地としての土地利用が都市計画上明確に位置付けられるこ
ととなり、都市内で安心して農業が継続できる。

➢ 農地として管理することが義務付けられ、一定期間（30年）、農地以外の利用

ができないが、固定資産税の評価減や相続税の猶予等税制上の優遇措置が
ある。

■ 優遇措置

（生産緑地法第三条）

3



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

生産緑地地区の一般的な解除

生産緑地地区の指定

・主たる従事者の死亡又は故障
または生産緑地指定後30年経過

市町村長への
買取申出

買い取らない旨の通知

農林漁業希望者へあっせん

生産緑地法に基づく
行為制限の解除

価格の協議

公園、緑地等
として整備

買い取る旨の通知

農地等として
管理

買取る 買取らない

希望者あり 希望者なし

4



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会 5

位置図（総括図）

廃止

大船駅

鎌倉駅



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

鎌倉駅

位置図（総括図詳細）

6

市役所

笛田
公園

No.99（廃止）



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会 7

位置図（総括図抜粋）

No.99（廃止）

笛田公園

●所在地 鎌倉市笛田四丁目1874-1、1876、1877、1878、1879
※朱書きの筆は道連れ解除

●都市計画決定面積 1,390㎡⇒0㎡
●廃止理由 農業の主たる従事者の死亡、行為制限が解除されたため

道連れ解除…生産緑地の一部が解除され、残された土地が指定要件
（面積）を満たさなくなり、解除となること

※特定生産緑地の行為制限も同時に解除（令和７年１０月２３日公示済）

笛田公園



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

大船駅

位置図（総括図詳細）

8

藤沢市

横浜市

関谷
小学校

No.150（廃止）



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会 9

位置図（総括図抜粋）

No.150（廃止）

●所在地 鎌倉市関谷字下坪461-1、463-1、464、465-1
●都市計画決定面積 1,240㎡⇒0㎡
●変更理由 生産緑地地区の指定から30年経過し、行為制限が

解除されたため

関谷
小学校

関谷
小学校



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

変更箇所一覧

10

箇所番号
変更前
面積
（㎡）

変更後
面積
（㎡）

内容
箇所数
増減

99 1,390 0 廃止 -1

150 1,240 0 廃止 -1

合計 2,630 0 -2



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

生産緑地地区 新旧対照表

新旧 箇所数 面 積

新 １１８箇所 約１５.１ha

旧 １２０箇所 約１５.３ha

増減 -２箇所 約-０.２ha

※参考
変更前面積 約153,130 ㎡
変更後面積 約150,500 ㎡

11



議案第４号 鎌倉都市計画生産緑地地区の変更について

令和７年度 第３回鎌倉市都市計画審議会

都市計画変更手続及び今後の予定

案
の
公
告
・
縦
覧

都
市
計
画
法
第
17
条
第
1
項

案
の
作
成

都
市
計
画
変
更
告
示

神
奈
川
県
へ

R7.12.3～
12.17

県
知
事
と
の
協
議

都
市
計
画
法
第
19
条
第
3
項

市
都
市
計
画
審
議
会

都
市
計
画
法
第
19
条
第
1
項

R8. 1.26 
（本日）

R8.3
予定

R7.10.28
異存なしの回答
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諮問第６号
鎌倉市都市マスタープランの改定に向けた
取組について

令和８年１月26日
鎌倉市まちづくり計画部都市計画課

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

資料１
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本日の目的

鎌倉市都市マスタープラン
（平成27年９月発行）

現行都市マスタープランの
評価結果（例）

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

現行都市マスタープランの部門別方針の評価を実施したため、
それを踏まえた「今後求められる取組の方向性」の是非につ
いて、本日はご審議いただきたい

部門別方針 課題 今後求められる取組

1 土地利用の方
針

• 少子・高齢化社会にお
いて持続可能な土地利
用への転換

• 道路等の都市基盤の
修復等

• 持続可能なまちに向けた土
地利用の誘導

• 計画的な都市基盤整備

2 自然環境の保
全・回復の方針

• 緑地の維持管理 • 民間と連携したみどり資源の
活用

3 都市景観形成
の方針

• 事業者への景観誘導 • デジタル（3D都市モデル）等

を活用した協議等の質的向
上

• カウンタープランの提示

部門別方針 課題 今後求められる取組

4 循環型のま
ちづくりの方針

• ごみの減量化
• 低炭素化の取組

• 安定したごみ処理体制の確立
• 自然エネルギー等の利活用

5 交通システム
整備の方針

• バスの減便
• 交通不便地域の解消

• ロードプライシングの
実現

• 徒歩と公共交通を中心とした
ネットワークの構築

• 路線バスの維持策やバスの代
替となる新たな交通手段の導
入

• 交通不便地域等を解消する公
共ライドシェア等の導入

6 住宅・住環境
整備の方針

• 市営住宅の老朽化
• 空き家の増加

• 市営住宅の集約化
• 空き家の有効活用

7 都市防災の
方針

• 更なる防災力の向上 • 津波避難施設の整備
• 災害対応可能な人材育成
• 防災教育、普及啓発の充実
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• 都市計画法（抜粋）
（市町村の都市計画に関する基本的な方針）

第十八条の二 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に
関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当
該市町村の都市計画に関する基本的な方針（以下この条において「基本方針」
という。）を定めるものとする。

２ 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等
住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。

３ 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都
道府県知事に通知しなければならない。
４ 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。

都市マスタープランとは、都市計画法に位置付けられており、
市町村が策定する都市計画に関する基本的な方針である

１ 鎌倉市都市マスタープランについて

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会
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鎌倉市都市マスタープランP3（抜粋）

都市マスタープランは、上位計画を踏まえつつ、鎌倉市のまち
づくりの方針を定める基本計画である

１ 鎌倉市都市マスタープランについて

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会
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令和10年３月で現行都市マスタープランの計画期間の30年が終了
するため、評価と次期都市マスタープランの策定が必要な状況

鎌倉市都市マスタープラン策定（平成10年（1998年）３月）

増補版 策定（平成17年（2005年）３月）

白書2011（平成23年（2011年）３月）

※評価・検討をとりまとめたもの

鎌倉市都市マスタープラン改定（平成27年（2015年）９月）

計
画
期
間
30
年

令和10年（2028年）３月で現行の都市マスタープランの
計画期間が終了 → 改定が必要（都市計画法第18条の２）

鎌倉市立地適正化計画策定（令和4年（2022年）３月）

１ 鎌倉市都市マスタープランについて

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会
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改定に向け、令和６年度から見直し作業を進めている

令和６年度 令和７年度 令和９年度令和８年度

都
市
マ
ス

関
連
計
画
等

改
定
作
業
開
始

現
行
都
市
マ
ス
の

総
合
評
価

現
行
都
市
マ
ス
の
評
価

※本審議会には適宜報告

都
市
計
画
審
議
会

令
和
10
年
度

都
市
マ
ス
改
定
・運
用
開
始

鎌倉都市計画

区域の整備・開発・
保全の方針の変更
（整開保）

（仮称）第４次鎌
倉市総合計画
の策定

立地適正化計画の評価・検討

環境基本計画
の改定

公共施設再
編計画の改
訂

本日

１ 鎌倉市都市マスタープランについて

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会
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１ 土地利用の方針
２ 自然環境の保全・回復の方針
３ 都市景観形成の方針
４ 循環型のまちづくりの方針
５ 交通システム整備の方針
６ 住宅・住環境整備の方針
７ 都市防災の方針
８ 健康福祉のまちづくりの方針
９ 産業環境整備の方針
10 観光・文化・スポーツ・レクリエーション環境整備の方針
11 拠点とゾーンの整備方針

見直しに伴い現行都市マスタープランの「11の部門別方
針」について、評価を実施した

２ 都市マスタープランの評価・検討について

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会



・各部門別の具体的な方針について、関係課の取組・達成
状況等を自己評価

7

都市マスタープランの改定の参考とする

・自己評価の内容を都市計画課で評価

・各部門の課題の抽出、今後求められる取組等を評価

（１）各部門毎の具体的な方針に対する評価

（２）各部門毎の総合的な評価

以下のように各部門の具体的な方針について評価した後
に、各部門毎に総合的な評価を実施した

２ 都市マスタープランの評価・検討について

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会
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3.具体的な方針 関係課名
平成27年度以降

の具体的な取組
み及び達成状況

担当課内
評価

達成状況・課内評価に
対する理由

現在の担当課の
施策と鎌倉市都市
マスタープランと
の相違点、要望

内的要因 外的要因

鎌倉市都市マス
タープラン本編の
部門別方針の「3

具体的な方針」の
項目

課名
取組及び達成状
況（未着手内容
を含む）を記入

自らの
評価を
記入

実施計画
の位置付
けによる遂
行、施策の
方向転換、
予算減、人
員減等、行
政内の要
因を記入

社会情勢の
変化、地域
の重要度の
優先順位の
変動、住民
の合意形成
の未成熟等、
行政以外の
要因を記入

鎌倉市都市マス
タープランと関係
課の施策との乖
離している内容
や要望等を記入

個々の取組・達成状況等について、関係課が自己評価を
実施した

（１）各部門毎の具体的な方針に対する評価

２ 都市マスタープランの評価・検討について （１）具体的な方針に対する評価

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会



3.具体的な方針 関係課名
平成27年度以降

の具体的な取組
み及び達成状況

担当課内
評価

達成状況・課内評価に
対する理由

現在の担当課の
施策と鎌倉市都市
マスタープランと
の相違点、要望

内的要因 外的要因

鎌倉市都市マス
タープラン本編の
部門別方針の「3

具体的な方針」の
項目

課名
取組及び達成状
況（未着手内容
を含む）を記入

自らの
評価を
記入

実施計画
の位置付
けによる遂
行、施策の
方向転換、
予算減、人
員減等、行
政内の要
因を記入

社会情勢の
変化、地域
の重要度の
優先順位の
変動、住民
の合意形成
の未成熟等、
行政以外の
要因を記入

鎌倉市都市マス
タープランと関係
課の施策との乖
離している内容
や要望等を記入

①取組状況
▲：未着手（実施計画なし）
△：未着手（実施計画あり）
〇：実施中（前期）
◎：実施中（後期）
●：終了

②内的要因
A：施策の方向転換
B：予算
C：人員
D：その他計画の位置付け
E：国、県、庁内他部署との連携
F：その他

③外的要因
a：社会情勢の変化
b：地域の重要度の優先順位の変動
c：市民の合意形成、要望
d：地権者、利害関係者の理解
e：法令との整合（土地利用の制限など）
f：その他

取組・達成状況については、その要因を分けて評価を実
施した

①

② ③

要因はプラスに作用した場合「+」、マイナスに作用した場合「-」を頭に記載

9令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （１）具体的な方針に対する評価
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自己評価の実施例は次のとおり

3.具体的な方針 関係課名

平成27年度以

降の具体的な
取組み及び達
成状況

担当課内
評価

達成状況・課内評価に
対する理由

現在の担当課の
施策と鎌倉市都市
マスタープランとの
相違点、要望

内的要因 外的要因

１）独自の地形をいか
した骨格的な緑地構造
の保全
(１)歴史的遺産と一体と
なった緑地の保全

天然の要害として鎌倉中
心部を取り囲む緑地や
周辺の歴史的遺産（史跡
や社寺、古道）と一体と
なった緑地の保全を図る
ため、古都保存法に基づ
く歴史的風土保存区域、
歴史的風土特別保存地
区の指定拡大について
県に要請します。また、
歴史的遺産や景観の一
体的な保全を図るため、
隣接する市に協力を求
めていきます。

みどり公
園課

・歴史的風土
特別保存地区
の指定拡大に
ついて、国・県
に対し継続し
て要望した。

・指定の拡大

には至って
いないが、
県との打ち
合わせや、
隣接市であ
る逗子市と
の打ち合わ
せを定期的
に実施して
いる。

・令和４年３月
に改定した鎌
倉市緑の基本
計画において
も、当初計画
から引き続き
歴史的風土保
存区域の枢要
な樹林地のう
ち、歴史的風
土特別保存地
区の指定が未
指定である区
域について、
その指定拡大
を方針として
いる。

・歴史的風土
特別保存地区
の指定が未指
定である区域
において、新
たに歴史的に
重要な文化的
遺産が発見さ
れ、周囲の自
然的環境と一
体となった歴
史的風土の保
存が必要と
なっている。

特になし

（都市マスP62 自然環境の保全・回復の方針１）（みどり公園課）

関係課が記入

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （１）具体的な方針に対する評価



関係課の自己評価に対し、妥当性や今後の方針等について都市
計画課にて評価を実施した

3.具体的な方針
関係
課名

平成27年

度以降の
具体的な
取組み及
び達成状
況

担当課内
評価

現在の担当
課の施策と
鎌倉市都市
マスタープ
ランとの相
違点、要望

評価
（都市計画課が

実施）内的要因 外的要因

１）独自の地形をい
かした骨格的な緑地
構造の保全
(１)歴史的遺産と一体
となった緑地の保全

天然の要害として鎌
倉中心部を取り囲む
緑地や周辺の歴史的
遺産（史跡や社寺、古
道）と一体となった緑
地の保全を図るため、
古都保存法に基づく
歴史的風土保存区域、
歴史的風土特別保存
地区の指定拡大につ
いて県に要請します。
また、歴史的遺産や
景観の一体的な保全
を図るため、隣接する
市に協力を求めてい
きます。

みどり
公園課

・歴史的風土
特別保存地
区の指定拡
大について、
国・県に対し
継続して要望

した。◎

・指定の拡

大には至っ
ていないが、
県との打ち
合わせや、
隣接市であ
る逗子市と
の打ち合わ
せを定期的
に実施して
いる。

・令和４年３
月に改定し
た鎌倉市緑
の基本計画
においても、
当初計画か
ら引き続き
歴史的風土
保存区域の
枢要な樹林
地のうち、
歴史的風土
特別保存地
区の指定が
未指定であ
る区域につ
いて、その
指定拡大を
方針として

いる。+E

・歴史的風
土特別保存
地区の指定
が未指定で
ある区域に
おいて、新
たに歴史的
に重要な文
化的遺産が
発見され、
周囲の自然
的環境と一
体となった
歴史的風土
の保存が必
要となって

いる。+ｄ

・歴史的風土特
別保存地区の指
定拡大について、
緑の基本計画に
沿って、指定権者
である神奈川県
と指定拡大に向
けた調整等を
行っている。

・法に基づく指定
要件、国における
社会資本整備審
議会の経緯を踏
まえ、取組を継続
していくことが大
切である。
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関係課が記載した自己評価

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （１）具体的な方針に対する評価



評価の例 （都市マスP79 循環型のまちづくりの方針 ２）（２））（ごみ減量対策課・環境施設課）

3.具体的な方針
関係課
名

平成27年度以降の具体的な
取組み及び達成状況

担当課内
評価

達成状況・課内評価
に対する理由

現在の担当
課の施策と
鎌倉市都市
マスタープラ
ンとの相違
点、要望

内的要
因

外的要因

(２)ごみの発生抑制と循環利用

環境負荷の少ない「循環型社会」を
形成する上で、ごみそのものを減ら
すため、発生抑制（リデュース）、再
使用（リユース）の更なる充実を図
ると共に、資源の有効活用（リサイ
クル）も笛田リサイクルセンター等を
拠点として引き続き推進していきま
す。

③ごみの処理体制の確立

ごみの減量化・資源化に取り組む
一方で、平常時や災害時における
エネルギーの有効活用の視点を踏

まえ、山崎下水道終末処理場未活
用地における新ごみ焼却施設の建
設に向けた準備を進めます。

また、並行して、名越クリーンセン
ターや今泉クリーンセンターのあり
方等、新たなごみ処理体制の確立
に向けた都市基盤施設の整備につ
いて検討します。

ごみ減量
対策課

環境施設
課

ごみの処理体制については、新た
な焼却施設を建設せずに減量・資
源化を徹底し、燃やさざるを得ない
ごみは鎌倉市・逗子市・葉山町の
広域化により、既存の逗子市焼却
施設を中心に処理する方針に変
更し、令和２年８月に「鎌倉市・逗
子市・葉山町ごみ処理広域化実施
計画」を策定するとともに、令和３
年６月に「第３次鎌倉市一般廃棄
物処理基本計画」の改定を行った。
計画の実現に向け、名越クリーン
センターを令和７年１月中に稼働を
停止する予定としており、その跡地
に中継施設を整備するため、令和
５年８月に「名越中継施設整備基
本計画」を策定し、準備を進めてい
る。今泉クリーンセンターに関して
は、名越中継施設整備期間中に
おける既存中継施設の使用延長
について、施設周辺の町内会で構
成する協議会と継続して協議を進
めている。

安定的なご
み処理体
制の構築
に向け、
「鎌倉市・
逗子市・葉
山町ごみ
処理広域
化実施計
画」の策定
及び「第３
次鎌倉市
一般廃棄
物処理基
本計画」の
改定を行っ
た。

・施策の
実現に向
けて必要
な計画の
策定及び
改定を実
施

・事業系
手数料見
直しの条
例改正提
案につい
て市議会
の議決

・計画の策
定及び改定
は、市民意
見を聴取す
るとともに、
附属機関で
ある審議会
の意見を反
映

・施設周辺
の町内会で
組織する協
議会と協議
を継続

・ごみ処理体
制について
は、新ごみ
焼却施設の
建設をせず
に、逗子市・
葉山町と広
域化により
処理する方
針に変更
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（参考）当初方針から変更等があれば、特記事項として記載

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （１）具体的な方針に対する評価
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（主な内容は次のとおり）

部門別方針 課題 今後求められる取組

1 土地利用の方
針

• 少子・高齢化社会において
持続可能な土地利用への
転換

• 道路等の都市基盤の修復
等

• 持続可能なまちに向けた土地利
用の誘導

• 計画的な都市基盤整備

2 自然環境の保
全・回復の方針

• 緑地の維持管理 • 民間と連携したみどり資源の活
用

3 都市景観形成
の方針

• 事業者への景観誘導 • デジタル等を活用した協議等の
質的向上

• カウンタープランの提示

次期都市マスタープランの策定に向けて、各部門毎に、課題の
抽出と今後求められる取組の方向性の導出を実施した（1/4）

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （２）総合的な評価
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部門別方針 課題 今後求められる取組

4 循環型のまち
づくりの方針

• ごみの減量化
• 低炭素化の取組

• 安定かつ効率的なごみ処理体制の
確立

• 自然エネルギー等の利活用

5 交通システム
整備の方針

• バスの減便
• 交通不便地域の解消
• 渋滞の解消

• 徒歩と公共交通を中心としたネット
ワークの構築

• 路線バスの維持策やバスの代替と
なる新たな交通手段の導入

• 交通不便地域等を解消する公共ラ
イドシェア等の導入

6 住宅・住環境
整備の方針

• 市営住宅の老朽化
• 空き家の増加

• 市営住宅の集約化
• 空き家の有効活用

7 都市防災の
方針

• 更なる防災力の向上 • 津波避難施設の整備
• 防災人材の育成

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （２）総合的な評価

次期都市マスタープランの策定に向けて、各部門毎に、課題の
抽出と今後求められる取組の方向性の導出を実施した（2/4）
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部門別方針 課題 今後求められる取組

8 健康福祉のま
ちづくりの方針

• 複雑化・複合化した生活
課題への対応

• 地域のつながりの希薄化

• 高齢者に限らず、子どもや若者世
代も含めた必要な支援の実施

• 現役世代の就労・社会参画支援
• 地域のふれあい・交流の場の整備

9 産業環境整備
の方針

• 深沢・大船の工業地の先
進化、企業誘致

• 伝統産業・農業・漁業の
衰退

• 雇用創出や税収増を可能にするよ
うな企業の誘致・創出

• 都市ブランド力を生かした伝統産
業・農業・漁業の振興支援

10-1 観光の方針 • オーバーツーリズムによ
る市民生活への影響

• 宿泊率・観光消費額の向
上

• オーバーツーリズム対策の強化

• まちの新たな魅力発信による観光
リピーターの獲得

• ラグジュアリーホテルの誘致等、宿
泊施設の整備

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （２）総合的な評価

次期都市マスタープランの策定に向けて、各部門毎に、課題の
抽出と今後求められる取組の方向性の導出を実施した（3/4）



16

部門別方針 課題 今後求められる取組

10-2 文化の方針 • 文化財の活用
• 文化創造の担い手不足

• 文化資源を活かした観光振興、
都市ブランド強化

• 文化創造の担い手育成

10-3スポーツ・レ

クリエーション環
境整備の方針

• ハード整備中心の施策 • スポーツ環境の整備・充実

• スポーツを通じた経済・観光・国
際交流の促進

11 拠点とゾーン
の整備方針

• 大船駅周辺の再開発事業
の延伸

• ３つの都市拠点（鎌倉・大船・深
沢）の特性にふさわしいまちづく
りの促進

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

２ 都市マスタープランの評価・検討について （２）総合的な評価

次期都市マスタープランの策定に向けて、各部門毎に、課題の
抽出と今後求められる取組の方向性の導出を実施した（4/4）
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本日の目的

（再掲）

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会

現行都市マスタープランの部門別方針の評価を実施したため、
それを踏まえた「今後求められる取組の方向性」の是非につ
いて、本日はご審議いただきたい



鎌倉市都市マスタープラン 分野別総評（案）（白書 2025） 

 

【１ 土地利用の方針】 

●総評案（土地利用編） 

土地利用の方針では、都市マスタープランの類型別土地利用に沿った規制・誘導を行っている。

まちづくり条例の制定により、住民主体のまちづくりを実施し、地区計画や自主まちづくり等市民

団体の運用を行っている。景観においては、景観条例を改正し、景観配慮協議制度を導入したこと

により、周辺住民への周知、実行性を担保している。建築物の高さにおいても、景観地区や高度地

区を指定し、規制・誘導を行っている。緑においても維持や接道緑化等に対し、奨励金や補助を行

い、緑の維持・保全を図り、豊かな住環境に努めている。 

一方、これからの人口減少による空き家対策、狭小な道路等の都市基盤に課題が残る。具体的な

施策の策定・実施、都市基盤のハード整備等の計画・実施を行う必要がある。また、持続可能なま

ちに向けた土地利用の誘導や、都市機能を有する深沢、大船のまちづくりの実現に向けた取組に期

待したい。 

これらの成果を踏まえ、今後も引き続き都市マスタープラン・立地適正化計画等を活用し、土地

利用の規制・誘導を行い、住環境の維持・保全・整備を図っていくことが必要である。 

 

【２ 自然環境の保全・回復の方針】 

●総評案（自然環境編） 

自然環境の保全・回復の方針では、緑の基本計画に基づく古都保存法、都市緑地法等による緑地

の指定や、市が所有する公園・緑地の整備、民有緑地の維持管理に対する市民等への奨励金の交付、

市民の参画・協働による公園・緑地の維持管理、開発事業条例や風致地区条例による緑化の維持・

創出、河川の整備や海岸の清掃による水辺環境の保全・整備など、本市の豊かな自然環境の保全・

創出に関する施策を実施してきた。 

 今後は、これらの取組を継続していくとともに、自然環境は価値を生み出す資源であると捉え、

緑の良好な景観形成による魅力向上や、地形や自然を生かしたハイキング・アスレチック等の身近

に親しめるレクリエーション施設の導入、地域コミュニティの醸成を図る公園等のふれあいの場の

創出、間伐材の活用による都市型林業や製作工房の運営など、グリーンインフラとしての多様な機

能を生かし、民間活力も取り入れてみどり資源を活用していく取組が求められる。 

 

【３ 都市景観形成の方針】 

●総評案（都市景観編） 

 都市景観形成の方針では、景観計画や屋外広告物条例の運用に加え、景観条例改正による景観配

慮協議制度の導入により、市街地の良好な景観形成への誘導を強化してきた。また、景観地区・高

度地区等の指定、良好な景観を構成する緑の保全・創出のため法制度の活用や住民への助成支援、

市街地における生産緑地地区の指定、歴史的な景観を形成する建造物の整備・修復、開発事業等に

おける「古都中心市街地まちづくり構想」の方針に基づいた事業者への指導・要望、さらには将来

の深沢地区まちづくりに向けたガイドラインの策定など、本市の良好な都市景観づくりに関する

様々な施策を実施してきた。 

 良好な景観は市民共通の資産であることを改めて認識し、今後もこれらの取組を継続していくと

資料２ 



ともに、都市景観の質の向上を図ることを目指し、3D 都市モデルを活用した景観シミュレーション

による景観形成基準の更新やガイドラインの精細化、3D 都市モデルを活用したまちづくり行政の

協議の効率化・高度化、審査の標準化、カウンタープランの提示など、デジタルを活用した取組の

強化を図り、さらに魅力的な鎌倉らしい都市景観づくりをしていくことが求められる。 

 

【４ 循環型のまちづくりの方針】 

●総評案（環境編） 

循環型のまちづくりの方針では、再生可能エネルギー設備の導入促進の補助金、パークアンドラ

イド・鎌倉フリー環境手形による公共交通利用等の利用促進、事業所向け「鎌倉独自の環境アセス

マネジメントシステム」の構築、環境教育アドバイザー派遣、開発時の雨水流出抑制施設の設置義

務化、公園等の透水性舗装等の整備、家庭系ごみの有料化、事業系ごみの適正排出指導強化、ごみ

処理広域化体制の構築、「鎌倉やさい」のブランド化や漁協の朝市開催の支援による地産地消の促

進など、低炭素かつ循環型社会の形成に関する施策を実施してきた。 

今後は、これらの取組を継続しつつ、カーボンニュートラル達成に向けて、深沢地域の新たなま

ちづくりや公共施設を含む市域全体の建築物の脱炭素化、自然エネルギーや未利用エネルギーの利

活用を計画的に進める必要がある。公共交通の利用促進においては、路線バスの減便等の課題を踏

まえつつ、「歩く市民生活、歩く観光」の一層の推進が求められる。さらに、集中豪雨への対応と水

循環保全の観点から、緑地やオープンスペースの保全・拡大や、河川への負荷軽減策を進めること

が重要である。また、戸別収集の全市実施により、ごみの分別・減量効果のさらなる向上が期待さ

れるとともに、広域処理との組み合わせによる安定かつ効率的なごみ処理体制の確立が引き続き求

められる。 

 

【５ 交通システム整備の方針】 

●総評案（交通編） 

交通システム整備の方針では、国・県と連携した骨格的な幹線道路の整備や、主要な道路の歩

道・駐輪場の整備を行うとともに、パークアンドライドや鎌倉フリー環境手形等による公共交通

の利用促進、鉄道事業者に対する駅のエレベーター設置への助成等を実施した。一方で、ロード

プライシングの技術的・法律的な課題や、民間事業者の運転手不足による減便や事業の衰退、小

型モビリティの導入等、今後の対策が必要な課題も存在する。これらの課題を踏まえ、現在、交

通マスタープランの令和８年度の改定に向けた検討を進めており、地域交通計画の課題と対策等

を整理している。 

今後の交通システムについても、道路や鉄道のハード整備と併せて、徒歩と公共交通を中心と

する交通ネットワークの構築や、高齢者・障害者が安心・快適に移動できる交通環境の整備のた

め、路線バスの維持策やバスの代替となる新たな交通手段の導入、交通不便地域等を解消する公

共ライドシェア等の導入など、人口減少や高齢化を見据えた新たな対策が求められる。また、新

都市機能を導入する深沢地域のまちづくりでは、歩道や公園の園路等、安全で快適な歩行者ネッ

トワークの整備を行い、「歩くまち」のイメージを定着できるようなまちづくりをしていくことが

重要である。 

 

【６ 住宅・住環境整備の方針】 



●総評案（住宅編） 

住宅・住環境整備の方針では、市営住宅の老朽化対策として、集約化と建替えを進めることで、

高齢者や障害者を含む住民が安心して住み続けられる居住環境の確保に一定の成果をあげてきた。

また、立地適正化計画については、まちづくりを長期的視点で着実に運用し、適切な土地利用の誘

導に向けた取組みを推進している。さらに、防災対策に関しては、土砂災害特別警戒区域の指定を

契機に市民の防災意識が高まり、助成制度の拡充によって地権者等の自主的な防災対策を支援する

など、住宅施策を実施してきた。 

これらの成果を踏まえ、今後も引き続き市営住宅の集約化や防災対応に加え、空き家の有効活用

を着実に推進するとともに、立地適正化計画を軸とした土地利用の適正化を進めることで、持続可

能で多様な世代が住み続けられるまちを実現していくことが求められる。 

 

【７ 都市防災の方針】 

●総評案（防災編） 

都市防災の方針については、河川や公共下水道の改修、宅地耐震化推進事業、立地適正化計画に

おける防災指針の策定、防災公園の供用開始、橋梁の長寿命化、建築物の耐震化、津波避難ビルの

指定、さらには土砂災害特別警戒区域の指定に対応した取組など、多様な防災・減災施策を実施し

てきた。これらの取組を通じ、本市における防災基盤の整備は徐々に進められているが、今後も多

様化する自然災害リスクに対応するため、ハード・ソフト両面での防災力向上を継続していくこと

が重要である。 

今後は、津波避難施設の整備等のハード対策に加え、特にソフト対策における新たな取組を強化

していく必要がある。防災教育については、学校教育における教科としての取組、市民への普及啓

発、市役所職員の研修などを通じて、災害発生時に避難行動や避難後の対応を自律的に実践できる

人材を育成することが求められる。こうしたソフト対策の取組は、次期都市マスタープランにおけ

る重要な課題である。 

 

【８ 健康福祉のまちづくりの方針】 

●総評案（福祉編） 

 健康福祉のまちづくりの方針については、公会堂等の改築への助成や貸し出し、多世代交流講座

の実施や介護予防教室の開催等を行い、地域のふれあいの場の創出やコニュニティ施設の整備を推

進するとともに、駅のバリアフリー化への助成やインクルーシブ公園、歩道段差切下げ整備等のバ

リアフリー化、ユニバーサルデザイン化整備事業の実施、子どもや子育て世代については、保育園

や認定こども園の新規整備等、待機児童の減少を図る対策を実施してきた。 

今後は、これらの取組を継続していくとともに、行政だけでなく官民連携を図り、高齢者や障害

者、こども・子育て世代、若者世代など多様なニーズに応じた生活支援や施設整備等を行うととも

に、現役世代の就労や社会参画支援、地域のふれあい・交流の場の整備など、市民とともに健やか

で安心して暮らせるまちづくりを推進していくことが求められる。 

 

【９ 産業環境の整備の方針】 

●総評案（産業編） 

産業環境の整備の方針に基づき、商店街補助制度は統合・改善を進め、景観形成ガイドラインの



運用により若宮大路と小町通りで魅力的な商業景観の形成を図るなど一定の成果をあげた。一方で、

商店街団体加盟店舗数の減少や伝統産業の衰退、農業担い手不足など、課題は多い。企業立地等促

進条例による製造業支援や深沢地区の新拠点形成なども進展しているが、新規成長産業の事業展開

を支える推進体制の整備は未着手であり、スタートアップやクリエイティブ産業の育成支援も十分

とは言い難い。これまでの施策は補助金に依存しがちで、都市全体のストーリー性や鎌倉ならでは

のブランド力を生かした戦略的枠組みは不十分である。 

次期都市マスタープランにおいては、補助制度の改善にとどまらず、歴史文化資源や景観、観光

資産など鎌倉の強みを軸に据えた都市ブランディングを明確化し、その上で雇用創出や税収増を可

能にするような企業の誘致・創出を図る方針を打ち出すことや、伝統産業・農業・漁業の振興支援

など、持続可能な地域経済を実現していくことが求められる。 

 

【10 観光・文化・スポーツ・レクリエーション環境整備の方針】 

●総評案（観光編） 

観光環境整備の方針においては、公衆トイレや案内板等のハード面における受入環境の整備と、

ホームページ情報発信コンテンツの改修や SNS による観光情報の発信等のソフト面における観光

施策を両輪で進めてきている。また、鎌倉の大きな観光資源である自然環境を活かした観光として、

海水浴場の開設やハイキングコースの整備等にも取り組んでいる。平成 28 年度には日本遺産にも

認定され、構成資産等を活用したインバウンド誘致の研究や民間参入との連携を図っているところ

であり、世界的な観光都市として、多方面において着実に観光施策を進めている。 

一方で、訪日外国人観光客の増加により、一部の観光エリアでは地域住民の快適な住環境に支障

が生じているような事例もあり、これまで取り組んできたオーバーツーリズム対策等については、

今後もより一層の対応が必要となる。観光資源の保存・活用により、観光誘致の施策を推進してい

くことや、ラグジュアリーホテルの誘致等、宿泊施設の整備は重要であるが、同時に、来訪する観

光客の観光環境を改善し、市民生活への影響の低減を図り、市民にも観光客にも快適なまちづくり

を進めていくことが求められる。鎌倉の魅力に磨きをかけ、一度訪れた観光客が何度も訪れたくな

るまちを目指していきたい。 

 

●総評案（10 文化編） 

文化環境整備の方針に基づき、歴史的風致維持向上計画の策定や史跡の公有地化、発掘調査・資

料整理、歴史文化交流館の開設、登録有形文化財の登録推進など、文化財の保護と公開活用におい

て多面的な施策を展開してきた。旧華頂宮邸の暫定活用や博物館基本構想の検討、日本遺産を活か

した観光誘致の取組も進められ、文化資源の保存と活用の基盤は着実に整備されつつある。一方で、

近年の文化的潮流や現代的な創造文化への対応は十分ではなく、従来型の「保存」中心の政策から

脱却しきれていない。文化財の保存と活用が観光や産業振興へと波及する仕組みづくりや、市民参

加を通じた文化創造の担い手育成は依然として課題である。 

次期都市マスタープランにおいては、歴史や文化を大切にしつつ、現代文化の創造や歴史文化と

の融合を促し、文化体験に深みとシナジーを生み出す視点が求められる。例えば、大船のリブラン

ディングとして潜在的な現代文化や新しい都市魅力を市が打ち出すことで、文化資源を「保存」か

ら「創造」へと転換し、観光振興や都市ブランド強化に結びつけることや、文化創造の担い手の育

成など、戦略的な展開が重要である。 



 

●総評案（10  スポーツ・レクリエーション編） 

スポーツ・レクリエーション環境整備の方針に基づき、総合型地域スポーツクラブの創設支援や

学校体育施設の開放、ジュニア世代に対するトップアスリートの指導機会の提供、さらにマリンス

ポーツやビーチスポーツに親しむ場の整備など、国のスポーツ基本法に基づく第３期スポーツ基本

計画の理念のもと市民が身近に運動へ親しむ基盤づくりを着実に進めてきている。これらは健康増

進や青少年育成、地域資源を活かした体験機会の創出に寄与しており、市民参加型スポーツ振興の

実践として一定の成果をあげている。しかし、現状はハード整備や基礎的な支援に重点が置かれ、

ソフト面での戦略的な展開は限定的である。 

今後は、未来を担う子どもたちが夢を持てる環境を整えるため、スポーツを観光や商業、文化振

興と連動させ、都市ブランド形成へと結び付ける視点が必要である。鎌倉には、海や歴史文化とい

った強みを背景に、スポーツを通じた都市魅力の発信や交流人口拡大につなげる潜在力がある。 

次期都市マスタープランにおいては、深沢地区の新しいまちづくりにおける拠点形成と連動し、

スポーツ環境の整備・充実を図ることが重要である。市民の健康・レクリエーションにとどまらず、

子どもたちが憧れるスポーツのまちとなるよう、地域経済や観光、国際的な交流を取り込む都市戦

略として位置づけ、鎌倉ならではのスポーツ文化を創造することが求められる。 

 

【11 拠点とゾーンの整備の方針】 

●総評案（拠点編） 

拠点とゾーンの整備の方針に基づき、鎌倉駅周辺、大船駅周辺、深沢地域国鉄跡地周辺を都市拠

点として位置づけ、立地適正化計画の策定・運用を通じて、都市機能の集積と市民生活の向上を図

るまちづくりを進めている。鎌倉駅周辺では景観形成ガイドラインを策定するとともに、景観重要

公共施設連絡協議会の開催により、歴史文化と調和した都市景観の形成に着手している。今後は、

市民・事業者等のステークホルダーとの共創による都市景観形成に向けた取組が必要である。大船

駅周辺では、東口再開発事業について、建設工事費の高騰等により事業の実施を延伸している。現

時点では、再開発によらないまちづくりを進めるため、鎌倉女子大、地元自治会・商店会等との意

見交換やイベントへの支援等を実施した。深沢地域では、新たな第３の拠点として新市庁舎や商業

施設、住宅、公園等を導入する区画整理や、保健・医療・福祉・スポーツ関連機能の導入を図る都

市基盤形成を進めている。 

次期都市マスタープランでは、３つの都市拠点の特性にふさわしいまちづくりを進め、鎌倉駅周

辺では、社寺等の歴史的遺産など修景的な整備を図り、大船駅周辺では、潜在的な現代文化や新し

い都市魅力を市が打ち出すことで、文化資源を「保存」から「創造」へと転換し、観光振興や都市

ブランド強化に結びつける戦略的な展開を目指す。また、深沢周辺地域では、新たな賑わい形成の

原動力となるよう、まちづくりガイドラインに沿って新たな第３の拠点として整備を進めていく。

これにより、歴史・文化・産業が共生する持続可能な多拠点都市の実現が期待される。 
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１ 土地利用の方針 
 

1 

３-１．住居系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

２）類型別土地利用の方針 

(１)旧市街地の住宅地−市街地の良好

な低層を主体とした住宅地の環境

保全 

①位置 

鎌倉地域、腰越小学校周辺住

宅地 
 

②将来土地利用イメージ 
社寺等の歴史的遺産や自然と

一体となった低層低密で緑豊か

な落ちついた雰囲気を持つ戸建

住宅を主体とし、一部中層の共

同住宅や、住環境と調和した店

舗等のある魅力的な住宅地とし

て保全を図ります。 
なお、木造住宅が密集している

地区については、景観に配慮し

つつ、必要な基盤整備を行い、

防災性の向上を図ります。 
③方向性（※） 

都市計画課 

・令和 3 年に

小町二丁目

の一部にお

いて、まち

づくり市民

団体から都

市計画法第

16 条第 3

項の規定に

基づく地区

計画を決定

する住民原

案の申出を

受けて、令

和 6 年に建

築物等の用

途の制限等

を定め、将

来にわた

り、古都鎌

倉に相応し

い、うるお

いのある低

層住宅地と

して形成及

び保全を図

ることを目

的とした地

区計画を策

定した。

（●） 

・地区計

画、建

築協定

等の適

用によ

る敷地

の細分

化等の

防止、

良好な

住環境

の保全

が図ら

れた。 

・まちづくり市

民団体の育成

が進み、住民

主体のまちづ

くりが進めら

れた。 

（+F） 

・市内の住宅

街で敷地の

細分化や開

発計画が進

んでいる。

このため、

住環境を保

全したいと

いう機運が

住民の間で

高まりつつ

あり、地区

計画等の相

談が増えて

いる。 

・住民等の理

解得られ

た。 

（+C） 

 

・小町二丁目の住宅地

において地区計画を

策定し、良好な住環

境を保全すること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も住民の要望に

応じて地区計画等を

適用し、住宅地の環

境保全を図る方針を

掲げていく必要があ

る。 



１ 土地利用の方針 
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ア．昔ながらの落ち着いた佇まい

が残っている地区 
・地区計画、建築協定等の適用に

よる敷地の細分化等の防止、良

好な住環境の保全 
・景観地区等の適用による、緑豊

かで歴史的環境と一体となった

景観の保全、創出 
・緑の維持及び緑化推進方策の適

用による住宅地内の緑の保全 
・細街路の拡幅等による防災上必

要な基盤の整備 
 
イ．中層の共同住宅や店舗等を誘

導する地区 
・補助幹線道路の沿道等につい

て、中層の共同住宅や店舗等を

誘導 
・景観計画を踏まえたデザインガ

イドライン＊の策定等による周

囲の景観との調和 
・老朽化住宅の建替え促進 
・空き家・空地等の有効利用 
・細街路の拡幅等による防災上必

都市景観課 

・平成 29 年

3 月、鎌倉

市景観計画

改定。土地

利用類型ご

との景観形

成基準を一

部見直し。 

・平成 29 年

3 月、鎌倉

市都市景観

条例改正。

景観配慮協

議制度を導

入。（◎） 

・景観計

画に具

体的な

景観形

成基準

を定

め、都

市景観

条例に

手続を

規定す

ること

で、実

効性を

担保し

てい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（-d） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も緑豊かで歴史

的環境と一体となっ

た景観を保全、創出

し、住宅地の環境保

全を図る方針を掲げ

ていく必要がある。 

土地利用政策

課 

・鎌倉宇都

（津）宮辻

子幕府跡地

周辺地区自

主まちづく

り計画が策

定され、市

に提案され

た（提案

日：平成

30 年 11 月

22 日）。

その後、同

地区におい

て、自主ま

ちづくり協

定を締結し

た（協定締

結日：平成

・地区計

画、建

築協定

等の適

用によ

る敷地

の細分

化等の

防止、

良好な

住環境

の保全

が図ら

れた。 

・まちづくり市

民団体の育成

が進み、住民

主体のまちづ

くりが進めら

れた。（+F） 

・市内の住宅

街で敷地の

細分化や開

発計画が進

んでいる。

このため、

住環境を保

全したいと

いう機運が

住民の間で

高まりつつ

あり、自主

まちづくり

計画の策

定・変更や

地区計画等

の相談が増

えている。 

・住民等の理

 

・地域の自主まちづく

り計画等を策定し、

良好な住環境を保全

することで、都市マ

スで示す施策の実効

性が高まっている。 

・今後も住民主体のま

ちづくりを支援し、

住宅地の環境保全を

図る方針を掲げてい

く必要がある。 
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要な 基盤の整備 
・老朽化住宅の建替え促進 

31 年 4 月

11 日）。 

 

・大町 2 丁目

地区自主ま

ちづくり計

画地区にお

いて、区域

が拡大さ

れ、市に計

画の変更が

提案された

（提案日：

令和 5 年 8

月 30

日）。

（◎） 

解得られ

た。（+C） 

建築指導課 

③ア 引き続

き、建築協

定等の周知

を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく

必要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の

周知を行う

必要があ

る。（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、良好な住環境

の保全に寄与するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 
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みどり公園課 

・美観的に優

れた樹木・

樹林・生け

垣を保存樹

木等に指定

し、その維

持に対して

毎年、奨励

金を交付し

た。 

（◎） 

・市民などに

よる接道部

の緑化につ

いて、申請

に基づき補

助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロ

ック塀等を

除却し、接

道緑化をす

る場合の補

助率を段階

的に 9/10

に引き上げ

た。（令和

3 年４月１

日）（●） 

 

・開発事業

につい

て、条例

に基づ

・美観的

に優れ

た樹

木・樹

林・生

け垣を

指定す

ること

で風致

の維持

に寄与

してい

る。 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

・住宅や住宅地

内の緑化の維持

や緑の創出に対

し、適正な支援

と誘導が行われ

ている。（+F） 

・住宅や住宅

地内の緑化の

維持や緑の創

出に対する市

民等の意識の

向上に寄与し

ている。

（+d） 

 

・住宅地の緑化の維持

や緑の創出を支援

し、緑豊かなまち並

み景観を創出するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も緑化の維持、

創出を支援し、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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き、緑化

を推進し

た。

（◎） 

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

都市整備総務

課 

平成 29 年 3

月に「鎌倉市

空家等対策計

画」を策定

し、空き家の

有効活用を促

している。

（◎） 

継続 

平成 27 年 5 月

施行「空家等対

策の推進に関す

る特別措置法」

により対策が求

められている。

（-A） 

「住宅・土地

統計調査結

果」により、

平成 20 年か

ら平成 25 年

で空き家率が

上昇してい

る。（-a） 

 

・「鎌倉市空家等対策

計画」に基づき空き

家の有効活用を促

し、良好な住環境を

保全することで、都

市マスで示す施策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も同計画に基づ

く取組を行い、空き

家の有効利用を図る

方針を掲げていく必

要がある。 

道水路調査課 回答なし     

・道路計画等を作成

し、必要な基盤整備

を行うことで、都市

マスで示す施策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も道路等の基盤

整備を進める方針を

掲げていく必要があ

る。 
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３-1.住居系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)谷戸の住宅地−谷戸の低層住宅地

の環境保全 

①位置 

鎌倉地域や北鎌倉等の谷戸部 
 

②将来土地利用イメージ 

社寺等の歴史的遺産や緑など

の自然と一体となった低層低密

の戸建住宅地として保全しま

す。行き止まり道路やがけ崩れ

の可能性など問題のある住宅地

については、必要な基盤整備等

を行い、防災性の向上を図りま

す。 
 

③方向性（※） 

ア．良好な環境が残っている谷戸 

・地区計画、建築協定等の適用に

よる敷地の細分化等の防止、良

好な住環境の保全 

都市計画課 

②用途地域等の

都市計画の運

用により、谷

戸の住宅地に

おける適切な

土地利用誘導

を行った。

（◎） 

 

③ア 引き続

き、住民から

の提案等のあ

る地区につい

ては、地区計

画の指定を検

討する。

（〇） 

 

イ 引き続き、

良好な環境を

保全するた

め、都市計画

の運用を行

う。（◎） 

継続 

都市計画の目標

の実現に向け

て、長期的な視

点で運用してい

く必要がある

（+F） 

地区計画の都

市計画提案等

について、引

き続き周知を

図る必要があ

る（+d） 

立地適正化計画及び防

災指針の策定により、

人口減少や、高齢化に

対応するとともに、防

災・減災による安全・

安心の確保等、土地利

用の誘導等により、

様々な課題の解決を図

っていく。 

・用途地域等の都市計

画の運用による適切

な土地利用誘導等を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、住宅地

の環境保全を図る方

針を掲げていく必要

がある。 
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・緑豊かな景観の保全、創出 
 
イ．一部開発が進行している谷戸 

・開発を許容する地区と、良好な

環境を保全する地区の区分分け 
・敷地の細分化によるミニ開発や

共同住宅等を許容する地区につ

いては、景観計画を踏まえたデ

ザインガイドライン＊の策定等

により周囲の景観との調和を図

る 
・良好な住環境に配慮しながら、

小規模な店舗等の立地について

検討 
 

※基本的な方向性はアとします。地区の

まちづくり方針が制定された場合等

に、イを適用します。 
 

建築指導課 

③ア 引き続

き、建築協定

等の周知を行

う。（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+d） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、良好な住環境

の保全に寄与するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 

みどり公園

課 

・美観的に優れ

た樹木・樹

林・生け垣を

保存樹木等に

指定し、その

維持に対して

毎年、奨励金

を交付した。

（◎） 

 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

・美観的

に優れ

た樹

木・樹

林・生

け垣を

指定す

ること

で風致

の維持

に寄与

してい

る。 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対し、適正

な支援と誘導

が行われてい

る。（+E） 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。

（+d） 

 

・住宅地の緑化の維持

や緑の創出を支援

し、緑豊かなまち並

み景観を創出するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も緑化の維持、

創出を支援し、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日）

（◎） 

 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、緑化

を推進した。

（◎） 

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

土地利用政

策課 
回答なし     

・住民に対し、自主ま

ちづくり計画等の周

知を図り、住環境を

保全していく方針を

掲げていく必要があ

る。 
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都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（●） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（+e） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も緑豊かな景観

を保全、創出し、住

宅地の環境保全を図

る方針を掲げていく

必要がある。 
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３-1.住居系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

（３）一般住宅地−一般住宅地におけ

る良好な住環境の育成 

①位置 

腰越、深沢、大船、玉縄地域

の既成市街地 
 

②将来土地利用イメージ 

良好な住環境の育成を図ると

共に、基盤整備に併せて一部中

層の住宅や商業施設等が調和す

る土地利用を誘導します。 
 

③方向性 

・地区計画、建築協定等の適用に

よる良好な住環境の保全・住宅

と商業施設等の調和・基盤整備

事業の活用 
 

都市計画課 

②高度地区の拡

大により良好

な土地利用の

誘導を図っ

た。（◎） 

③引き続き、住

民からの提案

等のある地区

についは、地

区計画の指定

を検討する。 

 引き続き、良

好な環境を保

全するため、

都市計画の運

用を行う。

（◎） 

良好な住

環境を保

全するた

め高度地

区の拡大

が図られ

た。  
 

高度地区の見直

し方針に基づ

き、高度地区を

拡大した。

（+E） 

行政指導主体

による高さ規

制が限界だっ

た。（-d） 

立地適正化計画及び防

災指針の策定により、

人口減少や、高齢化に

対応するとともに、防

災・減災による安全・

安心の確保等、土地利

用の誘導等により、

様々な課題の解決を図

っていく。 

・高度地区の拡大によ

り良好な土地利用誘

導を図り、良好な住

環境を保全すること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、住宅地

の環境保全を図る方

針を掲げていく必要

がある。 

建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+d） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、良好な住環境

の保全に寄与するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 
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都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（●） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（+e） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住宅地の景観

の調和を図り、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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３-1.住居系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(４)沿道住宅地−主要道路沿道の住宅

地の環境形成 

①位置 

金沢鎌倉線、藤沢鎌倉線、鎌

倉大町線、腰越大船線等の主要

道路沿道の一部 

②将来土地利用イメージ 

住宅地としての環境の保全、

育成を基本としつつ、低層から

一部中層として、沿道の環境整

備と併せながら土地利用密度を

やや高め、戸建住宅や集合住宅

と生活関連店舗等の複合した土

地利用を誘導していきます。 

 

③方向性 

・地区計画、建築協定等の適用に

よる良好な住環境の保全 
・住宅と店舗等の調和 
・沿道景観の整備 

都市計画課 

②用途地域（第

一種中高層住

居専用地域、

第一種住居地

域等）の都市

計画の運用に

より、住宅と

店舗等の適切

な調和の誘導

を図った。

（◎） 

 

③住民からの提

案等のある地

区について

は、都市マス

に沿った地区

計画の指定の

検討を行う。

（〇） 

引き続き

誘導を行

う 

目標の実現に向

けて、長期的な

視点で運用して

いく必要がある

（+F） 

地区計画の都

市計画提案等

について、引

き続き周知を

図る必要があ

る。（+d） 

 

・用途地域等の都市計

画の運用による住宅

と店舗等の適切な調

和を図り、良好な住

環境を保全すること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、住宅地

の環境保全を図る方

針を掲げていく必要

がある。 
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建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+d） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、良好な住環境

の保全に寄与するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（●） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（+e） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住宅地の景観

の調和を図り、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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３-1.住居系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(５)計画開発住宅地（丘陵住宅地） 

−計画的に開発された住環境の保全 

 

①位置丘陵部に計画的に開発され

た住宅地 
 

②将来土地利用イメージ 

周辺の緑と一体となった良好

な低層戸建住宅地としての住環

境の保全を図ります。また住宅

地への主要なアクセス道路沿道

の一部などを、地域内の生活拠

点と位置付け、店舗等の生活利

便施設の立地を誘導します。 
今後は、居住者の高齢化に対

応する住環境整備を行いつつ、

人口呼び戻しや新たな人口受入

れのため、子どもから高齢者ま

での多世代が近くに住み、互い

に支え合う「多世代近居のまち

づくり」などを推進します 
③方向性（※） 

ア 良好な住環境が維持されてい

る地区 
・地区計画、建築協定等の適用に

よる敷地の細分化等の防止、良

好な住環境の保全 

都市計画課 

・平成 31 年

に、大平山住

宅地において

都市計画提案

制度を活用し

て指定した地

区計画を、住

民の意見を聴

きながら変更

した。（区域

を拡大）本計

画は、敷地面

積の最低限度

及び垣、柵の

構造等につい

て制限し、住

環境を保全し

ている。

（●） 

・令和６年に住

友常盤住宅地

において都市

計画提案制度

を活用し、地

区計画を策定

した。本計画

は、敷地面積

の最低限度及

び建築用途を

制限し、住環

境を保全して

いる。（●） 

良好な住

環境を保

全するた

めの法的

制限のあ

る地区計

画の拡大

が図られ

た。 

・まちづくり

市民団体の

育成が進

み、住民主

体のまちづ

くりが進め

られた。

（+E） 

・市内の住宅街

で敷地の細分

化が進んでい

る。このた

め、住環境を

保全したいと

いう機運が住

民の間で高ま

りつつあり、

地区計画等の

相談が増えて

いる。 

・住民等の理解

得られた。

（+c,d） 

 

・小町二丁目の住宅地

において地区計画を

策定し、良好な住環

境を保全すること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も住民の要望に

応じて地区計画等を

適用し、住宅地の環

境保全を図る方針を

掲げていく必要があ

る。 
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・緑のまち並み保全 
・2世帯、3世代同居に対応した住

宅供給の促進 
 

イ.高齢化や人口減少が進行してい

る地区 
・高齢化に対応した住環境整備 
・空き家・空地等の有効利用 
・開発を許容する地区と、良好な

環境を保全する地区の区分分け 
・敷地の細分化によるミニ開発や

共同住宅等を許容する地区につ

いては、景観計画を踏まえたデ

ザインガイドライン＊の策定等

により周囲の景観との調和を図

る 
・良好な住環境に配慮しながら、

小規模な店舗等の立地について

検討 
※基本的な方向性はアとします。地区の

まちづくり方針が制定された場合等

に、イを適用します。 
 

建築指導課 

③ア 引き続

き、建築協定

等の周知を行

う。（◎） 

継続 

長期的な視点

で運用してい

く必要があ

る。（+F） 

引き続き、建築

協定等の周知を

行う必要があ

る。（+d） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、良好な住環境

の保全に寄与するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 

みどり公園

課 

・美観的に優れ

た樹木・樹

林・生け垣を

保存樹木等に

指定し、その

維持に対して

毎年、奨励金

を交付した。 

（◎） 

 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

・美観的

に優れ

た樹

木・樹

林・生

け垣を

指定す

ること

で風致

の維持

に寄与

してい

る。 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

し、適正な

支援と誘導

が行われて

いる。

（+E） 

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対する市民

等の意識の向

上に寄与して

いる。（+d） 

 

・住宅地の緑化の維持

や緑の創出を支援

し、緑豊かなまち並

み景観を創出するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も緑化の維持、

創出を支援し、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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（令和 3 年 4

月 1 日）

（◎） 

 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、緑化

を推進した。

（◎） 

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（●） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制度

は浸透してきて

いるが、規制規

模未満について

は更なる周知が

必要。（+e） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住宅地の景観

の調和を図り、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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都市整備総

務課 

平成 29 年 3 月

策定「第 3 次住

宅マスタープラ

ン」で三世代同

居・近居の促

進、居住継続の

支援、多世代交

流による地域コ

ミュニティの形

成を継続の取組

として示してい

る。（△） 

継続    

・「第 3 次住宅マスタ

ープラン」において

多世代近居の促進等

を継続の取組として

示している。 

・今後も多世代近居の

まちづくりを推進す

る方針を掲げていく

必要がある。 
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３-１．住居系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(６)林間住宅地−周辺の緑と一体とな

った住環境の保全 

①位置 

鎌倉山 

②将来土地利用イメージ 

樹木に囲まれた敷地規模の大

きい低層の戸建住宅地として、

緑豊かな別荘地風の落ちついた

住環境の保全を図ります。 

 

③方向性 

・市街化調整区域については、そ

の指定の継続 

・地区計画、建築協定等の適用に

よる良好な住環境の保全 

・市街化調整区域における市独自

の開発許可基準の検討 

・緑の維持 

都市計画課 

将来土地利用

イメージに沿

った都市計画

の運用を行う

とともに、適

切な土地利用

誘導を行っ

た。（◎） 

引き続

き、都市

計画の運

用を行う

ととも

に、適切

な土地利

用誘導を

行う。 

 

地区計画

等の相談

があれ

ば、指定

の検討を

行う。 

都市計画の目標

の実現に向け

て、長期的な視

点で運用してい

く必要がある。

（+F） 

地区計画の都

市計画提案等

について、引

き続き周知を

図る必要があ

る。（+C） 

 

・将来土地利用イメー

ジに沿った都市計画

の運用等を行い、良

好な住環境を保全す

ることで、都市マス

で示す施策の実効性

が高まっている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、住宅地

の環境保全を図る方

針を掲げていく必要

がある。 

建築指導課 

③引き続き、

建築協定等

の周知を行

う。（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、良好な住環境

の保全に寄与するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 
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みどり公園

課 

・美観的に優

れた樹木・

樹林・生け

垣を保存樹

木等に指定

し、その維

持に対して

毎年、奨励

金を交付し

た。 

（◎） 

 

 

・市民などに

よる接道部

の緑化につ

いて、申請

に基づき補

助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロ

ック塀等を

除却し、接

道緑化をす

る場合の補

助率を段階

的に 9/10 に

引き上げ

た。（令和 3

年 4 月 1

日） 

（◎） 

 

 

・美観的

に優れ

た樹

木・樹

林・生

け垣を

指定す

ること

で風致

の維持

に寄与

してい

る。 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対し、適正

な支援と誘導

が行われてい

る。（+F） 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。

（+d） 

 

・住宅地の緑化の維持

や緑の創出を支援

し、緑豊かなまち並

み景観を創出するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も緑化の維持、

創出を支援し、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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・開発事業に

ついて、条

例に基づ

き、緑化を

推進した。 

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

開発審査課 

都市計画法に

基づく市街化

調整区域にお

ける開発許可

等の基準に関

する条例に基

づき審査を行

い、市街化を

抑制する区域

である市街化

調整区域にお

いて都市の健

全な発達と秩

序ある整備を

図るため、本

条例を運用し

都市計画法の

趣旨に則り、

適切な運用を

行っている。

（◎） 

継続 

継続して法を運

用し、都市計画

法の改正や都市

形成の実情にあ

った検討を行っ

ていく。（+F） 

都市計画法に

基づくため、

法改正に合わ

せた検討が必

要となる。

(+d) 

 

・「都市計画法に基づ

く市街化調整区域に

おける開発許可等の

基準に関する条例」

に基づく審査を行

い、市街が調整区域

において都市の健全

な発展と秩序ある整

備を図ることで、都

市マスで示す施策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も同条例を適切

に運用し、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(７)海浜住宅地−海沿いの住宅地の環

境保全と形成 

①位置 

小動岬から稲村ヶ崎までの海

岸部 

②将来土地利用イメージ 

海沿いの低層戸建住宅地の保

全を基本に、住宅と鎌倉を楽し

むための土地利用が複合する地

区として位置付けます。背景の

山林や海辺の自然環境と一体と

なった、緑豊かな鎌倉の海沿い

にふさわしい住宅地の環境を保

全します。また、これら低層の

住宅と店舗等が調和して混在

し、安全で楽しさを醸しだす海

岸ゾーンの形成を誘導します。 

③方向性 

・地区計画、建築協定等の適用に

よる良好な住環境の保全 

・住宅と調和する店舗の誘導 

・安全で楽しい海岸ゾーンの形成 

都市計画課 

②用途地域等の

都市計画の運

用により、海

浜住宅地にお

ける適切な土

地利用誘導を

行った。

（◎） 

 

③引き続き、住

民からの提案

等のある地区

については、

地区計画の指

定を検討す

る。（◎） 

 

引き続き、良

好な環境を保

全するため、

都市計画の運

用を行う。

（◎） 

継続 

都市計画の目標

の実現に向け

て、長期的な視

点で運用してい

く必要がある 

 

立地適正化計画

及び防災指針の

策定により、人

口減少や、高齢

化に対応すると

ともに、防災・

減災による安

全・安心の確保

等、土地利用の

誘導等により、

様々な課題の解

決を図ってい

く。（+F） 

地区計画の都

市計画提案等

について、引

き続き周知を

図る必要があ

る（+C） 

立地適正化計画及び防

災指針の策定により、

人口減少や、高齢化に

対応するとともに、防

災・減災による安全・

安心の確保等、土地利

用の誘導等により、

様々な課題の解決を図

っていく。 

・用途地域等の都市計

画の運用等による適

切な土地利用誘導を

図り、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、住宅地

の環境保全を図る方

針を掲げていく必要

がある。 
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 建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

(+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、良好な住環境

の保全に寄与するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 

 都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（◎） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改正

（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（-d） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住宅地の景観

の調和を図り、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(８)海浜住商複合地−海沿いの住宅

と観光施設等の調和 

①位置 

稲村ヶ崎以東及び腰越の海岸

部 

②将来土地利用イメージ 

住宅と鎌倉を楽しむための土地

利用が複合する地 区とします。た

だし、東日本大震災の教訓を踏ま

え た防災・減災対策と一体となっ

た良好な海辺の地区 となるよう

に、緑を増やし、鎌倉にふさわし

い住宅 と調和した静かな環境を形

成するように誘導します。 

稲村ヶ崎以東の国道 134 号沿

都市計画課 

・平成 30 年に

材木座地区に

おいて、都市

マスタープラ

ンで掲げる

「地区まちづ

くりモデル

（海沿いの住

宅地のモデ

ル）」の実現

のため、まち

づくりの視点

から防災・減

災対策を検討

(〇) 

・引き続

き市民

防災

部・都

市景観

部をは

じめと

した庁

内連携

での検

討によ

り、材

木座地

区の津

波避難

へのハ

ード対

策を検

討する

必要が

ある。 

・材自連が求め

る、旧材木座

保育園用地へ

の津波避難タ

ワーの建築や

旧弁ヶ谷市営

住宅跡地の津

波避難施設化

などは、市の

公共施設再編

の考え方と異

なり、特例的

な建物高さの

基準を検討の

うえで市の意

思による津波

避難タワー等

の必要性と可

能性の検討は

未成熟（） 

・ワークショ

ップ等につ

いて新型コ

ロナウイル

スの影響に

より進展し

ていない。 

・激甚化する

水災害が契

機に住民の

要望も高ま

っている。

（c） 

 

・都市マスタープラン

で掲げる地域の住宅

地のモデルの実現の

ため、まちづくりの

視点から防災・減災

対策を検討し、安全

な住環境づくりを行

うことで、都市マス

で示す施策の実効性

が高まっている。 

・今後も地域の防災性

の向上を図る取組を

行い、住宅地の安全

性の確保を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 
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道については、店舗やホテルと

いった観光商業施設と住宅が調

和する土地利用とします。 

この北側の鎌倉海浜公園由比

ガ浜地区周辺の住宅地及び若宮

大路沿道（海岸寄り）について

は、昔ながらの保養地としての

環境になじんだ住宅と駅前商業

地との連続性に配慮した特色の

ある店舗や公的施設が調和する

低・中層のまち並みを誘導しま

す。特に若宮大路沿道について

は、上品で落ち着きのあるまち

並みを誘導します。 

腰越漁港周辺については、防

災性の向上に留意しつつ、基盤

整備と併せて、低層から一部中

層の住宅と観光商業施設が調和

する住宅地としての誘導を検討

します。 

③方向性 

・地区計画、景観地区、建築協定

等の適用による良好な住環境の

保全 

建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、住宅と観光施

設等が調和する土地

利用に寄与すること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（◎） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（-d） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な住環境

を保全することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住宅地の景観

の調和を図り、住宅

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 

観光課 

観光資源である

海岸を活用し、

海水浴場を開設

した。（●） 

海水浴場

を開設す

るなど、

海岸の観

光資源の

価値を向

上させる

ととも

に、誘客

に努め

た。 

20 万人を超える

海水浴客が来訪

したことで、海

の賑わいに貢献

した。（+F） 

海水浴離れに

よって、浴客

は減少傾向に

ある。（-a） 

 

・海水浴場を開設し、

海岸の観光資源の価

値を向上させること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も安全で楽しい

海岸ゾーンの形成の

方針を掲げていく必

要がある。 
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・住宅と調和する店舗の誘導 

・景観計画を踏まえたデザインガ

イドライン＊の策定や屋外広告

物のコントロール等によるまち

並みの形成 

・安全で楽しい海岸ゾーンの形成 

・津波避難困難地域等における津

波一時避難施設の必要性の検討

（※必要な場合には、背後の低

層住宅地に配慮した上で、特例

的な建物高さの基準を検討） 

・住環境整備事業、基盤整備事業

の活用 

総合防災課 取組なし(▲) 

津波避難

困難区域

における

建物高さ

規制緩和

等につい

て、全庁

的に検討

していく

必要があ

る。 

防災面だけでは

なく、立地適正

化の観点や景

観・風致面など

様々な観点から

検討が必要（-

A） 

左記について

市民等の合意

形成を要す

る。（c） 

 

・地域の課題解決に向

けて、津波避難困難

地域等における津波

一時避難施設や建築

物の高さ規制緩和等

について、検討・調

整等、主体的に進め

てほしい。 

・引き続き都市マスに

方針を掲げていく必

要があるが、記載内

容は検討する必要が

ある。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

９)都市型住宅地−都市型住宅地の形

成 

①位置 

大船駅周辺 

②将来土地利用イメージ 

良好な低・中層の都市型住宅

からなる住宅地として整備を図

ります。また人口の流出防止や

呼び戻し、新たな人口の受け入

れのため、ポテンシャルの高い

地区や変化の予想される地区に

おいて、基盤整備と併せて土地

利用密度を高め、住宅供給を促

進します。 

さらに大船駅周辺拠点の整備

との連携を考慮しながら、住宅

と商業施設が調和する土地利用

への誘導を行います。 

③方向性 

・低・中層の都市型住宅供給 

・地区計画、建築協定等の適用に

都市計画課 

高度地区の拡大

により良好な土

地利用の誘導を

図った。 

引き続き、住民

からの提案等の

ある地区につい

は、地区計画の

指定を検討す

る。 

 

引き続き、良好

な環境を保全す

るため、都市計

画の運用を行

う。（◎） 

良好な住

環境を保

全するた

め高度地

区の拡大

が図られ

た。  
 

高度地区の見直

し方針に基づ

き、高度地区を

拡大した。

（+A） 

行政指導主体

による高さ規

制が限界だっ

た。（+e） 

立地適正化計画及び防

災指針の策定により、

人口減少や、高齢化に

対応するとともに、防

災・減災による安全・

安心の確保等、土地利

用の誘導等により、

様々な課題の解決を図

っていく。 

・高度地区の拡大によ

り、良好な土地利用

の誘導を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、良好な

住環境の創出を図る

方針を掲げていく必

要がある。 

建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、住宅と店舗が

調和する土地利用に

寄与することで、都

市マスで示す施策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も住民等への周

知を行い、良好な住

環境を創出する方針

を掲げていく必要が

ある。 
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よる住宅と店舗の調和による良

好な住環境の創出 

・住環境整備事業、基盤整備事業

の活用 

市街地整備

課 

 大船駅東口再

開発事業につい

ては、建設工事

費の高騰等によ

り事業の実施を

延伸している。 

現時点では、再

開発によらない

まちづくりを進

めるため、鎌倉

女子大、地元自

治会・商店会、

周辺事業者等と

の意見交換や地

域のボランティ

ア活動及びイベ

ントへの支援等

を実施してい

る。（△） 

事業の進

展の目処

は立って

いない。 

特になし。（-

A） 

東京オリンピ

ック・パラリ

ンピック招致

決定以降、建

設工事費の高

騰が続いてい

ること。 

また、これに

伴い、再開発

事業を実施し

た際に権利者

が得られる再

開発ビルの床

面積（権利

床）が減少す

る見込みであ

ること。（-

a） 

変更希望なし。 

・大船駅東口再開発事

業が進んでおらず、

再開発によらないま

ちづくりを進めてお

り、良好な住環境の

創出に一定の効果が

あると考えられる。 

・都市マスへの記載方

法は検討が必要であ

る。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施

策と鎌倉市都市マ

スタープランとの

相違点、要望 

都市計画課 
内的要因 外的要因 

(10)中・高層住宅地−中・高層住宅

地の住環境の保全 

①位置 

岡本、山崎、梶原など 

②将来土地利用イメージ 

基本的に中層住宅地として、

良好な住環境の維持を図りま

す。 

また、工場の土地利用転換に

伴い、住宅地が計画される場合

には、周辺の住宅地との調和に

十分配慮しつつ、基本的に中層

住宅地を誘導します。 既に中・

高層住宅が立地している地区に

ついては、現状を維持します。 

なお、以下の地区において

中・高層の都市型住宅地への誘

導を検討します。 

・深沢地域国鉄跡地周辺（拠点整

備と併せた都市型住宅を含む多

都市計画課 

良好な住環境や

周辺住宅地と調

和した街並みの

形成・維持する

ため、平成 30

年 11 月に高度

地区指定拡大方

針を策定し、令

和 2 年 3 月に、

方針に基づく高

度地区を変更

し、区域の拡大

を行った。

（●） 

また、梶原地域

ではでは中層住

宅地の維持・保

全を図るため、

住民による地区

計画（提案制

度）の相談を受

け、策定に向

け、調整を行っ

ている。（◎） 

高度地区の指

定拡大で、市

域の概ね全域

に、法制度で

の高さ規制を

導入したこと

により、良好

な住環境や周

辺住宅地と調

和した街並み

の形成をする

等、都市マス

タープランの

方針の進展に

大きく寄与し

ている。引続

き法的制限の

ある地区計画

等によりまち

なみの形成を

図る。 

・都市マスタ

ープランの

考え方に基

づき、高度

地区指定拡

大方針を策

定及び高度

地区の都市

計画変更。

（+D） 

・地域の一部

は、まちづ

くり市民団

体の育成が

進み、住民

主体のまち

づくりが進

められた。

（+F） 

開発などによ

り敷地の細分

化が進んでい

るため、今の

住環境を保全

したいという

機運が住民の

間で高まって

いる。（+c） 

 

・高度地区の拡大によ

り、良好な土地利用

の誘導を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、良好な

住環境の創出を図る

方針を掲げていく必

要がある。 

深沢地域整

備課 
回答なし     

・地区計画等による都

市型住宅を含む多様

な形態の住宅の誘導

を図ることに期待し

たい。 
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様な形態の住宅の誘導の検討） 

・大船駅周辺と深沢地域国鉄跡地

周辺に挟まれた地区（基盤整備

等の住環境整備と併せた都市型

住宅の誘導の検討） 

③方向性 

・公的主体や民間による中・高層

の都市型住宅供給 

・地区計画、建築協定等の適用に

よる良好な住環境の保全 

市街地整備

課 
回答なし     

・大船駅周辺地区都市

づくり基本計画に基

づいた住宅地の誘導

に期待したい。 

建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点

で運用してい

く必要があ

る。（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、周辺の住宅地

と調和する土地利用

に寄与することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住民等への周

知を行い、住宅地の

環境保全を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 
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３－２．商業系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(１)広域的商業地−大船駅前商業地

の魅力づくり 

①位置 

大船駅前 

②将来土地利用イメージ 

都市拠点という位置付けを踏

まえ、広域的な商業機能や多様

な機能が高度に集積し、中・高

層の商業・業務ビルが並ぶ商業

地とします。また商業地として

一層の集積を図るため、大船駅

周辺の商業地を拡大することを

検討します。 

③方向性 

・商業集積の促進 

・基盤整備（道路、歩行者空間、

駐車場・駐輪場） 

・地区計画、建築協定、景観地区

都市計画課 

将来土地利用イ

メージに沿った

都市計画の運用

を行うととも

に、適切な土地

利用誘導を行っ

た。（◎） 

 

地区計画の運用

により、該当地

区の目標に沿っ

たまち並みの整

備に寄与した。 

（◎） 

高度地区の拡大

により、周辺の

住環境や景観と

調和した街並み

形成を確実に誘

導するととも

に、商業や産業

の適切な土地利

用への対応を図

った。（●） 

引き続

き、都市

計画の運

用を行う

ととも

に、適切

な土地利

用誘導を

行う。 

高度地区の見直

し方針に基づ

き、高度地区を

拡大した。

（+D） 

行政指導主体

による高さ規

制が限界だっ

た。（+e） 

 

・高度地区の拡大によ

り、良好な土地利用

の誘導を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、まち並

み整備を図る方針を

掲げていく必要があ

る。 
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等の適用によるまち並み整備 

・市街地再開発事業、優良建築物

整備事業による良好な建築物整

備（共同化、協調建替＊等） 

・商店街の環境整備 商工課 

商店街活性化事

業費補助金及び

商店街共同施設

設置費補助金の

交付（◎） 

商店街の

賑わいの

創出と地

域商業の

活性化が

図られて

いる。 

予算化の前年度

において、市内

28 商店街団体に

事業実施意向を

確認し、概ね要

望に沿った予算

措置ができてい

る。（+B） 

商店街団体の

加盟店舗が減

少傾向にある

中、必要な施

策である。

（+a） 

大船駅前に特化した施

策ではない。 

・商店街活性化事業費

補助金等の交付によ

り、商業集積の促進

に寄与することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も商店街を支援

し、商業集積を促進

する方針を掲げてい

く必要がある。 

市街地整備

課 

大船駅東口再開

発事業について

は、建設工事費

の高騰等により

事業の実施を延

伸している。 

現時点では、再

開発によらない

まちづくりを進

めるため、鎌倉

女子大、地元自

治会・商店会、

周辺事業者等と

の意見交換や地

域のボランティ

ア活動及びイベ

ントへの支援等

を実施してい

る。 

（△） 

事業の進

展の目処

は立って

いない 

特になし。（-

A） 

東京オリンピ

ック・パラリ

ンピック招致

決定以降、建

設工事費の高

騰が続いてい

ること。 

また、これに

伴い、再開発

事業を実施し

た際に権利者

が得られる再

開発ビルの床

面積（権利

床）が減少す

る見込みであ

ること。（-

a） 

変更希望なし。 

・大船駅東口再開発事

業が進んでおらず、

再開発によらないま

ちづくりを進めてお

り、商店街の環境整

備に一定の効果があ

ると考えられる。 

・都市マスへの記載方

法は検討が必要であ

る。 
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建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、まち並み整備

に寄与することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住民等への周

知を行い、まち並み

整備を図る方針を掲

げていく必要があ

る。 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（◎） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（-ｄ） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な商業地

の環境を保全するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も商業地の景観

の調和を図り、商業

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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３-２．商業系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

（２）街並型商業地−駅周辺商店街

の街並み形成 

①位置 

鎌倉駅及び大船駅周辺 

②将来土地利用イメージ 

〔鎌倉駅周辺〕 

中層の店舗からなる鎌倉地域

の中心的な商業地と位置付け、

市民ニーズや観光需要に応える

商業を配置し、魅力的な憩いの

空間（広場等）の形成を図りま

す。 

基本的に現在の商業地を基調

としますが、鎌倉地域のにぎわ

いを強めるため、海岸方面へ拡

大する可能性を検討します。 

〔大船駅周辺〕 

駅前の中・高層商業地と一体

的な広がりを持つ中層商業地と

都市計画課 

鎌倉駅周辺 
景観地区 

 

大船駅周辺 

周辺の住環境や

景観と調和した

街並みの形成を

確実に誘導する

とともに、商業

や産業の適切な

土地利用への対

応を図るため、

平成 30 年 11 月

に高度地区指定

拡大方針を策定

し、令和 2 年 3

月に、方針に基

づく高度地区を

変更し、区域の

拡大を行った。

（●） 

高度地区

の指定拡

大で、市

域の概ね

全域に、

法制度で

の高さ規

制を導入

したこと

により、

周辺の住

環境や景

観と調和

したまち

並みのス

カイライ

ン形成

を、より

確実に誘

導し、方

針の進展

に大きく

寄与して

いる。 

都市マスタープ

ランの考え方に

基づき、高度地

区指定拡大方針

を策定及び高度

地区の都市計画

変更。（+D） 

人口減少下の

中で、都市開

発の圧力が縮

小や、オフィ

スやマンショ

ン等の高層建

築物の需要の

低下の中であ

るが、コロナ

ウイルス感染

拡大により、

リモートワー

クの環境とな

り、住宅等の

需要は増えて

いる。(-a) 

大船駅周辺 

周辺の住環境や景観と

調和した街並みの形成

を確実に誘導するとと

もに、商業や産業の適

切な土地利用への対応

を図るため、平成 30

年 11 月に高度地区指

定拡大方針を策定し、

令和２年３月に、方針

に基づく高度地区を変

更し、区域の拡大を行

った。 

・高度地区の拡大によ

り、良好な土地利用

の誘導を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、まち並

み整備を図る方針を

掲げていく必要があ

る。 
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し、商業・業務施設が複合する

土地利用とします。 

③方向性 

・商業集積の促進 

・基盤整備（歩行者空間、駐車

場・駐輪場） 

・地区計画、建築協定、景観地区

等の活用による鎌倉の商業地と

してふさわしいまち並み整備 

・良好な建築物整備 

・商店街の環境整備 

商工課 

商店街活性化事

業費補助金及び

商店街共同施設

設置費補助金の

交付（●） 

商店街の

賑わいの

創出と地

域商業の

活性化が

図られて

いる。 

予算化の前年度

において、市内

28 商店街団体に

事業実施意向を

確認し、概ね要

望に沿った予算

措置ができてい

る。（+B） 

商店街団体の

加盟店舗が減

少傾向にある

中、必要な施

策である。

（+a） 

鎌倉駅及び大船駅周辺

に特化した施策ではな

い。 

・商店街活性化事業費

補助金等の交付によ

り、商業集積の促進

に寄与することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も商店街を支援

し、商業集積を促進

する方針を掲げてい

く必要がある。 

建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。（＋

F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。（＋

C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、まち並み整備

に寄与することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住民等への周

知を行い、まち並み

整備を図る方針を掲

げていく必要があ

る。 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（◎） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（-d） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な商業地

の環境を保全するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も商業地の景観

の調和を図り、商業

地の環境保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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３-２．商業系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)住商複合地−生活型商業地の育成 

①位置 

長谷大町線、雪ノ下大船線、

腰越藤沢線等の主要道路沿道な

ど 

②将来土地利用イメージ 

既存の商店街については、歩

行回遊型の低・中層の店舗と住

宅が複合する生活型住商複合地

として位置付けます。 

腰越の商業地については、周

辺の市民や観光客のための低・

中層の店舗が集積する住商複合

地とします。 

藤沢鎌倉線等の主要な道路沿

道の一部については、車利用を

前提とした低・中層の商業と住

宅が複合する住商複合地としま

す。 

③方向性 

・地区計画、建築協定、地元合意

都市計画課 

・長谷大町線、

小町材木座

線、長谷常盤

線沿いの住商

複合地につい

ては、住民協

定において壁

面線の後退な

どにより歩行

者空間の充実

を促している

（周知） 

・神奈川県事業

として、長谷

大町線の一部

で、神奈川県

により歩道拡

幅事業が進め

られている。

（◎） 

・継続も

しくは

別の手

法の検

討を要

する 

・行政指導では

実効性を担保

できない（-

E） 

・一方でまち

並み保全に

ついての機

運が一部の

地権者等の

間で高まり

つつあり、

相談がある

地区もある

（+d） 

 

・住民協定について

は、風致地区の縮小

に伴い、都市計画課

が所管しているもの

で、今後の運用につ

いて課題がある。 

・今後も高度地区等の

都市計画を適切に運

用し、まち並み整備

を図る方針を掲げて

いく必要がある。 

建築指導課 

③ア 引き続

き、建築協定

等の周知を行

う。（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、まち並み整備

に寄与することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住民等への周

知を行い、まち並み

整備を図る方針を掲

げていく必要があ

る。 
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に基づく任意のルール（まち並

み協定等）の活用による歩行者

空間の充実 

・身近な商業地としてのまち並み

整備 

・基盤整備事業の活用 

・商店街の環境整備 

 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。（◎） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（-d） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、良好な商業地

の環境を保全するこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も商業地の景観

の調和を図り、住商

複合地の環境保全を

図る方針を掲げてい

く必要がある。 

商工課 

商店街活性化事

業費補助金及び

商店街共同施設

設置費補助金の

交付（●） 

商店街の

賑わいの

創出と地

域商業の

活性化が

図られて

いる。 

予算化の前年度

において、市内

28 商店街団体に

事業実施意向を

確認し、概ね要

望に沿った予算

措置ができてい

る。（+B） 

商店街団体の

加盟店舗が減

少傾向にある

中、必要な施

策である。

（+a） 

長谷大町線、雪ノ下大

船線、腰越藤沢線等の

主要道路沿道に特化し

た施策ではない。 

・商店街活性化事業費

補助金等の交付によ

り、商店街の環境整

備に寄与すること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も商店街を支援

し、商店街の環境整

備を行う方針を掲げ

ていく必要がある。 

道路課 回答なし     

・無電柱化条例制定に

向けた取組を行い、

歩行空間の確保に努

めることで、都市マ

スで示す施策の実効

性が高まっている。 

・今後も取組を継続

し、商店街の環境整

備を行う方針を掲げ

ていく必要がある。 
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３-２．商業系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(４)観光型住商複合地 

−住環境と調和した観光型商業地の育成 

①位置 

北鎌倉、鶴岡八幡宮間、長

谷、大仏間の沿道 

②将来土地利用イメージ 

観光型住商複合地と位置付

け、住宅と観光商業施設の調和

した土地利用の誘導を図りま

す。主要な観光ルートであるこ

とから、快適な歩く観光を推進

するための歩道の充実と、適切

な沿道土地利用の誘導を図りま

す。 

③方向性 

・地区計画、建築協定等の適用に

よる住宅と店舗の調和 

・歩行者空間の充実 

・地元合意に基づく任意のルール

（まち並み協定等）を活用した

まち並み整備 

・基盤整備事業（歩行者空間整備

等）の活用 

都市計画課 

引き続き、北鎌

倉では、住民か

ら提案のあった

北鎌倉景観地区

の変更について

検討していく 

その他の地域で

は引き続き、良

好な環境を保全

するため、都市

計画の運用を行

う。 （◎） 

継続 

都市計画の目標

の実現に向け

て、長期的な視

点で運用してい

く必要がある  
（+F） 

住民の意見を

尊重し、手続

を進めるかの

判断が必要。

（+c） 

立地適正化計画及び防

災指針の策定により、

人口減少や、高齢化に

対応するとともに、防

災・減災による安全・

安心の確保等、土地利

用の誘導等により、

様々な課題の解決を図

っていく。  
 

・都市計画を運用し、

良好な土地利用の誘

導を図ることで、都

市マスで示す施策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、まち並

み整備を図る方針を

掲げていく必要があ

る。 

建築指導課 

③引き続き、建

築協定等の周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。

（+F） 

引き続き、建

築協定等の周

知を行う必要

がある。

（+C） 

なし 

・建築協定等の周知を

行い、まち並み整備

に寄与することで、

都市マスで示す施策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も住民等への周

知を行い、まち並み

整備を図る方針を掲

げていく必要があ

る。 

道路課 回答なし     

・無電柱化条例制定に

向けた取組を行い、

歩行空間の確保に努

めることで、都市マ

スで示す施策の実効

性が高まっている。 

・今後も取組を継続

し、住商複合地の環
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境整備を行う方針を

掲げていく必要があ

る。 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

・平成 29 年３

￥3 月、鎌倉

市都市景観条

例改正。景観

配慮協議制度

を導入。

（◎） 

景観計画

に具体的

な景観形

成基準を

定め、都

市景観条

例に手続

を規定す

ること

で、実効

性を担保

してい

る。 

行政計画の改

定、条例の改

正。（+D） 

事業者には制

度は浸透して

きているが、

規制規模未満

については更

なる周知が必

要。（-d） 

 

・景観計画に基づく都

市景観形成の取組を

行い、住宅と商業施

設の環境を保全する

ことで、都市マスで

示す施策の実効性が

高まっている。 

・今後も商業地の景観

の調和を図り、住商

複合地の環境保全を

図る方針を掲げてい

く必要がある。 
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３-３．工業系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評

価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(１)産業地−先進的な産業施設の育成 

①位置 

大船駅周辺や深沢地域国鉄跡

地周辺 

②将来土地利用イメージ 

大船駅近傍の工業地について

は、交通の利便性をいかし、研

究開発機能や業務機能への転換

にも対応しつつ、産業地として

の維持を図ります。 

また、深沢地域国鉄跡地周辺

に集積している工業地について、

その維持強化を図ります。ただし、

大規模遊休地は、新たな機能を

導入し、土地利用の転換を図り

ます。 

③方向性 

・地区計画等の適用による適切な

土地利用の誘導 

・基盤整備等 

都市計画課 

工業専用地域に

ついて、立地適

正化計画の策定

により、居住誘

導区域外とし、

適切な土地利用

誘導を図った。

また、高度地区

の拡大により、

第 3 種高度地区

に指定すること

により適切な土

地利用誘導を図

った。 

基盤整備では、

村岡・深沢地区

土地区画整理事

業の決定に伴

い、影響のある

都市計画道路

（3・5・7 腰越

大船線）の区域

変更（歩行者、

自転車の安全な

通行の確保のた

め）を行った。

(◎) 

都市マスタ

ープラン、

立地適正化

計画によ

り、適切な

土地利用が

図られた。 

立地適正化計

画の策定及び

高度地区の拡

大（第 3 種高

度地区の指

定）により、

適切な土地利

用誘導を図れ

た。（+D） 

大手企業等の

研究所等が撤

退する際、同

等の施設を呼

び込むことが

できている。

（+d） 

 

・高度地区の拡大によ

り、良好な土地利用

の誘導を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、まち並

み整備を図る方針を

掲げていく必要があ

る。 
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商工課 

鎌倉市企業立地

等促進条例の制

定により、製造

業、情報通信

業、宿泊業及び

自然科学研究所

の設備投資を促

進している。

（◎） 

市内製造

業、情報通

信業、宿泊

業及び自然

科学研究所

設備投資に

対し税の軽

減措置を行

い、当該業

種の転出防

止に寄与し

ている。 

 

大船工業倶楽

部が解散し

た。（-a） 

 

・鎌倉市企業立地等促

進条例を制定し、製

造業等の設備投資を

促進することで、都

市マスで示す施策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も産業地の基盤

整備を図る方針を掲

げていく必要があ

る。 

市街地整備

課 

 進展なし。

(◎) 
   変更希望無し。 

・大船駅及びその周辺

の整備計画につい

て、主体的に土地利

用の誘導を図ること

に期待したい。 

深沢地域整

備課 

 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

工場、市場系

の土地利用に

よる周囲への

影響を軽減さ

せながら、住

環境へ配慮す

ることで周辺

街区となじま

せるような街

区形成を図る

こととしてい

ます。 

・第 3 次鎌倉市

総合計画にお

ける第三の都

市拠点として

の位置づけ 

 

・土地区画整理

事業の事業計

画認可を受け

た。 

（+D） 

神奈川県、藤

沢市、鎌倉

市、ＪＲ東日

本「東海道本

線大船・藤沢

間村岡新駅

（仮称）設置

及び自由通路

整備に関する

基本協定書の

締結（+d） 

 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺地区」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地域

整備事業用地 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、計画的

な土地利用を図る方

針を示していること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ
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くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定（◎） 
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３-３．工業系土地利用の方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)産業複合地−住工混在地の環境整

備 

①位置 

大船と深沢 

②将来土地利用イメージ 

大船・深沢ゾーンについて

は、大船駅周辺及び深沢地域国

鉄跡地周辺整備に併せ、産業と

住宅が共存した環境の実現によ

り、２つの都市拠点の機能向上、

一体性を高めるような計画的土

地利用を誘導します。 

一部については、広い意味で

の市民や就業者の生活環境向上

のための施設や中・高層の都市

型住宅の導入を図ります。 

③方向性 

・地区計画等の適用による、土地

利用転換への適切な対応、産業

施設と住宅が調和した良好な環

境の実現 

・面整備、基盤整備等 

都市計画課 

将来土地利用イ

メージに沿った

都市計画の運用

を行うととも

に、適切な土地

利用誘導を行っ

た。 

 

高度地区の拡大

により、周辺の

住環境や景観と

調和した街並み

形成を確実に誘

導するととも

に、商業や産業

の適切な土地利

用への対応を図

った。(◎) 

引き続

き、都市

計画の運

用を行う

ととも

に、適切

な土地利

用誘導を

行う。 

 

地区計画

等の相談

があれ

ば、指定

の検討を

行う。 

高度地区の見直

し方針に基づ

き、高度地区を

拡大した。

（+D） 

行政指導主体

による高さ規

制が限界だっ

た。（+e） 

 

・高度地区の拡大によ

り、良好な土地利用

の誘導を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、まち並

み整備を図る方針を

掲げていく必要があ

る。 
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深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、JR 東

日本東海

道本線新

駅からつ

ながるま

ちの顔と

して、ま

ちの魅力

発信、賑

わい形成

の原動力

となるま

ちを目指

すことと

していま

す。  

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。

（+D） 

神奈川県、藤

沢市、鎌倉

市、ＪＲ東日

本「東海道本

線大船・藤沢

間村岡新駅

（仮称）設置

及び自由通路

整備に関する

基本協定書の

締結（+d） 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺地区」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地域

整備事業用地 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、計画的

な土地利用を図る方

針を示していること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定（◎） 



１ 土地利用の方針 
 

46 

市街地整備

課 

大船駅東口再開

発事業について

は、建設工事費

の高騰等により

事業の実施を延

伸している。 

現時点では、再

開発によらない

まちづくりを進

めるため、鎌倉

女子大、地元自

治会・商店会、

周辺事業者等と

の意見交換や地

域のボランティ

ア活動及びイベ

ントへの支援等

を実施してい

る。 

（◎） 

事業の進

展の目処

は立って

いない。 

特になし。（-

B） 

東京オリンピ

ック・パラリ

ンピック招致

決定以降、建

設工事費の高

騰が続いてい

ること。 

また、これに

伴い、再開発

事業を実施し

た際に権利者

が得られる再

開発ビルの床

面積（権利

床）が減少す

る見込みであ

ること。（-

a） 

変更希望なし。 

・大船駅及びその周辺

の整備計画につい

て、主体的に土地利

用の誘導を図ること

に期待したい。 
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３－４．その他の主要な土地利用の

方針 
関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

（１）新都市機能導入地−新たな都

市機能の導入 

①位置 

深沢地域国鉄跡地周辺、野村

総合研究所跡地など 

②将来土地利用イメージ 

深沢地域国鉄跡地周辺につい

ては、都市拠点という位置付け

を踏まえ、東海道本線新駅構想

を視野に入れ、土地区画整理事業

により、住宅と商業・業務機能、

医療福祉機能等を導入します。 

野村総合研究所跡地について

は、鎌倉ＭＩＣＥの推進や産業環

境の整備、歴史的遺産と共生する

まちづくり等の多様な観点から、全

庁的に検討します。 

その他、適切な公有地におい

て、新たな都市機能の導入を図

ります。 

③方向性 

・土地利用転換への適切な対応 

都市計画課 

深沢地域国鉄

跡地 

令和 4 年 3 月 

深沢地域整備

事 

業に関する都

市 

計画決定及び

変 

更を告示 

令和 5 年 10

月 

「村岡・深沢

地 

区土地区画整

理 

事業」につい

て、UR 都市

再生機構が国

土交通大臣か

ら事業計画認

可を受ける 

 

野村総合研究

所跡地 

令和 2 年に梶

原四丁目用地

利活用事業の

公募し、優先

交渉権者と次

点交渉権者と

深沢地域

国鉄跡地

都市計画

決 

定し、事

業認可ま

で進 

んでい

る。 

野村総合

研究所跡

地利活用

事業の公

募をした

が、契約

まで至ら

ず。 

世界遺産登録平

成 25 年（2013

年）4 月イコモ

ス不記載 

令和 2 年（2020

年）度から推薦

書案の作成に係

る活動について

は休止。（-A） 

世界遺産登録

平成 25 年

（2013 年）4

月イコモス不

記載 

令和 2 年

（2020 年）度

から推薦書案

の作成に係る

活動について

は休止。（-

a） 

 

 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、計画的

な土地利用を図る方

針を示していること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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・市民のための施設導入 基本協定の締

結に向けて、

協議を重ねて

きましたが、

ともに基本契

約に至らず、

改めて事業者

公募に向けた

検討(◎) 

公的不動産活

用課 

野村総合研究

所跡地につい

ては、平成

29 年度に策

定した鎌倉市

公的不動産利

活用推進方針

において、利

活用の基本方

針を「自然環

境を生かした

利活用（市民

への開放を含

む）と企業誘

致」と定めま

した。この方

針に基づき、

令和 2 年度に

公募を行いま

したが、利活

用には至らな

かった状況で

あり、引き続

き、利活用に

向けた取組を

進めていま

す。(△) 

継続 

新都市機能導入

の観点から、引

き続き、民間活

用に向けて取組

みを進めていく

必要がある。

（+E） 

神奈川県企業

庁から、当該

地を配水地整

備の候補地と

したい旨の協

議依頼を受け

ており、公共

公益施設の立

地という観点

も含めて、検

討する必要が

生じている。

（+d） 

鎌倉ＭＩＣＥの推進と

いう具体的な表現の継

続について、今後協議

をお願いしたい。 

・野村総合研究所跡地

の利活用について、

主体的に取組を進め

ていくことに期待し

たい。 



１ 土地利用の方針 
 

49 

深沢地域整備

課 

 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢

市、鎌倉

市、武田薬

品工業

（株）、湘

南鎌倉総合

病院で、村

岡・深沢地

区の「ヘル

スイノベー

ション最先

端拠点形成

等に係る連

携・協力に

関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉

市深沢地区

まちづくり

ガイドライ

ン策定委員

会」を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉

市深沢地区

まちづくり

ガイドライ

ン策定委員

会」よりま

ちづくりガ

イドライン

基本方針策

について答

申 

 

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、JR 東

日本東海

道本線新

駅からつ

ながるま

ちの顔と

して、ま

ちの魅力

発信、賑

わい形成

の原動力

となるま

ちを目指

すことと

していま

す。  

 

また、業

務系につ

いては、

深沢地区

のまちづ

くりのテ

ーマ「ウ

ェルネ

ス」を最

大限に実

現すると

もに、ス

ポーツ、

運動、健

康活動を

促進する

こととし

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。

(+D) 

神奈川県、藤沢

市、鎌倉市、Ｊ

Ｒ東日本「東海

道本線大船・藤

沢間村岡新駅

（仮称）設置及

び自由通路整備

に関する基本協

定書の締結(+d) 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺地区」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地域

整備事業用地 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、計画的

な土地利用を図る方

針を示していること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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・令和 4 年 3

月 ：都市計

画決定、変

更の告示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢

市、鎌倉

市、ＪＲ東

日本「東海

道本線大

船・藤沢間

村岡新駅

（仮称）設

置及び自由

通路整備に

関する基本

協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村

岡・深沢地

区土地区画

整理事業」

について、

独立行政法

人都市再生

機構が国土

交通大臣か

ら事業計画

認可を受け

る 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉

市深沢地区

まちづくり

ガイドライ

ていま

す。 
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ン

（Ver.1）」

の策定(◎) 

 
  



１ 土地利用の方針 
 

52 

３－４．その他の主要な土地利用の

方針 
関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)公共公益施設地−公共公益施設

（開放・緑化等） 

①将来土地利用イメージ 

学校や社寺等については、公

共公益施設地として位置付け、

緑化を推進し、市民への開放を

図ります。また、市立小・中学

校は避難所（ミニ防災拠点＊）

として機能強化を図ります。 

「鎌倉市公共施設再編計画」（平

成 27 年 3 月） 等と調整を図

り、再配置を進めます。 

②方向性 

・現況土地利用の維持 

・公共施設の再編 

・津波浸水区域における再配置

（現位置、移転） の検討 

都市計画課 

・都市計画法に

基づく地域地

区等の運用に

より現況土地

利用の維持を

図っている

(◎) 

・都市計

画法を

適切に

運用し

現況土

地利用

の維持

を図っ

た 

・法の趣旨に基

づいた法的制

限の適切な運

用 

・他行政計画に

おいての適切

な運用(+D) 

社会情勢や計

画の位置づけ

が変わること

による方針転

換に注視して

いた。（ごみ

処理施設の配

置替えや庁舎

の移転）

（+a） 

 

・地域地区等の都市計

画の運用による適切

な土地利用誘導等を

行い、現況土地利用

の維持を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、土地利

用の維持を図る方針

を掲げていく必要が

ある。 
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公的不動産

活用課 

公共施設再編計

画に基づき、公

共施設の集約

化・複合化等の

再編を進めてい

る。なお、鎌倉

市公共施設再編

計画について

は、令和 6 年 3

月に時点修正等

の改訂を行っ

た。(◎) 

継続 

公共公益施設の

維持の観点か

ら、引き続き再

編に取組む必要

がある。（+F） 

公共施設の再

配置（再編）

にあたって

は、市民・利

用者の理解を

得ることが難

しい場合があ

り、取組の課

題となってい

る。（-d） 

－ 

・公共施設再編計画に

基づき、公共施設の

集約化・複合化等の

再編を進めていくこ

とに期待したい。 

 
みどり公園

課 
回答なし     

・開発事業条例等の運

用により緑化の推進

を図ることで、都市

マスで示す施策の実

効性が高まってい

る。 

・今後もまち並みや施

設内への緑化を推進

する方針を掲げてい

く必要がある。 

 総合防災課 回答なし    

市立小中学校につい

て、避難所としての施

設整備をするというこ

とであれば、学校施設

課所管となる。 

・津波に対する避難タ

ワーの整備等、土地

利用の制限がある中

で出きるものを検討

していくことに期待

したい。 
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３－４．その他の主要な土地利用の

方針 
関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)緑地−身近な緑の保全、都市公園

等の緑の保全・創出 

①将来土地利用イメージ 

鎌倉地域を囲む緑地やその他

のまとまった規模の緑地（主に

市街化調整区域）、都市計画

法、古都保存法等の法規制によ

り担保された緑地、市街化区域

内の大規模緑地、その他の市街

化区域内の一団の緑地について

は、保全を図ります。 

②方向性 

・法規制、買取等多様な手法の活

用による現況土地利用（緑地）

の維持・管理 

都市計画課 

平成 30 年に上

町屋特別緑地保

全地区を都市計

画決定 

 

平成 31 年に山

崎・台峯緑地を

都市計画変更

し、拡大 

 

令和元年に公園

緑地の見直し方

針を基に都市計

画公園を都市計

画変更し長期未

着手の公園を縮

小（●） 

特別緑地

保全地

区、都市

緑地の指

定によっ

て緑地が

保たれて

いる。 

緑の基本計画に

基づき計画実現

性の向上が図ら

れた。（+D） 

 

神奈川県下一

斉の公園緑地

見直しによっ

て、都市計画

決定状況の適

正化が図られ

た。 （+e） 
 

立地適正化計画及び防

災指針の策定により、

人口減少や、高齢化に

対応するとともに、防

災・減災による安全・

安心の確保等、土地利

用の誘導等により、

様々な課題の解決を図

っていく。  
 

・都市計画法に基づく

緑地の指定等によ

り、緑地の保全を図

ることで、都市マス

で示す施策の実効性

が高まっている。 

・今後も都市計画を適

切に運用し、緑地の

保全を図る方針を掲

げていく必要があ

る。 

みどり公園

課 

・近郊緑地特別

保全地区にお

いて、行為の

不許可に伴う

土地の買入れ

を実施した。

（約 19ha）

（◎） 

・首都圏

の都市

環境の

形成に

重要な

役割を

持つ緑

地の保

全が図

られ

た。 

・平成 25 年か

ら令和３年の

間に行為の不

許可に伴う申

し出があった

土地は、令和

４年度までに

すべて買入れ

を実施した。

（+B） 

・社会資本整

備総合交付

金を活用

し、買入れ

に対応して

いる。

（+e） 

 

・法令に基づく緑地の

買入れにより、緑地

の保全を図ること

で、都市マスで示す

施策の実効性が高ま

っている。 

・今後も法令に基づ

き、緑地の保全を図

る方針を掲げていく

必要がある。 
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３－４．その他の主要な土地利用の

方針 
関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(４)農地−農地の保全活用 

①位置 

関谷など 

②将来土地利用イメージ 

関谷・城廻地区に広がる農地

と市内各所に点在する農地は、

本市の都市環境形成上の貴重な

緑地空間として位置付け、保全

を図ります。 

③方向性 

・市街化調整区域指定の継続によ

る農地の保全 

・生産緑地地区の維持 

都市計画課 

2022 年問題とさ

れていた当初指

定から 30 年経

過する生産緑地

については、生

産緑地法の改正

により、新たに

特定生産緑地制

度が導入されま

した。それに伴

い、本市でも令

和 2 年に特定生

産緑地指定等に

関する事務取扱

要綱を制定し、

令和 4 年に 30

年を迎える生産

緑地所有者に意

向調査や説明会

を行い、約８割

の生産緑地の維

持・保全が図れ

た。また、平成

27 以降、新規で

８件（約 0.7 ヘ

クタール）の指

定が図られた。

(●) 

市街化調

整区域の

継続、生

産緑地の

保全・維

持が図ら

れた。ま

た、生産

緑地指定

の相談が

あれば積

極的に指

定を図れ

た。 

制度の改正及び

意向調査や説明

会の成果により

維持・保全が図

られた。（+A） 

農業従事者の

ネットワーク

により、保

全・維持が図

られた。

（+d） 

 

・生産緑地法に基づく

生産緑地地区等の指

定により、市街地の

農地の保全を図るこ

とで、都市マスで示

す施策の実効性が高

まっている。 

・今後も土地所有者の

意向に応じて適切に

指定を行い、市街地

の農地の保全を図る

方針を掲げていく必

要がある。 
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 農水課 

農地を適正に維

持していくため

に、担い手の農

業者の育成をす

るとともに、農

地の賃貸借制度

の活用による、

適正な農地利用

を促進させ、農

地の保全を図っ

た。（◎） 

 

継続 

農地の適切な維

持のため、耕作

が難しい土地所

有者の意向に寄

り添いながら新

たな担い手への

賃借に繋げると

ともに、農業経

営開始に係る経

費への補助金を

交付し、認定新

規就農者の支援

を行った。

（+B） 

市内の限られ

た農地を保全

するうえで、

関谷の農道の

一部幅員が狭

い、箇所を整

備し、農作業

の利便性の向

上を図った。

（+C） 

特になし 

・農地の賃貸借制度の

活用等により、農地

の保全・促進を図る

ことに期待したい。 

 
みどり公園

課 

・令和 4 年 3 月

に鎌倉市緑の

基本計画を改

定し、特定生

産緑地制度の

活用について

方針に位置付

けた。（◎） 

・生産緑

地法の

改正に

対応す

ること

ができ

た。 

・特になし(+F) 

・生産緑地法

の改正

（+a） 

 

・緑の基本計画に特定

生産緑地を位置付

け、農地保全の方針

を示すことで、都市

マスで示す施策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も農地の保全を

図る方針を掲げてい

く必要がある。 
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重点的に取り組む内容 課名 
具体的な取組み

及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 

現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因   

１）独自の地形をいかした骨格

的な緑地構造の保全 

(１)歴史的遺産と一体となった緑

地の保全 

天然の要害として鎌倉中心部

を取り囲む緑地や周辺の歴史的

遺産（史跡や社寺、古道）と一体

となった緑地の保全を図るため、

古都保存法に基づく歴史的風土保

存区域、歴史的風土特別保存地区の

指定拡大について県に要請しま

す。また、歴史的遺産や景観の一

体的な保全を図るため、隣接する市

に協力を求めていきます。 

 

みどり公園

課 

・歴史的風土特

別保存地区の

指定拡大につ

いて、国・県

に対し継続し

て要望した。

（◎） 

・指定の

拡大に

は至っ

ていな

いが、

県との

打ち合

わせ

や、隣

接市で

ある逗

子市と

の打ち

合わせ

を定期

的に実

施して

いる。 

・令和 4 年 3 月

に改定した鎌

倉市緑の基本

計画において

も、当初計画

から引き続き

歴史的風土保

存区域の枢要

な樹林地のう

ち、歴史的風

土特別保存地

区の指定が未

指定である区

域について、

その指定拡大

を方針として

いる。（+E） 

・歴史的風土

特別保存地

区の指定が

未指定であ

る区域にお

いて、新た

に歴史的に

重要な文化

的遺産が発

見され、周

囲の自然的

環境と一体

となった歴

史的風土の

保存が必要

となってい

る。（+d） 

 

・歴史的風土特別保

存地区の指定拡大

について、国・県

に対し継続して要

望を行っている。 

・今後も指定拡大に向

けた要望を行ってい

く必要がある。 

文化財課 回答なし     

・今後も歴史的遺産の

保全を図る方針を掲

げることが必要であ

る。 



２ 自然環境の保全・回復の方針 
 

58 

都市計画課 

特別緑地保全地

区(上町屋特別

緑地保全市区：

平成 30 年 6 月

15 日 約 0.6ha) 

を都市計画決

定。現在、植木

特別緑地保全地

区の都市計画決

定手続きを行っ

ている。（◎） 

歴史的風

土保存区

域、歴史

的風土特

別保存地

区の変更

等もな

く、歴史

的遺産と

一体とな

った緑地

が保たれ

ている。 

・上位計画（緑

の基本計画の

改訂）に伴い

計画実現性の

向上が図られ

た。（+D） 

歴史的遺産と

一体となった

緑地が保たれ

ていることで

緑に意識の高

い方の信頼を

得られてい

る。（+C） 

 

・緑の基本計画に基づ

き、特別緑地保全地

区の指定を行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も緑地保全の取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

(２)その他の都市を囲む骨格を造

る緑地の保全 

都市緑地法に基づく特別緑地

保全地区の指定など、各種法規

制の適用及び買入れや市独自の

保全制度の適用等、さまざまな

手法の活用及び検討による保全

に努めます。 

また、自然的公園の整備によ

る骨格的な緑地構造の保全を図

ります。 

みどり公園

課 

・近郊緑地特別

保全地区にお

いて、行為の

不許可に伴う

土地の買入れ

を実施した。

（約 19ha） 

 

 

・特別緑地保全

地区を指定し

た。（上町屋

特別緑地保全

地区：平成 30

年 6 月 15 日 

約 0.6ha） 

 

 

・特別緑地保全

地区の指定の

手続中（植木

特別緑地保全

・首都圏

の都市

環境の

形成に

重要な

役割を

持つ緑

地の保

全が図

られ

た。 

 

・都市に

おける

良好な

自然環

境とな

る緑地

の現状

凍結的

な保全

が図ら

・緑地保全に係

る法制度を活

用して、緑地

の適切な保全

が図られた。 

 

 

・鎌倉広町緑地

及び山崎・台

峯緑地の供用

開始を行っ

た。（+F） 

・緑地の保全

に対する市

民等の意識

の向上に寄

与してい

る。 

 

 

・山崎・台峯

緑地につい

ては、最低

限の整備の

みでそのま

まの緑地を

残してほし

いとの要望

があった。

（+C） 

・市有地内の緑（竹

等）について苦情も

多く（越境だけでな

く密集等で危険を感

じる等）、緑地を確

保するだけでなく、

その後の維持管理が

重要である。 

・法に基づく指定や規

制により、緑地の保

全を図っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も緑地保全の取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

・保全とあわせて維持

管理についても記載

の検討が必要と考え

られる。 
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地区：約

0.3ha） 

 

・鎌倉広町緑地

は平成 27 年

（2015 年）4

月及び平成 30

年（2018 年）

6 月に一部供

用開始。 

山崎・台峯緑地

（風致公園）

は令和 2 年

（2020 年）4

月及び令和 4

年（2022 年）

5 月に一部供

用開始。 

（◎） 

れた。 

 

 

・自然環

境とふ

れあう

ことが

できる

都市公

園の整

備を行

った。 

２）骨格的な緑地構造と連結する河

川軸や海岸線、幹線道路をいかし

た緑のネットワークの創出 

河川、海岸、道路などでは、

公共事業実施の際に既存樹木保

全・緑化推進を行います。ま

た、既存の公共施設用地におけ

る緑化の充実、地区の街路樹の

充実を図ります。また、国・県

みどり公園

課 
回答なし    

 

 

 

・今後も河川沿いの緑

化等の環境保全と整

備を図る方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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の所管施設での協力を要請して

いきます。 

(１)河川沿いの緑化による市街地

内の緑の軸（ネットワーク）の形成 

滑川、柏尾川及びその支流、

神戸川沿いでの自然生態系に配

慮した河川沿いの緑化などの環

境の保全と整備を図ります。 

本市の自然環境の特徴の一つ

である、谷戸地形が作りだす小

流域（雨水の集水域の基礎単

位）単位の小さな流れや、樹林・

住宅地の植栽地などが、支流流域

や水系を作る都市環境を支える

緑と結びついた、緑のネットワ

ークの形成を進めます。 

(２)海沿いの緑化による緑の軸

（ネットワーク）の形成 

海浜部の自然環境の保全と国

道 134 号の機能強化と併せた

海岸沿いの緑の並木道等の整備

を図ります。また、沿道の駐車

場等の民有地への緑化の協力要

請を進めます。 

海岸沿いは、防災・減災につ

みどり公園

課 
回答なし     

・今後も海岸沿いの緑

の並木道等の整備を

図る方針を掲げるこ

とが必要である。 
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いて広域的視野から、隣接市と

の協議・調整を図りながら、東

日本大震災の教訓を踏まえた防

災・減災対策と一体となって調

和する、良好な緑の軸として整

備を進めます。 

 (３)幹線道路沿いの緑化による

市街地内の緑の軸 

（ネットワーク）の形成 

幹線道路沿いでの緑化を図り

ます。 

みどり公園

課 
回答なし     

・今後も幹線道路沿い

での緑化を図る方針

を掲げることが必要

である。 

３）身近な緑や自然とのふれあ

いの場の保全・管理・創出 

(１)身近な緑の保全・管理 

市街地内に断続的に分布し、法

的に担保措置がとられていない比

較的小規模な緑地について、緑地

保全に係る法制度の活用や市独

自の保全制度の適用、市民が主

体となる地区まちづくり計画と

連携した取り組みなどにより、適

切な保全を図ります。 

また、緑豊かな良好なイメー

ジを形成している住宅地の宅地

みどり公園

課 

・特別緑地保全

地区を指定し

た。（上町屋

特別緑地保全

地区：平成 30

年 6 月 15 日 

約 0.6ha） 

 

・特別緑地保全

地区の指定の

手続中（植木

特別緑地保全

地区：約

0.3ha） 

 

・美観的に優れ

た樹木・樹

林・生け垣を

保存樹木等に

指定し、その

維持に対して

・都市に

おける

良好な

自然環

境とな

る緑地

の現状

凍結的

な保全

が図ら

れた。 

 

 

 

 

 

・美観的

に優れ

た樹

木・樹

林・生

・緑地保全に係

る法制度や市

独自の保全制

度を活用し

て、緑地の適

切な保全が図

られた。 

また、土地の所

有者やボラン

ティアと連携

し、緑地の適

正な管理を図

った。（＋

F） 

・緑地の保全

に対する市

民等の意識

の向上に寄

与してい

る。（＋

C） 

 

・法に基づく指定や規

制、市民等への奨励

金の交付により、緑

地の保全を図ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も緑地保全の取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 
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内樹木（高木）の保全を図りま

す。 

保全された身近な緑地の適正

管理を行うために、市、地域住

民、ＮＰＯ＊・ボランティア等で

連携を 図ります。 

毎年、奨励金

を交付した。 

 

 

 

・市街化区域内

の良好な樹林

地等につい

て、緑地保全

契約を締結

し、その維持

に対して毎

年、奨励金を

交付した。 

 

 

 

 

 

・市民緑地の範

囲及び契約年

数の変更をし

た。（植木 1

号市民緑地：

平成 29 年 10

月 29 日 約

0.5ha） 

 

 

 

・市民緑地の愛

護活動に対し

て、毎年報奨

金を交付し

た。 

（◎） 

け垣を

保存樹

木等に

指定す

ること

で風致

の維持

に寄与

してい

る。 

 

・緑地保

全契約

を締結

するこ

とによ

り、市

街地内

に残る

まとま

りのあ

る緑地

を保

全・育

成し、

自然環

境の保

全と良

好な生

活環境

の維持

を図っ

てい

る。 

 

・都市計
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画区域

内にお

ける良

好な樹

林地の

保全と

身近な

自然と

のふれ

あいの

場を確

保して

いる。 

 

・市民緑

地は市

民緑地

愛護会

による

管理に

よって

緑地が

良好に

維持さ

れてい

る。 
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都市計画課 

大平山地区地区

計画を都市計画

決定し、また、

大平山丸山地区

地区計画に都市

計画変更した。

（平成 29 年 2

月決定、平成 31

年 2 月変更） 

 

住友常盤地区地

区計画を都市計

画決定した。

（令和６年２月

決定） 

各地区計

画の運用

により、

緑化の制

限・かき

又はさく

の制限、

地区施設

（公園）

の配置な

ど、各区

域内の緑

の保全が

図られ

た。 

新たな地区計画

の都市計画決定

（変更）を行っ

た。 

都市計画提案

制度を活用し

た地区計画の

提案があっ

た。 

 

 

・地区計画の都市計画

決定により、緑化の

推進や緑地の保全を

図っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も緑地保全の取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

・保全とあわせて維持

管理についても記載

の検討が必要と考え

られる。 

３）身近な緑や自然とのふれあ

いの場の保全・管理・創出 

(２)身近な緑の創出、拡大 

市域面積の約 6 割を占める市街

地（住居系・商業系・工業系用

地、駐車場等）において、民有地

緑化の一層の推進を図るために、

都市緑地法に基づく緑化地域の指

定等に取り組みます。  

また、良好な生け垣の創出や建

物の屋上やベランダ等の緑化を推

進します。  

みどり公園

課 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

 

 

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対し、適正

な支援と誘導

が行われてい

る。 

 

・防災公園街区

整備事業の手

法をとること

で、地権者の

要望等にも合

わせて整備を

行うことがで

きた。（+F） 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。 

 

・近隣公園等

の広い公園

については

需要があり

多くの人に

利用されて

いる。

（+f） 

・屋上緑化やベランダ

等の緑化について

は、積極的に推進し

てはいません。 

特に、開発事業にお

いては、屋上緑化は

商業地域のみ認める

こととしています

が、認めた事例は数

が少なく、地植えを

原則としているた

め、「建物の屋上や

ベランダ等の緑化を

推進します。」とい

う記載は、検討が必

要と考えます。 

 

・緑化地域制度につい

ては、市街地におけ

・市民等への補助金の

交付や条例に基づく

緑化、公園の供用開

始など、緑化の推進

を図っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も緑地保全の取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

・宅地内の屋上やベラ

ンダ等の緑化につい

ては、記載の検討が

必要。 
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公共施設用地においても、緑化

の強化及び街区公園、近隣公園等

の整備により、身近な緑の拡大と

地域住民のニーズに対応できる緑

地の創出に努めます。 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、緑化

を推進した。 

 

 

 

 

・コインパーキ

ングなどの開

発事業につい

て、条例に基

づき、緑化を

推進した。 

 

・開発の手続き

基準条例に基

づき、平成 27

年から 6 箇所

の街区公園を

供用開始し、

身近なオープ

ンスペースを

確保し緑化の

推進等を図っ

た。 

 

・近隣公園とし

ては、岩瀬下

関防災公園を

平成 27 年 4

月に供用開

始。笛田一丁

目公園は平成

27 年度に整備

工事を行い、

 

 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

 

 

 

 

 

・広く平

坦な土

地が少

ないた

め近隣

公園等

の広い

公園の

整備は

難しい

が、土

地の活

用方針

は概ね

決まっ

ていた

ため供

る敷地内緑化は、条

例等によって進めら

れており、今後も継

続して実施すること

から、緑の基本計画

から削除しました。

（令和 4 年 3 月） 

 

・岩瀬下関防災公園に

ついては償還金を支

払い中。 

 

・街区・近隣公園の整

備は緑地拡大・創出

とは趣旨が異なるの

で、この項目への記

載については検討い

ただきたい。 
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平成 28 年 5

月１日に供用

開始。（◎） 

用開始

まで行

えた。 

(３)独自の自然環境とのふれあい

の場の創出 

鎌倉広町緑地、（仮称）山崎・

台峯緑地などの自然的公園の整

備を進めると共に、河川沿いや

海岸沿いプロムナード＊の整

備、ハイキングコースの整備、

拡大による鎌倉独自の自然環境

とのふれあいの場の創出を図り

ます。 

その他、所有者の協力のもと

に、山林や農地を活用した自然

型レクリエーションの場（ふれ

あいの場）の創出を図ります。 

みどり公園

課 

・市民緑地の範

囲及び契約年

数の変更をし

た。（植木 1

号市民緑地：

平成 29 年 10

月 29 日 約

0.5ha） 

 

 

 

・市民緑地の愛

護活動に対し

て、毎年報奨

金を交付し

た。 

 

 

 

 

 

 

・鎌倉広町緑地

は平成 27 年

（2015 年）4

月及び平成 30

年（2018 年）

6 月に一部供

用開始。 

山崎・台峯緑

地（風致公

園）は令和 2

年（2020 年）

・都市計

画区域

内にお

ける良

好な樹

林地の

保全と

身近な

自然と

のふれ

あいの

場を確

保して

いる。 

 

・市民緑

地は市

民緑地

愛護会

による

管理に

よって

緑地が

良好に

維持さ

れてい

る。 

 

・自然環

境とふ

れあう

ことが

できる

・緑地保全に係

る法制度を活

用して、緑地

の適切な保全

が図られた。 

また、土地の所

有者やボラン

ティアと連携

し、緑地の適

正な管理を図

った。 

 

・鎌倉広町緑地

及び山崎・台

峯緑地の供用

開始を行っ

た。（+F） 

・緑地の保全

に対する市

民等の意識

の向上に寄

与してい

る。 

 

・山崎・台峯

緑地につい

ては、最低

限の整備の

みでそのま

まの緑地を

残してほし

いとの要望

があった。

（+d） 

・市有地内の緑（竹

等）について苦情も

多く（越境だけでな

く密集等で危険を感

じる等）、緑地を確

保するだけでなく、

その後の維持管理が

重要である。 

・市民等への奨励金の

交付等による緑地の

保全や整備を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も自然環境との

ふれあいの場を創出

する取組を進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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4 月及び令和

4 年（2022

年）5 月に一

部供用開始。

（◎） 

都市公

園の整

備を行

った。 

(４)多様な都市公園等の整備・再

生 

市民一人あたりの公園面積は

着実に増加していますが、小規

模な街区公園では施設の老朽化

等により機能が発揮されていな

い状況等も踏まえ、地域におけ

るさまざまな資源を活用し、近

隣住民の参画・協働による公園

の整備・再生を進めます。 

みどり公園

課 

・公園愛護会活

動による公園

内の清掃等な

ど、近隣住民

の連携した街

区公園の維持

管理（◎） 

・園愛護

会活動

による

公園内

の清掃

等な

ど、近

隣住民

の協力

を得な

がら、

街区公

園の維

持管理

を実施

でき

た。 

- 

・公園の清掃

といった公

園愛護会活

動につい

て、報奨金

の支給によ

り支援する

とともに、

連絡会など

を通じて、

公園に関す

る情報を交

換するなど

連携に努め

た。（＋

ｄ） 

 

・近隣住民と連携し、

公園の清掃等、維持

管理の活動を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も公園整備の取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

４）都市の安全性や魅力的な景

観を作る緑の保全・管理・創

出 

(１)安全を高める緑の保全・管理・

創出 

市街地の背景となり、市街地

を分節すると共に、延焼防止機

総合防災課 

所管事業なし 

（緑の保全・管

理・創出以外の

観点からは、避

難のための標識

整備等を実施） 

   

現在、防災・減災対策

を検討する地区ごとの

協議会について、当課

では設立を目指すよう

な計画がないため、当

課としては当該部分を

削除しても問題ない。 

・該当なし 

みどり公園

課 

・鎌倉市緑地維

持管理計画を

策定。（平成

31 年 3 月） 

・計画策定は、

土砂崩落等の

・緑地の

適切な

管理や

安全対

策工事

を実施

・鎌倉市緑地維

持管理計画の

遂行は、重点

事業の位置づ

けにより計画

に遅れが生じ

・突発的な自

然災害が発

生すると計

画に遅れが

生じ、緑地

の適切な管

 

・緑地の維持管理計画

の策定や危険樹木の

伐採、市民等への助

成等を行っているこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高
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能を併せ持つ緑の保全、管理、

創出を図ります。また、災害時

の避難地として、公園の整備と

その防災機能の充実を図りま

す。 

津波の浸水が想定される沿岸

部の市街地に隣接する丘陵樹林

地については、一時避難場所や

避難路等の整備について検討し

ます。 

土砂崩壊の危険性をもつ丘陵

の斜面緑地を適切に管理すると

共に、景観面や環境面に配慮し

た安全対策工事を行います。 

地区ごとに避難計画、防災・

減災対策を検討する協議会の設

立を目指すなかで、安全を高め

る身近な緑の保全・管理・創出

を図ります。 

際に隣接地に

甚大な被害を

与える可能性

のある崖面を

有する緑地を

最もリスクが

高い緑地と捉

え、優先的に

維持管理を行

う緑地として

選定。 

 

・令和 2 年度以

降、限られた

予算で計画的

に樹木伐採及

び施設修繕を

実施。 

 

・平成 27 年度

以降、限られ

た予算で緑地

内の落石防止

網設置工事等

を実施。 

 

・民有緑地維持

管理助成制度

を創設し（令

和３年度）、

土地の所有者

等が行う緑地

の維持管理作

業へ助成を行

っている。 

 

し、安

全を高

める緑

の保

全・管

理・創

出に努

めてい

るが、

令和元

年の台

風被害

の対応

による

計画の

遅延や

突発的

な自然

災害な

どの対

応に苦

慮して

いる。 

 

 

・助成の

対象と

なる森

林を森

林法 2

条に基

づく森

林とす

ること

で、広

域に渡

ているものの

毎年事業が進

められてい

る。 

 

・本市におい

て、森林環境

譲与税の使途

を検討した結

果、主に森林

整備の推進に

活用すること

とした。 

 

・防災公園街区

整備事業の手

法をとること

で、地権者の

要望等にも合

わせて整備を

行うことがで

きた。（+B） 

理に支障が

生じること

もある。 

 

・令和元年の

台風で倒木

や土砂崩れ

が相次ぎ、

激甚化する

台風等の気

象災害への

備えとし

て、公有林

だけでなく

民有林にお

いての維持

管理の必要

性が重要視

されるよう

になった。 

 

・温室効果ガ

ス排出削減

目標の達成

や、災害防

止を図るた

めの森林整

備等に必要

な財源を安

定的に確保

するため、

国が新しい

税制度（森

林環境税）

を創設し

た。 

まっている。 

・今後も安全を高める

緑の保全・管理等の

取組を進めていく方

針を掲げることが必

要である。 
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・平成 27 年

（2015 年）4

月に岩瀬下関

防災公園を供

用開始。

（◎） 

って樹

林地

（緑

地）の

管理が

進んで

いる。 

 

・防災公

園の供

用開始

を行っ

た。 

 

・地権者から

の早期一括

取得要望も

あり、検討

の結果、防

災公園街区

整備事業で

整備を行う

こととなっ

た。（+a） 

４）都市の安全性や魅力的な景

観を作る緑の保全・管理・創

出 

(２)美しい景観を作る緑の維持・

創出 

樹林地の保全と適正管理を行

い、丘陵地の健全な緑地景観を

維持します。 

景観重要建造物等と一体とな

った都市公園などとして、旧華

頂宮邸・扇湖山荘の整備・活用

に向けた取り組みを推進しま

す。 

市街地において緑豊かなまち

みどり公園

課 

・民有緑地維持

管理助成制度

を創設し（令

和 3 年度）、

土地の所有者

等が行う緑地

の維持管理作

業へ助成を行

っている。 

 

 

 

・確保した市有

緑地のうち荒

廃が進む恐れ

のある緑地及

び特別緑地保

全地区指定候

補地の緑の質

の向上を図る

ため、平成 21

年度から令和

3 年度まで

・助成の

対象と

なる森

林を森

林法 2

条に基

づく森

林とす

ること

で、広

域に渡

って樹

林地

（緑

地）の

管理が

進んで

いる。 

 

・緑地の

整備

後、モ

ニタリ

・本市におい

て、森林環境

譲与税の使途

を検討した結

果、主に森林

整備の推進に

活用すること

とした。 

 

・緑の基本計画

を実現するう

えで特に重要

と考えるテー

マの一つであ

る「緑の質の

向上」が図ら

れている。 

 

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対し、適正

な支援と誘導

・令和元年の

台風で倒木

や土砂崩れ

が相次ぎ、

激甚化する

台風等の気

象災害への

備えとし

て、公有林

だけでなく

民有林にお

いての維持

管理の必要

性が重要視

されるよう

になった。 

 

・温室効果ガ

ス排出削減

目標の達成

や、災害防

止を図るた

めの森林整

 

・市民等への補助金の

交付や市有緑地の危

険木の伐採等、緑地

の保全と管理を行っ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も緑の維持・創

出を図る取組を進め

ていく方針を掲げる

ことが必要である。 
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並み景観を維持・形成すると共

に、深沢地域国鉄跡地周辺地区

や大船駅周辺地区では、まちづ

くり計画に合わせた緑化やオー

プンスペース＊の創出を推進

し、新しい鎌倉の顔にふさわし

い市街地景観を創出します。 

は、「確保緑

地の適正整備

事業」とし

て、令和 4 年

度からは「市

民の身近な森

づくり事業」

として伐採や

刈払い等を実

施した。 

 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

（◎） 

ングを

実施

し、植

生の回

復や野

生動物

の生息

が確認

でき

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

が行われてい

る。（+F） 

備等に必要

な財源を安

定的に確保

するため、

国が新しい

税制度（森

林環境税）

を創設し

た。 

 

・生物多様性

の保全や景

観の形成の

ほか、災害

に強い安全

なまちづく

りや環境負

荷の低減に

寄与してい

る。 

 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。

（＋a） 
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都市景観課 

・古都保存法及

び鎌倉市風致

地区条例の運

用により、歴

史的風土の保

存及び都市の

風致の維持を

図った。 

・平成 28 年 12

月、古都保存

法施行 50 周

年記念誌を発

行。 

（◎） 

緑地と一

体となっ

た歴史的

風土の保

存につい

て、周知

を図っ

た。 

普及啓発事業の

取組み（+E） 

継続的な市民

活動（+c） 
 

・法制度の運用によ

り、歴史的風土の保

存及び都市の風致の

維持を図っているこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も普及啓発事業

を含めた緑地保全の

取組を継続していく

方針を掲げることが

必要である。 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、武田

薬品工業

（株）、湘南

鎌倉総合病院

で、村岡・深

沢地区の「ヘ

ルスイノベー

ション最先端

拠点形成等に

係る連携・協

力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2年 7

月 ：「鎌倉

市深沢地区ま

ちづくりガイ

ドライン策定

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、村岡

地区（藤

沢市）村

岡城址方

面から湘

南モノレ

ール湘南

深沢駅、

等覚寺特

別緑地保

全地区へ

とつなが

る東西の

シンボル

景観軸と

・鎌倉市深沢

地区まちづ

くりガイド

ライン Ver.1

の策定に伴

い、計画実

現性の向上

が図られ

た。（+D） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・みどりに

対するニ

ーズの高

まり

（+a） 

・「深沢地域国鉄跡

地周辺地区」の記

載変更 

例：深沢地区、深

沢地域整備事業用

地 

・公共空間を中心

に、地区全体にグ

リーンインフラに

よるネットワーク

を整備し、地震等

の自然災害や水害

等の気象災害に強

い基盤を形成しま

す。 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

において、魅力ある

緑景観を創出する方

針としていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、まちづく

りを進めていくこと

が必要である。 
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委員会」を設

置 

 

・令和 3年 3

月 ：「鎌倉

市深沢地区ま

ちづくりガイ

ドライン策定

委員会」より

まちづくりガ

イドライン基

本方針策につ

いて答申 

 

・令和 4年 3

月 ：都市計

画決定、変更

の告示 

 

・令和 4年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、ＪＲ

東日本「東海

道本線大船・

藤沢間村岡新

駅（仮称）設

置及び自由通

路整備に関す

る基本協定

書」の締結 

 

・令和 5年 10

月 ：「村

岡・深沢地区

「駅前空

間」、

「緑豊か

な空

間」、

「柏尾川

沿い空

間」の 3

つの南北

軸が交差

し、魅力

ある緑景

観を創出

すること

としてい

ます。 
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土地区画整理

事業」につい

て、独立行政

法人都市再生

機構が国土交

通大臣から事

業計画認可を

受ける 

・令和 6年 1

月 ：「鎌倉

市深沢地区ま

ちづくりガイ

ドライン

（Ver.1）」

の策定 

（◎） 

市街地整備

課 

砂押川プロムナ

ードの桜並木の

保全再生活動へ

の支援を継続的

に行っている。

（◎） 

緑豊かな

まち並み

景観の維

持・形成

に貢献し

た。 

左記のとおり。

（+F） 

左 記 の と お

り。（+f） 
変更希望無し。 

・住民への支援により

緑豊かなまち並み景

観の維持・形成に貢

献している。 

・今後も市民活動への

支援を継続していく

ことが必要である。 

・まちづくりを進めて

いくことで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高めていく必要

がある。 

５）水辺環境の保全・整備 

(１)海辺の環境保全 

海岸では養浜を主体とした侵

食対策が進められていますが、

都市計画課

（交通） 
なし 削除 なし なし 

国道 134 号線に新たに

信号を設置することは

現実的ではないため、

「市街地から海辺への

アクセス・・検討しま

す。」は削除して良い

と考えます。 

・「国道 134 号の横断

の改善等」について

は現実性を踏まえた

計画の見直しを行う

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高めていく必要があ
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関係機関等と連携を図りなが

ら、防災・減災対策と一体とな

って、海浜環境の保全・適正化

に努めます。 

また、市街地から海辺へのア

クセスが容易になるように、国

道 134 号の横断の改善等につい

て検討します。 

る。 

５）水辺環境の保全・整備 

(２)良好な河川環境の整備 

河川の特性や周辺環境に合わ

せて、津波遡上への対応など安

全性を確保すると共に、河川の

環境整備に努めます。 

下水道河川

課 

平成 27 年度に

相模湾に注ぐ七

里ガ浜雨水幹線

他 4 河川につい

て、津波の溯上

対策の検討を行

った。また河川

の護岸の改修等

は周囲の環境状

況に突起しない

様、配慮するこ

とに努めてい

る。（◎） 

津波溯上

の対応に

ついて

は、河口

部におけ

る水門設

置案が挙

げられた

が、その

後の進展

はなされ

ていな

い。ま

た、環境

に合わせ

た河川の

整備等は

引き続き

配慮する

ことに努

めてい

く。 

なし（-F） 

津波溯上の対

応については

神奈川県の海

岸保全計画と

の足並みを揃

え検討する必

要があり、今

後も神奈川県

の動向を注視

していく。ま

た、河川の環

境整備につい

ては、現在ま

で周囲の環境

状況に突起し

た実例はな

い。（+a） 

なし 

・津波遡上への対応の

検討や、河川整備時

の環境への配慮を行

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も河川環境整備

の取組を進めていく

方針を掲げることが

必要である。 
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６）健全な自然生態系の保全及

び回復 

生物の生息できる豊かな自然

環境の保全及び回復を図り、自

然と共生したまちづくりへ向け

て山・川・海が一体となったビ

オトープネットワークの拡大を

図ります。 

(１)多様な生物の生息地としての

山林や谷戸及び海浜の環境保

全 

山林や谷戸及び海浜などは、

貴重種を始めさまざまな植物や

小動物の生息地となっていま

す。このため、これらの良好な

環境の保全を図ります。 

 

環境保全課 

市民やボランテ

ィア、財団等と

連携し、良好な

海岸の状況を保

つよう清掃活動

を実施した。

（◎） 

海岸清掃

を通じて

良好な海

浜の状態

を保てて

いる。 

（公財）かなが

わ海岸美化財団

と清掃事業の実

施について協定

を結んでいる。

（+E） 

・海洋プラス

チックごみ

問題への市

民意識が高

まってい

る。 

・多くの市民

ボランティ

ア、事業

者、団体が

海岸やまち

なかの清掃

活動に参加

している。

（＋a） 

・環境保全課では、海

岸清掃事業として、

ごみ散乱を防止し、

海岸を清潔に保ち環

境を保全する事業を

実施している。 

・環境保全課では本庁

舎のビオトープの維

持管理をしている

が、ビオトープネッ

トワークの拡充は行

っていない。（どこ

が所管でしょう

か。） 

・10 年前の改訂の際に

はみどり課が関係課

にあった。山林の保

全の観点から、みど

り公園課は関係課と

すべき。 

・谷戸の環境保全につ

いては、所管課がな

いのではないか。川

が流れているという

観点では下水道河川

課か。川も小動物の

生息地となってい

る。 

・この項の全般につい

ては、環境政策課と

要調整。 

・各種団体と連携し、

良好な海岸の状況を

保つよう清掃活動等

を行っていくこと

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も海岸の環境保

全の取組を進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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 (２)生態系に配慮した河川や海

浜環境の整備 

水生生物が生息できるよう

な、自然素材による護岸整備や

瀬、淵、自然河床の保全などエ

コロジカルな視点からの河川整

備や養浜による生物の多様性の

向上、自浄能力の向上を図り、

生き物にとっても棲みやすい良

好な環境の回復に努めます。 

環境保全課 

神奈川県が実施

する養浜事業に

協力・連携し

た。（◎） 

養浜を主

体とした

砂浜の回

復に努め

ている。 

 

 

 

 

神奈川県によ

り相模湾沿岸

海岸浸食対策

計画が設けら

れおり、計画

の実行及びモ

ニタリング調

査が行われて

いる。（+b） 

海岸の管理者である県

が養浜を実施してい

る。環境保全課では、

神奈川県が実施する砂

浜の回復、保全を図

り、養浜を主体とした

海岸浸食対策に協力・

連携している。 

 

・県の養浜事業に協

力・連携し、砂浜の

回復、保全を図る取

組を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も海浜環境整備

の取組を進めていく

方針を掲げることが

必要である。 

下水道河川

課 

（２）一般の河

川においては、

自然素材による

護岸整備や瀬

淵、自然河床の

保全などの河川

整備を図ったこ

とはない。

（▲） 

左記の様

な整備を

行った実

例はな

い。 

なし 

蛍の生息地

等、生態系の

保全に配慮が

必要な箇所で

の浚渫につい

ては、地元と

作業区間や時

期等の相談を

しながら実施

しているが、

左記の様な整

備をした実例

はない。（-

f） 

「自然素材による護岸

整備や瀬、淵、自然河

床の保全など」の記述

内容は、一般的には行

っていないため削除し

てほしい。 

・一般的な河川の整備

等は行っているが、

生態系に配慮した河

川や海浜環境の整備

はできていないた

め、都市マスで示す

政策の実効性が高め

ていくためには、関

係課と連携し整備す

る等が必要である。 
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７）環境に関する意識の高揚 

市民も来訪者も共に楽しむこ

とができる、鎌倉独自の自然環

境資源や歴史的遺産をいかした

環境教育に関わる体験的な場づ

くりや、環境に関わる学習を深

める施設づくりを推進します。 

環境保全課 

市民団体と協働

による関谷小学

校環境学習（関

谷川水質調査）

（◎） 

水環境の

保全につ

いて啓発

した 

 

 

 

企業の社会貢

献活動の高ま

りや市民活動

の活発化によ

り、環境教育

は多様な実施

主体によって

実施されてい

る。（+a） 

環境教育については、

環境政策課が鎌倉市環

境教育行動計画を策定

して推進している。見

直しに当たっては、環

境政策課と要調整。 

 

学習を深める施設づく

りという観点から、学

校施設課も関係課とす

べきではないか。 

 

・身近な河川を題材に

した環境学習を行う

ことで、環境保全の

意識の高揚を図って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も環境教育の取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

文化財課 回答なし     

・鎌倉の文化遺産を構

成する文化財を学ぶ

教育を実施していく

方針を掲げることが

必要である。 

みどり公園

課 

・鎌倉広町緑地

は平成 27 年

（2015 年）4

月及び平成 30

年（2018 年）

6 月に一部供

用開始。 

山崎・台峯緑地

（風致公園）

は令和 2 年

（2020 年）4

月及び令和 4

年（2022 年）

5 月に一部供

用開始。

（◎） 

・自然環

境とふ

れあう

ことが

できる

都市公

園の整

備を行

った。 

・鎌倉広町緑地

及び山崎・台

峯緑地の供用

開始を行っ

た。（+F） 

 

・山崎・台峯

緑地につい

ては、最低

限の整備の

みでそのま

まの緑地を

残してほし

いとの要望

があった。

（+c） 

・市有地内の緑（竹

等）について苦情も

多く（越境だけでな

く密集等で危険を感

じる等）、緑地を確

保するだけでなく、

その後の維持管理が

重要である。 

 

・緑地や都市公園の整

備を行い、自然環境

とふれあいことがで

きる環境を整えるこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も自然環境の保

全の取組を進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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生涯学習課 

令和 4 年 10 月

から指定管理制

度に事業が移行

しているため、

当課では具体的

な生涯学習の講

座等事業は行っ

ていない。 

特になし    

※7/26 生涯学習課か

ら「指定管理制度

に移行後は、学習

講座等については

指定管理者の自主

事業及び鎌倉市生

涯学習推進委員会

で実施しているこ

とであり、その内

容については事後

的に報告を受けて

いるいるだけであ

るため、当課では

達成状況等の評価

をすることは困難

である」旨の回答

がありました。 

 

環境教育に関わる体験

的な場づくりや、環

境に関わる学習を深

める施設づくりを提

供することで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も学習施設づく

りを進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

８）緑地や河川・海岸などの適正

な維持・管理 

みどり公園

課 

・民有緑地維持

管理助成制度

を創設し（令

和 3 年度）、

土地の所有者

・助成の

対象と

なる森

林を森

林法 2

・本市におい

て、森林環境

譲与税の使途

を検討した結

果、主に森林

・令和元年の

台風で倒木

や土砂崩れ

が相次ぎ、

激甚化する

・「里山の緑への積極

的な転換を進めま

す。」とは、適正な

維持管理がされてい

る里山の緑（里山

・市民や関係団体等に

より緑地の維持・管

理に資する様々な取

組を行っていること
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法指定された民有樹林地につ

いては、国・県・市がそれぞれ

に地域制緑地を指定しているこ

とから、国・県・市の適正な役

割分担の下に適切な維持保全を

図ります。また、災害の恐れが

ある箇所については、県・市の

防災関連事業とも連携を図りま

す。 

鎌倉独自の自然環境（山、

川、海）の適切な状態での維持

と環境学習の観点やレクリエー

ション的要素も含めて、関係す

る自治体と、地域住民、ＮＰＯ

＊・ボランティア、企業（開発事業

者を含む） などの多様な主体

が効果的に連携することによっ

て緑地管理が一層進むような仕

組みづくり（財源を含む）を確

立します。 

特に荒廃した山林について

は、災害面に配慮し、里山の緑

への積極的な転換を進めます。 

等が行う緑地

の維持管理作

業へ助成を行

っている。 

 

 

 

・確保した市有

緑地のうち荒

廃が進む恐れ

のある緑地及

び特別緑地保

全地区指定候

補地の緑の質

の向上を図る

ため、平成 21

年度から令和

3 年度まで

は、「確保緑

地の適正整備

事業」とし

て、令和 4 年

度からは「市

民の身近な森

づくり事業」

として伐採や

刈払い等を実

施した。 

 

・NPO やボラン

ティア団体等

よって、市有

緑地等の刈払

いや樹木及び

竹の伐採が実

施された。 

条に基

づく森

林とす

ること

で、広

域に渡

って樹

林地

（緑

地）の

管理が

進んで

いる。 

 

・緑地の

整備

後、モ

ニタリ

ングを

実施

し、植

生の回

復や野

生動物

の生息

が確認

でき

た。 

 

・NPO 法人

鎌倉緑

のレン

ジャー

は、緑

地維持

管理の

整備の推進に

活用すること

とした。 

 

・緑の基本計画

を実現するう

えで特に重要

と考えるテー

マの一つであ

る「緑の質の

向上」が図ら

れている。 

 

・市民との連携

により、緑地

の保全及び維

持管理を推進

している。 

 

・同会に対して

は、運営費の

助成や風致保

存基金積立金

の寄附を行っ

ている。

（+E） 

台風等の気

象災害への

備えとし

て、公有林

だけでなく

民有林にお

いての維持

管理の必要

性が重要視

されるよう

になった。 

 

・温室効果ガ

ス排出削減

目標の達成

や、災害防

止を図るた

めの森林整

備等に必要

な財源を安

定的に確保

するため、

国が新しい

税制度（森

林環境税）

を創設し

た。 

 

・生物多様性

の保全や景

観の形成の

ほか、災害

に強い安全

なまちづく

りや環境負

荷の低減に

林）へ転換を図ると

いうことでしょう

か。文言の修正が必

要と考えます。 

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 
・今後も市の助成も含

め、緑地の維持・管

理の取組を継続して

いく方針を掲げるこ

とが必要である。 
・「里山の緑への転

換」の記載について

は見直しが必要と考

えられる。 
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・公益財団法人

鎌倉風致保存

会では、会

員、市民、企

業等にボラン

ティアを募

り、史跡等の

緑地の維持管

理作業を実施

した。（◎） 

担い手

育成と

して実

施して

いる啓

発事業

（緑の

レンジ

ャー）

の修了

者を中

心に結

成さ

れ、地

域に根

差した

緑地管

理支援

組織と

しての

役割を

果たし

てい

る。 

 

・史跡や

保存建

造物と

それら

を取り

巻く緑

地を一

体的に

管理

し、鎌

倉の独

寄与してい

る。 

 

・連携による

緑地管理を

推進してい

る。 

 

・連携による

緑地管理を

推進してい

る。（+a） 
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自の自

然環境

を維持

してい

る。 

下水道河川

課 

当課は河川の緑

地管理が一層進

むような仕組み

づくりは行って

いない。 

所管事業

なし。 
   ・該当なし 

環境保全課     

環境保全課では維持・

管理を実施していな

い。 

・該当なし 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評価 

達成状況・課内評価に対

する理由 

現在の担当課の

施策と鎌倉市都

市マスタープラ

ンとの相違点、

要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

１）構造別景観形成の方針  

(１)都市景観の基本構造  

本市の景観づくりを進めるに

あたっては、市域全体が「古

都」であることに配慮し、本市

全域を 「古都鎌倉大景域」と設

定します。  

そして、景観上の特徴などか

ら「古都鎌倉大景域」を 2 つ

の「景域」に分け、これをさら

に 5 つの「景観地域」に分け

ます。  

また、都市景観の構造上の重

要な骨格として、4 つの拠点と 

都市計画課 

周辺の住環境や

景観と調和した

街並みの形成を

確実に誘導する

とともに、商業

や産業の適切な

土地利用への対

応を図るため、

平成 30 年 11 月

に高度地区指定

拡大方針を策定

し、令和２年３

月に、方針に基

づく高度地区を

変更し、区域の

拡大を行った。 

（◎） 

高度地区の指定

拡大で、市域の

概ね全域に、法

制度での高さ規

制を導入したこ

とにより、周辺

の住環境や景観

と調和したまち

並みのスカイラ

イン形成を、よ

り確実に誘導

し、方針の進展

に大きく寄与し

ている。 

都市マスタ

ープランの

考え方に基

づき、高度

地区指定拡

大方針を策

定及び高度

地区の都市

計画変更。 

（+D） 

人口減少下

の中で、都

市開発の圧

力が縮小し

ていること

や、コロナ

ウイルス感

染拡大によ

るオフィス

やマンショ

ン等の高層

建築物の需

要の低下。 

（+a） 

 

高度地区の拡大により、市全

域に高さ規制のある地域が指

定され、後半記述の「～高度

地区、景観地区などの適用」

についての施策は完遂してい

るものと推察される。 

そのため、「～地区計画等の

適用、高度地区、景観地区等

の運用、都市景観形成事業の

推進を図ります。」とし、適

切に運用されることで、都市

マスで示す政策の実効性が高

めていく必要がある。 
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4 つのゾーン（景観計画ではベ

ルトを示す）を設定します。  

都市景観の形成にあたって

は、この都市景観の基本構造を

指針とし、具体的な方針を定め

るものとします。特にゾーン及

び拠点では、市民参加により各

地区のまちづくり構想、計画の

策定と併せてまち並みのあり方

を検討し、地区計画、高度地

区、景観地区などの適用や都市

景観形成事業の推進を図りま

す。 

【図 都市景観の基本構造図】 
 

都市景観課 

・平成 29 年３

月景観計画改

定。 

（◎） 

・基本構造は重

要な指針とし

て継承しなが

ら、事業計画

が進行中であ

る深沢地域国

鉄跡地周辺拠

点等について

は、まちづく

りの推移をみ

ながら景観形

成の熟度を高

めていくため

の協議を行っ

ている。 

事業計画の

進行 

（+D） 

新しい都市

づくりへの

期待 

（+b） 

 

景観計画においても都市マス

に示す基本構造をもとに方針

を掲げているため、継続して

この基本構造を指針とし、ゾ

ーン及び拠点については、事

業計画にて施策が展開される

ことを都市マスで示す政策の

実効性高めていく必要があ

る。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評価 

達成状況・課内評価に対

する理由 

現在の担当課の

施策と鎌倉市都

市マスタープラ

ンとの相違点、

要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(２)景域  

本市は、2 つの景域によって

構成されます。  

【古都景域】  

鎌倉地域とその周辺の谷戸・

丘陵からなる歴史  

的色合いの濃い地域です。

「古都鎌倉」の中核をなしてい

ます。  

【都市景域】  

大船・深沢・腰越地域の市街

地と、それらを取り囲む計画的

に開発された住宅地の点在する

丘陵地域と、農業振興地域を持

つ玉縄地域とからなっていま

す。「新しい鎌倉」としてのまち

づくりが進行中です。 

↑景域の説明であり、評価で

きない。評価不要 

都市景観課 

・平成 29 年 3

月景観計画改

定。 

（◎） 

・景域の都市景

観形成のテー

マに基づき、

運用中であ

る。 

事業の継続 

（+D） 

市民理解の

醸成 

（+d） 

 
 

景観計画においても都市マス

に示す景域をもとに基本方針

を掲げているため、継続して

2 つの景域にて構成し、景観

計画で示すテーマに基づき運

用されることで、都市マスで

示す政策の実効性を高めてい

く必要がある。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評価 

達成状況・課内評価に対す

る理由 

現在の担当課

の施策と鎌倉

市都市マスタ

ープランとの

相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因   

(３)景観地域  

2つの景域は、5つの景観地域

に区分されます。  

【古都景域】  

①古都景観地域  

●自然と歴史・文化を際立たせる

都市景観の形成  

古都としての鎌倉の都市軸に

若宮大路を据え、その周辺を取

り巻く歴史的・文化的資源、古

都景域の中心に位置する鎌倉駅

周辺、樹々の間に見え隠れする

住宅、さらに眼前に開ける海浜

部までを一体として、風情と風

格を備えた美しい歴史的都市景

観を整えていくことを目指しま

す。 ←目標 

②古都丘陵景観地域  

●風致景観の保全と創造  

豊かな自然と多くの歴史的遺

産が融和した歴史的風土におけ

る、緑豊かな低層住宅地として

の景観を保全・創造していきま

す。←目標 

【都市景域】  

都市景観課 

・平成 29 年 3

月景観計画改

定。 

（◎） 

・景観地域の基本

方針に基づき、

運用中である。 

事業の継続 

（+D） 

市民理解の

醸成 

（+d） 

 

景観計画においても都市マス

に示す景観地域の基本方針を

掲げているため、継続して景

観地域の基本方針の実現に向

けた施策の実効性を高めてい

く必要がある。 

景観計画の記載と整合を図る

ため、 

都市景域のうち都市景観地域

の方針を「市街地の環境にあ

わせた良好な都市景観の創

出」に、都市丘陵景観地域の

方針を「自然資源を活かした

都市景観の形成」に修正。 
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③都市景観地域  

●市街地の環境に合わせた良好な

都市景観の創出  

新たな鎌倉としての大船・深

沢・腰越の拠点を中心に、周辺

環境、市街地の緑の保全・活用

等と調和させつつ、快適で活力

溢れる都市景観を整備します。 

←目標 

④都市丘陵景観地域  

●自然景観をいかした都市景観の

形成  

丘陵地に計画的に開発された

住宅地が点在する地域として、

宅地内の緑化を基盤としなが

ら、樹林地や公園などの環境資

源の保全・活用を図りつつ、全

体として緑豊かな公園的な景観

形成を目指します。←目標鎌倉

市都市マスタープラン 69  

Ⅲ-３ 部門別方針／都市景観形成の方針  

 

⑤玉縄丘陵景観地域  

● 自然・歴史と文教的環境が融

和した都市景観の形成  

 

丘陵地に広がる文教施設や住

宅からなる閑静なまち並みと田

園とを併せ持つ、穏やかで伸び

やかな地域特性を大切にした景
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観形成を図ります。緑地の保全

及び、貴重な農地の保全を図

り、田園景観と良好な住宅地の

景観とが調和した整備を目指し

ます。←目標 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評価 

達成状況・課内評価に対す

る理由 

現在の担当課

の施策と鎌倉

市都市マスタ

ープランとの

相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因   

(４)拠点  

①鎌倉駅周辺拠点  

●ゆとりと風格ある古都鎌倉の顔

づくり  

古都景域の中心的位置付けと

して、また、古都鎌倉の顔とし

て、ゆとりと風格、活力とを併

せ持ち、かつ背景の山並みと融

和した、魅力ある景観形成を図

ります。←目標 

②大船駅周辺拠点  

●文化の香り高い新しい鎌倉の顔

づくり  

古都鎌倉の玄関口にふさわし

い魅力ある都市景観の形成を目

指します。 ←目標 

活力ある商業・業務地として

の顔と、文化的資源、大船観音

などの景観資源とを共にいか

し、適正な土地利用の誘導、魅

力ある歩行者空間の創出、緑や

オープンスペース＊の創造など

を通してゆとりある景観形成を

図ります。←目標 

都市景観

課 

 

・平成 29 年 3

月景観計画改

定。 

（◎） 

・深沢地域国鉄跡

地周辺拠点等に

ついては事業計

画が進行中であ

ることから、ま

ちづくりの推移

をみながら景観

形成の熟度を高

めていくための

協議を行ってい

る。 

事業計画の

進行 

（+D） 

新しい都市

づくりへの

期待 

（+b） 

 

景観計画においても都市マス

に示す拠点をもとに基本方針

を掲げているため（腰越地域

を除く）、継続して各拠点の

景観特性に応じた施策の展開

することで、都市マスで示す

政策の実効性が高めていく必

要がある。 

なお、腰越地域は景観計画に

おいて除かれており、総合計

画や都市マスで示す都市拠点

にも該当しないため、今後掲

げる拠点として設定するか議

論を要する。 

市街地整

備課 

①暫定的整備と

して、鎌倉駅

西口駅前時計

台広場を令和

2 年 4 月 30 日

に竣工した。 

（○） 

②大船駅東口再

開発事業につ

いては、建設

工事費の高騰

等により事業

の実施を延伸

している。 

現時点では、

①一定の進捗があ

った。 

②事業の進展の目

処は立っていな

い。 

①特にな

し。 

②特にな

し。 

①観光客と

市民とが

共存でき

る一定の

環境を整

備したこ

と。 

（+ｄ） 

②東京オリ

ンピッ

ク・パラ

リンピッ

ク招致決

定以降、

建設工事

変更希望無

し。 

鎌倉駅周辺拠点については、

西口駅前時計台広場が竣工し

ていることで、都市マスで示

す政策の実効性が高まってい

る。今後、駅や駅前広場を中

心に、更なる事業の推進を行

うことでさらに施策の実効性

を高める必要がある。 

併せて、市庁舎現在地の空間

創出にも触れられたい。 

・大船駅周辺では再開発事業

が進んでおらず、都市景観の

形成に向けては方針の見直し

が必要である。 
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③深沢地域国鉄跡地周辺拠点

（深沢新都市拠点）  

● 水と緑に囲まれた『輝く杜の

都心』の都市景観の形成  

 

新しい都市拠点を創造する場

所として、周辺の自然環境（斜

面緑地、柏尾川等）や泣塔など

の歴史資源をいかし、都市の活

力と快適性を備えた魅力ある都

市景観の形成を図ります。 ←

目標 

④腰越拠点  

海、漁港や社寺、背景の緑な

どの資源をいかし、気軽に立ち

寄ることのできる気さくで親し

みのある商業地として、小動岬

周辺の歴史性や江の島一帯の整

備状況等にも配慮しつつ景観整

備を進めます。←目標 

再開発によら

ないまちづく

りを進めるた

め、鎌倉女子

大、地元自治

会・商店会、

周辺事業者等

との意見交換

や地域のボラ

ンティア活動

及びイベント

への支援等を

実施してい

る。 

（△） 

費の高騰

が続いて

いるこ

と。 

また、こ

れに伴

い、再開

発事業を

実施した

際に権利

者が得ら

れる再開

発ビルの

床面積

（権利

床）が減

少する見

込みであ

ること。 

（-a,-

d） 

深沢地域

整備課 

 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

（○） 
 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

「鎌倉市深沢地区

まちづくりガイド

ライン」におい

て、村岡地区（藤

沢市）村岡城址方

面から湘南モノレ

ール湘南深沢駅、

等覚寺特別緑地保

全地区へとつなが

る東西のシンボル

景観軸と「駅前空

間」、「緑豊かな

空間」、「柏尾川

沿い空間」の 3 つ

の南北軸が交差

し、魅力ある緑景

観を創出すること

・鎌倉市深沢

地区まちづ

くりガイド

ライン

Ver.1 の策

定に伴い、

計画実現性

の向上が図

られた。 

（+D） 

・みどりに対

するニーズ

の高まり 

（+b,c,d） 

・「深沢地域国

鉄跡地周辺地

区」の記載変

更 

例：深沢拠点 

・水とみどりに

囲まれたまち

として、鎌倉

がこれまで大

事にしてきた

景観を継承し

ながらも、新

たな拠点にふ

さわしく、鎌

倉の新しい顔

として、新た

な一面を感じ

 

 

・鎌倉市深沢地区まちづくり

ガイドラインにおいても、

緑景観の創出を図る方針と

していることで、都市マス

で示す政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドラインに基づ

き、深沢のまちづくりを進

めていくことで都市マスで

示す政策の実効性が高めて

いく必要である。 
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深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

（○） 
 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、JR 東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

（○） 
 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

としています。 られるまち並

みをつくりま

す。 
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ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

（○） 
 

・令和６年１

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

（○） 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(５)ゾーン（ベルト）  

①海岸ゾーン（海浜ベルト）  

● 古都の歴史と都市の魅力を体感

する美しい海浜イメージの創出  

 

背景としての山並みに対する

前景としての海浜部は、歴史性

を有すると同時に、鎌倉全体に

明るいイメージを与える環境資

源です。  

漁港やその周辺の海に関わり

の深いまち並みと、和賀江嶋、

稲村ヶ崎、小動岬などの歴史的

資源、それらを結んで走る国道 

134 号、また、東日本大震災の

教訓を踏まえた防災・減災対策

とが一体となって調和する海浜

景観の保全・創造を目指しま

す。 ←目標 

②鎌倉シンボルゾーン（若宮大

路ベルト）  

● 若宮大路をシンボルとした歴史

的都市美観の形成 

 

古都鎌倉の象徴として、歴史

都市景観課 

・平成 29 年 3

月景観計画改

定。 

（◎） 

・景域の

都市景

観形成

のテー

マに基

づき、

運用中

であ

る。 

事業の継続 

（+D） 

市民理解の醸

成 

（+d） 

 

・景観計画の記載と整

合を図るため、 

柏尾川ベルト（大

船・深沢ゾーン）を

「水を活かした魅力

的な市街地景観の形

成」に、都市丘陵景

観地域の方針を「自

然資源を活かした都

市景観の形成」に修

正する必要がある。 

 

・景観計画においても

都市マスタープラン

と同様にゾーン（ベ

ルト）の方針を掲げ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も景観計画に基

づく景観形成の取組

を継続していくこと

で都市マスで示す政

策の実効性が高めて

いく必要がある。 
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性・文化性を色濃く打ち出した

沿道とその周辺の景観整備が必

要とされます。背景の山並みと

調和した建築物の整備、積極的

な道路景観整備と、沿道建築物

等の景観誘導を行っていきま

す。←目標 

③鎌倉・大船ゾーン（北鎌倉ベ

ルト）  

● 歴史的景観と都市的景観が連

続・連携するまち並みの形成  

 

北鎌倉ゾーンは、北鎌倉駅を

挟んで以東の古都 景域へ続く入

口としての役割と、駅以西の大

船方 面の都市景域へ続く商工業

地としての役割とを担 っていま

す。歴史的環境に融和した沿道

景観の整 備と、安全で魅力的な

歩行者空間の創造を通して、古

都景域と都市景域とを結ぶ連続

性を大切にした、ヒューマンス

ケール＊のまち並み景観の形成

を図ります。←目標 

④大船・深沢ゾーン（柏尾川ベ

ルト）  

● 水をいかした魅力的な市街地景

観の形成  

 

大船・深沢の 2 拠点を結ぶ

地域として、親水空間の創出

市街地整備

課 

②開発等に際し

て、「古都中

心市街地まち

づくり構想」

等の方針に沿

った事業計画

の実施に努め

るよう、事業

者に要望・指

導をしてい

る。 

（○） 

②一定の

効果が

あった

と思わ

れる。 

②特になし。 

②多くの場合

において、

「古都中心

市街地まち

づくり構

想」等の方

針に沿った

開発事業が

行われてい

る。 

（+d） 

②変更希望無し。 

 

・開発事業等に際して

事業者への要望・指

導を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も「古都中心市

街地まちづくり構

想」等の方針に沿っ

た事業計画が実施さ

れるよう方針を掲げ

る。 
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等、川と人との関わりに根ざし

た河川景観の整備を軸とした秩

序ある都市景観の整備を図りま

す。←目標 交通ネットワーク

の充実に伴う緑化を中心とした

道路景観の整備、魅力ある歩行

者空間の創造、周辺大規模施設

の緑化や建物相互のまとまりと

しての調和、適正な土地利用の

誘導等を図り、さらには東海道

本線からの車窓景観も意識し、

背景の山並みと調和した一体的

な都市景観の整備を進めます。

←目標 

 
 

  



３ 都市景観形成の方針 
 

95 

（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評価 

達成状況・課内評価に対

する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

２）類型別景観形成の方針  

鎌倉らしい景観を構成する要

素に着目し、鎌倉の景観類型

を、土地利用と景観資源の 2 

つに区分します。  

(１)土地利用別の景観形成の方針  

部門別方針の「1.土地利用の

方針」において区分した土地利

用類型に応じて、景観形成を図

ります。市民の日常生活の基盤

となる「住」の場と、外からの

来訪者の利用も多い「生産・消

費」の場との調和を図り、古都

としてのうるおいと風格のある

景観の形成を進めます。  

このため、市民、ＮＰＯ＊、

事業者等による自主的なルール

づくりを支援し、地区計画、景

観地区、景観計画特定地区、建

築協定、緑地協定、自主協定等

の適用を検討します。また、一

定規模以上の開発・建築に対し

ては、景観計画に基づき、意

匠・形態について協議し、景観

誘導を行います。  

①住宅地景観  

【土地利用類型】  

みどり公園

課 

 

・美観的に優れ

た樹木・樹

林・生け垣を

保存樹林等に

指定し、その

維持に対して

毎年、奨励金

を交付した。 

（◎） 

 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

（◎） 

 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、緑化

・美観的に優れ

た樹木・樹

林・生け垣を

保存樹林等に

指定すること

で風致の維持

に寄与してい

る。 

 

・市民などによ

る接道部の生

垣や樹木の植

栽等による緑

化を支援し、

緑豊かなまち

並み景観を創

出している。 

 

・開発区域内で

の緑化を推進

し、緑豊かで

快適な居住環

境の形成を図

っている。 

 

・都市における

良好な自然環

境となる緑地

の現状凍結的

な保全が図ら

れた。 

・住宅や

住宅地

内の緑

化の維

持や緑

の創出

に対

し、適

正な支

援と誘

導が行

われて

いる。 

（+D） 

 

・緑地保

全に係

る法制

度を活

用し

て、緑

地の適

切な保

全が図

られ

た。 

（+D） 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。 

（+d） 

 

・緑地の保全

に対する意

識の向上に

寄与してい

る。 

（+d） 
 

 

・景観を構成する緑の

保全、創出のために

補助支援制度や法制

度の活用を図ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も緑地保全、創

出の取組を進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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・旧市街地の住宅地（旧鎌倉低・

中層、腰越小学校周辺）  

・谷戸の住宅地 ・一般住宅地 ・

沿道住宅地  

・計画開発住宅地（丘陵住宅地）  

・林間住宅地 ・海浜住宅地  

・海浜住商複合地 ・都市型住宅

地  

・中・高層住宅地  

【まち並み形成の方針】  

・建物相互の景観調和  

・背景の山並みに配慮した景観形

成  

・良好な屋敷林や生け垣等の保全  

・緑豊かな住宅地景観の保全・形

成  

・住環境の改善に併せた都市景観

の形成  

・洋館や近代和風住宅の保存 

②商業・業務地景観  

【土地利用類型】  

・広域的商業地 ・まち並み型商

業地  

・住商複合地 ・観光型住商複合

地  

【まち並み形成の方針】  

・都市の活力と風格を高める商

業・業務地景観の創出  

・緑の積極的な導入（街路樹等）  

・ファサード＊に重点を置いた景

を推進した。 

（○） 

 

・特別緑地保全

地区を指定し

た。（上町屋

特別緑地保全

地区：平成 30

年 6 月 15 日 

約 0.6ha） 

・特別緑地保全

地区の指定の

手続中（植木

特別緑地保全

地区：約

3.0ha） 

（○） 

都市計画課 

・３つの地区に

おいて申出制

度、提案制度

で都市計画決

定、変更を行

った。現在も

相談のある地

区がある。 

（○） 

 

・特別緑地保全

地区を指定し

た。（上町屋

特別緑地保全

地区：平成 30

年６月 15 日 

約 0.6ha） 

・特別緑地保全

地区の指定の

・都市マスの土

地利用の方針

に基づいた地

区計画を決定

している。相

談のある地区

についても都

市マスに沿っ

た地区計画に

するよう指導

等を行う。 

・都市農地につ

いて引き続き

特定生産緑地

などの制度を

運用し、保全

に努める。 

・緑地保

全に係

る法制

度を活

用し

て、緑

地の適

切な保

全が図

られ

た。 

（+D） 

・住民のまち

づくりへの

意識が高ま

っている。 

（+c） 

・住民の緑地

の保全に対

する意識が

高まってい

る。 

（+b,c,d） 

 

・都市農業振

興基本計画

に市街化区

域内の農地

が「宅地化

すべきも

の」 から

 

・地区計画の都市計画

決定をはじめ、住民

のまちづくりへの意

識の高まりにあわ

せ、地域特性を考慮

した自主的なルール

づくりの支援を遂行

している。 

また、特別緑地保全

地区の決定や特定生

産緑地の指定など景

観を構成する要素

（緑地や農地）の保

全を図っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

 

・今後も地域の特性や
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観整備（統一性のある整備、一

体感の演出）  

・古都景域では、古都としての風

格ある都市景観の保全と背景と

なる山並みに配慮した景観形成  

・近隣型・商業型商店街の魅力向

上  

・安全で快適な歩行者空間の創出

（オープンスペース＊や歩道状

空地の確保、無電柱化の推進

等）  

・質の高い広告物等の誘導（鎌倉

にふさわしい高質なデザインの

推進、メーカーに対する色彩・

デザインに配慮した自動販売機

設置の要請、景観・安全を阻害

する歩道上の置き看板、商品陳

列などの是正指導等）  

③工業地景観  

【土地利用類型】  

・産業地 ・産業複合地  

【まち並み形成の方針】  

・大規模施設と地域環境の調和

（敷地内の緑化やポケットパー

手続中（植木

特別緑地保全

地区：約

3.0ha） 

（○） 

 

・生産緑地につ

いて 30 年経

過した生産緑

地地区の約８

割を保全でき

た。 

（○） 

 

都市に「あ

るべきも

の」として

位置づけら

れ、計画的

に保全する

方向が示さ

れた。 

（+a,b,d） 

 

土地利用の現況を踏

まえ、情勢やニーズ

に対応した景観形成

の取組を進めていく

方針を掲げることが

必要である。 

都市景観課 

 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。

土地利用類型

ごとの景観形

成基準を一部

見直し。 

（◎） 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市都

市景観条例改

正。景観配慮

協議制度を導

入。 

（◎） 

景観計画に具体

的な景観形成基

準を定め、都市

景観条例に手続

を規定すること

で、実効性を担

保している。 

行政計画

の改定、

条例の改

正。 

（+D） 

市民理解の醸

成 

（+d） 

 

 

・景観計画においても

都市マスタープラン

と同様に土地利用類

型ごとの方針を掲げ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も景観計画に基

づく景観形成の取組

を方針に掲げる必要

がある。 
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ク＊の創出等）  

・用途混在地域における適切な土

地利用誘導と緑化の推進（緩衝

緑地の拡充等）  

・都市基盤整備による新しい都市

空間の創出  

・地域に調和したデザイン  

④緑地景観  

【土地利用類型】  

・緑地 ・都市公園等の緑  

【まち並み形成の方針】  

・古都丘陵景観地域の丘陵の保全  

・都市景域の背景となる丘陵の緑

の保全  

・市街地における緑の保全と創造 

⑤農業景観  

【土地利用類型】  

・農地  

【まち並み形成の方針】  

・田園景観の保全と整備（市街化

調整区域の一団の農地、谷戸の

農地等）  

・都市農地の保全（生産緑地地区

等）  

⑥公共公益施設  

【土地利用類型】  

・公共公益施設地 ・新都市機能

導入地  

【まち並み形成の方針】  

・地域の核となる先導的な景観形

成（建築物のデザイン、緑化の

深沢地域整

備課 

 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

（○） 
 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

（○） 
 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

（○） 
 

「鎌倉市深沢地区

まちづくりガイド

ライン」におい

て、村岡地区（藤

沢市）村岡城址方

面から湘南モノレ

ール湘南深沢駅、

等覚寺特別緑地保

全地区へとつなが

る東西のシンボル

景観軸と「駅前空

間」、「緑豊かな

空間」、「柏尾川

沿い空間」の３つ

の南北軸が交差

し、魅力ある緑景

観を創出すること

としています。 

 

また、歩きやすく

魅力的な歩行環境

を形成するために

は、人や環境に対

して安全、安心で

やさしく、わかり

やすい計画、デザ

インを施すことが

重要です。目的地

への移動だけでな

く、回遊する、運

動する、休むなど

多様な都市活動を

想定し、目的がな

くても利用できる

ような設えとする

こととしていま

す。 

 

さらに、新たな拠

点にふさわしいま

・鎌倉市

深沢地

区まち

づくり

ガイド

ライン

Ver.1

の策定

に伴

い、計

画実現

性の向

上が図

られ

た。 

（+D） 

・みどりに対す

るニーズの高

まり 

（+b,c,d） 
 

・ウォーカブル

に関する認識

の広まり 

（+b,c,d） 
 

・「東海道本線

大船・藤沢間

村岡新駅（仮

称）設置に関

する覚書」

（神奈川県、

藤沢市、鎌倉

市、ＪＲ東日

本）を締結

し、新駅を設

置することに

合意 

（+b,c,d） 

・深沢地区は周囲を保全

された緑地に取り囲ま

れた柏尾川沿いの平坦

な土地に立地していま

す。 

地区内外の緑地と建築

物が一体となってまと

まりのある景観を形成

し、周囲の自然景観や

丹沢や富士山など周囲

の山並みへの眺望を活

かしたまちづくりを進

めます。 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、緑景観

の創出を図る方針と

していることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

くことで、都市マス

で示す政策の実効性

が高めていく必要が

ある。 



３ 都市景観形成の方針 
 

99 

推進、オープンスペース＊の確

保等） 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

（○） 
 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

（○） 
 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

（○） 

 

ち並みを形成する

ため、建築物の規

模、位置や外壁の

素材とその色彩

等、中景や遠景で

は建築物群が全体

としてまとまりの

ある景観を形成

し、周囲の既成市

街地や自然景観と

の調和を図ること

としています。 
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農業委員会 

⑤市内の農家や

事業者と連携

した遊休農地

解消対策実践

活動による草

刈りや耕作等

を実施し、田

園景観の保全

に取り組ん

だ。また、毎

年、農地の耕

作状況の調査

を行い農地の

適切な管理に

取り組んだ。 

（○） 

継続 

良好な農

業景観の

保全に向

けて引き

続き取組

を実施す

るととも

に長期的

な視点で

取り組ん

でいく必

要があ

る。 

（±） 

市内の民間事

業者の参加、

協力によって

農業景観の保

全活動が後押

しされている

ものの、農地

面積が年々減

少しており、

引き続き農業

景観の保全活

動を行う必要

がある。 

（+c,d） 

特になし 

方針に掲げる田園景観

の保全のため、遊休農

地解消対策実践活動、

農地の工作状況調査等

の施策の推進があるこ

とで、都市マスで示す

政策の実効性が高まっ

ている。 

農地面積の減少はある

ものの、長期的な視点

で取り組んでいく必要

があるため、更なる施

策の推進、展開を方針

に掲げることを期待す

る。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評価 

達成状況・課内評価に対

する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(２)景観資源の保全・活用・整備の

方針  

景観資源は、その特色により

8 つに区分されます。  

「鎌倉らしさ」のひとつである

緑・水を中心とした豊かな自然

資源については、市民生活との

距離が近くなるような、親しみ

のある景観整備を進めます。こ

のため、緑地などの自然環境保

全、河川・海浜などにおける環

境整備、緑化推進などの施策を

推進します。  

また、鎌倉の個性をつくり出

している大切な要素である歴史

的遺産については、「古都鎌

倉」にふさわしい歴史の演出を

伴った景観の形成を進めます。

このため、歴史的風土保存区

域、風致地区の活用のほか、景

観地区、景観計画特定地区、景

観重要建造物の指定等の推進を

図ります。  

①海浜景観  

・安全で美しい海浜景観の形成  

・海辺の自然環境の保全・回復  

・国道 134 号や道路沿道のまち

都市景観課 

・平成 29 年 3

月、鎌倉市景

観計画改定。 

（◎） 

・平成 30 年 4

月、鎌倉市公

共サインガイ

ドライン策

定。 

（◎） 

景観資源の保

全・創出につい

て景観計画に定

めたほか、公共

サインについて

は具体的なガイ

ドラインを定め

た。 

事業の推

進 

（+D） 

市民理解の醸

成 

（+d） 

 

・景観計画においても

都市マスタープラン

と 同様に景観資源

類型ごとの方針を掲

げていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も景観計画に基

づく景観形成の取組

を継続していく方針

を掲げる必要があ

る。 

文化財課 

③ 

・円覚寺舎利殿

防災施設等修

理事業（平成

26 年度～平成

28 年度）、鶴

岡八幡宮摂社

若宮保存修理

事業（平成 27

年度～令和元

年度）、光明

寺本堂保存修

理事業（平成

29 年度～令和

10 年度）、材

木座公会堂保

存修理事業

（令和 3 年度

～令和４年

・指定建造物等

の適切な保存

修理を継続す

る。 

 

・史跡永福寺跡

においては整

備によって当

時の景観が復

元され、「古

都鎌倉」にふ

さわしい歴史

の演出を伴っ

た景観が形成

されている。 

他の史跡におい

ても、適切な

・地域や

来訪者

に親し

まれて

いる建

造物、

時代の

特色を

よく表

した価

値ある

文化財

の保存

活用を

着実に

進めて

いる。 

（+E） 

 

・歴史上，芸

術上，学術

上価値の高

い文化財を

次世代に、

着実に継承

している。 

（+d） 

 

・史跡永福寺跡の整備

や歴史的建造物の保

存修復等を行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も歴史的な景観

形成の取組を進めて

いく方針を掲げるこ

とが必要である。 

 

※世界遺産の記述はし

ない 
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並み、背景に広がる丘陵の緑な

どの一体的な景観形成  

・夏の海浜景観の演出  

②河川景観  

・親水性のある河川環境の創造

（安全性や生態系に配慮）  

・水に関する景観資源の活用（十

橋、十井、五名水等）  

③歴史的建造物・史跡景観  

・歴史的景観資源の保存と修復

（社寺、史跡、遺構等）  

・歴史的環境に調和した景観形成  

・身近な歴史的資源の活用（地域

の文化財、洋風建築物等）  

・歴史性をいかした公共サインの

整備  

④歴史的風土景観  

・歴史的風土を構成する古都の緑

の保存  

・歴史的史実に彩られた景観の保

全・修復  

⑤歴史的眺望景観  

・歴史的眺望景観の保全  

・優れた眺望点の確保  

⑥道路景観  

・道路機能の特性及び地域特性を

いかした沿道景観の形成（幹線

道路、生活道路等）  

・シンボルロードの整備（格調あ

る道路景観、緑豊かな道路景観

度）等、歴史

的建造物の保

存修復を実施

した。 

（○） 

 

・史跡永福寺跡

の公開活用に

向けた整備を

行い、整備が

終了した平成

29 年 6 月から

一般公開を開

始した。ま

た、それに伴

う維持管理業

務を実施し

た。 

その他の史跡指

定地内の樹林

の枝払い、下

草刈り等を行

い、景観の維

持に努めた。 

（○） 

 

樹林管理によ

り歴史的な景

観が保たれて

いる。 

 

・国指定

史跡永

福寺跡

の公開

活用に

向けた

整備が

終了

し、公

開活用

が図ら

れてい

る。 

その他

の史跡

指定地

につい

ても、

日常的

に樹林

の伐採

や下草

刈りを

実施す

るとと

もに、

令和 4

年度か

らは、

樹林地

内の予

防的な

防災管

理を計

画的に

進めて
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等）  

・歩行者プロムナード＊の整備

（バスベイ＊、ポスト、その他

のストリートファニチャー＊の

デザイン・配置の工夫など）  

・歴史性や環境面、防災面に配慮

した道路整備  

・観光客集中地域等における公衆

トイレの整備  

⑦鉄道・駅前景観  

・鉄道と一体となった沿道の景観

形成  

・車窓景観への配慮  

・古都の第一印象にふさわしい駅

前景観の形成  

⑧公園・広場景観  

・身近なオープンスペース＊や都

市公園、見晴らし場所等の整備  

・歴史性・文化性をいかした景観

形成  

・市全域が公園的な空間となる景

観形成（公園・広場のネットワ

ーク化等） 

いる。 

（+E） 

みどり公園

課 

 

・美観的に優れ

た樹木・樹

林・生け垣を

保存樹木等に

指定し、その

維持に対して

毎年、奨励金

を交付した。 

（◎） 

・美観的に優れ

た樹木・樹

林・生け垣を

保存樹木等に

指定すること

で風致の維持

に寄与してい

る。 

・土地の

所有者

と連携

し、緑

地の適

正な管

理を図

った。 

（+E） 

・緑地の保全

に対する市

民等の意識

の向上に寄

与してい

る。 

（+d） 

 

・景観を構成する緑の

保全のために補助支

援制度の活用を図っ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も公園や広場を

魅力的な都市空間と

して整備していくと

ともに、これらのネ

ットワーク化や、公

園・広場を核とした

都市景観の形成に努

める方針を掲げるこ

とが必要である。 

観光課 

 

観光資源である

海岸を活用し、

海水浴場を開設

した。 

（○） 

 

ハイキングコー

スを紹介し、必

要に応じて整備

を実施した。 

（○） 

海水浴場を開設

するなど、海岸

の観光資源の価

値を向上させる

とともに、誘客

に努めた。 

 

ハイキングコー

スを紹介するこ

とで、歴史的眺

望景観資源の価

値を広めてい

る。 

20 万人

を超える

海水浴客

が来訪し

たこと

で、海の

賑わいに

貢献し

た。 

（+C） 

 

自然環境

や歴史的

眺望景観

に対する

魅力の創

出に貢献

海水浴離れに

よって、浴客

は減少傾向に

ある。 

（-a,b） 

 

土地の所有者

や管理者等が

複雑であり、

整備がなかな

か進まない。 

（-d） 

 

・観光資源である海浜

やハイキングコース

を活かし、海浜景観

や歴史的眺望景観の

活用を図っているこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も景観資源を活

かした良好な都市景

観の形成の取組を進

めていく方針を掲げ

る必要がある。 
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した。 

（+E） 

下水道河川

課 

当課は河川にお

ける環境整備、

緑化推進などの

施策は推進して

いない。また②

の親水性のある

河川環境の創造

（安全性や生態

系に配慮） に

ついては、「河

川の清掃や生態

系の調査及び水

質調査等を行う

河川維持協力団

体と協働して、

河川の良好な環

境を維持するこ

と」を目標と挙

げている道水路

管理課の所管事

業ではないか。 

所管事業なし    評価対象外 
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道水路管理

課 

河川の良好な環

境を維持するた

め、河川の清掃

及び目視による

生態系調査等を

協力団体に依頼

した。 

河川維持管理協

力団体との連携

を継続すること

で、方針に掲げ

る施策を推進す

る。 

 

河川維持管理

協力団体（4

団体） 

に対して、作

業を依頼し、

市民との協働

により、河川

の定期的な点

検や維持管理

に寄与してい

る。 

 

・河川の清掃や生態系

調査等を行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も市民等と協働

し、河川景観の保全

の取組を継続してい

く方針を掲げること

が必要である。 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

３）景観まちづくりの推進  

(１)地域における景観・まち並み形

成の推進  

①地区まちづくり計画、デザイ

ンガイドラインの作成  

景観計画をベースとして、地

区ごとのきめ細やかな景観づく

り・まち並み形成を推進しま

す。  

地区住民と市の協働による地

区プランの策定や、地域の文

脈、景観・まち並み形成の作法

等をわか りやすく伝えるデザイ

ンガイドライン＊の作成を支援

します。  

②地域における歴史まちづくり

の推進  

鎌倉の歴史的価値をさらに高

め、歴史・文化の息づく都市景

観を形成するために、「歴史ま

ちづくり法（地域における歴史

的風致の維持及び向上に関する

法律）」の活用について検討し

ます。  

③地域の特徴を考慮した建築物

の高さ等の誘導  

建物高さの制限が指定されて

都市計画課 

周辺の住環境や

景観と調和した

街並みの形成を

確実に誘導する

とともに、商業

や産業の適切な

土地利用への対

応を図るため、

平成 30 年 11 月

に高度地区指定

拡大方針を策定

し、令和 2 年 3

月に、方針に基

づく高度地区を

変更し、区域の

拡大を行った。 

（◎） 

高度地区

の指定拡

大で、市

域の概ね

全域に、

法制度で

の高さ規

制を導入

したこと

により、

周辺の住

環境や景

観と調和

したまち

並みのス

カイライ

ン形成

を、より

確実に誘

導し、方

針の進展

に大きく

寄与して

いる。 

都市マスタープ

ランの考え方に

基づき、高度地

区指定拡大方針

を策定及び高度

地区の都市計画

変更。 

（+Ｄ） 

人口減少下の

中で、都市開

発の圧力が縮

小や、オフィ

スやマンショ

ン等の高層建

築物の需要の

低下の中であ

るが、コロナ

ウイルス感染

拡大により、

リモートワー

クの環境とな

り、住宅等の

需要は増えて

いる。 

（+a） 

人口減少下の中で、都

市開発の圧力が縮小

や、オフィスやマンシ

ョン等の高層建築物の

需要の低下の中である

が、コロナウイルス感

染拡大により、リモー

トワークの環境とな

り、住宅等の需要は増

えている。 

 

 

高度地区の拡大によ

り、市全域に高さ規制

のある地域が指定さ

れ、③１段落目記述の

「建物高さの制限が指

定されていない地域に

おいて～」についての

施策は完遂しているも

のと推察される。 

一方で、激甚化する水

災害に伴い、津波浸水

想定区域内にある沿岸

地域等において建築物

の高さの誘導方策の検

討が課題となり、市民

からの要望もある。 

そのため、地域地区等

による高さ規制の適切

に運用と併せ、景観面

のみならず社会情勢に

対応した特例的な建物

高さの基準の検討及び

措置を講ずることが新

たな課題といえる。 



３ 都市景観形成の方針 
 

107 

いない地域において、地域住民

や土地所有者等の理解を得なが

ら、建築物の高さの誘導方策を

検討します。  

一方、海岸ゾーンにおける建

物高さの制限については、津波

避難困難地域等において津波一

時避難施設が必要となる場合に

は、背後の低層住宅地に配慮し

た上で、特例的な建物高さの基

準を検討します。 

都市景観課 

・平成 27 年 12

月、鎌倉市歴

史的風致維持

向上計画策

定。 

（◎） 

計画策定

により歴

史まちづ

くり法の

活用が推

進され

た。 

事業の推進 

（+Ｄ） 

国による計画

認定 

（+d） 

 

・鎌倉市歴史的風致維

持向上計画を策定

し、地域の景観・ま

ち並み形成の推進を

図っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も計画を適切に

運用し、取組を推

進・展開していく方

針を掲げることが必

要である。 

総合防災課 

(1) 

③ 

取組なし 

（▲） 

津波避難

困難区域

や津波浸

水想定区

域外への

居住誘導

や建物高

さ規制緩

和等につ

いて、全

庁的に検

討してい

く必要が

ある。 

防災面だけでは

なく、立地適正

化の観点や景

観・風致面など

様々な観点から

検討が必要 

（-E） 

左記について

市民等の合意

形成を要す

る。 

（-c） 

 

地域防災計画におい

て、「地域防災計画、

都市計画、交通計画等

の計画相互の有機的な

連携を図るため、日常

の計画行政から関係部

局による共同の取組を

進め、津波防災の観点

を取り入れたまちづく

りを推進します。」と

しているなかで、建物

高さ規制緩和等の検討

については未着手であ

る。激甚化する水災害

に伴い、津波浸水想定

区域内にある沿岸地域

等において建築物の高

さの誘導方策の検討

は、急務であり市民か

らの要望もある。 

今後は、景観面のみな

らず社会情勢に対応し

た特例的な建物高さの
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基準の検討及び措置を

講ずるための体制構築

が新たな課題といえ、

津波避難困難区域等に

おける一時避難施設、

建築物の高さ規制緩和

について検討、調整、

課題抽出等を担当課主

導のもと進めていくこ

とで、都市マスで示す

政策の実効性が高めて

いく必要がある。 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、「村岡・深

沢地区のヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

（○） 
 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

（○） 
 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、様々

な人々に

よる多様

な交流を

創るため

には、多

様な機能

を持った

空間が近

い関係に

あるこ

と、ま

た、公共

空間から

それらが

たやすく

認識でき

ることが

重要であ

り、敷地

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。 

（+D） 

 ・深沢地域整備事業で

は、鎌倉駅周辺、大船

駅周辺に並ぶ第３の拠

点形成を目指し、まち

づくりを行っていま

す。 

深沢地区のまちづくり

のテーマは「ウェルネ

ス」と定めており、

「健康な心身を維持・

発展させる生活活動」

を実現し、また、人々

のクオリティ・オブ・

ライフ（生活の質）の

向上を目指していきま

す。「鎌倉市深沢地区

まちづくりガイドライ

ン」に基づき、

「GREEN×INNOVAITON 

深沢」をコンセプトと

して、自然や緑、地球

を守るための課題解決

につながるまちを創り

上げます。 

今後、景観計画や地区

計画等の手法を 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、景観づ

くり・まち並み形成

の方針を示している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

（○） 
 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

（○） 
 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

内におけ

る機能の

複合、建

築物にお

ける用途

の複合、

そしてこ

れらによ

って生ま

れる交流

風景が、

壁面後退

部や道路

などの公

共空間か

らわかり

やすく認

識できる

ように工

夫して配

置するこ

ととして

います。 

 

検討しながら、実効性

のある景観づくりを進

めていきます。 
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深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

（○） 
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（3.具体的な方針） 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(２)歩いて楽しい良好な沿道景観

の形成  

①路地空間の景観保全  

鎌倉の暮らしを感じる貴重な

地域資源となっている路地空間

のあり方について、緊急時や防

災面も考慮して検討します。ま

た、板塀や生け垣等のしつらえ

方等、沿道のまち並み景観の保

全、活用方法について検討しま

す。  

②緑化の推進  

緑豊かな都市景観を形成する

ために、生け垣等の接道緑化の

推進、緑地協定の活用、開発事

業における緑化の指導、公共施

設の緑化等を行います。  

③屋外広告物等の景観向上  

景観に配慮した鎌倉にふさわ

しい質の高い屋外広告物等とな

るような適切な誘導を図ります

（落ち着いた色彩、建物と一体

となったデザイン等）。  

④無電柱化等の推進  

現在、国では「無電柱化の推

進に関する法律案  

（仮称）」の検討が行われています

都市景観課 

令和 3 年 12

月、鎌倉市屋外

広告物条例制

定。 

（◎） 

独自条例

の制定に

より、本

市の景観

にふさわ

しい広告

物の規

制・誘導

が可能に

なった。 

条例の改正、運

用。 

ガイドラインの

作成、運用。 

（+D） 

事業者の理解 

（+d） 

 

 

・鎌倉市屋外広告物条

例を制定し、運用し

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も条例の規定に

基づき、屋外広告物

の適切な誘導を図っ

ていく方針を掲げる

ことが必要である。 

みどり公園

課 

 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

（◎） 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

 

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対し、適正

な支援と誘導

が行われてい

る。 

（+D） 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。 

（+d） 

 

・景観を構成する緑の

保全・創出のために

補助支援制度の活用

や条例に基づく緑化

の協議・指導などを

行っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も緑豊かな都市

景観形成の取組を進

めていく方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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が、防災や福祉、円滑な交通移

動等の観点だけではなく、都市

景観の向上の観点からも、無電

柱化の推進等について関係機関

と調整を行い、歩行空間の確保

に合わせて効果的かつ効率的に

促進します。 

 

 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、緑化

を推進した。 

（○） 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

市街地整備

課 

開発等に際し

て、「古都中心

市街地まちづく

り構想」等の方

針に沿った事業

計画の実施に努

めるよう、事業

者に要望・指導

をしている。 

また、砂押川プ

ロムナードの桜

並木の保全再生

活動への支援を

継続的に行って

いる。 

（◎） 

一定の効

果があっ

たと思わ

れる。 

左記のとおり。 

（+D） 

多くの場合に

おいて、「古

都中心市街地

まちづくり構

想」等の方針

に沿った開発

事業が行われ

ている。ま

た、緑豊かな

まち並み景観

の維持・形成

に貢献した。 

（+d） 

変更希望無し。 

・緑豊かなまち並み景

観を維持・形成する

ため、事業者への要

望・指導や、市民活

動への支援を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も緑豊かな都市

景観形成の取組を進

めていく方針を掲げ

ることが必要であ

る。 

道路課 

所管事業なし 

無電柱化を義務

化する路線と区

域を指定するこ

と、無電柱化を

促進することを

目的として（仮

条例制定

後は安全

かつ円滑

な交通の

確保、都

市の防災

機能の向

関係市区町村と

の連携 

頻発する自然

災害に備えた

防災性の向

上、安全で快

適な通行空間

の確保、旅行

な景観の形
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称）鎌倉市無電

柱化条例の制定

に向けて手続

中、令和 6 年度

中の制定予定 

上及び景

観の保全

に資する

と考え

る。 

成、観光振興

等の観点から

無電柱化に対

する地域要望

の高まり 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

 

１）低炭素まちづくりの推進 

(１)エネルギーの有効利用 

「鎌倉市エネルギー基本計画」

（平成 26 年 3 月） 及び「鎌倉市

省エネルギーの推進及び再生可

能エネルギー＊導入の促進に関する

条例」（平成 24 年 7 月）に基づ

き、太陽光発電など再生可能エ

ネルギーへの転換と効率的なエ

ネルギー供給により、従来のエ

ネルギー消費の低減を図ります。 

 
①既存の未利用エネルギーの活用 

下水処理水の熱や清掃工場の

余熱等、既存の未利用エネルギ

ーの積極的な活用を検討しま

す。 
 
②再生可能エネルギーの活用 

太陽光発電等の環境負荷の少

ないクリーンな再生可能エネル

ギーの積極的な導入による、エ

環境政策課 

・平成 21 年度以

降、鎌倉市住

宅用再生可能

エネルギー・

省エネ機器等

設置費補助金

の交付によ

り、市内の太

陽光発電設備

や蓄電池の設

置を促進して

きた。(◎) 

電気料金

の高騰等

の問題も

ある中、

再生可能

エネルギ

ーへの需

要は高ま

ってきて

いる 

国による固定買

取制度が引き続

き進められてい

る。（+E） 

海外における

化石燃料の調

達に係る諸問

題から電気料

金が高騰し、

再生可能エネ

ルギーの自家

消費に係る注

目が高まっ

た。（+a） 

特になし。 

・補助金の交付により

太陽光発電設備等の

設置を促進している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も助成支援の取

組を継続していく方

針を掲げることが必

要である。 

・低炭素化の改修等の

指針の策定について

も実効性が高めてい

く必要がある。 

下水道経営

課 

下水処理水の熱

の活用につい

て、山崎浄化セ

ンターや現在市

で進めている深

沢地域整備事業

への導入が考え

られるが、規模

的なものも含

め、新たに計画

としての採択す

ることは難しい

状況にある。

（▲） 

下水熱の

活用は、

困難と考

えてい

る。 

現状下水熱の活

用は難しい(-F) 

再生可能エネ

ルギーの重要

度が高まって

いる（+a） 

 

１） 低炭素まち

づくりの推進 
 

(１) エネルギーの

有効利用 
 

「鎌倉市エネルギ

ー基本計画」（平成 

26 年 3 月） 及び

「鎌倉市省エネルギ

ーの推進及び再生可

能エネルギー＊導入

の促進に関する条

例」（平成 24 年 7 

月）に基づき、太陽

光発電など再生可能

エネルギーへの転換

と効率的なエネルギ

・下水熱の活用は難し

いとの担当課の見解

であり、方針や計画

の見直しが必要であ

る。 
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ネルギーの有効活用を図りま

す。 
深沢地域では、新たな都市整備と

併せ、省エネルギー及び再生可能エ

ネルギー＊の活用等、低炭素都市づ

くりに配慮し、環境配慮型の建築物

の誘導、自然風土に配慮した施設

計画によるヒートアイランド＊ 
の緩和、災害に備えたコジェネレーショ

ン＊等の効率的かつ自立的なエネル

ギー施設や基盤の整備について、

民間事業者との連携も含めて検

討します。 
 
③建築物等の低炭素化の促進 

都市において多くのエネルギ

ーを利用する場所となる建築物

の低炭素化を促進するために、

既存の建築物の低炭素化の改修

等の指針の策定を検討します。 
また、開発事業においても、一定

規模以上の建築 物については省エ

ネ対策が義務づけられています 

ー供給により、従来

のエネルギー消費の

低減を図ります。 

 

①既存の未利用エネル

ギーの活用 

清掃工場の余熱

等、既存の未利用エ

ネルギーの積極的な

活用を検討します。 

 

②再生可能エネルギー

の活用 

太陽光発電等の環

境負荷の少ないクリ

ーンな再生 

都市整備総

務課 

平成 29 年 3 月策

定「第 3 次住宅

マスタープラ

ン」で地球環境

に配慮した住ま

いづくり推進を

継続の取組とし

て示している。

(△) 

継続 

目標の実現に向

けて、長期的な

視点で運用して

いく必要があ

る。（+F） 

  

・「第３次住宅マスタ

ープラン」に地球環

境に配慮した住まい

づくりの推進を掲げ

ているため、都市マ

スで示す政策の実効

性を高めていく必要

がある。 

・今後、方針に基づき

具体的な取組を進め

ていくことが必要で

ある。 

市街地整備

課 

再開発事業に係

るものについて

は進捗無し。

（△） 

   変更希望なし。 ・評価なし 
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が、できる限り環境に配慮した整備

を誘導すると共 に、公共施設や道路

等の都市施設の整備についても、で

きる限り環境に配慮した整備を進

めます。 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

「鎌倉市深

沢地区まち

づくりガイ

ドライン」

において、

人間だけで

なく地球に

も優しい生

活をしてい

くために、

カーボンニ

ュートラル

を達成する

ことが必須

であり、建

築物におけ

る脱炭素

化、自然エ

ネルギーの

活用やリサ

イクルによ

る環境負荷

への低減に

まちぐるみ

で取り組む

こととして

おり、ま

た、気象災

害に強く環

境にやさし

いまちを実

現するた

め、官民一

体となった

グリーンイ

ンフラへの

取組を推進

することと

していま

す。 

・鎌倉市深沢地

区まちづくり

ガイドライン

Ver.1 の策定に

伴い、計画実

現性の向上が

図られた。

（+D） 

・環境配慮への

意識の高まり 

 

・グリーンイン

フラに関する

認識の広まり 

（+a） 

・鎌倉市深沢地区ガイド

ラインでは、人間だけ

ではなく地球にも優し

い生活をしていくため

にはカーボンニュート

ラルを達成することが

必須です。建築物にお

ける脱炭素化、自然エ

ネルギーの活用やリサ

イクルによる環境負荷

への低減にまちぐるみ

で取り組みます。 

・「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン」に低炭素まちづ

くりに資する様々な

取組の方針を掲げて

おり、今後、具体的

な計画に反映してい

くことで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっていくた

め、まちづくりの推

進することが必要で

ある。 
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岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定（◎） 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)自動車利用の抑制、公共交通機

関の利用促進 

観光交通を始めとした自動車

利用の抑制・効率化、公共交通

機関の利用促進により、環境負

荷の低減を図ります。 
過度に自動車に頼らない生活環境

の形成と「歩く市民生活、歩く観

光」の一層の推進を目指し、交通需

要マネジメント施策＊（パークアン

ドライド＊やロードプライシング

＊等）、公共交通の充実（バスや

鉄道等）、歩行者環境の整備などの

施策の展開を図ります。（具体的な

誘導、規制施策は「5.交通システ

ム整備の方針」を参照） 

都市計画課

（交通） 

鎌倉地域内の交

通渋滞緩和のた

め「パークアン

ドライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」を推進

し、自動車利用

の抑制及び公共

交通の利用促進

に向けて取り組

んだ。 

〇 

「ロードプライ

シング」につい

ては、令和２年

（2020 年）1月

に本市から国土

交通省に「ロー

ドプライシング

の早期実現に関

する要望書」を

提出し、ロード

プライシングの

早期実現を目指

し、より一層の

制度面、技術面

について支援策

等を要望した。 

▲ 

短期的観光渋滞

対策として令和

継続 

「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」等のＴ

ＤＭ施策は、は

交通環境改善に

必要な施策であ

る。 

D+ 

令和 2年（2020

年）1月に本市

から国土交通省

に「ロードプラ

イシングの早期

実現に関する要

望書」を提出し

ている。 

E+ 

市民の鉄道利用

における安全性

の確保はもとよ

り、速達性や利

便性の向上を図

るため、交通事

業者に要望を行

っている。 

F+ 

「パークアン

ドライド」は

平成 26 年

度、「鎌倉フ

リー環境手

形」は平成

29 年度をピ

ークに利用者

数が大幅に減

少している。 

a- 

ロードプライ

シングの導入

に向けた検

討、及び短期

的観光渋滞対

策滞につい

て、国土交通

省と継続して

検討を進めて

いる。 

d+  

路線バスについては、

新型コロナウイルス感

染症の蔓延による外出

制限や働き方改革を契

機とした生活容態の変

化に伴い利用者数が減

少していることに加

え、いわゆる 2024 年

問題を契機とした労働

者確保の問題から減便

を余儀なくされている

ことから、利用促進す

るには課題がある。 

 

ロードプライシングは

法律的、技術的な課題

が大きいため長期的な

視点での検討を要す

る。 

 

鎌倉フリー環境手形に

ついては発売場所が限

られており、電子化に

よる利用拡大を検討す

るべき状況が見受けら

れるため、チケットの

電子化についての記載

を追記しても良いので

はないか。 

・「パークアンドライド」等

の交通需要マネジメント

施策を推進していること

で、都市マスで示す政策

の実効性が高まってい

る。 

・今後も交通渋滞の緩和に

向けた取組を進めていく

方針を掲げることが必要

である。 

・「ロードプライシング」は

実現に向けた課題が多い

ため、方針や計画の見直

しが必要と考えられるた

め、都市マスでの方針も

検討していく必要があ

る。 
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5 年度に予約制

駐車場の社会実

験を実施した。 

鉄道事業者に対

して、神奈川県

鉄道輸送力増強

促進会議に「輸

送力増強」及び

「利便性向上」

に係る要望を継

続的に行ってい

る。 

〇 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)低炭素化に資する都市構造の形

成 

①緑地の保全及び緑化の推進 

二酸化炭素の吸収源の確保、

骨格的な緑地の保全を通じた集

約型の都市構造の形成、ヒート

アイランド＊対策等の観点から、

緑地の保全及び緑化の推進を図りま

す。（緑地保全、緑化推進の具体的

な内容は、「2.自然環境の保全・回復の

方針」を参照） 
 

②計画の策定 

日常生活を支える都市機能

（医療・福祉施設、商業施設、公

共公益施設等）がまとまって立地

し、高齢者を始めとする住民

が、徒歩や公共交通等によりこ

れらの生活利便施設等にアクセ

スできるなど、過度に自動車に

依存することの無い都市空間を

実現するための計画を策定しま

都市計画課 

・令和 4 年 3 月

に福祉施設や

交通インフラ

などを含めて

都市全体の構

造を見直し、

福祉・医療施

設や商業施

設、住居等が

適正に立地

し、高齢者を

はじめとする

地域住民が徒

歩や公共交通

により、これ

らの生活利便

施設に容易に

アクセスでき

ることや、行

政、住民及び

民間事業者等

が一体となっ

て、持続可能

なまちづくり

を推進するこ

とを目的とし

て、都市再生

特別措置法に

基づく立地適

正化計画を策

定し、運用し

ている(◎) 

・策定し

た立地

適正化

計画に

つい

て、窓

口やホ

ームペ

ージ等

で周知

を図る

ととも

に、目

的や趣

旨を踏

まえた

説明・

対応を

行った 

コンパクト・プ

ラス・ネットワ

ークを推進する

ための制度とし

て都市再生特別

措置法を改正し

立地適正化計画

制度が設立さ

れ、策定した。

（+A） 

・急激な人口

減少と高齢

化を背景と

して、高齢

者、障害者

及び子育て

世代など、

誰もが安心

できる健康

で快適な生

活環境の実

現や、持続

可能な都市

経営といっ

た日本の都

市における

今後のまち

づくりでの

課題浮き彫

りになった

（-a） 

・立地適正化計画は策

定したため、運用に

ついて内容を整理す

る必要がある 

・令和４年３月に立地

適正化計画を策定

し、運用しており、

引き続き、持続可能

なまちづくりを推進

する取組を継続して

いことで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 
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す。 
都市の低炭素化の促進に関す

る法律（通称：エコまち法）に

基づく「低炭素まちづくり計

画」や改正都市再生特別措置法

に基づく「立地適正化計画」な

どの制度を活用し、事業者を始

めとする幅広い関係者の意見を

集約し、合意形成を図りなが

ら、都市の低炭素化を促進して

いくためのマスタープランとな

る計画を策定します。 
 みどり公園

課 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に引

き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、緑化

を推進した。 

 

 

 

 

 

 

・民有緑地維持

管理助成制度

を創設し（令

和 3 年度）、

土地の所有者

等が行う緑地

の維持管理作

業へ助成を行

っている。 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

 

・助成の

対象と

なる森

林を森

林法 2

条に基

づく森

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対し、適正

な支援と誘導

が行われてい

る。 

 

・本市におい

て、森林環境

譲与税の使途

を検討した結

果、主に森林

整備の推進に

活用すること

とした。 

 

・緑の基本計画

を実現するう

えで特に重要

と考えるテー

マの一つであ

る「緑の質の

向上」が図ら

れている。

（+D） 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。 

 

・令和元年の

台風で倒木

や土砂崩れ

が相次ぎ、

激甚化する

台風等の気

象災害への

備えとし

て、公有林

だけでなく

民有林にお

いての維持

管理の必要

性が重要視

されるよう

になった。 

 

・温室効果ガ

ス排出削減

目標の達成

や、災害防

止を図るた

めの森林整

備等に必要

な財源を安

定的に確保

するため、

国が新しい

税制度（森

 

 

・市民等への補助金の

交付や助成等、緑地

の保全や緑化の推進

に資する様々な取組

を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も都市の低炭素

化を促進する取組を

進めていく方針を掲

げることが必要であ

る。 
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・確保した市有

緑地のうち荒

廃が進む恐れ

のある緑地及

び特別緑地保

全地区指定候

補地の緑の質

の向上を図る

ため、平成 21

年度から令和

3 年度まで

は、「確保緑

地の適正整備

事業」とし

て、令和４年

度からは「市

民の身近な森

づくり事業」

として伐採や

刈払い等を実

施した。

（◎） 

林とす

ること

で、広

域に渡

って樹

林地

（緑

地）の

管理が

進んで

いる。 

 

・緑地の

整備

後、モ

ニタリ

ングを

実施

し、植

生の回

復や野

生動物

の生息

が確認

でき

た。 

林環境税）

を創設し

た。 

 

・生物多様性

の保全や景

観の形成の

ほか、災害

に強い安全

なまちづく

りや環境負

荷の低減に

寄与してい

る。（+a） 

 
 

  



４ 循環型のまちづくりの方針 
 

123 

3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(４)その他の対策 

①環境マネジメントシステムの導

入 

市域における温室効果ガス排

出量を削減するため、家庭や事業

所において、気候風土に配慮した建 
物の建設や省エネルギー型のライフ

スタイル、オフィススタイルの定着

を推進すると共に、事業者を対 象
に環境マネジメントシステム＊の

導入を進めます。 

 
②環境教育の推進 

さまざまな個人、団体が、環

境保全活動に自発的に取り組

み、その活動の輪が広がるよう

に環境教育の推進に努めます。 

環境施策課 

①環境省の EA21

に準拠した鎌倉

市独自の事業所

向け環境マネジ

メントシステム

を構築し温室効

果ガス排出量削

減の他、環境負

荷低減の取組を

推進している。 

 

②平成 19年 4

月から環境教

育アドバイザ

ー派遣制度を

開始、同年 12

月「鎌倉市環

境教育推進計

画」を策定し

各主体を対象

に環境教育を

推進してい

る。（◎） 

①かまく

ら EA21

に参加

登録す

る事業

はここ

数年横

ばい状

況にあ

る。 

 

②環境教育

アドバイ

ザー派遣

制度は学

校等で多

く活用さ

れ、環境

教育の指

導者育成

にも役立

ってい

る。 

①EA21 に限ら

ず、市の取組

については、

鎌倉市地球温

暖化対策実行

計画（事務事

業編）などで

公表を行って

いる。 

 

② 環境教育アド

バイザー派遣

制度をＨＰや

広報などで周

知してきた。

（+D） 

①EA21 に限ら

ず、社会貢

献として環

境への取組

は、必然性

であるとい

うことが広

く事業者に

浸透してき

たこと。 

 

③ 学校におい

て環境学習

は必須事項

であるこ

と。（+a） 

特になし 

・環境マネジメントの

構築や環境教育の推

進等の取組を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も都市の低炭素

化に資する取組を進

めていく方針を掲げ

る必要がある。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスター

プランとの相違点、

要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

２）循環型社会の構築 

(1)健全な水環境の保全・回復・利用 

上水使用量を低減すると共

に、中水の利用と適正な水循環

の保全・回復を図ります。 
 
①節水型設備、器具の導入と中水

利用等の促進 

水需要を低減すると共に、水

資源の効率的な活  用を図るた

め、節水型設備の導入促進を図り

ます。また、雨水や下水処理水

を都市における新たな水資源と

とらえ、その有効活用を図り、

上水利用の低減を進めます。 
公共施設（建物や公園等）におい

て雨水や下水処理水の有効活用を

図ると共に、民間住宅での浄化槽の

転用や雨水貯留槽設置への助成を推

進します。 
 
②適正な水循環の維持・回復のた

下水道経営

課 

中水の利用につ

いては、JR 東日

本鎌倉車両セン

ターの市への公

共下水道への接

続を機に平成 24

年度から市が中

水設備導入を想

定した場合の話

合いが行われ

た。車両や車両

内トイレの洗浄

に山崎浄化セン

ターからの下水

処理水を利用す

ることを目的と

している。JR 希

望額との差が大

きいことなども

あり、平成 27 年

度に協議は一旦

白紙に戻すこと

となる。 

令和 5 年 2 月、

三菱電機株式会

社から環境問題

への取組として

山崎浄化センタ

ーにおける下水

処理水の再利用

について、オゾ

ン設備導入の提

案があった。 提

再生水の

利用・販

売を実施

できる可

能性は低

く、職員

数が減少

傾向にあ

り、予算

が限られ

るなかで

新規事業

として実

施するこ

とは困難

と考え

る。 

浄化槽雨

水貯留施

設の設置

に係る補

助金につ

いては、

利用件数

は少ない

が、浸水

被害の抑

制や水資

源の有効

利用に寄

与してい

る。 

市の収入源確保

を目的に収益事

業として進める

ことは困難性が

高い。（-B） 

環境問題（ゼ

ロカーボン・

ＳＤＧs）の

観点から取り

組むことには

意義がある。 

 

浄化槽雨水貯

留施設の設置

に係る補助金

については、

補助の対象と

なる工事が減

少している。

（+a） 

 

２）循環型社会の

構築 

 
(1)健全な水環境の保

全・回復・利用 

上水使用量を低減

すると共に、適正な

水循環の保全・回復

を図ります。 

 

①節水型設備、器具の

導入 

水需要を低減する

と共に、水資源の効

率的な活  用を図る

ため、節水型設備の

導入促進を図りま

す。また、雨水を都

市における新たな 

水資源ととらえ、

その有効活用を図

り、上水利用の低減

を進めます。 

公共施設（建物や

公園等）において雨

水の有効活用を図る

・中水の利用に関する

検討を行っているこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も中水利用の実

現に向けた取組を進

めていく方針を掲げ

る必要がある。 

・下水処理水の活用に

ついては、方針の見

直しが必要と考えら

れる。 
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めの緑地やオープンスペースの

保全・拡大 

適正な水循環を維持・回復す

るため、水源涵養の役割を果た

す緑地の保全を進めると共に、

市街地内での公園・オープンスペ

ース＊等の雨水浸透面の保全・拡

大を図ります。 
また、これにより、現状の湧

水（井戸水）や河川の水量の維

持を図ります。 
 
③河川への負荷の軽減と災害時の

飲料水等としての井戸水の水量

の安定化 

雨水浸透型下水道整備の検

討、浸透型雨水ますの設置による

雨水の敷地内処理、透水性舗装整

備、オープンスペース＊の確保、

駐車場の緑化及び透水性舗装の実

施、雨水調整池の設置等を推進

し、地下浸透による良好な水循

案では、オゾン

発生装置の設置

は三菱電機株式

会社が行い、管

路の布設及び再

生水の販売は本

市が行うことを

想定している。 

新たに整備する

インフラ（水道

管、ガス管等）

や再生水の販売

はノウハウがな

いため難しいと

考えられる。 

また、現在市で

進めている深沢

地域整備事業へ

の導入も考えら

れるが、新たに

計画としての採

択することは難

しい状況にあ

る。 

浄化槽雨水貯留

施設の設置に係

る補助金につい

ては、平成 30 年

度に 1 件該当が

あって以降、実

績なしとなって

いる。（◎） 

と共に、民間住宅で

の浄化槽の転用や雨

水貯留槽設置への助

成を推進します。 
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環の向上を図ることにより、放

流先の河川への負荷軽減を図る

と共に、災害時にも有効な井戸

水（地下水）の水量のより一層

の安定化を図ります。 
また、周辺環境を含めた湧水

の保全活用を図り、まちづくり

にいかしていきます。 
 

④公共用水域での水質の改善公共

下水道の整備促進や河川、海岸

の自然浄化能力の維持・回復に

努めることにより、河川や海な

どの水質の維持・回復を図りま

す。 

下水道河川

課 

③「鎌倉市開発

事業における

手続き及び基

準等に関する

条例」におい

て 500 ㎡以上

の開発事業に

は、開発事業

者に対し、雨

水流出抑制施

設を設置する

こととして義

務付け指導し

ている。ま

た、鎌倉市も

40 箇所、総容

量約 134､000

㎥の雨水貯留

施設を確保し

ている。(◎) 

浸水被害

の軽減が

図られる

ことから

継続し

て、雨水

流出抑制

施設の設

置を指導

してい

く。 

なし 

大規模降雨時

に河川等への

急な雨の流入

を抑制するこ

とで、浸水対

策に寄与して

いる。（+c） 

なし 

・「鎌倉市開発事業に

おける手続き及び基

準等に関する条例」

に基づき、開発事業

において雨水流出抑

制施設の設置を進め

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も河川への負荷

の軽減に資する取組

を進めていく方針を

掲げる必要がある。 

みどり公園

課 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、提供

公園の舗装等

の整備を推進

した。（◎） 

・開発に

おける

提供公

園の舗

装等の

整備を

推進

し、雨

水浸透

面の保

全を図

ってい

る。 

・開発事業者に

対し、条例に

基づいた適切

な公園整備を

指導してい

る。（+D） 

－ － 

・「鎌倉市開発事業に

おける手続き及び基

準等に関する条例」

に基づき、開発事業

において提供公園の

透水性舗装等の整備

を進めていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も河川への負荷

の軽減に資する取組

を進めていく方針を

掲げる必要がある。 
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環境保全課 

④市内で発生し

た水質事故に

対して、適切

に対応して被

害拡大を防い

だ。（〇） 

④被害拡

大を防

ぐこと

によっ

て、河

川や海

などの

水質の

維持・

回復を

図っ

た。 

④第４期基本計

画実施計画改

訂版（令和５

年度～７年

度）３（３）

（２）快適な

生活環境の保

全に位置付け

られており、

適切に処理し

た。（+D） 

④市民の環境

意識の高ま

りによっ

て、水質事

故の通報が

多く寄せら

れ、速やか

な対応が求

められてい

る。（+c） 

湧き水・井戸水につい

ては、所有者に維持管

理責任があり、市が直

接的に保全活用やまち

づくりに活かすことが

できるものではない。 

・水質事故に対して適

切に対応し、被害拡

大を防いでいる。 

・今後も通報時の速や

かな対応に努めてほ

しい。 

市街地整備

課 

開発等に際し

て、「古都中

心市街地まち

づくり構想」

等の方針に沿

った事業計画

の実施に努め

るよう、事業

者に要望・指

導をしてい

る。 

また、砂押川

プロムナード

の桜並木の保

全再生活動へ

の支援を継続

的に行ってい

る。(〇) 

一定の

効果が

あった

と思わ

れる。 

左記のとおり。

（+F） 

多くの場合

において、

「古都中心

市街地まち

づくり構

想」等の方

針に沿った

開発事業が

行われてい

る。また、

緑豊かなま

ち並み景観

の維持・形

成に貢献し

た。（+e） 

変更希望無し。 

・「古都中心市街地ま

ちづくり構想」等の

方針に沿った事業計

画の実施ことで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まるた

め、今後もまちづく

りを推進する必要が

ある。 

 

・開発事業者への要

望・指導や桜並木の

保全活動への支援

等、水環境の保全等

に資する取組を行っ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も水環境保全の

取組を進めていく方

針を掲げる必要があ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(２)ごみの発生抑制と循環利用 

環境負荷の少ない「循環型社

会」を形成する上で、ごみその

ものを減らすため、発生抑制

（リデュース）、再使用（リユー

ス）の更なる充実を図ると共に、

資源の有効活用（リサイクル）

も笛田リサイクルセンター等を

拠点として引き続き推進してい

きます。 

 
①家庭系ごみの減量・資源化の推

進 

有料化を契機としてごみの減

量・資源化をさらに進めるた

め、生活の中での意識の浸透を

進めます。生ごみの減量に向け

た生ごみ処理機のさらなる普及

促進と、適切なごみ処理、分別

の方法について周知を図りま

す。 
②事業系ごみの減量・資源化の推

進 

ごみ減量対

策課 

環境施設課 

（合同で回

答） 

①平成 27 年 4 月

から家庭系ご

みの有料化を

実施し、焼却

量を前年度と

比較して約

4,000 トン削

減することが

できた。ま

た、有料化を

継続すること

により、焼却

施設周辺の町

内会と約束し

ていた年間焼

却量 30,000 ト

ン以下を令和

２年度に達成

することがで

きた。 

生ごみ処理機

については、

補助金の予算

を拡充や、啓

発活動を継続

して推進する

ことにより、

平成 27 年度か

ら令和 4 年度

までの 8 年間

で約 4,000 台

を普及するこ

とができた。 

②排出事業者等

①ごみ処

理体制

の名越

クリー

ンセン

ターに

おける

ごみの

焼却量

につい

て、

30,000

トン以

下まで

削減す

ること

ができ

た。 

②植木剪

定材処

理手数

料及び

事業系

一般廃

棄物処

理手数

料の見

直しに

ついて

計画通

り進め

ること

ができ

た。 

・施策の実現に

向けて必要な

計画の策定及

び改定を実施 

 

・事業系手数料

見直しの条例

改正提案につ

いて市議会の

議決 

（+D） 

・計画の策定

及び改定

は、市民意

見を聴取す

るととも

に、附属機

関である審

議会の意見

を反映 

 

・施設周辺の

町内会で組

織する協議

会と協議を

継続 

（+c） 

・ごみ処理体制につい

ては、新ごみ焼却施

設の建設をせずに、

逗子市・葉山町と広

域化により処理する

方針に変更 

・ごみ処理体制の確立

については、新ごみ

焼却施設の建設をせ

ずに、逗子市・葉山

町と広域化により処

理する方針に変更

し、名越に新たな中

継施設を建設する方

針に計画を変更して

いるため都市マスで

の方向性と異なって

いるため見直し・検

討が必要。 

・引き続き、ごみ処理

体制の整備の取組を

進めていく方針を掲

げる必要がある。 
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事業系ごみの中の資源物や産

業廃棄物の混入をなくすため、

引き続き排出事業者等への適正

排出の指導を強化します。本市

には飲食業者が比較的多いた

め、食品ロスの削減に向けた取

り組みを、飲食業者と協力し推

進していきます。拡大生産者責

任に基づき、製品・容器等の耐

久性の向上、修理実施体制の充

実、使用済み商品の引き取り、

リサイクル等の推進を生産者に

求めていきます。 
 

③ごみの処理体制の確立 

ごみの減量化・資源化に取り

組む一方で、平常時や災害時に

おけるエネルギーの有効活用の

視点 を踏まえ、山崎下水道終末

処理場未活用地における新ごみ

焼却施設の建設に向けた準備を

進めます。 
また、並行して、名越クリー

ンセンターや今泉クリーンセン

ターのあり方等、新たなごみ処

理体制の確立に向けた都市基盤

への適正排出

指導について

は、例年、多

量排出事業者

及び準多量排

出事業者の約

100 社を個別

訪問し啓発を

実施した。 

食品ロス削減

に向けた取組

として令 3 年

に「食品ロス

削減協力店登

録制度」を創

設し、食品ロ

スの削減に向

けた取組や工

夫している内

容について削

減協力店マッ

プを作成し、

市民等に対し

広く情報提供

を行った。な

お、令和 6 年

3 月末現在で

80 店舗が協力

店に登録され

ている。 

事業系ごみの

分別の徹底及

び適正処理を

促すため、令

和 5 年 4 月 1

日付けで植木

剪定材処理手

数料を改定す

③安定的

なごみ

処理体

制の構

築に向

け、

「鎌倉

市・逗

子市・

葉山町

ごみ処

理広域

化実施

計画」

の策定

及び

「第 3

次鎌倉

市一般

廃棄物

処理基

本計

画」の

改定を

行っ

た。 
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施設の整備について検討しま

す。 

るとともに、

事業系一般廃

棄物処理手数

料についても

令和 6 年 10 月

1 日の改定を

予定してい

る。 

③ごみの処理体

制について

は、新たな焼

却施設を建設

せずに減量・

資源化を徹底

し、燃やさざ

るを得ないご

みは鎌倉市・

逗子市・葉山

町の広域化に

より、既存の

逗子市焼却施

設を中心に処

理する方針に

変更し、令和

2 年 8 月に

「鎌倉市・逗

子市・葉山町

ごみ処理広域

化実施計画」

を策定すると

ともに、令和

3 年 6 月に

「第 3 次鎌倉

市一般廃棄物

処理基本計

画」の改定を

行った。計画

の実現に向
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け、名越クリ

ーンセンター

を令和 7 年 1

月中に稼働を

停止する予定

としており、

その跡地に中

継施設を整備

するため、令

和 5 年 8 月に

「名越中継施

設整備基本計

画」を策定

し、準備を進

めている。今

泉クリーンセ

ンターに関し

ては、名越中

継施設整備期

間中における

既存中継施設

の使用延長に

ついて、施設

周辺の町内会

で構成する協

議会と継続し

て協議を進め

ている。(〇) 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)農水産物の域内販売の促進 

市内の農漁業の振興と合わ

せ、市内の農産物や 水産物の域

内販売と域内消費を増やすこと

により、地域の環境への関心を

高め、農地の存続への寄与 や、

流通段階のエネルギー消費の効

率化に努めます。 

農水課 

地産地消の推進

を図るため、農

産物について

は、JA、農業者

とともに鎌倉や

さいのブランド

化を支援し、水

産物について

は、市内の漁業

協同組合による

朝市を支援し

た。(◎) 

継続 

農・漁業関係団

体や農業者・漁

業者と協議・調

整を重ねながら

支援に取り組ん

だ。（+E） 

鎌倉やさいの

ブランド化や

シラスなどの

メディア露出

が多くなり、

知名度、注目

度が高まって

きている。

（+c） 

流通段階のエネルギー

消費量の把握が難しい

ため、表現は検討した

い。 

・農産物のブランド化

や水産物の販売促進

に対する支援を行っ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・都市マスで示す政策

の実効性高めるた

め、今後も関係団体

への支援を継続して

いく必要がある。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

１）骨格的な幹線道路の整備 

(１)外周における骨格的な幹線道

路整備 

周辺市における道路整備との

整合を図りつつ、本市の外周に

骨格的な道路を確保します。 

①国道 134 号 

海岸部の広域交通機能を強化

するため、市街地と海岸を分断

しないように配慮し、かつ植栽

等による海岸部の景観や環境向

上、防災・減災対策と併せて、

国・県及び周辺都市と調整を図りなが

ら、国道 134 号の機能強化を図りま

す。 

②高速横浜環状南線 

国・県、周辺都市及び道路事

業者と調整を図りながら、首都

圏中央連絡自動車道（圏央道）

の一部を形成する高速横浜環状

南線の工事の推進を図ります。 

③横浜湘南道路 

国・県、周辺都市及び道路事業者と

道路課 

①藤沢土木事務

所 

鎌倉市域部分

の行合橋から

小動までの擁

壁構造の劣化

による防災工

事及び鎌倉高

校駅前交差点

右折レーン新

設について、

令和 2 年に完

了した。 

姥ケ谷バス停

付近から稲村

ガ崎に掛けて

の石積擁壁の

改修を、令和

５年から開始

している。 

 ◎ 

②東日本高速道

路（株）横浜

工事事務所 

平成 30 年度

から鎌倉市域

を含むトンネ

ルが工事着手

された。騒音

振動対策など

周辺の生活環

境への配慮の

ため、掘進速

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①県によ

る擁壁

の防災

工事及

び歩道

拡幅整

備が行

われる

ことで

国道

134 号

の機能

強化が

図れ

る。 

 

②特にな

し。 

 

 

 

 

③関谷地

区に設

特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①賛成、推進

の声がある

一方、環境

面で反対す

る意見があ

るため、海

岸の植物を

移植させる

など対応し

ている。 

∓ｆ 

 

 

②特になし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③関谷地区に

設置する排

①県は、鎌倉市域の国

道 134 号を４車線に

拡幅整備することを

認めていない。 

・各路線、国・県等と

調整を図り、幹線道

路の整備や安全対策

工事等を行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も幹線道路整備

の取組を進めていく

方針を掲げることが

必要である。 
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調整を図りながら、首都圏中央連絡

自動車道（圏央道）の一部を形成す

る横浜湘南道路の工事の推進を図

ります。 

④横浜藤沢線 

県、横浜市及び藤沢市と協調

しつつ、整備の促進を図りま

す。 

 

度を調整する

など安全かつ

慎重な施工が

必要となった

ことから、開

通目標はトン

ネル掘進の状

況を踏まえ公

表するとされ

ている。 

 〇 

③横浜国道事務

所 

平成 29 年度

から鎌倉市域

を含むトンネ

ルが工事着手

された。地中

支障物の影響

や工法見直し

の影響によ

り、開通目標

はトンネル掘

進の状況を踏

まえ公表する

とされてい

る。 

〇 

④藤沢土木事務

所 

鎌倉市域の未

整備区間につ

いて、鎌倉養

護学校前付近

まで完成。残

りの横浜市境

の工区が令和

置する

排煙施

設から

の大気

汚染の

危惧へ

の対応

など、

国と地

元台自

治会と

の調

整・協

議に協

力して

対応す

る。 

 

④特にな

し。 

煙施設から

の大気汚染

の危惧への

対応など、

国と地元台

自治会との

調整・協議

が必要。 

∓c,e,f 

 

 

④特になし。 
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７年度に完成

予定。 

 ◎ 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

 

内的要因 外的要因  

１）骨格的な幹線道路の整備 

(２)都市計画道路の効率的な整備 

都市計画道路の見直し方針を

踏まえ、都市計画変更の手続を

進めていきます。また、整備計

画の作成を進め、段階的な都市

計画道路の整備を図ります。 

《由比ガ浜関谷線》 

都市計画道路の見直し方針にお

いて、保留となっている由比ガ浜関

谷線Ｂ区間（藤沢鎌倉線〜横浜鎌

倉線合流部）については、交通量推計

を行った結果、並行する路線であ

る藤沢鎌倉線及び雪ノ下大船線

の混雑緩和に寄与することが分か

りました。 

また、路線の役割として、国

道１号と国道 134 号を連絡し、

縦軸となる幹線道路であることか

ら、津波避難や災害後の支援、

復旧・復興のためにも 本都市計

画道路は必要性が高いと認識し

都市計画

課 

都市計画道路

の見直し方針

（H25．８）に

策定。それに

基づき都市計

画変更を実

施。 

都市計画変更

（H29.11.14） 

・腰越藤沢線を

全線廃止 

・浄明寺大町線

を全線廃止 

・区画道路の廃

止 

・鎌倉駅小町線

を一部廃止 

・和田塚名越線

を一部廃止。

材木座名越線

へ名称変更 

・腰越大船線を

一部変更 

▲ 

見直しを

行い、

それに

基づき

都市計

画変更

を行っ

た。 

適宜見直しを行

っていく 

-F 

持続的な都市

経営を可能に

するため、適

宜見直しを行

う機会が多く

なった。 

+a 

 

・都市計画道路の見直

し方針に基づき、都

市計画変更を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・由比ガ浜関谷線につ

いては、「鎌倉市交

通マスタープラン」

の見直しに注視し、

都市マスで示す政策

の実効性が高めてい

く必要がある。 
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ています。 

一方で、現在の線形のままで

は、歴史的風土･緑地保全･景観

に与える影響が考えられるため、

今後「鎌倉市交通マスタープラ

ン」などの見直しの際に、道路

ネットワークの検討や、最適な

ルート及び構造形式等を精査

し、計画の変更を検討すること

とします。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 

内的要因 外的要因 

１）骨格的な幹線道路の整備 

(３)市の西部を通過する骨格的な

幹線道路の整備検討 

大船駅周辺及び深沢地域国鉄

跡地周辺の拠点整備及び海岸部

の交通機能強化に対応するた

め、市街地環境や緑の保全、市街

地の分断、沿道の修景・景観形成

に配慮しつつ、海岸部から深沢

地域国鉄跡地周辺を通り、高速

横浜環状南線方面に抜ける骨格

的な幹線道路の整備を検討しま

す。 

この道路は、海岸部や丘陵部

から深沢、大船方面へのアクセ

ス向上、鎌倉地域への自動車流

入抑制といった効果を持ちま

す。 

具体的なルートや構造につい

ては今後検討を行い、市民等に

対して、その必要性・整備効果

都市計画

課 
なし 修正 なし なし 

ここで言っている幹線

道路とは、由比ガ浜関

谷線を想定した記述と

思慮しますが、その場

合深沢地域跡地周辺と

は言えないため、一部

修正は必要と考える。 

ただし、由比ガ浜関谷

線は、令和 6 年度から

着手する交通マスター

プランの改定の中で計

画の見直しを検討する

ため、その結果によっ

ては全文削除の可能性

あり。 

また、「具体的なルー

トや構造については今

後検討を行い」とある

が、新たに詩を南北に

縦断するような道路を

計画することは無いた

めこの部分は削除し、

書くとしても、腰越大

船線を想定した中での

「現道の機能強化を図

る」くらいではない

か。 

・幹線道路の整備につ

いては、交通マスタ

ープラン改定の中で

見直しを検討する予

定であり、その結果

を踏まえ、取組を進

めていくことで、都

市マスで示す政策の

実効性が高めていく

必要がある。 

市街地整

備課 

再開発事業と一

体整備を行う計

画となっている

道路等の整備が

滞っている。 

▲ 

事業の進

展の目処

は立って

いない 

特になし。 

東京オリンピ

ック・パラリ

ンピック招致

決定以降、建

設工事費の高

騰が続いてい

変更希望無し。 

・大船駅周辺の再開発

事業と一体で行う道

路等の整備が進んで

おらず、計画の見直

しを含めた検討を行

うことで都市マスで
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を十分説明し、合意形成を図っ

た上で、具体的な都市計画とし

ての手続を進めます。 

ること。 

また、これに

伴い、再開発

事業を実施し

た際に権利者

が得られる再

開発ビルの床

面積（権利

床）が減少す

る見込みであ

ること。 

-a,b,c 

示す政策の実効性を

高めていく必要があ

ると考えられる。 

深沢地域

整備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、「村岡・深

沢地区のヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

土地区画整

理事業にお

いて、新た

なまちづく

りに対応す

る幹線道路

等の整備を

予定してい

る。 

・土地区画整理事

業の事業計画認

可を受けた。 

＋F 

 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺の拠点整備」の記載

変更 

例：深沢地区、深沢地

域整備事業用地 

・深沢整備事業用地南側

の、旧中外製薬跡地周

辺に、南北道路を計画

している。 

・深沢地域の土地区画

整理事業において新

たなまちづくりに対

応する幹線道路等の

整備を予定してお

り、引き続き、取組

を進めていくこと

で、都市マスで示す

政策の実効性を高め

ていく必要がある。 
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本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

 〇 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 

内的要因 外的要因 

２）鎌倉地域における交通需要マネ

ジメント施策の推進 

市民の安全で快適な生活を実

現するため、鎌倉地域において

は、道路の交通容量範囲内に自

動車交通需要を抑えます。骨格

的な幹線道路の整備により鎌倉

地域を通過する交通を処理する

一方、交通需要マネジメント施

策＊を実施します。同時に、歩

行者空間の整備による歩く市民

生活、歩く観光の促進、鎌倉地

域の外縁における観光需要に対

応する駐車場整備（パークアン

ドライド＊駐車場）、ロードプラ

イシング＊等の自動車利用の抑

制策及び公共交通の利用促進等を

図ります。 

交通需要マネジメント施策に

ついては、以下のようなメニュ

ーが考えられます。今後策定が

都市計画

課 

鎌倉地域内の交

通渋滞緩和のた

め「パークアン

ドライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」を推進

し、自動車利用

の抑制及び公共

交通の利用促進

に向けて取り組

んだ。 

〇 

「ロードプライ

シング」につい

ては、令和 2年

（2020 年）1月

に本市から国土

交通省に「ロー

ドプライシング

の早期実現に関

する要望書」を

提出し、ロード

プライシングの

早期実現を目指

し、より一層の

制度面、技術面

について支援策

等を要望した。 

▲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」等のＴ

ＤＭ施策は、は

交通環境改善に

必要な施策であ

る。 

D+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パークアン

ドライド」は

平成 26 年

度、「鎌倉フ

リー環境手

形」は平成

29 年度をピ

ークに利用者

数が減少して

おり、新型コ

ロナウイルス

感染症の影響

を受け、更に

利用者が減少

している。 

a- 

ロードプライ

シングの導入

に向 

けた検討、及

び 

短期的観光渋

滞対について

は、国土交通

省と継続して

検討を進めて

いる。 

d+ 

鎌倉地域の地区交通計

画は策定しておらず、

また、策定の目途も立

っていないため文面の

修正が必要と考える。 

（修正箇所） 

「策定が予定されてい

る「鎌倉地域の地区交

通計 

画」（平成 28 年度策

定予定）等と連携しな

がら、」から下の記載

を削除 

 

ロードプライシングは

法律的、技術的な課題

が大きいため長期的な

視点での検討を要す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「パークアンドライ

ド」等の交通需要マ

ネジメント施策を行

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・引き続き、交通渋滞

緩和に資する取組を

進めていくことで、

都市マスで示す政策

の実効性を高めてい

く必要がある。 

・「ロードプライシン

グ」は課題が多く、

方針や計画の見直し

が必要と考えられ

る。 
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予定されている「鎌倉地域の地

区交通計画」（平成 28 年度策

定予定）等と連携しながら、関

係機関との協議を行うと共に市

民との合意形成を図りつつ、交

通社会実験等を行い、その結果

を踏まえ、実現性や効果を検証

し、最も効果的な方法により取

り組んでいきます。 

 

【施策例】 

①公共交通への転換方策 

ア．パークアンドライド 

現在運用しているパークアン

ドライド＊駐車場は全て海浜部

に位置しており、夏期は運用し

ていないなどの課題があること

から、新たな駐車場の整備（深

沢地域国鉄跡地周辺や大船駅周

辺等の民間駐車場の活用等）に

ついて検討します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－ア 

令和 3年度か

ら、大船パーク

アンドライドの

運用を開始し

た。 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－ア 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－ア 

「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」等の

TDM 施策は、交

通環境改善に必

要な施策であ

る。 

D+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－ア 

「パークアン

ドライド」は

平成 26 年度

をピークに利

用者数が大幅

に減少してい

る。 

a- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－ア 
「パークアンドライ

ド」及び「鎌倉フリー

環境手形」は市の施策

として位置付けられて

いる一方、事業は民間

事業者主体で行われて

いることから、継続的

な実施の担保性が弱

い。 

 

令和 3年度から大船パ

ークアンドライドの運

用が開始しているため

記載の修正が必要。 
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イ．シャトルバス（ミニバス） 

パークアンドライド＊駐車場と

観光拠点等を結ぶシャトルバス＊

（ミニバス）について、由比ガ浜

地下駐車場〜鶴岡八幡宮以外のル

ートも検討します。 

 

 

 

 

ウ．鎌倉フリー環境手形 

利用できる交通機関の拡大や

地域の活性化方策 

（割引店舗の充実等）の連携な

ど、サービスの充実と利便性を

高めるため、スマートフォンの

アプリケーション等を活用した

運用等、電子化の拡充を検討し

ます。 

 

 

①－イ 

由比ガ浜地下駐

車場と鶴岡八幡

宮を結んでいた

シャトルバスは

利用者が少ない

ため、車両の更

新は行わずに路

線を廃止した。 

〇 

 

 

 

 

 

 

 

①－ウ 

「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」の協賛

店舗の拡大を図

った。 

また、鎌倉フリ

ー環境手形の電

子化を目指し、

事業者と調整を

行った。 

◎ 

 

 

①－イ 

2024 年問

題を契機

にバスの

運転手不

足が問題

となって

いる中

で、シャ

トルバス

の新規運

行は現実

的ではな

いため

「削

除」。 

 

①－ウ 

継続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－ウ 

「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」等のＴ

ＤＭ施策は、は

交通環境改善に
必要な施策であ

る。 

Ｄ＋ 

 

 

 

 

 

 

①－イ 

2024 年問題

を契機にバス

の運転手が不

足している。 

a－ 

利用客が少な

く車両を更新

することに対

する費用対効

果が低い。 

a- 

 

 

 

 

 

①－ウ 

「鎌倉フリー

環境手形」は

平成 29 年度

をピークに利

用者数が大幅

に減少してい

る。 

a－ 

 

 

 

 

 

 

①－イ 

外的要因のとおり、バ

ス運転手不足が続く

中、民間バス事業者の

力を活用する取組は困

難なため、無人で使え

る２次交通（小型モビ

リティ等）の導入を検

討するべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

①－ウ 

新たな移動の概念であ

る MaaS の登場など、

交通を取り巻く社会情

勢は日々変化している

ため、表現の修正が必

要。 
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②その他の施策 

歩行者尊重道路＊やゾーンシ

ステム＊等について、検討しま

す。 

②鎌倉市交通計

画検討委員会に

おいて歩行者尊

重道路の整備等

について検討し

た。 

令和２年度に

は、小町大路に

おいて「立体に

見える路面標

示」等の安全対

策を実施した。 

◎ 

②見直し ②ゾーンシステ

ムは検討の俎上

に上がっていな

い。 

Ｄ- 

 

②地域の合意

形成が図られ

ないと実現で

きない。 

ｃ- 

②行政主体で歩行者安

全対策を検討するのは

限度があるため、住民

が主体となり安全対策

を検討し、合意形成が

必要であることから、

市民との「共同」や

「共創」といった言葉

を加えた文章でまとめ

るのが良いと思う。 

 

ゾーンシステムは検討

の俎上に上がっていな

いため削除しても良い

のではないか。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 
内的要因 外的要因 

３）公共交通の維持・充実 

以下のような多様な視点か

ら、事業者や関係機 関等と調整

し、「地域公共交通活性化再生法（改

正）」 

（平成 26 年 11 月施行）を活用

するなど公共交通を維持・充実さ

せ、公共交通間の連携強化、公

共交通と徒歩、自転車交通との接

続充実を図ります。 

・誰にもやさしい交通環境の整備

（自動車を運転できない高齢者

や障害者の移動を支える） 

・自動車交通の抑制による環境負

荷の軽減 

・観光交通への対応 

・交通需要マネジメント施策＊と

の連携 

・交通不便地域の解消 

・人口減少等による利用者の減少

への対応 

 

(１)鉄道やモノレールのサービスの

維持・向上 

都市計画

課 

３）鎌倉地域内

の交通渋滞緩

和のため「パ

ークアンドラ

イド」及び

「鎌倉フリー

環境手形」を

推進し、自動

車利用の抑制

及び公共交通

の利用促進に

向けて取り組

んだ。 

 〇 

「ロードプラ

イシング」に

ついては、令

和２年（2020

年）１月に本

市から国土交

通省に「ロー

ドプライシン

グの早期実現

に関する要望

書」を提出

し、ロードプ

ライシングの

早期実現を目

指し、より一

層の制度面、

継続 

３）「パークア

ンドライド」

及び「鎌倉フ

リー環境手

形」等のＴＤ

Ｍ施策は、交

通環境改善に
必要な施策で

ある。 

D+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「パークアン

ドライド」

は平成 26

年度、「鎌

倉フリー環

境手形」は

平成 29 年

度をピーク

に利用者数

が大幅に減

少してい

る。 

a- 

ロードプラ

イシングの

導入に向け

た検討、及

び短期的観

光渋滞対策

滞について

は、国土交

通省と継続

して検討を

進めてい

る。 

d+ 

 

 

 

交通不便地域や利用者

減少への対応は、令和

６年度から着手する地

域公共交通計画におい

て検討予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道事業者に対する

輸送力増強等の要望

活動や、駅のエレベ

ーター設置への助成

等を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も鉄道やモノレ

ールのサービスの維

持・向上に資する取

組を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 
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①輸送力の維持・増強 

ＪＲ東海道本線・横須賀線・湘南

新宿ライン、江ノ電、湘南モノ

レールの運行本数の維持・増加

などを事業者に要請します。 

②駅の交通結節点機能の強化 

ＪＲ、江ノ電、湘南モノレー

ル各駅について、駅前広場の設置

や改善整備、駐輪場の整備・充実、

エスカレーター・エレベーター

の設置等を引き続き推進しま

す。また、鉄道とバスの接続向

上等バスサービスとの一体化を促

進します。 

③新駅の設置検討 

県及び藤沢市と連携し、ＪＲ

東海道本線の大船駅と藤沢駅の

中間における、新駅設置の検討

を進めています。 

深沢地域国鉄跡地周辺と藤沢

市村岡地区を一体としたまちづ

くりを進める中で、新駅の設置

により、深沢地域の魅力の向上

や交通ネットワークの形成への

寄与等が期待されます。 

技術面につい

て支援策等を

要望した。 

 ▲ 

交通不便地域

の解消に向け

て、令和２年

度に二階堂・

浄明寺地区に

おいて無償の

実証実験を行

いました。 

 〇 

 

 

 

 

 

①神奈川県鉄道

輸送増強促進

会議におい

て、鉄道事業

者に対し「輸

送力増強」及

び「利便性向

上」に係る要

望活動を行っ

ている。 

 〇 

湘南モノレー

ル富士見町駅

のエレベータ

ー設置に補助

金を支出し駅

のバリアフリ

ー化を図っ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利用者の速達

性・利便性向

上を図るた

め、引き続き

神奈川県鉄道

輸送力増強促

進会議におい

て要望活動を

行っている。 

F+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利用者の速

達性・利便

性向上を図

るため、引

き続き神奈

川県鉄道輸

送力増強促

進会議にお

いて要望活

動を行うと

共に関係事

業者と協議

を継続す

る。 

ｄ+ 

②駅施設等の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なし 
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た。（上り平

成 28 年度、

下り平成 30
年度に設置） 

 〇 

ハード整備

の改善に向

けては交通

事業者のバ

リアフリー

化の方針を

踏まえ、補

助金の交付

についても

検討する必

要がある。 

d+ 

湘南モノレ

ール湘南深

沢駅のバリ

アフリー化

は、深沢地

区の土地区

画整理事業

の工事工程

と調整して

整備予定。 

d+ 
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深沢地域

整備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

土地区画

整理事業

におい

て、新た

なまちづ

くりに対

応する幹

線道路等

の整備を

予定して

います。 

 

また、鎌

倉市深沢

地区まち

づくりガ

イドライ

ンにおい

て、シン

ボル道路

（仮）な

ど深沢の

魅力を印

象付ける

公共空間

は、次世

代の公共

交通やス

ロー交通

などが主

役となる

よう工夫

し、駐車

場や物流

など車両

動線を制

限し、歩

行や環境

にやさし

い多様な

モビリテ

ィ優先の

・土地区画整理事

業の事業計画認

可を受けた。 

+F 

「東海道本線大

船・藤沢間村

岡新駅（仮

称）設置に関

する覚書」

（神奈川県、

藤沢市、鎌倉

市、ＪＲ東日

本）を締結

し、新駅を設

置することに

合意 

+ｂ 

・東海道本線大船・藤沢

間村岡新駅（仮称）設

置を記載 

・深沢地域のまちづく

りについては、引き

続き、県・藤沢市と

協力し、新駅設置を

含めたまちづくりの

取組を進めていくこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性を高

めていく必要があ

る。 
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岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

 〇 

公共空間

を整備す

ることと

していま

す。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 

内的要因 外的要因 

３）公共交通の維持・充実 

以下のような多様な視点か

ら、事業者や関係機 関等と調整

し、「地域公共交通活性化再生法（改

正）」 

（平成 26 年 11 月施行）を活用

するなど公共交通を維持・充実さ

せ、公共交通間の連携強化、公

共交通と徒歩、自転車交通との接

続充実を図ります。 

・誰にもやさしい交通環境の整備

（自動車を運転できない高齢者

や障害者の移動を支える） 

・自動車交通の抑制による環境負

荷の軽減 

・観光交通への対応 

・交通需要マネジメント施策＊と

の連携 

・交通不便地域の解消 

・人口減少等による利用者の減少

への対応 

 

(２)バスサービスの維持・向上 

①バス路線網等の充実 

都市計画

課 

①② 

交通不便地域

の解消に向け

て、令和２年

度に二階堂・

浄明寺地区に

おいて無償の

実証実験を行

いました。 

 〇 

③バス優先レー

ンが設置され

ていました

が、現在は交

通管理者であ

る神奈川県警

の指導により

指定が解除さ

れています。 

 〇 

④バスロケーシ

ョンシステム

は各交通事業

者において導

入している。 

低床式バス

（ノンステッ

プバス）につ

いては、導入

促進のため補

助金の交付を

行いました。 

◎ 

一部継続 

交通不便地域解

消のため、新交

通を本格運行す

るにあたって

は、継続的な財

政支出を伴う可

能性があるが庁

内の合意形成が

図れていない。 

現在は、社会福

祉法人の利用状

況を見守ってい

る状況にある。 

B- 

二階堂地区で

は、令和 5 

年 10 月から

社会福祉法人

が地域貢献の

一環として無

料で乗車でき

る乗合自動車

の運行を開始

した。 

b+ 

「交通不便地域は解消

されつつある」とある

が、バスの減便や交通

が不便な地域の拡大

等、現状では交通不便

地域が解消されつつあ

る」とは言えない。 

また、既存路線バスの

確保・維持にあたって

は、昨今のドライバー

不足や 2024 年問題によ

る労働者の残業規制、

人口減少や高齢化が課

題となっており、現在

の社会情勢を踏まえて

も「路線、運行本数の

充実を図る」と言える

状況にないため、現状

を踏まえた表現に修正

が必要と考える。 

・交通不便地域の解消

に向けた実証実験

や、低床式バスの導

入への補助金の交付

等を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・現在の社会情勢等を

踏まえると、「公共

交通の維持・充実」

の方針は都市マスで

の起債について検討

が必要と考えられ

る。 
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バス路線の整備により市内の

交通不便地域は解消されつつあ

るものの、未解消の地区や高齢

化への対応のため、さらなる利

便性の向上を目指し、路線・料

金・運行本数等について充実を図り

ます。 

②デマンドバス化 

利用者のニーズにきめ細かく

対応できるように、必要と可能性

に応じて、デマンドバス＊（呼び

出し 型）サービスの実施を検討

します。 

③バスの定時性の確保 

バスの定時性の確保に向け、

バス優先レーンを実施している

鎌倉参道線の 4 車線区間におい

て、バス専用レーンについて検討

します。 

④バス環境の充実 

バスの利便性を向上するため

に、停留所の整備、バスロケー

ションシステム（携帯電話やス

マートフォン等からバスの運行

状況の確認が可能等）の導入に

ついて検討すると共に、高齢
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者、障害者等が利用しやすい低

床バスの導入を促進します。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 
内的要因 外的要因 

３）公共交通の維持・充実 

以下のような多様な視点か

ら、事業者や関係機 関等と調整

し、「地域公共交通活性化再生法（改

正）」 

（平成 26 年 11 月施行）を活用

するなど公共交通を維持・充実さ

せ、公共交通間の連携強化、公

共交通と徒歩、自転車交通との接

続充実を図ります。 

・誰にもやさしい交通環境の整備

（自動車を運転できない高齢者

や障害者の移動を支える） 

・自動車交通の抑制による環境負

荷の軽減 

・観光交通への対応 

・交通需要マネジメント施策＊と

の連携 

・交通不便地域の解消 

・人口減少等による利用者の減少

への対応 

(３)新たな公共交通手段の検討 

交通不便地域への対応や丘陵

部における移動、渋滞緩和、回

都市計画

課 

超小型モビリテ

ィに対する社会

的な高まりがな

いため検討して

いない。 

▲ 

継続 なし なし 

超小型モビリティは環

境負荷の軽減にはつな

がるが、渋滞緩和や回

遊性の向上にはつなが

らない。また、最近で

は観光目的で電動式ト

ゥクトゥクのような車

両を目にすることはあ

るが、平成 27 年頃と比

較すると社会的には衰

退の傾向にあるため表

現の修正が必要と考え

る。 

「超小型モビリティ」

ではなく「電動モビリ

ティ」くらいでよいの

ではないか。 

超小型モビリティ導入

例は、公共交通手段と

しての項目としてはし

っくりこない。現状の

流れを見ると、特定小

型原動機自転車の活用

を入れるのが良いよう

に思う。 

・超小型モビリティ等

の新たな交通手段に

ついては検討されて

おらず、方針の見直

しが必要と考える。 
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遊性の向上、環境負荷の低減等

を念頭に、市民や観光客の移動

に寄与するように、超小型モビ

リティ等の新たな交通手段の活

用の可能性と市の支援のあり方

について検討します。 

【超小型モビリティの導入例】 

・丘陵住宅地において超小型モビ

リティを共同利用するために、

丘の入口に共同駐車場を整備

し、一般車と超小型モビリティ

のパークアンドライド＊を行

う。これにより、丘の上の狭い

道路も安心して通行することが

可能となる。 

・観光客向けに、超小型モビリテ

ィの貸し出しを行う（レンタサ

イクルの小型車版）。 

・一般車、自転車及び歩行者と超

小型モビリティ等が共生できる

道路の整備等 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 
内的要因 外的要因 

４）快適な歩行者・自転車ネットワ

ークの整備 

市民や観光客が自家用車に頼

らず快適に歩けたり、自転車を

利用できるように、高齢者や障

害者の利用に配慮し、誰にもや

さしい歩行環境を実現します。

主に鎌倉、大船、深沢の都市拠

点に関わる歩行者・自転車ネッ

トワークを整備します。また、

その他の鉄道駅やモノレール

駅、主要バス停の周辺などの日

常生活の拠点となる地域につい

ても、歩行者・自転車ネットワ

ークの整備について検討しま

す。 

都市計画

課 
なし 継続 

令和６年度から

着手する交通マ

スタープラン改

定の中で検討す

る。 

Ｄ- 

なし なし 

・歩行者・自転車ネッ

トワークの整備につ

いて、今後改定予定

の交通マスタープラ

ンの中で検討するこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性を高

めていくことが必要

である 
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(１)主要な道路における歩行者空

間の整備 

歩行者の多い道路について

は、歩道の設置や拡幅を検討す

ると共に、代替経路についても

検討します。 

道路課 

平成 28 年度、 

平成 30 年度、 

令和元年度、 

令和３年度、 

令和５年度 

に工事を発注

し、完了した。 

◎ 

快適な歩

行環境の

確保を図

った。 

快適な歩行環境

を確保するため

に市道 027-000

号線において歩

道の拡幅を実施

した。 

F+ 

工事の実施に

あたり、地元

の理解が得ら

れた。 

ｃ+ 

 

・一部の道路において

歩道の拡幅を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も歩行者空間の

整備の取組を進めて

いくこと方針を掲げ

るが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 

内的要因 外的要因 

４）快適な歩行者・自転車ネットワ

ークの整備 

市民や観光客が自家用車に頼

らず快適に歩けたり、自転車を

利用できるように、高齢者や障

害者の利用に配慮し、誰にもや

さしい歩行環境を実現します。

主に鎌倉、大船、深沢の都市拠

点に関わる歩行者・自転車ネッ

トワークを整備します。また、

その他の鉄道駅やモノレール

駅、主要バス停の周辺などの日

常生活の拠点となる地域につい

ても、歩行者・自転車ネットワ

ークの整備について検討しま

す。 

 

(２)歩く道の整備 

市民や観光客が歩くことを楽

しめるように、河川や海岸部、

緑地や丘陵部において、プロム

市街地整

備課 

砂押川プロムナ

ードの桜並木の

保全再生活動へ

の支援を継続的

に行っている。 

緑豊かな

まち並み

景観の維

持・形成

に貢献し

た。 

左記の通り。 左記の通り。 変更希望無し。 

・プロムナードの桜並

木の保全再生活動へ

の支援を行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も活動支援の取

組を継続していく方

針を掲げることが必

要である。 

深沢地域

整備課 

 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

「鎌倉市深

沢地区まち

づくりガイ

ドライン」

において、

歩きやすく

魅力的な歩

行環境を形

成するため

には、人や

環境に対し

て安全、安

心でやさし

く、わかり

やすい計

画、デザイ

ンを施すこ

とが重要で

す。目的地

への移動だ

けでなく、

回遊する、

運動する、

休むなど多

様な都市活

動を想定

・土地区画整理事

業の事業計画認

可を受けた。 

+F 

 

・鎌倉市深沢地区ガイド

ラインでは、安全、安

心で歩きやすい歩行環

境を形成します。 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、安全、

安心で歩きやすい歩

行環境の形成を図る

方針としていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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ナード＊や散歩道等を整備しま

す。 

また、「歩くまち」のＰＲを一層充実

し、「歩く楽しみがある鎌倉」とい

うイメージを定着させます。 

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

 〇 

し、目的が

なくても利

用できるよ

うな設えと

することと

していま

す。 

 

また、シン

ボル道路

（仮）など

深沢の魅力

を印象付け

る公共空間

は、次世代

の公共交通

やスロー交

通などが主

役となるよ

う工夫し、

駐車場や物

流など車両

動線を制限

し、歩行や

環境にやさ

しい多様な

モビリティ

優先の公共

空間を整備

することと

していま

す。 
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観光課 

「ぶらり鎌倉観

光マップ」や

「周遊マップ」

などの配布によ

る歩く観光の推

進 

継続 

観光客や市民に

対して、交通機

関に頼らずに周

遊観光ができる

ツールの提供が

できた。 

+F 

紹介するエリ

アの充実や多

言語版の増刷

などを求めら

れている。 

-a 

 

・観光客等に対して歩

く観光を推進するマ

ップの配布を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も歩く観光を推

進する取組を継続し

ていく方針を掲げる

ことが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組み

及び達成状況 

担当課内評

価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と鎌倉

市都市マスタープランとの

相違点、要望 内的要因 外的要因 

５）住宅地内の交通環境の向上 

住宅地の静かな環境を守り、防災性

を高め、市民が安全で快適に生活でき

るように住宅地内の交通環境の向上を

図ります。 

 

(１)生活道路の改善 

住宅地の身近な生活道路について

は、自動車利用の抑制策や公共交通へ

の転換策と併せて、ハンプ＊の設置等

により、車の走行速度を抑え、歩行者の

安全確保を図ります。 

また、地域の主要な自動車の動線と

なっている道路や緊急車両の進入が必

要な道路等の重要な道路について、拡

幅整備を推進します。 

道路課 所管事業なし    

・生活道路の改善の取組が

実施されておらず、都市

マスでの方針の見直しが

必要。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組み

及び達成状況 

担当課内評

価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と鎌倉

市都市マスタープランとの

相違点、要望 内的要因 外的要因 

５）住宅地内の交通環境の向上 

住宅地の静かな環境を守り、防災性

を高め、市民が安全で快適に生活でき

るように住宅地内の交通環境の向上を

図ります。 

 

(２)行き止まり道路の解消 

行き止まりの谷戸やアクセス道路が 

1 本しかない丘陵の計画開発住宅地に

ついては、災害時の 2 方向避難を確保

するため、通過交通の排除に留意しつ

つ、通り抜け道路や新たなアクセス道

路の整備を検討します。 

道路課 所管事業なし    

・行き止まり道路の解消の

取組が実施されておら

ず、都市マスでの方針の

見直しが必要と考える。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体

的な取組み

及び達成状

況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施

策と鎌倉市都市

マスタープラン

との相違点、要

望 

評価 

内的要因 外的要因 

６）地域間を結ぶ主要道路の整

備 

沿道の土地利用の誘導や景観

向上に配慮しつつ、防災性を高

め、拠点を支える道路や分節化

された 市街地を結ぶ道路、市内

と市外を結ぶ主要な道路 を整備

します。また、円滑な道路交通

を確保する ため、交差点改良等

必要な道路整備も行います。 

 

(１)都市拠点周辺の道路整備 

拠点整備に併せ、歩行者空間

等を確保します。 

①大船駅周辺 

大船駅周辺に集中する自動車

による交通渋滞の緩和を目指し

て、関係者との合意形成を図り

ながら、未整備の都市計画道路

を含めた周辺の道路整備を行い

道路課 

鎌倉駅東口駅

前広場の歩道

の拡幅や歩道

の再整備を実

施した。 

◎ 

快適な歩

行環境の

確保を図

った。 

工事を発注し、

完了した。 

＋F 

工事の実施に

あたり、地元

の理解が得ら

れた。 

＋ｆ 

 

・鎌倉駅東口駅前広場の歩

道の拡幅等を行っている

ことで、都市マスで示す

政策の実効性が高まって

いる。 

・今後も必要な道路整備を

進めていく方針を掲げる

ことが必要である。 

都市計画課 

③ 

鎌倉地域内の

交通渋滞緩和

のため「パー

クアンドライ

ド」及び「鎌

倉フリー環境

手形」を推進

し、自動車利

用の抑制及び

公共交通の利

用促進に向け

て取り組ん

だ。 

〇 

「ロードプラ

イシング」に

③ 
継続 

③ 
「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」等のＴ

ＤＭ施策は、は

交通環境改善に
必要な施策であ

る。 

Ｄ＋ 
 

③ 
「パークアン

ドライド」は

平成 26 年

度、「鎌倉フ

リー環境手

形」は平成

29 年度をピ

ークに利用者

数が大幅に減

少している。 

a－ 

ロードプライ

シングの導入

に向けた検

討、及び短期

的観光渋滞対

③ 

なし 

・引き続き交通需要マネジメ

ント施策＊の実施と併せ

て、交差点改良等の必要な

道路整備を行うことで、都

市マスで示す政策の実効性

を高めていく必要がある。 
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ます。また、歩行者と自動車が

安全に通行できるように、踏切

整備について引き続き関係機関

等との協議・調整を図ります。 

②深沢地域国鉄跡地周辺 

深沢地域国鉄跡地周辺の整備

に伴い発生する自動車交通処理

のため、周辺道路の機能強化を

図ります。 

③鎌倉駅周辺 

交通需要マネジメント施策＊の

実施と併せて、交差点改良等の必

要な道路整備を行います。 

ついては、令

和２年（2020

年）１月に本

市から国土交

通省に「ロー

ドプライシン

グの早期実現

に関する要望

書」を提出

し、ロードプ

ライシングの

早期実現を目

指し、より一

層の制度面、

技術面につい

て支援策等を

要望した。 

▲ 

策滞につい

て、国土交通

省と継続して

検討を進めて

いる。 

d+ 

市街地整備

課 

 

①再開発事業

と一体整備

を行う計画

となってい

る道路等の

整備が滞っ

ている。 

 ▲ 

③土地の取得

等が必要と

なるため、

時間を要し

ている。 

 ▲ 

事業の進

展の目処

は立って

いない 

特になし。 

①東京オリン

ピック・パ

ラリンピッ

ク招致決定

以降、建設

工事費の高

騰が続いて

いること。 

また、これ

に伴い、再

開発事業を

実施した際

に権利者が

得られる再

開発ビルの

床面積（権

利床）が減

少する見込

変更希望無し。 

・大船駅周辺の再開発事業

と一体で行う道路等の整備

が進んでおらず、計画の見

直しを含めた検討を行うこ

とで、都市マスで示す政策

の実効性を高めていく必要

がある。 
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みであるこ

と。 

-a,c,d 

③土地利用転

換の動きが

ない状況で

あること。 

-f 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、武田

薬品工業

（株）、湘南

鎌倉総合病院

で、村岡・深

沢地区の「ヘ

ルスイノベー

ション最先端

拠点形成等に

係る連携・協

力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド

ライン策定委

員会」を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

土地区画整

理事業にお

いて、新た

なまちづく

りに対応す

る幹線道路

等の整備を

予定してい

る。 

・土地区画整理事

業の事業計画認

可を受けた。 

＋D 

 

・「深沢地域国鉄跡

地周辺」の記載変

更 

例：深沢地区、深

沢地域整備事業用

地 

・広域的幹線道路へ

の速やかなアクセ

スと円滑な交通処

理、及び地域の生

活道路への通過交

通の流入を防ぎ安

全性をこうじょう

させるため、地域

の骨格となる道路

を整備します。 

・幹線道路を補完

し、ラダー状の道

路ネットワークを

形成し、安全性、

利便性、防災性な

ど、地区の都市機

能の向上を図る道

路を整備します。 

・深沢地区の土地区画整理

事業において、幹線道路

等の整備を行う方針とし

ていることで、都市マス

で示す政策の実効性が高

まっている。 

・今後もガイドラインに基

づき、深沢のまちづくり

を進めていく方針を掲げ

ることが必要である。 
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づくりガイド

ライン策定委

員会」よりま

ちづくりガイ

ドライン基本

方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の

告示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、ＪＲ

東日本「東海

道本線大船・

藤沢間村岡新

駅（仮称）設

置及び自由通

路整備に関す

る基本協定

書」の締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地

区画整理事

業」につい

て、独立行政

法人都市再生

機構が国土交

通大臣から事

業計画認可を

受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド
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ライン

（Ver.1）」の

策定 

〇 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 
内的要因 外的要因 

６）地域間を結ぶ主要道路の整

備 

沿道の土地利用の誘導や景観

向上に配慮しつつ、防災性を高

め、拠点を支える道路や分節化

された 市街地を結ぶ道路、市内

と市外を結ぶ主要な道路 を整備

します。また、円滑な道路交通

を確保する ため、交差点改良等

必要な道路整備も行います。 

 

(２)拠点間を結ぶ道路整備 

各拠点の求心性を高めるた

め、また、拠点間の連携を強化

するために、拠点間を結ぶ幹線

道路及びフィーダー道路（幹線道

路につながる支線道路） の整備

を図ります。併せて、拠点への

アクセスを確保する公共交通の充

実を図ります。 

都市計画課 

（２） 

神奈川県鉄道

輸送力増強促

進会議におい

て、鉄道事業

に対し「輸送

力増強」及び

「利便性向

上」に係る要

望活動を行っ

ている。 

〇 

（２） 

継続 

（２） 

市民の鉄道利用

における安全性

の確保はもとよ

り、速達性や利

便性の向上を図

るため、交通事

業者と調整を行

っている。 

F+ 

鎌倉駅周辺と深

沢の拠点間を結

ぶ公共交通が充

実していない。 

D- 

（２） 

これから深沢

地域の新しい

まちづくりが

進んでいく。 

 

新庁舎が深沢

に移転する。 

a+ 

 

（２） 

公共交通の充実は「拠

点へのアクセス」とな

っているが、求めてい

るのは「拠点間のアク

セス」ではないのか。 

そもそも、道路整備の

項目に「公共交通の充

実」は不要ではない

か、書くならば３）公

共交通の維持・充実の

（２）バスサービスの

維持・向上の方が良い

のではないか。 

・神奈川県鉄道輸送力

増強促進会議におい

て、鉄道事業に対し

「輸送力増強」及び

「利便性向上」に係

る要望活動を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 
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道路課 所管事業なし     

・拠点間を結ぶ道路整

備の取組が実施され

ておらず、方針の見

直しが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

 

内的要因 外的要因 
 

６）地域間を結ぶ主要道路の整

備 

沿道の土地利用の誘導や景観

向上に配慮しつつ、防災性を高

め、拠点を支える道路や分節化

された 市街地を結ぶ道路、市内

と市外を結ぶ主要な道路 を整備

します。また、円滑な道路交通

を確保する ため、交差点改良等

必要な道路整備も行います。 

 

(３)市内と周辺市を結ぶ道路整備 

鎌倉市と横浜市、藤沢市、逗

子市を結ぶ道路の整備を図りま

す。 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、武田

薬品工業

（株）、湘南

鎌倉総合病院

で、村岡・深

沢地区の「ヘ

ルスイノベー

ション最先端

拠点形成等に

係る連携・協

力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド

ライン策定委

員会」を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド

ライン策定委

員会」よりま

ちづくりガイ

ドライン基本

方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

土地区画整

理事業にお

いて、新た

なまちづく

りに対応す

る幹線道路

等の整備を

予定してい

る。 

・土地区画整理事

業の事業計画認

可を受けた。 

＋D 

 

・広域的幹線道路への速

やかなアクセスと円滑

な交通処理、及び地域

の生活道路への通過交

通の流入を防ぎ安全性

をこうじょうさせるた

め、地域の骨格となる

道路を整備します。 

・幹線道路を補完し、ラ

ダー状の道路ネットワ

ークを形成し、安全

性、利便性、防災性な

ど、地区の都市機能の

向上を図る道路を整備

します。 

・深沢地区の土地区画

整理事業において、

幹線道路等の整備を

行う方針としている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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決定、変更の

告示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、ＪＲ

東日本「東海

道本線大船・

藤沢間村岡新

駅（仮称）設

置及び自由通

路整備に関す

る基本協定

書」の締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地

区画整理事

業」につい

て、独立行政

法人都市再生

機構が国土交

通大臣から事

業計画認可を

受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド

ライン

（Ver.1）」の

策定 

 〇 

道路課 所管事業なし     

・市内と周辺市を結ぶ

道路整備が実施され

ておらず、方針の見

直しが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 

内的要因 外的要因 

７）駐車場の整備 

交通需要マネジメント施策＊

の実施及び拠点としての土地利

用や機能集積上必要な駐車場を

市街地整備等に合わせて整備す

ると共に、既存の駐車場の有効

利用を図ります。なお、駐車場

の整備にあたっては、緑等の自

然環境の保全や良好な景観形成

に留意します。 

都市計画課 

パーク＆ライ

ドの拡大に向

け、横浜環状

南線及び横浜

湘南道路の栄

ジャンクショ

ン下の用地を

活用の可能性

について国土

交通省と協

議・調整を行

った。 
○ 

継続 

国土交通省関東

地方整備局と鎌

倉市内における

交通渋滞解消の

ために協議・調

整を行ってい

る。 

+E 

当該用地は市

外となるた

め、利用意向

があっても優

先順位が低

い。 

-b 

新たに鎌倉地域の外縁

部に駐車場を整備する

ことは難しい中、ここ

で「交通需要マネジメ

ント施策の実施」の記

述は必要か、市街地整

備の際には必要な駐車

場整備を行う旨の記述

だけでも良いのではな

いか。 

・横浜環状南線及び横

浜湘南道路下の駐車

場用地活用の可能性

について国土交通省

と協議・調整を行っ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 
・今後も駐車場の整

備・有効利用の取組

を進めていく方針を

掲げることが必要で

ある。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

評価 
内的要因 外的要因 

８）駐輪施設の整備 

自転車交通が集中する拠点駅

周辺においては駐輪施設の充実

を図りながら、駅周辺の違法駐

輪等の整序化を図ると共に自転

車利用を促進します。 

都市計画課 

大船駅東口自

転車等駐車場

については、

令和５年度に

駐輪場の改修

に向けた概略

設計を実施し

た。 

鎌倉駅西口に

暫定第２駐輪

場を整備し、

駐輪施設の充

実を図った。 

 

大船駅西口自

転車駐車場の

全面改修を行

った。 

◎ 

継続 

放置自転車は減

少傾向にある

が、まだまだ監

視等は必要な状

況にある。 

 

駐輪施設の適正

な規模は、利用

実態を継続的に

確認し、過不足

がないように対

応しないといけ

ない。 

＋F 

鉄道事業者に

対し神奈川県

鉄道輸送力増

強促進会議に

おいて、「自

転車等駐車場

用地の提供等

放置自転車対

策の推進」と

して駅周辺の

放置自転車対

策への積極的

な連携及び協

力について要

望活動を行っ

ている。 

+d 

なし 

・鎌倉駅西口への暫定

第２駐輪場の整備等

を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も駐輪施設の整

備の取組を進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内評

価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の

施策と鎌倉市都

市マスタープラ

ンとの相違点、

要望 

評価 

内的要因 外的要因 

９）総合的な交通情報システムの整

備 

道路の渋滞状況や駐車場の利用状

況、バスの運行情報等の必要な情報

が手軽に迅速に入手できるように、

新たな情報通信技術（ＩＣＴ＊等）

の多面的な活用を図り、適切な情報

を提供するシステムを整備します。 

都市計画課 

大型バスが駐車

可能な駐車場を

市ホームページ

に掲載するとと

もに、事前予約

を行うようバス

事業者等に働き

かけを行った。 

 

公共交通での来

訪を促すことを

目的に、市ホー

ムページに過去

の時間帯別渋滞

状況等を掲載し

た。 

 

公共交通機関の

運行状況を手軽

に迅速に入手で

きるよう、市ホ

ームページに市

内を運行する交

通事業者のリン

クを集約したペ

ージを作成する

とともに、市公

式 LINE から直接

遷移できるよう

な枠組みを整え

た。 

○ 

継続 

情報は、継続的に

発信し続ける必要

がある。 

+F 

大型バス駐車場

の事前予約シス

テム構築に向け

駐車場事業者に

働きかけを行っ

たが、個々のシ

ステムを運用し

ているなどの理

由で、協力を得

ることができな

かった。 

-f 

既に民間事業者

において個別に

情報発信してい

るため、市でそ

れを一元管理す

るような新たな

システム整備は

現実的ではない

と考える。 

タイトルを含め

て見直しが必

要。 

・市ホームペー

ジを活用した

交通情報の提

供等を行って

いることで、

都市マスで示

す政策の実効

性が高まって

いる。 

・今後も情報シ

ステム整備の

取組を進めて

いく方針を掲

げることが必

要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組み

及び達成状況 

担当課内評

価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と鎌倉

市都市マスタープランとの

相違点、要望 内的要因 外的要因 

10）地域ごとの対応 

地域ごとの対応については、次の通

りです。 

表 地域ごとの対応 参照 
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表 地域ごとの対応 

 

地域 公共交通の維持・充実 
快適な歩行者・自転車ネットワー

クの整備 
駐車場の整備 

鎌倉 

居住者や観光客に対応

するバスサービスの充

実を図り、自家用車利用か

ら公共交通及び徒歩・

自転車の利用への転換を促

します。 

社寺等を回る歩く観光や主要

な公共公益施設へのアクセス

に対応した歩行者空間を整備

します。また、歩いて買物を楽しめ

るように、商店街の歩行者空間を整

備します。 

海岸沿いの散策が楽しめるよう

な歩行者空間の整備を図りま

す。 

鎌倉地域の外縁部において、パークアンドライ

ド＊駐車場を整備します。この駐車場整備によ

り、地域内の交通渋滞の緩和といった効果を期

待します。 

また、地域内においては、自動車交通需要を引

き起こす駐車場の整備を極力抑制する一方、日

常の買物、業務目的の駐車需要に対しては適切

な駐車場を設置します。 

長谷地区、北鎌倉地区においては、新たな駐車

場整備を行うのではなく、鎌倉地区を中心とし

たパークアンドライド駐車場＋公共交通システ

ムの導入、ロードプライシング＊の検討等と一体

となった交通需要マネジメント施策＊で対応し

ます。 

また、海岸部における夏期の駐車需要には、臨

時駐車場と公共駐車場で対応することを基本と

しつつ、不足分については公共駐車場の整備を

検討します。 

腰越 

鎌倉地域及び深沢地域と

結ぶ公共交通の充実を図

ります。 

腰越拠点の魅力を高めるた

め、江ノ電沿いの道路の歩行者環境

の整備を図ります。 

海岸沿いの散策が楽しめるよう

な歩行者空間の整備を図りま

す。 

地元商店街など、腰越地域の活性化に役立つ駐

車場の整備を検討します。 
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深沢 

東海道本線の新駅構想を

視野に入れ、鉄道、モノ

レール、バス等多様な交

通手段の選択性をいかし

た複合交通拠点の整備を

図ります。 

深沢地域国鉄跡地周辺の整備に

際し、歩道、公園の園路、街区

間の歩道状空間の活用を図り、

安全性が高く、豊かで快適な歩

行者ネットワークを整備しま

す。また、県道腰越大船線、市

道大船西鎌倉線を結ぶ自転車ネ

ットワークを整備します。 

深沢地域国鉄跡地周辺の整備に合わせて、民間

事業者との連携を図り、パークアンドライド＊

駐車場の整備を検討します。 

大船 

市街地再開発事業と連携

した交通結節性の強化を

図ります。 

大船駅周辺は、商業地としての魅

力を高めるような駅周辺の買

物や業務に対応した歩行者空

間を整備します。 

大船駅周辺においては、既存の駐車場を効率的

に利用するためのシステム整備を行うと共に、

市街地整備と併せて積極的に買物、業務、観光

需要に対応する駐車場の整備を推進します。 

玉縄 

大船駅と玉縄地域を結ぶ

バスサービスの充実を図

ります。 

玉縄城跡や社寺等の地域観光

資源をつなぐ歩行環境の整備

を図ります（玉縄トレイル等）。 

（同上） 
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重点的に取り組む内容 
関係各課 具体的な取組み

及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

 内的要因 外的要因 

1）若年ファミリー層の転入促進 

定住促進のための住宅政策 

若年ファミリー層の定着を図

るため、生活支援や生活環境の整

備（子育て支援施設等）と併せ

て、住宅供給や持家取得支援を

行います。特に大船地域、深沢

地域、玉縄地域に重点をおいて

住宅供給を図ります。 

(１)公共と民間の協調による住宅供

給 

公民の協調により、収入に見

合った適正な家賃の賃貸住宅

（特定優良賃貸住宅＊等）の供

給を図ると共に、若年ファミリ

ー層の住宅取得の促進に向けた

支援、優遇を検討します。 
また、三世代同居住宅に対す

る支援、優遇の検討や、三世代

が隣居できる住宅（隣り合う独

立した住宅）の導入を目指し、

家族コミュニティの回復と若年

ファミリー層の転入を図りま

す。 
 

都市整備

総務課 

平成 29 年 3 月改

定「第３次住宅

マスタープラ

ン」で、若年世

帯の定住のため

の総合的な背策

の推進を継続の

取組として示し

ている。（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある

（+F） 

  

・「第 3 次住宅マス

タープラン」にお

いて、若年世帯の

定住のための総合

的な施策の推進を

継続の取組として

示していること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も住宅供給の

実現に向けた取組

方針を掲げること

が必要である。 
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１）若年ファミリー層の転入促進と

定住促進のための住宅政策 

若年ファミリー層の定着を図

るため、生活支援や生活環境の整

備（子育て支援施設等）と併せ

て、住宅供給や持家取得支援を

行います。特に大船地域、深沢

地域、玉縄地域に重点をおいて

住宅供給を図ります。 

(２)空き家住宅の活用 

空き家となった住宅につい

て、土地所有者等の理解を得なが

ら、賃貸住宅(定期借地・借家権付

き住宅等)として若年ファミリ

ー層に提供するシステムについ

て検討します（鎌倉の魅力を発

信する情報サイトの整備等）。 

また、子育て世帯や高齢者の

地域コミュニティ形成を図るた

め、空き家を活用したサロン等

の設置について検討します。 

空き家については全市的な実

態把握ができていないことか

ら、調査を行います。 

都市整備

総務課 

平成 29 年３月改

定「第３次住宅

マスタープラ

ン」で、若年世

帯の定住のため

の総合的な背策

の推進を継続の

取組として示し

ている。（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある。

（+F） 

  

・「第 3 次住宅マス

タープラン」にお

いて、若年世帯の

定住のための総合

的な施策の推進を

継続の取組として

示していること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も空き家住宅

の活用に向けた実

態調査等の取組方

針を掲げることが

必要である。 

高齢者い

きいき課 

・地域包括支援

センターに地

域連携担当を

配置 

・平成 30 年に生

活支援コーデ

ィネーターを

配置（◎） 

地域包括

支援セン

ターに地

域連携担

当や生活

支援コー

ディネー

ターを配

置するこ

とによ

り、地域

コミュニ

ティの形

成や市民

が主体と

なった地

域交流事

業の充実

が図られ

た。 

地域包括支援

センターや生

活支援コーデ

ィネーターを

配置すること

で計画の実現

性の向上が図

られた。

（+C） 

地域での困りご

とを解決したい

住民を中心に参

加してくれた。

（+d） 

 

・地域の拠点に地域

連携担当やコーデ

ィネーターを配置

し、地域コミュニ

ティ形成のための

支援を行っている

ことで、都市マス

で示す政策の実効

性が高まってい

る。 

・今後も空き家を活

用したサロン等の

生活支援の取組方

針を掲げることが

必要である。 
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２）高齢者・障害者が住み続けるため

の住宅施策 

高齢化の進行に対応し、高齢

者や障害者が住み続けられる条

件や環境を整備します。 

（     「8.健康福祉のまちづくりの方針」

に再掲） 

(１)公共と民間の協調による住宅供

給 

バリアフリー構造等を有し、

介護・医療と連携し高齢者を支

援するサービスを提供する「サ

ービス付き高齢者向け住宅＊」の

登録制度の推進や借り上げ公共賃

貸住宅を計画的に確保するな

ど、高齢者向けの優良な賃貸住宅

を供給します。 

また、「鎌倉市営住宅ストック総合

活用計画」及び「鎌倉市公共施設

再編計画」に基づき、市営住宅

の改築及び建替え等を行い、高

齢者・障害者が使いやすい住宅の

確保を図ります。 

建築指導

課 
回答なし     

←回答なしでよいの

か？ 

サ高住の登録は方

針として掲げる必

要ありか 

都市整備

総務課 

平成 30 年「鎌倉

市営住宅集約化

基本計画」に基

づき市営住宅集

約化を行ってい

る。（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある 

（+F） 

 

平成 15 年(2003 年)3

月にその内容を見直し

た「鎌倉市営住宅スト

ック総合活用計画」を

策定し、「鎌倉市住宅

マスタープラン」の下

部計画として位置付け

ました。 

平成 22 年(2010 年)3

月に鎌倉市営住宅長寿

命化計画を策定し、 

市営住宅の整備や維持

管理に係るマネジメン

トを推進しています。 

長寿命化計画について

は、平成 24 年(2012 

年)３月、平成 25 年

(2013 年)2 月、平成

27 年(2015 年)4 月

に、それぞれの時点に

合わせて事業予定の修

正を行いました。 

さらに、総合的かつ計

画的に市営住宅の建替

え、修繕・改善を行っ

ていくために、市営住

宅ス 

トック総合活用計画の

内容を統合するととも

に、鎌倉市公共施設再

編計画、第３次鎌倉市

住宅マ 

・「鎌倉市営住宅集

約化基本計画」に

基づき、市営住宅

集約化を行ってい

ることで、都市マ

スで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も住宅供給の

取組方針を掲げる

ことが必要であ

る。 
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スタープランの内容に

合わせて、長寿命化計

画を改定しました。

（鎌倉市営住宅長寿命

化計画から） 

高齢者い

きいき課 
回答なし。    

サービス付き高齢者向

け住宅など施設の整備

は介護保険課の所管事

業となっている。 

←頼む必要あり？ 

障害福祉

課 

重度障害者住宅

設備改造等に対

する補助制度 

 
【過去 5 年間の実

績】 

令和元年度 

7,171,010 円 

（12 件） 

令和 2 年度 

 3,026,988 円 

（6 件） 

令和 3 年度 

1,951,900 円 

（6 件） 

令和 4 年度 

1,682,667 円 

（5 件） 

令和 5 年度 

866,667 円 

（3 件） 

合計 

14,699,232 円 

（32 件） 

（◎） 

障害に適

するよう

に既存の

住宅設備

を改造す

るために

要する費

用の一部

を助成す

ることに

より、在

宅の重度

障害者の

日常生活

を容易に

すること

で、重度

障害者の

福祉の増

進の一助

となって

いる。 

引き続き、同

制度により、

住宅設備の改

造を必要とす

る方への支援

を通じて、重

度障害者の福

祉の増進を図

る必要があ

る。（+F） 

様々な機会を通

じて、同制度

の周知に努め

ていく。

（+f） 

特になし 

・重度障害者住宅設

備改造等に対する

補助制度を活用し

た助成を行ってい

ることで、都市マ

スで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も高齢者・障

害者に対する住宅

供給の取組方針を

掲げることが必要

である。 
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公的不動

産活用課 
回答なし。    

当初計画とそれを束ね

た総合管理計画の見直

しを行うこととし、

「鎌倉市新庁舎等整備

基本計画（令和 4 年

（2022 年）9 月 4

定）」や「鎌倉市学校

整 備計画（令和 6 年

（2024 年）3 月」など

の検討と歩調を合わ

せ、当初計画の改訂版

と なる「鎌倉市公共

施設再編計画」を策

定。同時に、本計画の

改訂内容に応じた総合

管理計画の改訂を行い

ます。鎌倉市公共施設

再編計画及び鎌倉市公

共施設等総合管理計画

（令和 6 年（2024 年）

3 月改訂） 

 

２）高齢者・障害者が住み続けるため

の住宅施策 

高齢化の進行に対応し、高齢

者や障害者が住み続けられる条

件や環境を整備します。 

（  「8.健康福祉のまちづくりの方針」

に再掲） 

 

(２)福祉政策と連携した住宅政策 

都市整備

総務課 

平成 29 年 3 月策

定「第３次住

宅マスタープ

ラン」で福祉

施策と連携し

た居住の支援

を新規の取組

として示して

いる。（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある 

（+A） 

社会経済状況の

変化に伴う雇

用状況の悪化

による住宅の

喪失等に的確

に対応できる

よう、居住支

援協議会を設

立した。

（+a） 

 

・「第 3 次住宅マス

タープラン」にお

いて、福祉施策と

連携した居住の支

援を新規の取組と

して示しているこ

とで、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も福祉政策と

連携した住宅政策

の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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住宅分野と福祉・保健・医療

分野等との連携強化を図り、市

営住宅と福祉施設との併設の検

討、高齢者のグループリビング

や障害者の生活ホームの整備、

住宅のバリアフリー化への支援

等を推進します。 

高齢者い

きいき課 
回答なし。    

住宅へのバリアフリー

化への支援など施設

の整備は介護保険課

の所管事業となって

いる。 

 

障害福祉

課 

障害者グループ

ホームの新規開

設を支援するた

めの補助制度 

 

【実績】 

令和元年度 

500,000 円 

（1 件） 

令和２年度 

1,000,000 円 

（2 件） 

令和 3 年度 

500,000 円 

（１件） 

令和 4 年度 

2,312,698 円 

（5 件） 

令和 5 年度 

1,000,000 円 

（2 件） 

合計 

5,312,698 円 

（11 件 

（◎） 

 

障害者グ

ループホ

ームの新

規開設を

支援する

ことで、

地域での

自立を目

指す障害

者や親な

き後の障

害者の生

活の場を

確保し、

地域での

暮らしを

支援する

ことに寄

与してい

る。 

一方、重

度障害者

や特定の

障害に対

応したグ

ループホ

ームの新

規開設を

望む声が

ある。 

引き続き、鎌

倉市障害者基

本計画の重点

課題として取

組を進めてい

く。（+D） 

民間事業者や社

会福祉法人等の

事業計画に委ね

ざるを得ないた

め、現状の補助

制度だけでは、

計画的な整備は

難しい状況であ

る。 

（-f） 

特になし 

・障害者グループホ

ームの新規開設を

支援するための補

助制度を活用した

助成を行っている

ことで、都市マス

で示す政策の実効

性が高まってい

る。 

・今後も高齢者・障

害者に対する住宅

供給の取組方針を

掲げることが必要

である。 
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２）高齢者・障害者が住み続けるため

の住宅施策 

高齢化の進行に対応し、高齢

者や障害者が住み続けられる条

件や環境を整備します。 

（「8.健康福祉のまちづくりの方針」

に再掲） 

 

(３)住宅リフォームの環境整備 

耐震補強やバリアフリー化、

環境対策化を促進するために、

相談窓口の設置や情報提供、助

成事業の実施など、安心してリ

フォームできる環境整備に努め

ます。 

建築指導

課 
回答なし。     

・住宅リフォームの

環境整備の取組が

実施できておら

ず、方針や計画の

見直しが必要であ

る。 

２）高齢者・障害者が住み続けるため

の住宅施策 

高齢化の進行に対応し、高齢

者や障害者が住み続けられる条

件や環境を整備します。 

（「8.健康福祉のまちづくりの方針」

に再掲） 

 

(４)高齢者の住み替え支援 

都市整備

総務課 

平成 29 年 3 月策

定「第 3 次住宅

マスタープラ

ン」で高齢者の

高齢者向け住宅

等への円滑な入

居・住み替えの

支援を継続の取

組として示して

いる。（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある（＋

F） 

  

・「第 3 次住宅マス

タープラン」にお

いて、福祉施策と

連携した居住の支

援を新規の取組と

して示しているこ

とで、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も高齢者の住

み替え支援に向け

た取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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高齢者が介護度や世帯状況な

どに応じて住み替えが必要とな

った場合に、円滑に実行できる

よう、住宅や施設などへの住み

替え相談事業等に取り組みます 

高齢者い

きいき課 

平成 31 年 3 月に

鎌倉市居住支援

協議会が設置さ

れ、高齢者いき

いき課も委員と

して参加（◎） 

鎌倉市居

住支援協

議会によ

る住み替

え相談事

業を定期

的に実施

すること

で高齢者

等が住み

続けられ

る環境が

整備され

た。 

都市整備総務

課が中心とな

り、鎌倉市居

住支援協議会

を運営するこ

とで、庁内連

携が図りやす

くなった。 

（+E） 

高齢者や障害者

の住み替え問題

について世間の

関心が高くなっ

てきている。 

（+a） 

 

・鎌倉市居住支援協

議会を設置し、住

み替え相談事業を

定期的に実施して

いることで、都市

マスで示す政策の

実効性が高まって

いる。 

・今後も高齢者等が

住み続けられる環

境整備の取組方針

を掲げることが必

要である。 

３）まちづくりによる住宅・住環境

の保全と創造 

(１)公営住宅の建替え・集約化 

老朽化した市営住宅の建替えを行

います。高齢者単身世帯の増加傾向

を考慮し、入居希望の世帯構成に合

わせ、供給住戸の規模を変更しま

す。6つの市営住宅※を、1〜2箇所

程度に集約して整備します。 

※集約を検討する市営住宅は、植木

住宅、深沢住宅、笛田住宅、梶原住

宅、梶原東住宅、岡本住宅です。 

都市整備

総務課 

平成 30 年 3 月策

定「鎌倉市営住

宅集約化基本計

画」に基づき、

集約化事業を実

施している。

（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある 

（+F） 

 

第１次集約化事業の対

象は、植木住宅、深沢

住宅、笛田住宅、梶原

住宅、梶原東住宅の５

か所になります。 

・老朽化した市営住

宅の建替え及び集

約を推進している

ことで、都市マス

で示す政策の実効

性が高まってい

る。 

・今後も引き続き、

市営住宅の建替え

事業を進めていく

方針を掲げること

が必要である。 
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３）まちづくりによる住宅・住環境

の保全と創造 

(２)新しいまちづくりによる良好な住

宅の供給と住環境の確保 

深沢地域国鉄跡地周辺拠点

や、大船駅周辺拠点、大船・深

沢ゾーン、海岸ゾーンなどで

は、土地区画整理事業、市街地

再開発事業などと併せて、良質

な都市型住宅の誘導を図りま

す。 

大規模な工場跡地等が共同住

宅等に転換される場合は、地区

計画等を活用した良好な住環境

となる開発を誘導します。 

拠点地域における住宅整備

は、著しく高齢化が進んでいる

周辺の住宅団地の問題と一体と

して捉え、住み替え支援等を検

討します。 

市街地整

備課 

再開発事業に係

るものについて

は進捗無し。

（△） 

   変更希望なし。 

・大船駅周辺の再開

発事業については

進捗がないため、

計画の見直しを含

めた検討が必要と

考えられる。 

深沢地域

整備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、武田

薬品工業

（株）、湘南

鎌倉総合病院

で、村岡・深

沢地区の「ヘ

ルスイノベー

ション最先端

拠点形成等に

係る連携・協

力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド

ライン策定委

員会」を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド

ライン策定委

員会」よりま

ちづくりガイ

ドライン基本

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、JR 東

日本東海

道本線新

駅からつ

ながるま

ちの顔と

して、ま

ちの魅力

発信、賑

わい形成

の原動力

となる街

区を目指

すことと

していま

す。 

・鎌倉市・

「深沢地域

国鉄跡地周

辺」の記載

変更 

例：深沢地

区、深沢地

域整備事業

用地 

・子ども、子

育て世代か

ら高齢者ま

で幅広い年

齢層や多様

化するライ

フスタイル

を受け止

め、誰もが

安全に、安

心して暮ら

せる、都市

型住宅や戸

建住宅等、

多様な住宅

の導入を図

ります。 

・多様な世代

の居住を誘

導すること

で居住者の

年齢層のバ

東海道本線大

船・藤沢間村岡

新駅（仮称）設

置に関する覚

書」（神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、JR 東日

本）を締結し、

新駅を設置する

ことに合意 

（+d） 

・「深沢地域国鉄跡地

周辺」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地

域整備事業用地 

・子ども、子育て世代

から高齢者まで幅広

い年齢層や多様化す

るライフスタイルを

受け止め、誰もが安

全に、安心して暮ら

せる、都市型住宅や

戸建住宅等、多様な

住宅の導入を図りま

す。 

・多様な世代の居住を

誘導することで居住

者の年齢層のバラン

スに配慮し、将来の

社会情勢や社会のニ

ーズに応じた適切な

規模の住宅を誘導し

ます。 

・鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドラ

インにおいても、

多様な住宅の導入

を図る方針として

いることで、都市

マスで示す政策の

実効性が高まって

いる。 

・今後もガイドライ

ンに基づき、深沢

のまちづくりを進

めていく方針を掲

げることが必要で

ある。 
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方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の

告示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、

鎌倉市、JR 東

日本「東海道

本線大船・藤

沢間村岡新駅

（仮称）設置

及び自由通路

整備に関する

基本協定書」

の締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地

区画整理事

業」につい

て、独立行政

法人都市再生

機構が国土交

通大臣から事

業計画認可を

受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まち

づくりガイド

ランスに配

慮し、将来

の社会情勢

や社会のニ

ーズに応じ

た適切な規

模の住宅を

誘導しま

す。・「深

沢地域国鉄

跡地周辺」

の記載変更 

例：深沢地

区、深沢地

域整備事業

用地 

・子ども、子

育て世代か

ら高齢者ま

で幅広い年

齢層や多様

化するライ

フスタイル

を受け止

め、誰もが

安全に、安

心して暮ら

せる、都市

型住宅や戸

建住宅等、

多様な住宅

の導入を図

ります。 

・多様な世代

の居住を誘

導すること

で居住者の
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ライン

（Ver.1）」の

策定 

（◎） 

年齢層のバ

ランスに配

慮し、将来

の社会情勢

や社会のニ

ーズに応じ

た適切な規

模の住宅を

誘導しま

す。深沢地

区まちづく

りガイドラ

イン Ver.1

の策定に伴

い、計画実

現性の向上

が図られ

た。 

（+F） 

 
都市整備

総務課 

平成 29 年 3 月策

定「第 3 次住宅

マスタープラ

ン」で深沢地域

整備事業による

住宅地整備と事

業と連携した居

住環境整備を継

続の取組として

示している。

（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある。

（+F） 

 

都市マスタープラン、

住宅マスタープラン、

各拠点の整備計画の整

合を図っていきたい。 

・「第 3 次住宅マス

タープラン」にお

いて、深沢地域整

備事業の住宅地整

備と連携した居住

環境整備を継続の

取組として示して

いることで、都市

マスで示す政策の

実効性が高まって

いる。 

・今後も連携して深

沢のまちづくりを

進めていく方針を

掲げることが必要

である 
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都市計画

課 

令和４年 3 月に

鎌倉市立地適正

化計画を策定

し、深沢地域国

鉄跡地周辺地区

及び大船駅周辺

地区を都市機能

誘導区域に設定

し、都市型住宅

等の誘導を図っ

た。深沢地域国

鉄跡地周辺地区

において、土地

区画整理事業の

都市計画決定を

行った。 

（◎） 

引き続き

立地適正

化計画の

運用を継

続する。 

全国的に人口

減少や少子高

齢化を背景と

して、持続可

能な都市経営

を可能とする

ための取組、

意識が高まっ

ている。

（+F） 

テレワークの普

及等の影響で共

同住宅などの都

市型住宅の需要

が高まってい

る。 
（＋a） 

￥：＠：＠・ｐ 

・鎌倉市立地適正化

計画を策定し、深

沢地域や大船駅周

辺に都市型住宅等

の誘導を図ってい

ることで、都市マ

スで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・引き続き立地適正

化計画の運用を継

続する方針を掲げ

ることが必要であ

る。 

３）まちづくりによる住宅・住環境

の保全と創造 

(３)良好な住宅・住環境の保全 

丘陵部や鎌倉地域などの良好

な住宅地の環境・住宅地景観を

保全します。そのため、地元の

合意に基づいて地区計画、建築

協定、景観地区など、法令等に

基づく地区指定や、鎌倉市まち

づくり条例に基づく自主まちづ

くり計画等に対する支援、さら

には、都市計画提案制度等を活

土地利用

調整課 

・鎌倉宇都

（津）宮辻子

幕府跡地周辺

地区自主まち

づくり計画が

策定され、市

に提案された

（提案日：平

成 30 年 11 月

22 日）。その

後、同地区に

おいて、自主

まちづくり協

定を締結した

（協定締結

日：平成 31 年

4 月 11 日）。 

 

・大町 2 丁目地

区自主まちづ

・地区計

画、建

築協定

等の適

用によ

る敷地

の細分

化等の

防止、

良好な

住環境

の保全

が図ら

れた。 

 

・市民に

対し

て、地

区レベ

ルのま

・まちづくり

市民団体の

育成が進

み、住民主

体のまちづ

くりが進め

られた。

（+F） 

・市内の住宅街

で敷地の細分

化や開発計画

が進んでい

る。このた

め、住環境を

保全したいと

いう機運が住

民の間で高ま

りつつあり、

自主まちづく

り計画の策

定・変更や地

区計画等の相

談が増えてい

る。 

・住民等の理解

得られた。

（＋C） 

 

・新たな自主まちづ

くり計画の策定に

対する支援を行う

とともに、リーフ

レットを作成し、

地域住民に周知を

図っていること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も良好な住

宅・住環境の保全

に寄与する取組方

針を掲げることが

必要である。 
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用し、敷地の細分化によるミニ

開発を抑制し、緑豊かな住環境

の維持・創出を図ります。 

住環境の保全と若年ファミリ

ー層の転入促進のバランス等を

考慮した地区レベルでのまちづ

くりを推進するため、地域住民

に周知を図ります。 

くり計画地区

において、区

域が拡大さ

れ、市に計画

の変更が提案

された（提案

日：令和 5 年

3 月 30 日）。 

 

・地区レベルの

まちづくりを

推進するため

のリーフレッ

トを作成した

（作成日：令

和 5 年２￥2

月）。（◎） 

ちづく

りを推

進する

ための

周知が

図られ

た。 

都市計画

課 

都市計画提案に

基づき、地区計

画の都市計画決

定（変更）が行

われた。（大平

山地区地区計

画、大平山丸山

地区地区計画

H31、住友常盤地

区地区計画 R6） 

 

住民原案申出に

基づき、地区計

画の都市計画決

定が行われた。

（小町二丁目地

区地区計画 R6）

（◎） 

周辺住民

の動きか

ら新たな

地区計画

の都市計

画決定

（変更）

を行い、

各区域内

の良好な

住環境の

保全に寄

与した。 

新たな地区計

画の都市計画

決定（変更）

を行った。

（+F） 

都市計画提案及

び住民原案申出

などの周辺住民

の動きがあっ

た。（+C） 

 

・地域のまちづくり

に関する新たな地

区計画の都市計画

決定を行っている

ことで、都市マス

で示す政策の実効

性が高まってい

る。 

・今後も良好な住

宅・住環境の保全

に寄与する取組方

針を掲げることが

必要である。 
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都市景観

課 

景観地区の適切

な運用。（◎） 

良好な住

宅地の環

境・住宅

地景観の

保全を行

うことが

できた。 

制度周知の徹

底（+E） 

景観地区制度へ

の理解が高まっ

た。 

（+C） 

 

・景観条例等を運用

し、良好な住宅地

の環境や景観の保

全を行っているこ

とで、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も良好な住宅

地景観の保全の取

組方針を掲げるこ

とが必要である。 

建築指導

課 

引き続き、建築

協定等の周知を

行う。（◎） 

継続 

長期的な視点

で運用してい

く必要があ

る。 

（+F） 

引き続き、建築

協定等の周知を

行う必要があ

る。 

（+f） 

なし 

・建築協定等の周知

を行っていること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も良好な住

宅・住環境の保全

に寄与する取組方

針を掲げることが

必要である 

３）まちづくりによる住宅・住環境

の保全と創造 

(４)丘陵住宅地（計画住宅地）等の

再生 

市では、著しく高齢化が進んでい

る今泉台住宅地をモデル地区として

「長寿社会のまちづくり」に関する

検討を行っていますが、こうした先

導的な取り組みの成果を踏まえて、

政策創造

課 

住民が主役とな

り、地域課題に

ついて自ら考

え、ジブンゴト

化するきっかけ

を生み出し、地

域の魅力を高

め、持続可能な

地域にする「エ

リアマネジメン

ト」の取組に資

する長寿社会の

まちづくりの一

環として、産官

学民連携による

継続 

地域の住民が

主体となった

長寿社会のま

ちづくりが進

められた。

（+F） 

地域の高齢化が

著しく進んだこ

とで、長寿社会

のまちづくりに

ついて住民が主

体となる活動が

活発化した。

（+a） 

政策創造課では今泉台

住宅地にて、長寿社会

のまちづくりにおける

調査研究事業の一環と

して、住民を主体とし

新たな価値やソリュー

ション創出に向けた産

官学民の共創の仕組み

である「鎌倉リビング

ラボ」の取組を進めて

きましたが、3.具体的

な方針後段記載の「そ

のため、高齢者や～検

討します。」について

は、現時点で検討はし

・長寿社会における

住民主体のまちづ

くりに関する取組

を行っていること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・一部未実施の取組

もあるため、方針

の検討が必要であ

る。 
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地域の実情に応じた多世代共生型の

住宅地の形成を促進していきま

す。 

そのため、高齢者や子育て世

帯への支援施設・交流の場の整

備や日常生活に必要な小規模な

店舗等を許容する土地利用コン

トロール、若い世代のための小

規模でも良好な戸建住宅となる

デザインガイドライン＊、空き家

の住み替え斡旋のアドバイザー制

度等について検討します。 

鎌倉リビングラ

ボの取組みが進

んだ。（◎） 

ておりません。こうし

た土地利用、戸建住宅

ガイドラインや空き家

アドバイザーなどにつ

いては、庁内関連課の

課題やニーズに即し

て、必要に応じて政策

形成支援の一環として

伴走支援をしていきた

いと考えています。 

都市整備

総務課 

平成 29 年 3 月策

定「第３次住宅

マスタープラ

ン」で三世代同

居・近居の促

進、居住継続の

支援、多世代交

流による地域コ

ミュニティの形

成を継続の取組

として示してい

る。（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長期

的な視点で運

用していく必

要がある

（+A） 

  

・「第 3 次住宅マス

タープラン」にお

いて、多世代共生

型等の住宅地の形

成を継続の取組と

して示しているこ

とで、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も住宅・住環

境の保全、創造の

取組方針を掲げる

ことが必要であ

る。 

高齢者い

きいき課 
所管事業なし    

高齢者いきいき課では

多世代共生型の住宅地

の形成を促進する事業

を持っていないため。 

 

３）まちづくりによる住宅・住環境

の保全と創造 

(５)地区ごとのまちづくりルールの策

定による良好な住宅・住環境の保

都市計画

課 

平成 31 年 2 月 6

日大平山地区地

区計画当初決定

平成 31 年 2 月 6

日変更 

令和 4 年 3 月 1

日 

・地区計

画、建

築協定

等の適

用によ

る敷地

の細分

化等の

・まちづくり

市民団体の

育成が進

み、住民主

体のまちづ

くりが進め

られた。

（+F） 

・市内の住宅街

で敷地の細分

化や開発計画

が進んでい

る。このた

め、住環境を

保全したいと

いう機運が住

 

・地域のまちづくり

に関する新たな地

区計画の都市計画

決定を行っている

ことで、都市マス

で示す政策の実効

性が高まってい

る。 
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全・創造 

良好な住宅・住環境の保全を

基本としますが、地区の住民の

協議・合意によっては、若い世

代等を誘導する区域を定めるこ

とも想定されます。その場合に

は、デザインガイドライン＊等を

策定し周囲の景観と調和するこ

と、一部の街区に限定すること

等が条件となります。そのよう

な街区が設定された場合には、

子育て支援施設等を整備するこ

とも考えられます。 

地区ごとにまちづくりのルー

ルを定め、きめ細かなまち並み

づくりを行いながら、良好な住

宅・住環境の保全・創造を図り

ます。 

深沢地区地区計

画 

令和 6 年 2 月 15

日住友常盤地区

地区計画 

令和 6 年 2 月 15

日小町二丁目地

区地区計画 

（◎） 

防止、

良好な

住環境

の保全

が図ら

れた。 

民の間で高ま

りつつあり、

地区計画等の

相談が増えて

いる。 

・住民等の理解

得られた。 

（+c） 

・今後も地区ごとの

まちづくりのルー

ル策定を支援する

取方針を掲げるこ

とが必要である。 

土地利用

調整課 

・鎌倉宇都

（津）宮辻子

幕府跡地周辺

地区自主まち

づくり計画が

策定され、市

に提案された

（提案日：平

成 30 年 11 月

22 日）。その

後、同地区に

おいて、自主

まちづくり協

定を締結した

（協定締結

日：平成 31 年

4 月 11 日）。 

 

・大町 2 丁目地

区自主まちづ

くり計画地区

において、区

域が拡大さ

れ、市に計画

の変更が提案

された（提案

・地区計

画、建

築協定

等の適

用によ

る敷地

の細分

化等の

防止、

良好な

住環境

の保全

が図ら

れた。 

・まちづくり

市民団体の

育成が進

み、住民主

体のまちづ

くりが進め

られた。 

（+F） 

・市内の住宅街

で敷地の細分

化や開発計画

が進んでい

る。このた

め、住環境を

保全したいと

いう機運が住

民の間で高ま

りつつあり、

自主まちづく

り計画の策

定・変更や地

区計画等の相

談が増えてい

る。 

・住民等の理解

得られた。

（+c） 

 

・新たな自主まちづ

くり計画の策定や

協定の締結等を行

っていることで、

都市マスで示す政

策の実効性が高ま

っている。 

・今後も地区ごとの

まちづくりのルー

ル策定を支援する

取組方針を掲げる

ことが必要であ

る。 
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日：令和 5 年

8 月 30 日） 

（◎） 

都市景観

課 

・平成 29 年 3

月、景観計画

改定。 

・令和 2 年 3

月、若宮大

路・小町通り

景観形成ガイ

ドライン策

定。（◎） 

ガイドラ

インに

基づ

き、市

民と協

働で景

観を誘

導。 

計画の推進 

（+F） 

市民理解の醸成

（+C） 

 ・景観計画の改定

や、若宮大路・小

町通り景観形成ガ

イドラインの策定

を行っていること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も良好な住宅

景観の形成の取組

方針を掲げること

が必要である。 

こども支

援課 
なし 継続   

若い世代等を誘導する

区域等を定めた場合

の、子育て施策関連部

署へ情報提供を行う手

段がない。 

子ども・子育て支援事

業計画の策定にあたっ

ては現在居住している

市民へ向けアンケート

を行う等により将来的

なニーズを把握してい

るが、子育て世帯をタ

ーゲットにした大規模

マンションなどの新た

な開発に伴うニーズに

ついては把握する手段

がないため、保育施設

整備計画等に反映する

ことができない。 

評価なし 
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都市整備

総務課 

平成 29 年 3 月改

定「第 3 次住宅

マスタープラ

ン」で、都市防

災の推進、住環

境の環境改善を

継続の取組とし

て示している。

（◎） 

継続 

目標の実現に

向けて、長

期的な視点

で運用して

いく必要が

ある。（＋

F） 

  

・「第 3 次住宅マス

タープラン」にお

いて、都市防災の

推進、住環境の環

境改善を継続の取

組として示してい

ることで、都市マ

スで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も住環境改善

の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 

市街地整

備課 

再開発事業に係

るものについて

は進捗無し。

（▲） 

   変更希望なし。 

・大船駅周辺の再開

発事業に進捗はな

いが、今後も市街

地の住宅・住環境

の保全と創造の取

組方針を掲げるこ

とが必要である。 

みどり公

園課 

・がけ崩れ等災

害予防 

①神奈川県が土

砂災害防止法

に基づく土砂

災害特別警戒

区域の指定を

行うのに先立

ち、神奈川県

と共同で説明

会を開催し、

その際に安全

対策について

助言指導を行

った。また、

日常的にも電

・がけ崩

れ等災

害予防 

①土砂災

害特別

警戒区

域の指

定をき

っかけ

とし

て、市

に防災

相談を

行う人

が増え

てお

・がけ崩れ等

災害予防 

令和３年度

に鎌倉市既

成宅地等防

災工事資金

助成事業助

成金上限額

を、防災工

事について

は 250 万円

から 500 万

円に、ま

た、伐採工

事について

は 60 万円か

・がけ崩れ等災

害予防 

土砂災害防止

法に基づく

「土砂災害特

別警戒区域」

の指定があっ

たため、防災

対策につい

て、市民の

方々の意識が

高くなってい

る。 

 

・土砂災害の安全対

策に関する住民へ

の助言指導や、防

災工事資金の助成

等を行っているこ

とで、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も住宅地の災

害対策を支援する

取組方針を掲げる

ことが必要であ

る。 



６ 住宅・住環境整備の方針 
 

195 
 

話相談・窓口

相談の際に助

言指導を行っ

ている。 

 

② 神奈川県が

実施している

「急傾斜地崩

壊対策事業」

に対して、協

定に基づき、

市負担金を支

出した。 

負担金支出実

績： 

H27 

54,508,000 円 

H28 

45,580,000 円 

H29 

47,009,000 円 

H30 

48,785,000 円 

R01 

53,212,000 円 

R02 

60,591,000 円 

R03 

124,892,000

円 

R04 

77,853,000 円 

R05 

84,540,000 円 

 

③「鎌倉市既成

宅地等防災工

り、そ

の際に

助言指

導を行

ってい

る。 

 

②急傾斜

地崩壊

対策事

業につ

いて、

神奈川

県から

要求さ

れる

「市負

担金」

を確実

に予算

措置

し、神

奈川県

の事業

進捗を

滞らせ

ないよ

うにし

てい

る。 

 

③既成宅

地等防

災工事

資金助

成制度

につい

ら 100 万円

に引き上げ

た事によ

り、防災対

策が効率化

された。

（+B） 



６ 住宅・住環境整備の方針 
 

196 
 

事資金助成事

業」による工

事資金の助成

を行った。 

助成実績： 

H27 

37,219,000 円 

H28 

25,915,000 円 

H29 

22,034,000 円 

H30 

33,620,000 円 

R01 

57,115,000 円 

R02 

64,712,000 円 

R03 

57,357,000 円 

R04 

50,840,000 円 

R05 

74,049,000 円 

（◎） 

て、予

算を確

保し、

地権者

等の自

主的な

防災対

策を支

援して

いる。 

 

３）まちづくりによる住宅・住環境

の保全と創造 

(７)環境と調和した住まいづくり 

住宅の更新や住宅地の整備に

あたっては、環境共生住宅の整

備を検討します。 

また、生け垣等の接道緑化や開発

みどり公

園課 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

し、適正な

支援と誘導

が行われて

いる。

（+F） 

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対する市民

等の意識の向

上に寄与して

いる。（+C） 

 ・接道緑化を推進す

るため、補助金の

交付や補助率の引

き上げを行うとと

もに、開発事業に

おいて緑化の推進

を図っていること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も緑豊かな住

環境の創造の取組

方針を掲げること
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事業における緑化の指導など、緑豊

かな住環境の創造を図ります。 

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

 

・開発事業につ

いて、条例に

基づき、緑化

を推進した。

（◎） 

観を創

出して

いる。 

 

 

・開発区

域内で

の緑化

を推進

し、緑

豊かで

快適な

居住環

境の形

成を図

ってい

る。 

が必要である。 

都市景観

課 

・平成 29 年 3 月

景観計画改

定。（◎） 

土地利用

類型ご

との景

観形成

基準に

基づ

き、地

域にふ

さわし

い緑化

を誘

導。 

事業の継続

（+F） 

市民理解の醸成

（+C） 
 

・土地利用類型ごと

の景観形成基準に

基づき、地域にふ

さわしい緑化の誘

導を行っているこ

とで、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も緑豊かな住

環境の創造の取組

方針を掲げること

が必要である。 

 

総合防災

課 
取組なし（●） 

応急仮設

住宅の建

設は災害

救助法 

に基づき

県が実施

するが、

入居者の受け

入れ体制等を

整備する。

（+F） 

応急仮設住宅の

建設及び住宅の 

応急修理につい

て、民間事業者

等との協定締結

を検討する。

（+a） 

 

・具体的な方針に掲

げる取組は行って

いないが、災害対

応において県との

協力体制を構築す

る等、今後も防災

対策に寄与する取
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継続し 

て協力体

制を構築

する。 

組方針を掲げるこ

とが必要である。 

４）安全・安心な住環境の確保 

(１)災害に強い安全なまちづくり 

老朽化した住宅の建替え、改

善、補修、マンションの震災対

策等を進めると共に、防災の観

点に立ち、住宅地の住環境を改善し

ます。また、火災、地震、水害、

がけ崩れ等に備えた住宅地の防

災対策を推進します。 

また、大規模災害が発生した場合

に、住宅を滅失した被災者に対し

て応急仮設住宅が円滑に供給でき

るように、東日本大震災の教訓等を

踏まえて、神奈川県等の関係機関

と協力して、対策を進めます 

建築指導

課 

引き続き、耐震

改修アドバイザ

ーの派遣及び耐

震診断費用の補

助についての周

知を行う。

（◎） 

継続 

長期的な視点

で運用してい

く必要があ

る。（+F） 

引き続き、補助

等の周知を行う

必要がある。（+

ｆ） 

なし 

・耐震改修アドバイ

ザーの派遣及び耐

震診断費用の補助

についての周知を

行っていること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も災害に強い

まちづくりを支援

する取組方針を掲

げることが必要で

ある。 

みどり公

園課 

・がけ崩れに備

えた防災対策 

 

①神奈川県が実

施している

「急傾斜地崩

壊対策事業」

に対して、協

定に基づき、

市負担金を支

出した。 

負担金支出実

績： 

H27 

54,508,000 円 

H28 

45,580,000 円 

H29 

47,009,000 円 

H30 

・がけ崩

れに備

えた防

災対策 

 

①急傾斜

地崩壊

対策事

業につ

いて、

神奈川

県から

要求さ

れる

「市負

担金」

を確実

に予算

措置

し、神

・がけ崩れに

備えた防災

対策 

 

令和 3 年度に

助成金上限額

を、防災工事

については 250

万円から 500

万円に、ま

た、伐採工事

については 60

万円から 100

万円に引き上

げた事によ

り、防災対策

が効率化され

た。（+B） 

・がけ崩れに備

えた防災対策 

 

土砂災害防止法

に基づく「土砂

災害特別警戒区

域」の指定があ

ったため、防災

対策について、

市民の方々の意

識が高くなって

いる。（+C） 

 

・防災対策に関する

県事業への負担金

支出や市民等への

工事資金の助成を

行っていること

で、都市マスで示

す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も災害に強い

まちづくりを支援

する取組方針を掲

げることが必要で

ある。 
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48,785,000 円 

R01 

53,212,000 円 

R02 

60,591,000 円 

R03 

124,892,000

円 

R04 

77,853,000 円 

R05 

84,540,000 円 

 

②「鎌倉市既成

宅地等防災工

事資金助成事

業」による工

事資金の助成

を行った。 

助成実績： 

H27 

37,219,000 円 

H28 

25,915,000 円 

H29 

22,034,000 円 

H30 

33,620,000 円 

R01 

57,115,000 円 

R02 

64,712,000 円 

R03 

57,357,000 円 

R04 

50,840,000 円 

R05 

奈川県

の事業

進捗を

滞らせ

ないよ

うにし

てい

る。 

 

②既成宅

地等防

災工事

資金助

成制度

につい

て、予

算を確

保し、

地権者

等の自

主的な

防災対

策を支

援して

いる。 
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74,049,000 円 

（◎） 

総合防災

課 
回答なし。     

・防犯まちづくり活

動の支援 

４）安全・安心な住環境の確保 

(２)防犯対策の充実 

道路や公園、公共施設におい

て照明や見通しを確保するなど

「人の目」の確保（監視性の確

保） を図ると共に、防犯に配慮

した戸建住宅の設計、共同住宅

における防犯システムの普及等

を進めます。また、地域におけ

る防犯まちづくり活動の支援を

行います。 

みどり公

園課 

・民有緑地維持

管理助成制度

を創設し（令

和 3 年度）、

土地の所有者

等が行う緑地

の維持管理作

業へ助成を行

っている。 

 

・確保した市有

緑地のうち荒

廃が進む恐れ

のある緑地及

び特別緑地保

全地区指定候

補地の緑の質

の向上を図る

ため、平成 21

年度から令和

3 年度まで

は、「確保緑

地の適正整備

事業」とし

て、令和４年

度からは「市

民の身近な森

づくり事業」

として伐採や

刈払い等を実

施した。 

 

・市民などによ

・助成の

対象と

なる森

林を森

林法 2

条に基

づく森

林とす

ること

で、広

域に渡

って樹

林地

（緑

地）の

管理が

進んで

いる。 

 

・緑地の

整備

後、モ

ニタリ

ングを

実施

し、植

生の回

復や野

生動物

の生息

が確認

でき

た。 

・本市におい

て、森林環

境譲与税の

使途を検討

した結果、

主に森林整

備の推進に

活用するこ

ととした。 

 

・緑の基本計

画を実現す

るうえで特

に重要と考

えるテーマ

の一つであ

る「緑の質

の向上」が

図られてい

る。 

 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

し、適正な

支援と誘導

が行われて

いる。

（+D） 

・令和元年の台

風で倒木や土

砂崩れが相次

ぎ、激甚化す

る台風等の気

象災害への備

えとして、公

有林だけでな

く民有林にお

いての維持管

理の必要性が

重要視される

ようになっ

た。 

 

・温室効果ガス

排出削減目標

の達成や、災

害防止を図る

ための森林整

備等に必要な

財源を安定的

に確保するた

め、国が新し

い税制度（森

林環境税）を

創設した。 

 

・生物多様性の

保全や景観の

形成のほか、

災害に強い安

全なまちづく

 

・市有緑地の伐採や

刈払い等、見通し

の確保に寄与する

取組を行っている

ことで、都市マス

で示す政策の実効

性が高まってい

る。 

・今後も防犯対策に

つながる緑地整備

の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

（◎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

りや環境負荷

の低減に寄与

している。 

 

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対する市民

等の意識の向

上に寄与して

いる。（+C） 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

１）災害予防対策の実施 

(１)災害に応じた防止対策の実施 

①水害予防 

ア.河川の改修 

県が維持管理している二級河

川の滑川、神戸川、柏尾川の改

修を促進します。また、市が管

理している準用河川の神戸川(二

級河川の部分を除く)、砂押川、

小袋谷川、新川の改修も継続し

て実施していきます。 

イ.公共下水道(雨水)の改修  

公共下水道事業の認可を受け

ている地域の雨水排水施設の改

修及び維持補修工事を行いま

す。  

ウ.砂防対策 

県の砂防指定地域として指定

されている滑川 

(一部)、二階堂川、吉沢川、

太刀洗川の４河川について、土

砂災害の発生するおそれが高い

箇所を優先に砂防工事の実施を

要請していきます。 

下水道河川

課 

①ア 準用河川

の改修を継続

し実施してい

る。 

（○） 

 

②イ 公共下水

道である雨水

排水施設の改

修及び維持補

修工事継続し

実施してい

る。 

（○） 

①ア 良

好な河

川の状

態に保

つこと

が図ら

れてい

る。 

 

②イ 良

好な雨

水排水

施設の

状態に

保つこ

とが図

られて

いる。 

①ア 改修に係

る予算は継続

的に当てがわ

れている。 

（+B） 

 

②イ 改修及び

維持補修工事

に係る予算は

継続的に当て

がわれてい

る。 

（+B） 

①ア 河川は

水害被害に

も大きく関

わるもので

あること

で、良好な

状態を保っ

ていくこと

は、被害の

軽減化に寄

与している

ものであ

る。 

（+a） 

 

②ア 雨水排

水施設は水

害被害にも

大きく関わ

るものであ

ることで、

良好な状態

を保ってい

くことは、

被害の軽減

化に寄与し

ているもの

である。 

（+a） 

 

・市が管理する河川の

改修や雨水排水施設

の改修及び維持管理

補修工事を継続して

実施していること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も水害予防の取

組方針を掲げること

が必要である。 
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②がけ崩れ等災害予防 

ア.がけ崩れのおそれのある箇所

の把握 

がけ崩れ、土石流等により人

家に被害を及ぼす おそれのある

箇所や、今後新規の住宅立地等

が見 込まれる区域に被害を及ぼ

すおそれのある箇所を、県と連

携しながら調査・把握すると共

に、関係する土地所有者等に対

し、その安全対策について指 

導・助言を行います。 

イ.急傾斜地崩壊危険区域の対策  

市が窓口となり、県が行う

「急傾斜地崩壊危険 区域」の指

定及び急傾斜地崩壊防止工事の

実施、 区域内の行為制限等につ

いて要望すると共に、区 域内の

がけ崩れ等を未然に防ぐために

協力します。  

ウ. 土砂災害防止対策 

防災工事を行うものに対し、

既成宅地等防災工事資金助成制

度により、防災工事の促進を図

ります。  

エ.森林の災害予防 

災害等の発生が予想される森

林については保安林の指定を

国・県に要請し、保安林治山事

業の実施に協力します。 

また、緑地における間伐、枝

払いなど、災害を防ぐための適

開発審査課 

宅地耐震化推進

事業における優

先度評価を行

い、大地震時に

変動の恐れがあ

る４箇所で変動

予測調査を行う

こととした。 

令和４年度:１箇

所実施 

令和５年度:１箇

所実施 

残り２箇所(予

定) 

（○） 

継続 

国が進める宅地

耐震化推進事業

における国庫補

助金を活用し、

コスト削減を図

り事業を行って

いる。 

（+B） 

大規模盛土造

成地は大部分

が民有地とな

るため、調査

対象地の市民

に対し、事業

内容及び調査

の必要性を説

明し、住民理

解を得た上で

事業を行っ

た。 

（+d） 

 

・宅地耐震化推進事業

における優先度評価

及びそれに基づく変

動予測調査を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も地盤の災害予

防の取組方針を掲げる

ことが必要である。 

みどり公園

課 

４②がけ崩れ等

災害予防 

ア 神奈川県が

土砂災害防止

法に基づく土

砂災害特別警

戒区域の指定

を行うのに先

立ち、神奈川

県と共同で説

明会を開催

し、その際に

安全対策につ

いて助言指導

を行った。ま

た、日常的に

も電話相談・

窓口相談の際

に助言指導を

行っている。 

（○） 

 

イ 神奈川県が

４②がけ

崩れ等

災害予

防 

ア 土砂

災害特

別警戒

区域の

指定を

きっか

けとし

て、市

に防災

相談を

行う人

が増え

てお

り、そ

の際に

助言指

導を行

ってい

る。 

４②がけ崩れ等

災害予防 

令和３年度に

鎌倉市既成宅

地等防災工事

資金助成事業

助成金上限額

を、防災工事

については

250 万円から

500 万円に、

また、伐採工

事については

60 万円から

100 万円に引

き上げた事に

より、防災対

策が効率化さ

れた。 

（+B） 

 

本市におい

て、森林環境

４②がけ崩れ

等災害予防 

・土砂災害防

止法に基づ

く「土砂災

害特別警戒

区域」の指

定があった

ため、防災

対策につい

て、市民の

方々の意識

が高くなっ

ている。 

（+b,c） 

 

・令和元年の

台風で倒木

や土砂崩れ

が相次ぎ、

激甚化する

台風等の気

象災害への

 

・防災工事に関する市

民への助言・指導や

工事資金の助成等を

行っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後もがけ崩れ等の

災害予防の取組方針

を掲げることが必要

である。 
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切な維持管理を実施します。  

③火災予防  

大規模集客施設や病院などの

特殊建築物、一般住宅、文化財

施設等について、火災予防のた

めの指導及び建物からの避難経

路の確保に取り組みます。ま

た、市街地を取り囲む山林の火

災予防にも取り組みます。 

④地盤の災害予防 

ア.液状化対策  

国や県が策定した建築物の液

状化対策のマニュアル等の普及

を図ります。 

公共公益施設の設置にあたっ

ては液状化の発生防止対策、施

設の被害を防止する対策等の実

施に努めます。 

イ.大規模盛土造成地対策  

谷や沢を埋めた造成宅地又は

傾斜地盤上に腹付けした大規模

な造成宅地については、がけ崩

れ又は土砂の流出による被害が

発生する恐れがあることから、

既存の造成宅地について大規模

盛土造成地の有無とそれらの安

全性の確認を実施し、必要に応

じた対策を行います。 

実施している

「急傾斜地崩

壊対策事業」

に対して、協

定に基づき、

市負担金を支

出した。 

負担金支出実

績： 

H27 

54,508,000 円 

H28 

45,580,000 円 

H29 

47,009,000 円 

H30 

48,785,000 円 

R01 

53,212,000 円 

R02 

60,591,000 円 

R03 

124,892,000

円 

R04 

77,853,000 円 

R05 

84,540,000 円 

（○） 

 

ウ 「鎌倉市既

成宅地等防災

工事資金助成

事業」による

工事資金の助

成を行った。 

助成実績： 

H27 

 

イ 急傾

斜地崩

壊対策

事業に

つい

て、神

奈川県

から要

求され

る「市

負担

金」を

確実に

予算措

置し、

神奈川

県の事

業進捗

を滞ら

せない

ように

してい

る。 

 

ウ 既成

宅地等

防災工

事資金

助成制

度につ

いて、

予算を

確保

し、地

権者等

の自主

的な防

譲与税の使途

を検討した結

果、主に森林

整備の推進に

活用すること

とした。 

（+A） 

備えとし

て、公有林

だけでなく

民有林にお

いての維持

管理の必要

性が重要視

されるよう

になった。 

（+a） 

 

・温室効果ガ

ス排出削減

目標の達成

や、災害防

止を図るた

めの森林整

備等に必要

な財源を安

定的に確保

するため、

国が新しい

税制度（森

林環境税）

を創設し

た。 

（+a） 
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37,219,000 円 

H28 

25,915,000 円 

H29 

22,034,000 円 

H30 

33,620,000 円 

R01 

57,115,000 円 

R02 

64,712,000 円 

R03 

57,357,000 円 

R04 

50,840,000 円 

R05 

74,049,000 円 

（○） 

 

エ 民有緑地維

持管理助成制

度を創設し

（令和３年

度）、土地の

所有者等が行

う緑地の維持

管理作業へ助

成を行ってい

る。 

（○） 

災対策

を支援

してい

る。 

 

エ 助成

の対象

となる

森林を

森林法 2

条に基

づく森

林とす

ること

で、広

域に渡

って樹

林地

（緑

地）の

管理が

進んで

いる。 

消防本部

（予防課） 

・継続的な火災

予防の啓発活

動の実施。 

（○） 

 

・高齢者を対象

とした火災予

防広報及び本

市内全体

で火災予

防思想の

普及が図

られてい

る。 

本庁各課と協力

し、市全体で火

災予防の普及啓

発が図られた。 

（+E） 

 なし 

・火災予防の啓発活動

を継続的に行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も火災予防の取

組方針を掲げること

が必要である。 
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庁各課と協力

し鎌倉市全体

で火災予防の

普及啓発を実

施。 
（○） 

 

・山火事予防運

動等で市街地

を取り囲む山

林の火災予防

の実施。 
（○） 

都市計画課 

・令和 4 年 3 月

に策定した都

市再生特別措

置法に基づく

立地適正化計

画において、

近年の頻発、

激甚化する自

然災害に対応

し、安全なま

ちづくり推進

のための防災

指針を作成し

た 

（◎） 

・策定し

た立地適

正化計画

につい

て、窓口

やホーム

ページ等

で周知を

図るとと

もに、目

的や趣旨

を踏まえ

た説明・

対応を行

った 

・令和 2 年 6 月

の都市再生特

別措置法の法

改正により防

災指針の作成

が位置づけら

れた 

（+D） 

・近年の頻

発、激甚化

する自然災

害による情

勢の変化 

（+a） 

 

・立地適正化計画にお

いて防災指針を作成

していることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・引き続き、具体的な

災害予防の取組方針

を掲げることが必要

である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスター

プランとの相違点、

要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(２)計画的な土地利用と市街地整

備の推進  

①計画的な土地利用の推進  

災害に強い都市基盤の整備

は、適正な土地利用を推進する

ことを基本とします。特に、地

震防災の観点から、市街地にお

ける上下水道、生活道路、公園

等の整備、住工混在の解消、商

業地域における再開発の促進及

び駐車場の整備等の推進を図り

ます。  

②災害に強いまちづくりの推進  

これまでも都市防災構造化を

図るため、都市基盤の整備を進

めてきましたが、今後も、避難

場所及び避難路の整備を含め、

密集市街地を防災街区として整

備し、防災に関する機能の強化

を図るために、災害に強いまち

づくりの推進に努めます。  

③防火地域・準防火地域の指定  

防火地域・準防火地域の指定

について、用途地域や容積率と

の連携を基本に、避難場所、緊

急輸送路、防災拠点等も考慮し

て、その拡大を検討します。 

④造成地の災害防止対策 

都市計画課 

⑥深沢地区土地

区画整理事業

によって、災

害に強いまち

づくりが進む

こととなる。 

（○） 

継続 

都市マスタープ

ラン、整・開・

保に基づき都市

計画決定 

（+D） 

  

・深沢地区土地区画整

理事業の都市計画決

定を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も関係課と協力

し、まちづくりを進

めていく方針を掲げ

ることが必要であ

る。 

市街地整備

課 

⑥大船駅東口再

開発事業につ

いては、建設

工事費の高騰

等により事業

の実施を延伸

している。 

現時点では、

再開発によら

ないまちづく

りを進めるた

め、鎌倉女子

大、地元自治

会・商店会、

周辺事業者等

との意見交換

や地域のボラ

ンティア活動

及びイベント

への支援等を

⑥事業の

進展の

目処は

立って

いない 

⑥特になし。 

⑥東京オリン

ピック・パ

ラリンピッ

ク招致決定

以降、建設

工事費の高

騰が続いて

いること。 

また、これ

に伴い、再

開発事業を

実施した際

に権利者が

得られる再

開発ビルの

床面積（権

利床）が減

少する見込

みであるこ

と。 

⑥変更希望なし。 

・大船駅東口について

は、再開発によらな

いまちづくりを進め

るために地元との意

見交換や支援等を行

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・災害に強いまちづく

りを進めるため、開

発・整備計画を見直

す方針を掲げる必要

がある。 
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宅地造成等規制法及び都市計

画法などの法令に基づき、安全

性に配慮した指導を行い、事業

を許可していきます。  

⑤自然災害回避（アボイド）行政

の推進 

自然災害の発生する危険性が

高い土地についての情報を的確

に市民に伝え、市民と行政が協

力して自然災害を回避した安全

な土地利用を促進します。 

⑥市街地の開発・整備 

大船拠点や深沢拠点等におい

て市街地整備・開発事業により

災害に強いまちづくりを進める

と共に、その他、防災上再開発

等が必要と考えられる地区にお

いても、各種事業手法による整

備を促進していきます。 

実施してい

る。 

（△） 

（-a,-d） 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

（○） 
 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

（○） 
 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

「鎌倉市深

沢地区まち

づくりガイ

ドライン」

において、

JR 東日本

東海道本線

新駅からつ

ながるまち

の顔とし

て、まちの

魅力発信、

賑わい形成

の原動力と

なる街区を

目指すこと

としていま

す。 

・土地区画整理事

業の事業計画認

可を受けた。 

（+D） 

 

・防災拠点となるまち 

・災害に強いまち 

・安心して暮らせるまち 

・脱炭素のまち 

・深沢地区の土地区画

整理事業を都市計画

決定し、事業を着実

に進めていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も引き続き、深

沢のまちづくりを進

めていく方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

（○） 
 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

（○） 
 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

（○） 
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開発審査課 

引き続き(旧)宅

地造成等規制法

及び都市計画法

など関連法令に

基づき、安全性

に配慮した指導

を行っていく。 

（○） 

継続 

(旧)宅地造成等

規制法及び都市

計画法など関連

法令に基づき指

導等行ってい

く。なお、(旧)

宅地造成等規制

法は、令和 5 年

(2023 年 76)5 月

26 日に新法であ

る宅地造成及び

特定盛土等規制

法へ改正され、

２年の経過措置

を経て令和７年

度から施行され

ることになる。 

（+D） 

(旧)宅地造成

等規制法は、

令和 5 年

(2023 年)5 月

26 日に新法で

ある宅地造成

及び特定盛土

等規制法へ改

正され、2 年

の経過措置を

経て令和７年

度から施行さ

れるため、今

後は、新法の

周知等を行う

必要がある。 

（+e） 

令和 7 年度から宅地造

成及び特定盛土等規制

法を運用することとな

る。 

・宅地の安全性につい

て、関係法令に基づ

き、市民や事業者へ

安全性に配慮した指

導を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も造成地の災害

防止の取組方針を掲

げることが必要であ

る。 

道路課 

所管事業なし 

・緊急輸送道路

等の整備、県

への要望 

継続 厳しい財政状況 
大災害等の備

えの意識醸成 
  

みどり公園

課 

・平成 27 年

（2015 年）4

月に岩瀬下関

防災公園を供

用開始。 

（○） 

・防災公

園の供

用開始

を行っ

た。 

・防災公園街区

整備事業の手

法をとること

で、地権者の

要望等にも合

わせて整備を

行うことがで

きた。 

（+E） 

・地権者から

の早期一括

取得要望も

あり、検討

の結果、防

災公園街区

整備事業で

整備を行う

こととなっ

た。 

（+c） 

 

・岩瀬下関防災公園の

供用開始を行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も防災公園の整

備等を推進していく

方針を掲げることが

必要である。 
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下水道河川

課 

①引き続き、新

規の下水道管

渠等の整備に

ついては、耐

震化に配慮し

た工事を検討

する。 

（△） 

②引き続き地震

時の大規模災

害時において

も、緊急輸送

路の機能を確

保することを

目的として、

管路施設のマ

ンホール浮上

抑制対策及び

管渠とマンホ

ールの接続部

の耐震化を検

討する。 

（△） 

継続 

②都市計画の目

標の実現に向

け、「鎌倉市

下水道総合地

震対策計

画」、「鎌倉

市下水道総合

地震対策計画

（第Ⅱ期）」

に基づき遂行

していく。 

（+D） 

②未対策箇所

について

は、既存マ

ンホールを

生かした施

工が不可能

なため、他

に施工可能

な工法を検

討し、緊急

輸送路とし

ての機能の

完全確保を

目指してい

く。 

（-f） 

特になし 

・下水道やマンホール

等の耐震化の検討を

行っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も地震防災の観

点から下水道の整備

の取組方針を掲げる

ことが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)歴史的遺産と自然環境の保全  

歴史的遺産と自然環境の保全

を図りつつ、安全な都市空間の

確保に努めます。  

歴史的風土保存区域をはじ

め、重要な歴史文化資源と結び

ついた緑は、延焼防止機能を有

することから、その保全に努め

ます。 

みどり公園

課 

・民有緑地維持

管理助成制度

を創設し（令

和 3 年度）、

土地の所有者

等が行う緑地

の維持管理作

業へ助成を行

っている。 

（○） 

・助成の

対象と

なる森

林を森

林法 2

条に基

づく森

林とす

ること

で、広

域に渡

って樹

林地

（緑

地）の

管理が

進んで

いる。 

・本市におい

て、森林環境

譲与税の使途

を検討した結

果、主に森林

整備の推進に

活用すること

とした。 

（+A） 

・令和元年の

台風で倒木

や土砂崩れ

が相次ぎ、

激甚化する

台風等の気

象災害への

備えとし

て、公有林

だけでなく

民有林にお

いての維持

管理の必要

性が重要視

されるよう

になった。 

（+a） 

 

・温室効果ガ

ス排出削減

目標の達成

や、災害防

止を図るた

めの森林整

備等に必要

な財源を安

定的に確保

するため、

国が新しい

税制度（森

林環境税）

を創設し

た。 

（+a） 

 

・緑地の維持管理につ

いて、市民等への助

成を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も自然環境の保

全の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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都市景観課 

古都保存法及び

鎌倉市風致地区

条例の運用によ

り、歴史的風土

の保存及び都市

の風致の維持を

図った。 

（○） 

緑地と一

体となっ

た歴史的

風土の保

存につい

て、周知

を図っ

た。 

普及啓発事業の

取組み 

（+E） 

継続的な市民

活動 

（+d,e） 

 

・古都保存法及び鎌倉

市風致地区条例の運

用により、山林や市

街地の緑の保全を図

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も自然環境の保

全の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(４)公園、緑地等の防災空間の確

保  

①都市の安全性を高める緑地の保

全、創造  

減災の観点から、市街地を分

節して輻射熱を軽減させ、延焼

を防止する緑地の保全・創造を

図ります。  

避難所（ミニ防災拠点＊）や

避難場所となる学校校庭や都市

公園等での、防災・減災機能を

向上させる緑化を推進します。  

②都市公園の計画的整備  

防災公園街区整備事業等を活

用し、防災機能を備えた公園の

整備を行います。  

③市街地の安全性を高める緑やオ

ープンスペースのネットワーク

形成  

自然災害に伴う市街地火災時

に、輻射熱を軽減させ、延焼を

防止する、災害時の安全な避難

につながる緑やオープンスペー

ス＊を創造し、都市の安全性を

向上させる緑及びオープンスペ

ースのネットワークの形成に努

めます。 

みどり公園

課 

・特別緑地保全

地区を指定し

た。（上町屋

特別緑地保全

地区：平成 30

年 6 月 15 日 

約 0.6ha） 

（○） 

 

・特別緑地保全

地区の指定の

手続中（植木

特別緑地保全

地区：約

0.3ha） 

（○） 

 

・市民などによ

る接道部の緑

化について、

申請に基づき

補助金を交付

した。（約

1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロッ

ク塀等を除却

し、接道緑化

をする場合の

補助率を段階

的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4

月 1 日） 

・都市に

おける

良好な

自然環

境とな

る緑地

の現状

凍結的

な保全

が図ら

れた。 

 

・市民な

どによ

る接道

部の生

垣や樹

木の植

栽等に

よる緑

化を支

援し、

緑豊か

なまち

並み景

観を創

出して

いる。 

 

・防災公

園の供

用開始

を行っ

た。 

・緑地保全に係

る法制度を活

用して、緑地

の適切な保全

が図られた。 

（+D） 

 

・住宅や住宅地

内の緑化の維

持や緑の創出

に対し、適正

な支援と誘導

が行われてい

る。 

（+D） 

 

・防災公園街区

整備事業の手

法をとること

で、地権者の

要望等にも合

わせて整備を

行うことがで

きた。 

（+E） 

・緑地の保全

に対する市

民等の意識

の向上に寄

与してい

る。 

（+d） 

 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

する市民等

の意識の向

上に寄与し

ている。 

（+d） 

 

・地権者から

の早期一括

取得要望も

あり、検討

の結果、防

災公園街区

整備事業で

整備を行う

こととなっ

た。 

（+c） 

 

・特別緑地保全地区の

指定や緑化への助

成、防災公園の供用

開始等を行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も都市の安全性

を高める緑の保全・

創造の取組方針を掲

げることが必要であ

る。 
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（○） 

 

・平成 27 年

（2015 年）4

月に岩瀬下関

防災公園を供

用開始。 

（○） 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(５)交通環境の整備  

①道路の整備 

ア.道路の整備  

災害時の緊急物資の輸送、救

助・救急、消火等の災害活動を

迅速かつ円滑に実施するため、

防災拠点へのアクセス強化や、

市街地と高速道路のアクセス強

化等に必要な道路ネットワーク

整備を、国や県と一体となって

進めます。また、狭あいな道路

の拡幅や老朽化が進む橋りょう

及び道路施設の計画的な修繕

等、安全な生活道路の整備を進

めます。  

イ.電線類の地下埋設化  

ライフライン機能の確保と併

せ、避難路の確保及び救護活動

の円滑化のため、関係事業者と

協力し電線類の地中化を促進し

ます。  

ウ.う回路の整備  

災害時において道路が被害を

受けた際、その早期復旧が困難

で交通に支障をきたす場合に対

処するため、重要な道路に連絡

するう回路をあらかじめ調査

し、緊急時に備えます。  

道路課 

平成 27 年度から

令和 5 年度にか

けて、生活道路

等において、道

路維持修繕工事

を実施した。 

また、平成 27 年

度から令和 5 年

度にかけて、36

橋の橋りょう修

繕工事を実施し

た。 

（○） 

老朽化が

進む橋り

ょうや安

全な生活

道路の整

備を行え

た。 

橋梁長寿命化修

繕計画に基づ

き、修繕を実施

している。 

（+D） 

工事の実施に

あたり、地元

の理解が得ら

れた。 

（+d） 

 

・道路や橋りょうの修

繕工事を計画的に実

施していることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も安全な生活道

路の整備の取組方針

を掲げることが必要

である。 
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②橋りょうの整備  

既設の橋りょうは、橋梁長寿

命化修繕計画を策定し、併せて

耐震化を図り、不測の災害に備

えていきます。  

③災害に備えた道路交通環境の整

備  

本市の地理的条件から、災害

時における道路交通の確保は極

めて重要であり、ハード・ソフ

ト両面からの交通環境の整備を

推進します。  

・交通安全施設の補強等による耐

震性の向上  

・災害発生時の適切な交通規制  

・災害発生時における放置車両等

の排除措置  

・災害発生時における情報提供の

充実  

・災害に備えた安全の確保  

④公共交通機能の向上策の検討  

東日本大震災では、災害時、

自動車に過度に依存している状

況への対応の脆弱さが、課題と

して露呈しました。  

本市では、地形的な制約等か

ら短期的な道路整備は困難であ

ること、慢性的に混雑した状況

となっていることから、平常時

から自動車利用の抑制を前提と

した上で、自家用車に代わる交

通機能としての鉄道、モノレー

都市計画課

（交通） 

神奈川県鉄道輸

送力増強促進会

議において、鉄

道事業に対し

「輸送力増強」

及び「利便性向

上」に係る要望

活動を行ってい

る。 

〇 

従来型タクシー

より乗降が容易

なユニバーサル

デザインタクシ

ーの導入の促進

を図るため、生

活交通改善事業

計画（バリアフ

リー化設備等整

備事業）の策定

を行った。 

 

将来の鎌倉市の

都市像にあわせ

た、総合的な交

通政策の基本方

針を定めた「鎌

倉市交通マスタ

ープラン」の全

面的な改定及び

地域旅客運送サ

ービスの持続可

能な提供の確保

を実現するた

め、地域公共交

通の活性化及び

継続 

市民の鉄道利用

における安全性

の確保はもとよ

り、速達性や利

便性の向上を図

るため、引き続

き神奈川県鉄道

輸送力増強促進

会議において要

望活動を行って

いる。 

 

交通マスタープ

ラン改定及び地

域公共交通計画

策定作業を行

う。 

国で策定した

移動円滑化の

促進に関する

基本方針にお

いて、令和７

年度までに約

90,000 台のユ

ニバーサルデ

ザインタクシ

ーの導入が示

されている。 

都市マスタープラン及

び交通マスタープラン

の策定以降、交通を取

り巻く環境や社会情勢

は日々変化しており、

実態に併せた計画が求

められている。 
公共交通の利用環境の

充実については、令和

６年度から着手する地

域公共交通計画の中で

整理する。 

未評価 

 

・鉄道事業者への輸送

力増強等に係る要望

や、鎌倉市交通マス

タープラン等の改定

に向けた検討を行っ

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も交通環境の整

備に向けた取組方針

を掲げることが必要

である。 
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ル、バス、タクシーの活用など

の調査・研究を進めます。 

再生に関する法

律に基づく、

「地域公共交通

計画」を進めて

いる。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(６)ライフライン等の安全対策  

電気、ガス、上下水道等のラ

イフラインについては、災害時

においても機能を確保できるよ

う、各事業者と協力し、施設の

多重化や代替設備の整備、主要

設備の耐震化や液状化対策等を

進め、施設の安全性のより一層

の向上に努めます。  

また、災害時の飲料水や生活

用水を確保するため、井戸水の

活用を図ります。  

情報、通信システムの安全確

保についても取り組みます。 

総合防災課 

ライフライン事

業者とは、防災

会議や訓練等を

通じて災害への

対策を共有して

いる。 

災害時の飲料水

や生活用水につ

いては、毎年度

災害時に利用で

きる井戸を検査

し、公開してい

る。 

情報、通信シス

テムの安全確保

については、災

害時に市民や観

光客が情報を取

得できるよう、

公衆無線ＬＡＮ

システムを導入

している。 

（◎） 

現在の取

組を継続

する。 

ライフライン等

の安全対策は必

要不可欠である

ため、引き続

き、多重化の観

点から取り組ん

でいく。 

（+E） 

井戸の提供に

ついては、市

民からの新規

申し出が一定

数ある。 

（+c） 

 

・ライフライン事業者

との災害対策の共有

や、災害時に利用で

きる井戸の公開等を

行っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後もライフライン

等の安全対策の取組

方針を掲げることが

必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(７)危険物施設等の安全対策  

火災爆発や流出事故等を防止

するため、危険物施設等の現状

を把握し、関係法令等に基づく

安全確保対策を推進します。 

総合防災課 所管事業なし    

危険物製造所について

は予防課がとりまとめ

ている 

評価対象外 

 
 

  



７ 都市防災の方針 
 

221 
 

3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(８)建築物の安全確保対策  

①既存建築物の耐震対策  

「鎌倉市耐震改修促進計画」

（平成 27 年９月改定）に基づ

き、地震防災上重要となる建築

物の耐震性向上に努めると共

に、一般建築物の耐震性促進の

ための指導や啓発を行います。  

 

②ブロック塀、石垣等の対策  

ブロック塀、石垣等について

は、災害時において道路をふさ

がないように、生け垣等への変

更を促進します。  

 

③落下物対策  

建築物の外壁、タイル、窓ガ

ラス及び看板等の落下する危険

のある物について、実態調査と

改善指導を強化します。 

建築指導課 

①鎌倉市耐震改

修促進計画

は、令和 3 年

3 月、令和 4

年 3 月及び令

和 5 年 3 月に

改定した。建

築物の耐震化

を計画的に促

進するため、

さまざまな施

策を展開して

いる。 

（◎） 

※地震防災上重

要となる建築

物の耐震性向

上についての

所管は公的不

動産活用課 

 

②危険ブロック

塀等の除却及

び除却後のフ

ェンスの設置

の補助を行っ

た。 

（○） 

※生垣等の補助

についての所

管はみどり公

園課 

 

③落下物対策に

継続 

長期的な視点で

運用していく必

要がある。 

（+D） 

引き続き、耐

震施策等の周

知を行う必要

がある。 

（+d） 

鎌倉市耐震改修促進計

画においては、建築物

の耐震化の他にさまざ

まな施策を展開してい

るため、落下物対策の

み記載する必要はない

と考える。 

・「鎌倉市耐震改修促

進計画」に基づき、

建築物の耐震化を促

進するための様々な

施策を展開している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も建築物の安全

確保対策の取組方針

を掲げることが必要

である。 
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ついては、引

き続き、建築

物の所有者等

に対して適正

な維持管理の

啓発を行う。 

（○） 

公的不動産

活用課 

（例） 

鎌倉市耐震改修

促進計画（令和

5 年(2023 年)3

月改定）に基づ

き公共建築物に

ついても耐震化

を進めている。 

     

みどり公園

課 

（例） 

市民などによる

接道部の緑化に

ついて、申請に

基づき補助金を

交付した。（約

1.1 ㎞、96 件） 

また、ブロック

塀等を除却し、

接道緑化をする

場合の補助率を

段階的に 9/10 に

引き上げた。

（令和 3 年 4 月

1 日） 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

(９)住宅対策  

古い木造住宅が密集している

地域や道路、都市基盤未整備の

地区、老朽化したマンションな

どについては、災害に対処する

ため、住環境の改善を促進する

と共に、住宅等の改善補強・建

替えの推進方策を検討します。 

都市整備総

務課 

平成 29 年 3 月改

定「第３次住宅

マスタープラ

ン」で、都市防

災の推進、住環

境の環境改善を

継続の取組とし

て示している。 

（○） 

継続 

目標の実現に向

けて、長期的な

視点で運用して

いく必要があ

る。 

（+D） 

  

・「第 3 次住宅マスタ

ープラン」におい

て、都市防災の推進

等を継続の取組とし

て示していること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後、災害予防対策

の具体的な取組方針

を掲げることが必要

である。 

 

市街地整備

課 

再開発事業に係

るものについて

は進捗無し。 

（△） 

   変更希望無し。 

・大船駅周辺の再開発

事業は進捗がないた

め、計画の見直しを

含めた検討が必要と

考えられる。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

２）避難、援助体制の強化  

(１)避難場所の確保及び整備  

①集合場所  

被災時の避難については、ま

ず、自主防災組織が定めた「集

合場所」に一時的に避難し、そ

の後集団で「避難所（ミニ防災

拠点＊）」に避難します。さら

に、必要に応じて「広域避難場

所」に避難します。  

②避難所（ミニ防災拠点）  

市立小・中学校のミニ防災拠

点＊では、災害時の電源の多様

化を図るため、太陽光などの再

生可能エネルギー＊の活用等を継

続します。  

③その他の避難所  

協定などに基づき、災害時の

状況により、一時滞在施設（帰

宅困難者用）、二次避難所、福祉

避難所を開設します。 

総合防災課 

左記「３．具体

的な方針」に沿

って運用してい

る。 

（○） 

現在の取

組を継続

する。 

避難所の体制整

備を継続して行

う。 

（+E） 

避難所運営等

について、自

主防災組織と

連携し、訓練

等を実 

施する。 

（+c） 

避難所となる市立小中

学校の再生可能エネル

ギーの課活用等につい

ては、学校施 

設課所管と思われる。 

「③その他の避難所」

のうち、二次避難所と

して周知している施設

はないため、この記述

を削除していただきた

い。 

・「具体的な方針」に

沿った避難所の運用

ができており、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も避難場所の確

保及び整備の取組方

針を掲げることが必

要である。 

・二次避難所の記載に

ついては見直しが必

要である。 

学校施設課 

（例） 

下記施設に対し

て太陽光発電設

備を導入 

（第二中学校） 

（深沢中学校） 

（大船中学校） 

中学校 3

校（第二

中学校＝

3.3kw、深

沢中学校

＝10kw、

大船中学

校＝ 

37.8kw）

におい

て、太陽

光発電設

備を導入

してい

る。 

その他の

学校は、

校舎改修

等の際に

導入を検

討する。 

公共施設への再

生可能エネルギ

ー等率先導入が

鎌倉市エネルギ

ー基本計画で、

リーディングプ

ロジェクトへ位

置づけられたこ

と 

社会情勢の変

化等 
 評価未対象 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)帰宅困難者対策  

①一斉帰宅者の発生の抑制  

市内の企業や学校等に対し

て、従業員・生徒のほか、観光

客等について、一斉帰宅の抑制

及び一時収用を図るよう要請し

ます。  

②帰宅困難者への支援対策  

帰宅困難者が一時的に滞在す

る避難場所を指定すると共に、

鉄道事業者、警察署、事業所や

自主防災組織等と協力して帰宅

困難者の誘導体制を構築しま

す。 

総合防災課 

帰宅困難者用の

一次滞在施設の

提供に関する協

定を民間施設と

締結し、一時滞

在施設を確保し

た。（安国論寺

など） 

また、鉄道事業

者や警察等と帰

宅困難者対策の

ための図上訓練

を実施した。 

（◎） 

一次滞在

施設の確

保や訓練

の実施に

ついて

は、帰宅

困難者対

策に寄与

すること

から、現

在の取組

みを継続

する。 

帰宅困難者対策

については、広

域的な対応が必

要であるため、

引き続き神奈川

県や近隣自治

体、鉄道事業

者、警察等を連

携していく。 

（+E） 

左記連携にあ

たり調整を図

る。 

（+d） 

 

・帰宅困難者用の一次

滞在施設の確保や鉄

道事業者等との帰宅

困難者対策のための

図上訓練等を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も帰宅困難者対

策の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)緊急輸送道路等の確保  

①緊急道路の確保  

災害により孤立化が予想され

る地域については、道路、橋り

ょうの補強強化を最優先課題と

し、孤立化予想地域へのアクセ

ス道路やう回路の整備に努め、

交通手段が迅速に確保できるよ

うに努めます。  

また、県が指定している緊急

輸送道路＊を補完するものとし

て、浸水予測や、災害予測を考

慮した上 で、必要に応じた緊急

輸送道路を指定していきます。  

②海上輸送路の確保  

県が指定している湘南港のほ

か、小型船舶が接岸する腰越漁

港の活用について検討します。  

③ヘリコプターの臨時離着陸場の

整備  

現在 17 箇所を指定していま

すが、ヘリコプターの臨時離着

陸が可能なオープンスペース＊

の確保を積極的に進めます（大

型ヘリコプターへの対応を含

む）。また、緊急医療を要する被

災者の受け入れ病院にアクセス

できるよう、ヘリコプター臨時

離着陸場の確保に努めます。 

総合防災課 
取組なし 

（●） 
現状維持 

緊急輸送道路は

事前指定済で、

ヘリコプターの

臨時離着陸場は

充足していると

考えている。 

（+F） 

  

・地域防災計画に基づ

き、緊急輸送道路の

指定やヘリコプター

の臨時離着陸場の整

備は完了していると

考えられる。 

・その他、海上輸送路

の確保等の取組につ

いては、方針の検討

が必要である。 

みどり公園

課 

・現在まで、笛

田公園及び鎌

倉海浜公園坂

ノ下地区（未

供用地域）に

ヘリコプター

の臨時離着陸

場があります

が、新たな確

保について取

り組みはな

い。 
（●） 

・笛田公

園は、

消防等

や指定

管理者

と連携

しなが

ら、緊

急時に

使用さ

れてい

る。 

・指定管理者

に、協力を仰

ぎ、離発着の

際に公園利用

者を退避させ

る等、対応を

行っている。 

（+E） 

－ － 

・ヘリコプター臨時離

着陸場は現時点で充

足しており、指定管

理者等と連携して運

用されていることか

ら、方針の見直しが

必要と考えられる。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(４)防災倉庫及び救援物資ターミナ

ルの整備  

現在、市の公共施設や小・中

学校などに、コンテナ型防災倉

庫や防災備蓄庫を設置していま

すが、防災倉庫等の設置につい

て計画的な推進を図ります。さ

らに、太陽光など再生可能エネ

ルギー＊を活 用した、自立電源

の確保を検討します。  

また、救援物資ターミナルを

設置して、被災地や避難所への

的確かつ迅速な供給体制を確保

します。 

総合防災課 

コンテナ型の防

災備蓄倉庫には

ソーラーパネル

を設置し、自立

電源を確保して

いる。 

また、平成 27 年

度以前から災害

時の物資の受け

入れや輸送に関

する協定を民間

事業者と締結し

ており、供給体

制の整備を図っ

ている。 

（○） 

小中学校

の備蓄倉

庫につい

ては、引

き続き設

置場所な

どを検討

していく

必要があ

る。 

学校整備計画と

の連携・整合を

図る必要があ

る。 

（±D） 

避難所を運営

する各自主防

災組織との調

整を要する。 

（±d） 

 

・災害時の自立電源の

確保や民間事業者と

協力した供給体制の

整備等を行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も避難所等への

供給体制の整備の取

方針を掲げることが

必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(５)災害時の情報伝達の実施  

災害が発生した場合における

避難誘導等緊急的な内容を、防

災行政無線や情報通信技術（Ｉ

ＣＴ＊） の活用など多様な情報

伝達手段を活用し、速やかに行

います。  

観光情報と防災情報を兼ねた

案内板の設置など案内システム

の整備を図ります。 

総合防災課 

災害時の情報伝

達については、

防災行政用無線

や防災ラジオ、

防災・安全情報

メール、LINE な

ど多様な手段に

より、伝達して

いる。 

また、神奈川県

内自治体等間で

の通信網や、災

害情報管理シス

テムを活用し情

報伝達を行って

いる。 

案内システムの

整備について

は、観光情報と

防災情報を兼ね

た誘導標識を設

置している。 

（◎） 

現在の取

組を継続

する。 

観光所管課など

庁内関係部局と

引き続き連携

し、情報伝達を

行っていく。 

（+E） 

情報通信技術

の活用につい

ては、国・

県・他自治体

の動向を注視

し、検討す

る。 

（+a） 

 

・災害時に多様な情報

伝達手段を活用し、

情報伝達を行うとと

もに、案内システム

の整備を図っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も新たな通信技

術の活用等、情報伝

達の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 

観光課 

観光課 

所管事業なし 

（総合防災

課：観光情報

と防災情報を

兼ねた案内板

の設置） 

    評価対象外 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(６)避難計画の策定  

①市民が主体となった地域避難計

画の策定  

東日本大震災の被害を目の当

たりにし、津波から命を守るた

めに自分たちでできることから

始めようという機運が高まり、

津波避難地図を作成する地域が

ありました。  

津波避難に限らず、今後は、

地域住民・企業・ＮＰＯ＊等と

市・関係機関が協力して避難計

画、防災・減災対策を検討する

など、地域のまちづくりに関す

る協議会の設立を目指します。  

②地域の防災・減災まちづくりの

推進  

地域における避難計画の検討

を契機として、散策路の整備

（日常的には健康づくりの場と

なり、非常時には避難路となる

等）や一人暮らし高齢者への対

応、土地利用のあり方なども含

めて地域全体の防災・減災力の

向上を図り、災害への備えを強

化します。  

また、本市でも、横断的な庁

内体制を構築し、地域防災計

画、都市計画、交通計画等の計

都市計画課 

・令和４年３月

に策定した都

市再生特別措

置法に基づく

立地適正化計

画において、

主に居住誘導

区域内で行う

防災対策・安

全確保策を定

め、居住や都

市機能の誘導

を図るうえで

必要となる都

市の防災の機

能確保に関す

る防災指針を

作成した。 

（◎） 

・策定し

た立地

適正化

計画に

つい

て、窓

口やホ

ームペ

ージ等

で周知

を図る

ととも

に、目

的や趣

旨を踏

まえた

説明・

対応を

行った 

・令和２年６月

の都市再生特

別措置法の法

改正により防

災指針の作成

が位置づけら

れた。 

（+D） 

・防災とまちづ

くりが連携し

た取組の重要

性が高まっ

た。 

（+E） 

・近年の頻

発、激甚化

する自然災

害による情

勢の変化 

（+a） 

 

・立地適正化計画にお

いて、都市の防災の

機能確保に関する防

災指針を作成してい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後、指針に基づく

具体的な避難計画の

策定等、防災・減災

まちづくりの取組方

針を掲げることが必

要である。 

都市計画課

（交通） 

将来の鎌倉市

の都市像にあ

わせた、総合

的な交通政策

の基本方針を

定めた「鎌倉

市交通マスタ

ープラン」の

全面的な改定

及び地域旅客

運送サービス

の持続可能な

提供の確保を

実現するた

め、地域公共

継続 

交通マスタープ

ラン改定及び地

域公共交通計画

策定作業を行

う。 

- なし 未評価 
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画相互の有機的な連携を図り、

日常の計画行政から、関係部局

による共同の取り組みを進め、

防災・減災の観点を取り入れた

まちづくりを推進します。 

交通の活性化

及び再生に関

する法律に基

づく、「地域

公共交通計

画」の策定を

進めている。 

地域のつな

がり課 

（例） 

NPO を始めとし

た市民活動支

援、市民協働に

関する取り組み 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

３）津波に強いまちづくり  

(１)津波の想定に応じた対策  

①避難路、避難施設、案内板等の

整備  

津波の想定にかかわらず、津

波からの迅速かつ確実な避難を

実現するため、徒歩による高台

への避難を原則として、地域の

実情を踏まえつつ、避難場所、

避難路の確保、案内板の設置な

ど、できるだけ短時間で避難が

可能となるようなまちづくりを

目指します。  

地理的条件や土地利用の実態

など、地域の状況により、この

ような対応が困難な地域につい

ては、津波到達時間などを考慮

して、民間施設の活用や避難施

設の新設による避難場所の確保

などを検討します。  

②レベル１津波への対応  

最大クラスの津波（レベル 2 

津波＊）に比べて、  

津波高は低いものの発生頻度

の高い津波（レベル 1 津波＊）

に対しては、津波高に対応した

海岸保全施設＊等の整備を基本と

します。  

海岸保全施設等の計画・整備

総合防災課 

(1) 

①津波避難標識

等の案内板を

整備した。ま

た、公共施設

再整備に合わ

せて津波避難

ビルを指定し

た。（由比ガ

浜こどもセン

ター、鎌倉消

防署腰越出張

所） 

（○） 

 

② 

所管事業無し 

（▲） 

 

③ 

「①」に加

え、津波避難

訓練を実施

し、防災意識

の向上を図っ

た。 

（○） 

現在の取

組を継続

するとと

もに、津

波避難ビ

ルの確保

の方策等

について

引き続き

検討を要

する。 

津波避難標識等

の案内板を引き

続き整備・更新

する。 

また、津波避難

ビルの指定や避

難路整備も随時

行う。 

津波浸水想定区

域外への居住誘

導、建物高さの

規制緩和など引

き続き検討を要

する。 

（±E） 

左記事業実施

のため、住民

等の調整を継

続して行う必

要がある。 

（±c,d） 

津波避難困難区域や津

波浸水想定区域外への

居住誘導や建物高さ規

制緩和等について、全

庁的に検討していく必

要がある。 

・津波避難標識等の案

内板の設置や津波避

難ビルの指定等を行

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も想定に応じた

建物高さ規制緩和等

の検討等の未着手事

項を含めた津波対策

の取組方針を掲げる

ことが必要である。 

・海岸保全施設の計画

的整備を県への要請

に当たっての検討を

方針として掲げる必

要がある。 
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については、県が行うことにな

っていますが、人命保護に加

え、住民財産の保護、地域の経

済活動の安定化、効率的な生産

拠点の確保の観点から、地域特

性を考慮しながら、国道 134 

号道路護岸の補強や、老朽化し

た海岸保全施設の改修、及び海

抜の低い地域への防潮堤や防潮

扉等の海岸保全施設の整備を検

討します。  

市民や海浜利用者の安全確保

を第一に考えて、住民合意に配

慮しながら、地域の地勢、景

観、利用実態に合わせた海岸保

全施設の計画的整備を県に要請

していきます。  

 

③レベル２津波への対応  

最大クラスの津波（レベル 2 
津波＊）に対しては、 海岸保全

施設＊等の整備で対応できる規

模では無い ことから、住民等の

生命を守ることを最優先とし

て、住民等の避難を軸に、その

ための住民の防災意識の 向上

や、津波一時避難施設や避難路

の整備・確保な どの警戒避難体

制の整備等の対策を講じること

を 基本としますが、新たな津波

想定（平成 27 年 2 月県公表）

を踏まえて今後精査を図りま

す。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)沿岸部における土地利用  

①現行の土地利用の維持  

発生頻度が比較的高い津波

（レベル 1 津波＊）に対して

は、海岸保全施設＊等の整備によ

り浸水被害の減少が期待されま

す。  

これを考慮すると共に、海と

共に発展してきた本市の地域特

性を踏まえ、浸水想定区域内の

避難の迅速化を図り、現行の土

地利用の維持を基本とします。  

②公共公益施設の再配置の検討  

公共施設、災害時要援護者に

関わる施設を新設する場合は、

できるだけ津波浸水の危険性の

低い場所に立地するよう誘導し

ます。  

浸水区域に既に立地している

公共公益施設ついては、「鎌倉

市公共施設再編計画」（平成 27 

年 3 月） 等と調整を図り、再

配置（現位置または移転）につ

いて検討します。  

現位置に残る場合は、建築物

の耐浪化、非常用電源の設置場

総合防災課 

(2) 

①所管事業無し 

 

②取組なし 

（▲） 

 

③取組なし 

（▲） 

津波避難

ビル等の

避難施設

確保のた

め、高さ

規制緩和

などにつ

いて引き

続き検討

を要す

る。 

建物高さの規制

緩和だけではな

く、開発事業に

おける手続及び

基準等に関する

条例での津波避

難ビルの位置付

けなど、幅広く

検討を要する。 

（±E） 

左記事業実施

のためには、

住民等の合意

形成が必要。 

（±c,d） 

 

・津波避難施設が必要

となる場合の施設高

さの緩和等につい

て、今後、具体的な

検討が必要と考えら

れるため、方針を掲

げることが必要であ

る。 

公的不動産

活用課 

津波浸水想定区

域に位置してい

た稲瀬川保育園

及び材木座保育

園は、由比ガ浜

保育園として別

の場所で津波避

難機能を備えた

複合施設として

整備を行った。

また、鎌倉市公

共施設再編計画

に基づき、津波

浸水想定区域内

に位置する鎌倉

消防署の移転整

備に向けた検討

などを進めてい

る。 

（○） 

継続 

津波浸水想定区

域に位置する公

共施設につい

て、引き続き、

取組みを進める

必要がある。 

（+D） 

施設の移転を

伴う場合は、

市民・利用者

の理解を得る

ことが難しい

場合があり、

取組にあたる

課題となって

いる。 

（-c,d） 

－ 

・津波浸水想定区域に

おける津波避難機能

を備えた施設の整備

や消防署の移転に向

けた検討等を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も沿岸部におけ

る津波対策の検討を

進めていく方針を掲

げることが必要であ

る。 
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所の工夫、情報通信施設の整備

や必要な物資の備蓄など、施設

の防災拠点化を図ります。  

③建物高さの検討  

現在、津波浸水区域には建物

高さの制限が指定されています

が、津波避難困難地域等におい

て津波一時避難施設が必要とな

る場合には、周辺の低層住宅地

に配慮した上で、特例的な施設

高さの基準を検討します。 

都市計画課 特になし 

引き続

き、総合

防災課等

と連携

し、津波

避難困難

地域等に

特例的な

施設高さ

の基準を

設けるか

の検討を

してい

く。 

長期的な視点で

の検討が必要で

ある。 

周辺住民等か

らは、津波一

時避難施設等

の整備の要望

がある。 

 

・津波避難施設が必要

となる場合の施設高

さの緩和等につい

て、今後、具体的な

検討が必要と考えら

れるため、方針を掲

げることが必要であ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)計画的な災害対策の推進  

①土地利用計画の作成  

上記を踏まえ、「津波防災地

域づくりに関する法律」（平成 

23 年 12 月施行）に基づく警戒

区域※の指定や「強くてしなや

かな国民生活の実現を図るため

の減災・防災等に資する国土強

靱基本法」（平成 25 年 11 月

施行）等の制度を活用するなど

により、市民合意を得ながら、

沿岸部における土地利用につい

て具体的に検討します。  

※警戒区域には、3 つの区域がありま

す。  

・津波災害警戒区域（イエローゾー

ン）：津波による人的災害を防止する

ために警戒避難体制を整備する区域。  

・津波災害特別警戒区域（オレンジゾー

ン）：生命・身体に著しい危害が生じ

るおそれがあり、一定の建築行為・開

発行為を制限する区域（社会福祉施

設、病院、学校等）。  

・条例による区域（レッドゾーン）：津

波災害特別警戒区域のうち、住宅等の

建築行為・開発行為を市の条例により

規制の対象に追加する区域。  

（平成 27 年 9 月時点では、指定区

都市計画課 

・令和 4 年 

立地適正化計

画策定 

立地適正化計

画及び防災指

針の策定によ

り、人口減少

や、高齢化に

対応するとと

もに、防災・

減災による安

全・安心の確

保等、土地利

用の誘導等に

より、様々な

課題の解決を

図っていく。 

（◎） 

・令和 4 年 3 月

に策定した都

市再生特別措

置法に基づく

立地適正化計

画において、

近年の頻発、

激甚化する自

然災害に対応

し、安全なま

ちづくり推進

のための防災

指針を作成し

た 

（◎） 

・令和４

年 

立地適

正化計

画策定

し、策

定した

立地適

正化計

画につ

いて、

窓口や

ホーム

ページ

等で周

知を図

るとと

もに、

目的や

趣旨を

踏まえ

た説

明・対

応を行

った 

・令和 2 年 6 月

の都市再生特

別措置法の法

改正により防

災指針の作成

が位置づけら

れた 

（+D） 

 

立地適正化計画及び防

災指針の策定により、

人口減少や、高齢化に

対応するとともに、防

災・減災による安全・

安心の確保等、土地利

用の誘導等により、

様々な課題の解決を図

っていく。 

・立地適正化計画及び

防災指針を策定し、

土地利用の誘導や防

災・減災に資する取

組を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も計画や指針に

基づき、具体的な災

害対策の取組方針を

掲げることが必要で

ある。 
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域はありません）  

②応急対策を踏まえた復興計画の

検討  

被災後の応急対策を迅速に行

うために、様々な被災状況に応

じた応急仮設住宅の必要戸数の

算出や整備用地等について、災

害前に検討します。  

応急仮設住宅の整備計画を踏

まえ、本格復旧・復興の基本計

画について検討します。 

都市整備総

務課 

平成 29 年 3 月改

定「第 3 次住宅

マスタープラ

ン」で、円滑な

仮設住宅供給等

への準備を新規

の取組として示

している。 

（○） 

継続 

目標の実現に向

けて、長期的な

視点で運用して

いく必要があ

る。 

（+D） 

  

・「第 3 次マスタープ

ラン」において仮設

住宅供給等への準備

を取組として示して

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後、応急対策を踏

まえた復興計画の検

討を進めていく方針

を掲げることが必要

である。 

総合防災課 
取組なし 

（△） 

津波災害

警戒区

域・津波

災害特別

警戒区域

について

は県が指

定してい

るが、本

市は未指

定であ

る。 

応急仮設

住宅につ

いても、

県が応急

仮設住宅

の供給マ

ニュアル

を定めて

いる。 

県の意向等を踏

まえ施策を実施

していく必要が

ある。 

（-E） 

市民等に対

し、津波災害

警戒区域等の

概要を広く周

知する必要が

ある。 

（-c、d） 

 

・県が指定する津波災

害警戒区域等の概要

を広く周知する等、

県と連携した災害対

策の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

１）介護予防・健康づくりを推進

するまちづくり 

高齢者の健康寿命を伸ばし、

生活の質を高めるために、地域

資源の掘り起こしや環境整備を行

い、高齢者が介護予防活動等に

気軽に参加することができる機

会や場を身近に作り出すこと

や、外出が容易になる環境整備

を推進します。 
(１)多目的地域集会施設（コミュニテ

ィ施設）等の交流・社会参加の場、

人が集う場の整備 

地域の様々な人々が集うこと

のできるふれあいの場や交流の

場の整備を進め、社会参加の促

地域のつな

がり課 

自治会・町内会

が所有する公会

堂等の新築や改

修に対して補助

金を交付してい

るが、交付に際

して、公会堂等

を広く一般の人

にも貸し出し、

コミュニティ醸

成の場としても

らうことを条件

としている。 

（◎） 

継続 

毎年度、自治

会・町内会の要

望に応えて改修

等に補助を行っ

ており、引き続

き補助金の予算

の確保をしてい

く必要がある。 

（+B） 

毎年度、自治

会・町内会の

要望に応えて

改修等に補助

を行ってお

り、引き続き

補助金の予算

の確保をして

いく必要があ

る。 

（+c） 

補助金の目的が「介護

予防・健康づくりを推

進するまちづくり」で

はないため、その点は

留意する必要がある。 

・地域の公会堂等の新

築や改修に対し、補

助金を交付している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も地域コミュニ

ティ形成を支援する

取組方針を掲げるこ

とが必要である。 

都市整備総

務課 

平成 29 年 3 月

策定「第 3 次住

宅マスタープラ

ン」で多世代交

流による地域コ

ミュニティの形

成を継続の取組

として示してい

る。 

（△） 

継続    

「第 3 次住宅マスタ

ープラン」で多世代

交流による地域コミ

ュニティの形成を取

組として示している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後、具体的な取組

方針を掲げることが

必要である。 



８ 健康福祉のまちづくりの方針 
 

238 
 

進を図ると共に、地域の防災や

地域福祉の基盤となるコミュニ

ティの育成と、安心して生活で

きるまちづくりを推進します。 
高齢者や障害者が地域社会で

孤立しないように、誰もが気軽

に集えたり、市民活動の拠点と

なる多 目的地域集会施設（コミ

ュニティ施設）等につい て、さ

まざまな資源を活用し、整備・

充実を図り ます。 
既存の広場等の利用状況を踏

まえ、子どもや高齢者、障害者

が気軽に利用できる広場、公

園、散歩道などを身近な地域に

再整備し、地域のニーズに合っ

たふれあいの場づくりを目指し

ます。 
【例】 
・自治・町内会館、公民館の活用 
・空き家・空き店舗、空き地の活

用 
・中高層共同住宅の開発や一定規

模以上の団地開発に伴う多目的

地域集会施設やポケットパーク＊

高齢者いき

いき課 

①老人福祉セン

ターでの講座

や多世代交流

の実施 

②地域包括支援

センターによ

る介護予防教

室の開催 

（◎） 

①各老人

福祉セ

ンター

におい

て、毎

月多世

代交流

講座を

実施し

た。 

②介護予

防教室

を開催

し、介

護予

防・健

康づく

りをテ

ーマと

した地

域の通

える場

を提供

した。 

①指定管理者が

企画運営を行

い、アンケー

トを実施した

ことで、ニー

ズを把握する

ことができ

た。 

②事業の実施を

委託すること

で地域包括支

援センター自

らが地域の実

情に合わせた

介護予防教室

を実施でき

た。 

（+F） 

①テーマに関

心をもつ多

世代が交流

するなか

で、新たな

つながりが

生まれた。 

②健康づくり

や介護予防

に関心の高

い住民を中

心に参加し

てくれた。 

（+f） 

- 

・交流講座の実施や教

介護予防教室の開催

により、多世代が交

流するふれあいの場

づくりを行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も地域コミュニ

ティ形成を支援する

取組方針を掲げるこ

とが必要である。 

みどり公園

課 

・インクルーシ

ブ広場の整備

（令和 6 年

（2024 年）2

月 27 日（火

曜日）リニュ

ーアルオープ

ン） 

（◎） 

・誰もが

一緒に

楽しめ

て遊べ

る公園

づくり

を目指

して、

すべて

の人が

楽しめ

る遊具

（イン

- 

・候補地の選

定や遊具の

種類など、

誰もが一緒

に楽しめて

遊べる公園

となるよ

う、アンケ

ートを実施

するなど、

市民の意見

を取り入れ

ながら実施

 

・すべての人が楽しめ

るインクルーシブ広

場の整備を行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も市民の意見を

取り入れながら、公

園等の整備を行って

いく方針を掲げるこ

とが必要である。 
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の整備等 クルー

シブ遊

具）を

導入し

まし

た。 

することが

できた。 

（+c） 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)地域特性をいかした取り組みの

推進 

①地域包括支援センターとの連携 

地域の実情に見合った介護予

防・健康づくりを推進するため

に、地域包括支援センターと連

携を図ります。 

 
②介護予防から地域コミュニティ

の形成へ 

高齢者の介護予防・健康づく

りだけでなく、これらの活動を

契機として地域コミュニティ形

成や まちづくりにつながるよう

な取り組みを進めます。 
そのため、地域での取り組み

を支援する地元の専門家や生活

支援コーディネーター等の配置

やそのあり方について検討しま

す。 

介護保険課 

②身近な場所で

の高齢者の介

護予防・健康

づくりの取組

を推進してい

くことを目的

として自主的

に活動する団

体に対して補

助金を交付す

る（地域介護

予防活動支援

補助金及びフ

レイル予防活

動事業補助

金） 

②自治町内会や

老人会等の地

域で活動する

団体に専門職

を派遣し介護

予防・フレイ

ル予防に関す

る知識の普及

を図るととも

に自主的な活

動を支援す

る。 

（◎） 

継続 

高齢者人口がこ

れからピークを

迎えると見込ま

れていることか

ら、介護予防と

健康づくりを推

進し、住み慣れ

たまちで自分ら

しく暮らし続け

ていける支援を

していく必要が

ある。 

（+F） 

住民主体に活

動している団

体が多く、地

域コミュニテ

ィ形成の基盤

がある。 

（+c） 

 

・高齢者の介護予防・

健康づくりの活動に

対する団体への補助

金の交付や専門職の

派遣等を行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も地域の活動を

支援する取組方針を

掲げることが必要で

ある。 

高齢者いき

いき課 

①地域包括支援

センターによ

る介護予防教

室の開催 

①介護予

防教室

を開催

し、介

①介護予防教室

の実施を各地

域包括支援セ

ンターに委託

①健康づくり

や介護予防

に関心の高

い住民を中

 

・地域での介護予防の

取組を支援する地域

連携担当や生活支援

コーディネーターを
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② 

・地域包括支援

センターに地

域連携担当を

配置 

・平成 30 年か

ら生活支援コ

ーディネータ

ーを配置 

（◎） 

護予

防・健

康づく

りを推

進し

た。 

②地域包

括支援

センタ

ーの地

域連携

担当や

生活支

援コー

ディネ

ーター

を配置

し、地

域資源

の開発

や地域

連携ネ

ットワ

ークの

充実が

図られ

た。 

することで地

域の実情に合

わせた介護予

防教室を実施

できた。 

②地域包括支援

センターの地

域連携担当や

生活支援コー

ディネーター

を配置するこ

とで計画の実

現性の向上が

図られた。 

（+C） 

心に参加し

てくれた。 

②地域での困

りごとを解

決したい住

民を中心に

参加してく

れた。」

（+f） 

配置していること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も地域連携ネッ

トワークの充実を図

る取組方針を掲げる
ことが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度（2015

年）以降の具体的な

取組み及び達成状況 

担当

課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)外出のしやすい環境整備 

まちを歩くことは、健康増進

だけでなく、さまざまな交流の

機会の創出、コミュニティ活動

の促進にもつながります。その

ため、まち歩きを促す歩行者空

間の形成や公共交通の利用環境

の充実、徒歩と公共交通で移動

できる範囲の中に暮らしに必要

な機能を集積させるなど、外出

のしやすい環境を整備します 

都市計画課

（交通） 

神奈川県鉄道輸送力

増強促進会議におい

て、鉄道事業に対し

「輸送力増強」及び

「利便性向上」に係

る要望活動を行って

いる。 

 

従来型タクシーより

乗降が容易なユニバ

ーサルデザインタク

シーの導入の促進を

図るため、生活交通

改善事業計画（バリ

アフリー化設備等整

備事業）の策定を行

った。 

 
将来の鎌倉市の都

市像にあわせた、

総合的な交通政策

の基本方針を定め

た「鎌倉市交通マ

スタープラン」の

全面的な改定及び

地域旅客運送サー

ビスの持続可能な

提供の確保を実現

するため、地域公

共交通の活性化及

び再生に関する法

継続 

市民の鉄道利用

における安全性

の確保はもとよ

り、速達性や利

便性の向上を図

るため、引き続

き神奈川県鉄道

輸送力増強促進

会議において要

望活動を行って

いる。 

+F 

国で策定した

移動円滑化の

促進に関する

基本方針にお

いて、令和 7

年度までに約

90,000 台の

ユニバーサル

デザインタク

シーの導入が

示されてい

る。 

 

湘南モノレー

ル湘南深沢駅

のバリアフリ

ー化は、深沢

地区の土地区

画整理事業の

工事工程と調

整して整備予

定。 

+a 

都市マスタープラン

及び交通マスタープ

ランの策定以降、交

通を取り巻く環境や

社会情勢は日々変化

しており、実態に併

せた計画が求められ

ている。 
公共交通の利用環境

の充実については、

令和 6 年度から着手

する地域公共交通計

画の中で整理する。 

・鉄道の輸送力増強等

に関する要望活動の

実施や、公共交通の

利用環境の充実等を

図る「地域公共交通

計画」策定の検討等

を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も外出のしやす

い環境整備に向けた

取組方針を掲げるこ

とが必要である。 
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律に基づく、「地域

公共交通計画」の

策定を進めてい

る。 
 
湘南モノレール富

士見町駅のエレベ

ーター設置に補助

金を支出し駅のバ

リアフリー化を図

った。（上り平成

28 年度、下り平成

30 年度に設置） 
〇 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5 月 ：神

奈川県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品工業

（株）、湘南鎌倉総

合病院で、村岡・深

沢地区の「ヘルスイ

ノベーション最先端

拠点形成等に係る連

携・協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7 月 ：

「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン策定委員会」を設

置 

 

・令和 3 年 3 月 ：

「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン策定委員会」より

まちづくりガイドラ

イン基本方針策につ

「鎌倉

市深沢

地区ま

ちづく

りガイ

ドライ

ン」に

おい

て、歩

きやす

く魅力

的な歩

行環境

を形成

するた

めに

は、人

や環境

に対し

て安

全、安

心でや

さし

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。 

（+D） 

・ウォーカブ

ルに関する

認識の広ま

り 

（+a） 

・深沢では、緑のつなが

りを意識しながら、多

様性のあるまち並み、

新たなモビリティの導

入、集える広場で形作

る魅力的な風景で歩き

たくなるまちを広げて

いきます。 

・「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン」において、歩き

やすく魅力的な歩行

環境を形成すること

を示していること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である 
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いて答申 

 

・令和 4 年 3 月 ：都

市計画決定、変更の

告示 

 

・令和 4 年 3 月 ：神

奈川県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日本

「東海道本線大船・

藤沢間村岡新駅（仮

称）設置及び自由通

路整備に関する基本

協定書」の締結 

 

・令和 5 年 10 月 ：

「村岡・深沢地区土

地区画整理事業」に

ついて、独立行政法

人都市再生機構が国

土交通大臣から事業

計画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1 月 ：

「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン（Ver.1）」の策

定 

（○） 

く、わ

かりや

すい計

画、デ

ザイン

を施す

ことが

重要で

あり、

目的地

への移

動だけ

でな

く、回

遊す

る、運

動す

る、休

むなど

多様な

都市活

動を想

定し、

目的が

なくて

も利用

できる

ような

設えと

するこ

ととし

ていま

す。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

２）超高齢社会等に対応したまち

づくり 

高齢者や障害者が、住み慣れ

たまちで、地域のつながりを保

ちながら、健やかで安心して暮

らせるまちづくりを推進しま

す。 

 
(１)住宅の整備 

地域での安心した暮らしの最

も基本的な基盤となる住まいに

ついて、福祉型住宅などの整備

確保を進めると共に、住宅改造

の助成や相談事業の充実を図り

ます。 
 
①サポート（ケア）付き住宅の供

給 

バリアフリー構造等を有し、

介護・医療と連携し高齢者を支

援するサービスを提供する「サ

ービス付き高齢者向け住宅＊」に

ついて、県知事への登録制度を活

都市整備総

務課 

平成 29 年 3 月

策定「第 3 次住

宅マスタープラ

ン」で障害者が

住みやすい住宅

の整備を継続の

取組として示し

ている。 

（△） 

継続    

「第 3 次住宅マスタ

ープラン」におい

て、障害者が住みや

すい住宅の整備を取

組として示している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後、具体的な住宅

の整備を行っていく

方針を掲げることが

必要である。 

高齢者いき

いき課 

・老人福祉セン

ターの運営 

（◎） 

軽スポー

ツ教室等

各種事業

や健康管

理の相談

の実施、

レクリエ

ーション

を楽しむ

ための場

と機会を

提供し、

高齢者の

健康の保

持・増進

と教養の

向上を図

った。 

指定管理者制度

を導入し、民間

のノウハウを生

かし、住民のニ

ーズにより応え

やすい環境が整

備された。 

（+F） 

身近な地域で

の場の提供を

求める住民を

中心に参加し

てくれたこ

と。 

（+f） 

サービス付き高齢者向

け住宅など施設の整備

は介護保険課の所管事

業となっている。 

・老人福祉センターの

運営を通じて、高齢

者の健康の保持・増

進と教養の向上を図

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後もセンターの運

営を継続していく方

針を掲げることが必

要である。 
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用し、民間事業者による整備を

促進します。 
市営住宅の建替えにおいて社

会福祉施設の併設を検討しま

す。 
 
②借上公共住宅の確保 

民間の土地所有者との協力・

連携を図り、住宅に困窮してい

る高齢者向けの借上公共賃貸住

宅を計画的に維持していきま

す。 
 
③住宅のバリアフリー化の推進 

高齢者の居住する住宅のバリ

アフリー化を推進するため、住

宅改造の相談体制や助成策を検

討します。また、障害者の住宅

改造の助成の充実に努めます。 
また、老朽化した市営住宅等

の新設・建替えに際しては、高

齢者、障害者向け住宅を確保す

ると共に、建物や敷地のバリア

フリー化を進めます。 
 
④グループリビング、生活ホーム
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等への支援 

高齢者によるグループリビン

グや障害者が生活 指導を受けな

がら自立した生活を送ることが

できる生活ホームなどの整備・運

営を支援していきます。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)福祉施設、生活支援施設等の整

備 

①拠点施設の整備 

地域での生活支援や身近なサ

ービスの提供施設、保健・福祉

施設や地域福祉の活動拠点とな

る施設の整備、施設の地域開放

の拡大などを推進します。 
地域におけるきめ細かな在宅サ

ービスを支援するために、空き家

等のさまざまな資源を活用して、

計画的に小規模多機能型の拠点施

設の整備を進めます。 
総合的な医療保健福祉施設に

ついては、深沢地域国鉄跡地周

辺拠点のまちづくりと「鎌倉市

公共施設再編計画」（平成 27 年 3 
月）との調整を図りながら、(仮
称)保健医療福祉センターの整備

について検討します。 
 
②土地利用の検討 

施設の整備にあたっては、高

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、スポ

ーツの促

進とヘル

スケア産

業との連

携交流に

よる健康

の増進を

図ること

としてい

ます。 

 

また、働

き、暮

らす、

遊ぶ場

所など

が融合

した新

しい場

所で、

自分ら

しいラ

イフス

タイル

を実践

し、多

様な交

流や賑

わいが

うまれ

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。 

（+D） 

・ウェルネス

に関する認

識の広まり 

（+a） 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地

域整備事業用地 

・スポーツの促進とヘル

スケア産業との連携交

流による健康の増進を

図ります。 

・「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン」において、スポ

ーツの促進とヘルス

ケア産業との連携交

流による健康の増進

を図ることとしてお

り、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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齢者、障害者などが地域で安心

した生活を営むことができるよ

う、施設の適切な配置やアクセ

ス手段の確保、周辺市街地の安

全性の確保など総合的なまちづ

くりとの関係に配慮していきま

す。 
拠点施設のほか、飲食店や気

軽に買い物に行けるお店、交流

スペース等が身近にあることが

望まれますが、地域の実情に応

じ、それらを許容する土地利用

コントロールについて検討しま

す。 

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

（○） 

まちを

目指す

ことと

してい

ます。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)福祉情報システムの整備 

在宅医療を支えるため、地元

医療機関による訪問医療体制

や、病院等と連絡をとるための

情報システムの構築等を図りま

す。 
居宅や施設での医療・介護に

ついて、さまざまな主体間・施

設間の連携や、迅速かつ効果的

なサービスを推進するため、ＩＣ

Ｔ＊を活用した情報システムの整

備を図ります。また、情報共有

の場の設置を検討します。 

高齢者いき

いき課 
所管事業なし    

在宅医療・介護連携は

介護保険課の所管事業

となっている。 

評価対象外 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(４)高齢者が活躍できる場の整備 

 

高齢者を介護予防の対象とし

てとらえるのみならず、地域コ

ミュニティ形成やまちづくりの

担い手として活躍できるよう

に、地域における既存の組織・

団体等への働きかけを行うな

ど、市民が主体となった地域交

流事業や自治・町内会の福祉活

動への支援について検討しま

す。 

高齢者いき

いき課 

・地域包括支援

センターの地

域連携担当を

配置 

・平成 30 年に

生活支援コー

ディネーター

を配置 

（◎） 

地域包括

支援セン

ターの地

域連携担

当や生活

支援コー

ディネー

ターの配

置によ

り、地域

コミュニ

ティの形

成や市民

が主体と

なった地

域交流事

業の充実

が図られ

た。 

地域包括支援セ

ンターや生活支

援コーディネー

ターを配置する

ことで計画の実

現性の向上が図

られた。 

（+C） 

地域活動に関

心の高い人は

一定数いるも

のの、リーダ

ーとなる者が

不在であった

ことから、そ

こに人を配置

することによ

り住民の実効

性につながっ

た。 

（+f） 

 

・地域連携担当や生活

支援コーディネータ

ーの配置により、コ

ミュニティ形成の推

進を図っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も高齢者が活躍

できる場の整備を進

めていく方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

3）子どもと子育てにやさしいまち

づくり 

次代を担う子ども達が、健や

かでのびのびと成長できる環境

を整えると共に、子どもを犯罪

から守り、安全で安心できるまち

づくりを推進します 
(１)待機児童対策施設の整備 

待機児童の減少を進めるた

め、幼稚園と保育園の長所をい

かした認定こども園の設置、保

育所以外でのサービスの提供な

ど、保護者の多様なニーズに応

じた施設整備を進めます。 

こども支援

課 

鎌倉市子ど

も・子育てき

らきらプラン

（第 1 期及び

第 2 期）によ

る進捗管理を

行った。 

（◎） 

継続 

令和 2 年 3 月に

プラン改訂を行

った。 

現プランの計画

期間が令和 7 年

3 月までとなっ

ているため、次

期計画の策定作

業中である。 

（+D） 

 

子ども・子育て支援事

業計画の策定にあたっ

ては現在居住している

市民へ向けアンケート

を行う等により将来的

なニーズを把握してい

るが、子育て世帯をタ

ーゲットにした大規模

マンションなどの新た

な開発に伴うニーズに

ついては把握する手段

がないため、保育施設

整備計画等に反映する

ことができない。 

・子ども・子育て支援

事業計画の策定にあ

たっては、子育て世

帯のニーズを把握

し、必要な保育施設

整備計画等につなげ

ていく方針を掲げる

ことが必要と考えら

れる。 

保育課 

保育園や認定

こども園の新

規整備や建て

替え等によ

り、入所定員

を増やした。 

（◎） 

施設整備

を実施し

たことに

より、平

成 27 年

度時点と

比較して

待機児童

数が減少

したが、

引き続き

待機児童

の減少に

向けた取

り組みが

必要であ

る。 

「鎌倉市拠点保

育所整備方針」

等の計画を参考

に整備を進めら

れたため。 

（+D） 

保育所等の入

所申込数が想

定よりも高く

推移している

ため。 

（+a） 

特になし。 

・認定こども園の設置

や建替え等を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も多様なニーズ

に応じた待機児童対

策の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)市民ニーズにあった居場所の整

備 

地域における親子の居場所と

しての子育て支援センターや、

子どもの家等のニーズを聴きな

がら対応していきます。 

こども支援

課 

鎌倉市子ども・

子育てきらきら

プラン（第 1 期

及び第 2 期）に

よる進捗管理を

行った。 

（◎） 

継続 

令和 2 年 3 月に

プラン改訂を行

った。 

現プランの計画

期間が令和 7 年

3 月までとなっ

ているため、次

期計画の策定作

業中である。 

（+D） 

 

子ども・子育て支援事

業計画の策定にあたっ

ては現在居住している

市民へ向けアンケート

を行う等により将来的

なニーズを把握してい

るが、子育て世帯をタ

ーゲットにした大規模

マンションなどの新た

な開発に伴うニーズに

ついては把握する手段

がないため、保育施設

整備計画等に反映する

ことができない。 

・子ども・子育て支援

事業計画の策定にあ

たっては、子育て世

帯のニーズを把握

し、必要な保育施設

整備計画等につなげ

ていく方針を掲げる

ことが必要と考えら

れる。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)多様な働き方に対応した産業環

境の整備 

仕事と生活との調和（ワー

ク・ライフ・バランス）を実現

するため、多様な働き方に対応

した産業環境の整備と職住近接

のまちづくりを進めます。 

商工課 

令和 5 年（2023

年）4 月にスタ

ートした鎌倉市

商工業振興計画

（働くまち推進

計画）におい

て、職住近接に

より都内等へ通

勤する負担を減

らし、恵まれた

環境を享受しな

がら市内で働く

ことでワーク・

ライフ・バラン

スを整え、この

ことで生じた新

たな時間を自分

や家族のために

有効に活用する

ことで豊かなラ

イフスタイルを

送ることができ

る「働くまち」

の実現を目指し

ている。 

（◎） 

鎌倉市商

工業振興

計画（働

くまち推

進計画）

は、平成

27 年度

（2015 年

度）から

スタート

した鎌倉

市まち・

ひと・し

ごと創生

総合戦略

に位置づ

けられた

「働くま

ち」を実

現するた

めの具体

的な方策

を示すも

のとして

重要であ

る。 

 

鎌倉に住む方

の声を聴く

と、できるだ

け都内等へ通

勤する負担を

減らし、恵ま

れた環境を享

受しながら地

元で働くこと

を希望される

方が増えてき

ている。 

（+a） 

 

・「鎌倉市商工業振興

計画」において、職

住近接の「働くま

ち」の実現を目指し

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後、目標の実現に

向けた具体的な産業

環境の整備等を進め

ていく方針を掲げる

ことが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

４）だれもが安全・安心に暮らせ

るまちづくり（都市環境のバリ

アフリー化、ユニバーサルデザ

イン化） 

市民が利用する公共施設の整

備にあたっては、 高齢者や障害

者、子どもなどが快適で安全に

行動 できる都市環境が形成され

るよう留意し、「高齢者、障害者

等の移動等の円滑化の促進に

関する法律 
（バリアフリー新法）」 や

「神奈川県みんなのバリアフリ

ー街づくり条例」と連携し、バ

リアフリーのまちづくりを推進

します。 
施設相互の関連に配慮し、高

齢者、障害者などが自由に移動

できるような空間及びシステム

の連続性の確保に努め、拠点を

始め、人々が集まる商業地など

市街地整備

課 

開発事業条例

等や各種構想

等に基づき、

まちづくり空

地の確保につ

いて、開発事

業者に指導・

要望を行って

いる。 
（◎） 

歩行空間

の確保と

整備に貢

献した。 

左記のとおり。 

（+D） 

左記のとお

り。 

（+e） 

変更希望無し。 

・開発事業条例等に基

づき、まちづくり空

地の確保について開

発事業者に指導・要

望を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も歩行空間の確

保に向けた取組方針

を掲げることが必要

である。 
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では総合的・連続的なバリアフ

リー化を推進します。また、丘

陵地や谷戸などの交通不便地域

では、巡回バスや個別送迎、配

達サービスを検討するなど、地

域特性に配慮した効果的な対応

を進めます。 
都市環境のバリアフリー化に

おいては、高齢者や障害者等の

意見を十分に聴き、サービスを

受ける側の視点に立った環境整

備を行います。 
だれもが快適で安全な生活が

送ることができるよう、まちづ

くりにユニバーサルデザイン＊を

取り入れます。 
（１）歩行空間の確保と整備 

高齢者や障害者なども含め、

すべての市民が安心して外出で

きるよう、車椅子などの通行も

考慮した歩行空間の確保を図り

ます。このため、新たな道路整

備事業や区画整理事業等の機会

をとらえるだけでなく、既存道

路の改良や電線類地中化、交通

規制などによる対応を進めま

す。 
特に、鎌倉・大船・深沢の各拠点

や腰越拠点は、重点的に福祉のま

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、官民

連携し

て、全て

のオープ

ンスペー

スにおけ

るユニバ

ーサルデ

ザインの

導入に努

めること

としてい

ます。 

また、車

両動線を

外周道路

にまとめ

ること

で、地区

内への車

両流入を

抑制し、

安全で快

適な歩行

環境を実

現するこ

ととして

います。 

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。 

（+D） 

多様性のまち

づくりに対す

る認識の広ま

り 

（+a） 

・官民連携して、全ての

オープンスペースにお

けるユニバーサルデザ

インの導入に努めま

す。 

・「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン」において、オー

プンスペースにおけ

るユニバーサルデザ

インの導入に努める

こととしており、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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ちづくりを推進する地区とし、

車椅子で通行できる歩道のネッ

トワーク形成を目指し、順次、

歩道の確保や段差の解消、ポケ

ットパーク＊の整備、公共施設や

駅などでのバリアフリー化など、

総合的・連続的な整備を推進しま

す。 
また、住宅地などでは、歩道

の段差解消、生活道路の歩行者

優先道路化など、歩行者に配慮

した道路の整備・改善を推進し

ます。 

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

（○） 

道路課 

平成 27 年度か

ら令和５年度に

かけて 120 箇所

の歩道段差切下

げ工事を実施し

た。 

（◎） 

高齢者や

障害者、

子どもな

どが快適

で安全に

行動でき

る都市環

境が形成

された。 

「高齢者、障害

者等の移動等の

円滑化の促進に

関する法律」や

「鎌倉市道にお

ける移動等円滑

化のために必要

な道路の構造に

関する基準を定

める条例」の基

準に適合しない

交差点につい

て、段差の切り

下げ、セーフテ

ィブロック等の

整備を進めてお

り、事業の進捗

工事の実施に

あたり、地元

の理解が得ら

れた。 

（+c） 

 

・歩道段差の切り下げ

工事を実施している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も快適で安全に

行動できる都市環境

形成の取組方針を掲

げることが必要であ

る。 
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に応じた評価が

得られている。 

（+D） 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(２)交通環境の整備 

車椅子の乗降可能なバス・鉄

道・タクシーなどの車両確保

や、駅などの交通結節点におけ

るエレベーター等の普及など、

高齢者や障害者などの利用しや

すい公共交通機関の整備を推進

するため、交通事業者の協力を

要請していきます。 
また、高齢者、障害者など

が、福祉施設や公共施設などを利

用しやすいよう、ミニバスの導入

（施設間を巡る巡回バス、交通不

便地域の循環バス等） などバス

サービスの向上を検討します。 
さらに、福祉施設等への移動

手段の充実を検討していきま

す。 

都市計画課 

（交通） 

神奈川県鉄道輸

送力増強促進会

議において、鉄

道事業に対し

「輸送力増強」

及び「利便性向

上」に係る要望

活動を行ってい

る。 

 

従来型タクシー

より乗降が容易

なユニバーサル

デザインタクシ

ーの導入の促進

を図るため、生

活交通改善事業

計画（バリアフ

リー化設備等整

備事業）の策定

を行った。 

 

湘南モノレール

富士見町駅のエ

レベーター設置

に補助金を支出

し駅のバリアフ

リー化を図っ

た。（上り平成

28 年度、下り

平成 30 年度に

設置） 

継続 

市民の公共交通

機関の利用促進

や利便性の向上

を図るため、地

域公共交通計画

策定作業の中で

そのあり方を検

討する必要があ

る。 

+A 

駅施設等のハ

ード整備の改

善に向けては

交通事業者の

バリアフリー

化の方針を踏

まえ、補助金

の交付につい

ても検討する

必要がある。 

 

社会福祉法人

等が地域貢献

の一環として

移動サービス

を提供してい

るものの、継

続したサービ

ス提供を行う

担保はないの

で、福祉部局

とも連携を図

り、今後の進

め方を検討す

る必要があ

る。 

-a 

現状で「公共交通機関

の整備を推進するた

め」は現実的ではな

く、「交通環境の整備

を推進する」の方が適

切と事業者と行政の役

割分担を見直していく

べきと考える。 

 

運転手不足による路線

バスの減便が問題視さ

れている現状において

「ミニバスの導入」や

「バスサービスの向上

を検討」は現実的では

ないため、「新たな交

通手段を検討」くらい

が良いのではないかと

考える。 

・事業者への要望活動

や事業計画の策定、

補助金の交付等、高

齢者や障害者が利用

しやすい交通環境の

整備に向けた取組を

行っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も交通環境整備

の取組方針を掲げる

ことが必要である。 

・今後の施策について

は、実現性を踏まえ

た検討が必要と考え

られる。 
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将来の鎌倉市の

都市像にあわせ

た、総合的な交

通政策の基本方

針を定めた「鎌

倉市交通マスタ

ープランの全面

的な改定及び地

域旅客運送サー

ビスの持続可能

な提供の確保を

実現するため、

「地域公共交通

の活性化及び再

生に関する法律

に基づく、「地

域公共交通計画

の策定を進めて

いる。 

〇 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

(３)利用しやすい建築物の整備 

公共施設（建築物）について

は、高齢者や障害者なども含

め、すべての市民が安全に利用

できるように整備・改善を推進

すると共に、多くの市民が利用

する民間の施設に対しても協力

を要請していきます。 
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重点的に取り組む内容 課名 
具体的な取組み及び達成

状況 
担当課内評価 

達成状況・課内評価に対す

る理由 

現在の担当課

の施策と鎌倉

市都市マスタ

ープランとの

相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

１）商業系市街地形成の方針  

(１)都市構造を造る拠点での商業

系市街地の形成 

各拠点の条件等をいかした個

性化、魅力化を図ると共に、各

拠点の連携により、多様な鎌倉

の商業地の形成を図ります。  

観光客が多い商店街では、ホ

スピタリティを意識したサービ

スの提供や話題性のある商品の

開発を、地域密着型商店街で

は、人々が交流し高齢者や買い

物弱者が安心して買物ができる

場づくりを推進するなど、地域

特性をいかした商業環境の整備

に努めます。  

①鎌倉駅周辺商業地  

個性的な個店の集積を推進

し、回遊性や新たな店舗の発見

などの魅力や楽しみを大切にし

た商業拠点づくりのため、以下

のことを進めます。  

・駅前及び商店街の整備による老

朽化した店舗や建物の更新、①

商工課 

①平成 10 年に施行した

鎌倉市商店街空き店舗

等活用事業費補助金交

付要綱は、これまで１

件しか活用事例がな

い。 

 

②市民や観光客のための

商品やサービスに対す

る消費の窓口であり、

コミュニケーションの

接点である、商店街の

活性化に向けた取組を

継続している。 

（◎） 

①本要綱の有効活

用を図るため、

令和 6 年 4 月に

鎌倉市商店街共

同施設設置費補

助金に統合する

とともに、補助

率の引上げ等の

条件整備を行っ

た。 

 

②商店街団体への

加盟店舗数が

年々減少してい

る。 

②商店街団体

へ加盟する

メリットが

感じられな

い。 

（-F） 

①補助金を

活用する

商店街団

体の資金

繰りが苦

しい。 

 

②市外資本

が増加し

ている。 

（-a） 

 

・商店街の活性化に向け

た取組を行っているこ

とで、都市マスで示す

政策の実効性が高まっ

ている。 

・今後も商業系市街地の

魅力向上につながる

様々な取組方針を掲げ

ることが必要である。 

都市景

観課 

・平成 29 年 3 月、景観

計画改定。 

・令和 2 年 3 月、若宮大

路・小町通り景観形成

ガイドライン策定。 

（◎） 

ガイドラインに基

づき、市民と協働

で景観を誘導。 

計画の推進 

（＋F） 

市民理解の

醸成（+C） 
 

・景観形成ガイドライン

の運用により、若宮大

路・小町通りなど、商

業地の魅力ある景観形

成の取組を行っている

ことで、都市マスで示

す政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も景観形成の取組

方針を掲げることが必

要である。 
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人々の集まれるような小広場

（パティオ）等の創出 

 
・地元と協働してのシンボル軸で

ある若宮大路のまち並み整備の

検討  

・小町通りや御成通りなど、通り

ごとの魅力ある景観形成  

・周辺の路地や住宅地などに見ら

れる、洒落た店舗等のある環境

の維持保全  

②・観光型商業と生活型商業の調

和、充実 

・高齢化、ニーズの多様化に対応

する商業地環境の整備（緑化の

推進や歩きやすい歩道の整備

等） 

②大船駅周辺商業地  

駅前や鎌倉芸術館周辺の大規

模店舗を核として、面的広がり

を持ち、個店の充実した、回遊

性のある商業拠点づくりのた

め、以下のことを進めます。  

・大船駅東口第一種市街地再開発

事業の推進  

・駅前及び商店街の整備による、

老朽化した店舗や建物の更新  

・仲通りを軸とする南北の商業軸

と、大船駅から鎌倉芸術館につ

ながるシンボルロードによる東

西の景観軸による骨格の形成  

・人々が気軽に集まれるような広

みどり

公園課 

・市民などによる接道部

の緑化について、申請

に基づき補助金を交付

した。（約 1.1 ㎞、96

件） 

また、ブロック塀等を除

却し、接道緑化をする

場合の補助率を段階的

に 9/10 に引き上げ

た。（令和 3 年 4 月 1

日） 

 

・風致地区外の開発事業

について、条例に基づ

き、緑化を推進した。 

（◎） 

・市民などによる

接道部の生垣や

樹木の植栽等に

よる緑化を支援

し、緑豊かなま

ち並み景観を創

出している。 

 

・開発区域内での

緑化を推進し、

緑豊かで快適な

居住環境の形成

を図っている。 

・住宅や住宅

地内の緑化

の維持や緑

の創出に対

し、適正な

支援と誘導

が行われて

いる。（＋

F） 

・住宅や住

宅地内の

緑化の維

持や緑の

創出に対

する市民

等の意識

の向上に

寄与して

いる。

（＋C） 

 

・補助金の交付や条例に

基づく指導等により、

住宅や商業地の緑化を

推進していることで、

都市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も緑化の維持・創

出の取組方針を掲げる

ことが必要である。 

市街地

整備課 

①開発等に際して、「古

都中心市街地まちづく

り構想」等の方針に沿

った事業計画の実施に

努めるよう、事業者に

要望・指導をしてい

る。 

②大船駅東口再開発事業

については、建設工事

費の高騰等により事業

の実施を延伸してい

る。 

現時点では、再開発によ

らないまちづくりを進

めるため、鎌倉女子

大、地元自治会・商店

会、周辺事業者等との

意見交換や地域のボラ

ンティア活動及びイベ

ントへの支援等を実施

している。 

（◎） 

①一定の効果があ

ったと思われ

る。 

②事業の進展の目

処は立っていな

い 

①特になし。 

②特になし。 

（+F） 

①多くの場

合におい

て、「古

都中心市

街地まち

づくり構

想」等の

方針に沿

った開発

事業が行

われてい

る。 

②東京オリ

ンピッ

ク・パラ

リンピッ

ク招致決

定以降、

建設工事

費の高騰

が続いて

いるこ

変更希望無

し。 

・市街地のまちづくりに

ついて、事業者への要

望・指導や、地元団体

の活動支援等を行って

いることで、都市マス

で示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も地域のまちづく

りを支援する取組方針

を掲げることが必要で

ある。 
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場やポケットパーク＊等の創出 

・多様なニーズに対応する商業施

設の充実  

・歩きやすい歩行者環境の整備や

緑化による快適で魅力的な商業

地のネットワーク形成  

・車利用に対応した駐車場システ

ムの整備  

・東西駅前商業施設の一体性の強

化  

・背景となる大船観音の緑や柏尾

川の環境整備と併せた緑豊かな

商業地の形成  

③深沢地域国鉄跡地周辺商業地  

活気に満ちたにぎわいの場の

創出を図るため、以下のことを

進めます。  

・商業と農業の交流、地場産業と

の連携を図る核となる商業施設

の導入  

・湘南モノレール湘南深沢駅前

に、通勤者、通学者等の生活サ

ービスに資する商業施設の導入  

・歩行空間と沿道施設が一体とな

った魅力的な空間とにぎわいの

創出  

④腰越駅周辺商業地  

海辺の立地をいかした商業地とし

ての個性化、魅力化を図りま

す。江の島周辺の整備との関連

を考慮し、腰越漁港、国道 134 

号沿い、腰越商店街の商業地の

と。 

また、こ

れに伴

い、再開

発事業を

実施した

際に権利

者が得ら

れる再開

発ビルの

床面積

（権利

床）が減

少する見

込みであ

ること。 

（+a） 

都市計

画課 

大船駅東口の再開発に関

連した記述と思慮する

が、事業が進んでいない

ため進展なし。 

継続 なし なし なし  

深沢地

域整備

課 

・令和元年 5 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、武

田薬品工業（株）、湘南

鎌倉総合病院で、村岡・

深沢地区の「ヘルスイノ

ベーション最先端拠点形

成等に係る連携・協力に

関する覚書」を締結 

 

・令和 2 年 7 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン」において、様々

な人々による多様な

交流を創るために

は、多様な機能を持

った空間が近い関係

にあること、また、

公共空間からそれら

がたやすく認識でき

ることが重要であ

り、敷地内における

機能の複合、建築物

における用途の複

合、そしてこれらに

よって生まれる交流

風景が、壁面後退部

・鎌倉市深沢

地区まちづ

くりガイド

ライン Ver.1

の策定に伴

い、計画実

現性の向上

が図られ

た。（+A） 

 

・「深沢地域国

鉄跡地周辺」

の記載変更 

例：深沢地

区、深沢地域

整備事業用地 

・用途の複合に

よって都市交

流を創出しま

す。 

・ウェルネス、

イノベーショ

ン交流を促進

する機会を創

造します。 

・多様な交流や

賑わいがうま

・深沢地区のまちづくり

を進め、地区に相応し

いガイドラインの策定

及び運用を行っている

ことで、都市マスで示

す政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドラインに

基づき、深沢のまちづ

くりを進めていく方針

を掲げることが必要で

ある。 
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整備を一体的に行うため、以下

のことを進めます。  

・漁業やマリンレジャーをいかし

た生活、観光の地域拠点づくり

の推進、地域商業の活性化  

・観光型商業と生活型商業の調

和、充実  

・高齢化、ニーズの多様化に対応

する商業地環境の整備（緑化の

推進や歩きやすい歩道の整備

等）  

・国道 134 号沿いや腰越商店街な

どの通りの景観に配慮した商業

施設の誘導 

よりまちづくりガイドラ

イン基本方針策について

答申 

 

・令和 4 年 3 月 ：都市計

画決定、変更の告示 

 

・令和 4 年 3 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、Ｊ

Ｒ東日本「東海道本線大

船・藤沢間村岡新駅（仮

称）設置及び自由通路整

備に関する基本協定書」

の締結 

 

・令和 5 年 10 月 ：「村

岡・深沢地区土地区画整

理事業」について、独立

行政法人都市再生機構が

国土交通大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン（Ver.1）」

の策定 

（◎） 

や道路などの公共空

間からわかりやすく

認識できるように工

夫して配置すること

としています。 

れる屋外空間

を創造しま

す。 
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農水課 

腰越漁港の改修整備が平

成 26 年度に完了したこ

とにより漁業活動の強化

を図っているほか、展望

スペースを設けたことに

よって一般の方が多く訪

れている。 

また、腰越漁業協同組合

では定期的に朝市を開催

しており、地元の方をは

じめ、多くの人が訪れて

いる。 

（◎） 

継続 

腰越漁港で実

施される朝市

の PR の強化

を行い、市広

報ほか、市公

式 SNS でも情

報発信を行い

認知度の向上

を図った。 

（+F） 

地域商店街

と連携した

経過はある

ものの、現

在は、実施

しておら

ず、腰越地

域の活性化

の為、地域

商店街との

継続した連

携について

実施を検討

する必要が

ある。

（+a） 

腰越商店街の

商業地の整備

を一体的に行

うための具体

的な施策はな

い。 

・腰越漁港の整備や朝市

の開催及び PR 強化を行

っていることで、都市

マスで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も腰越地域の活性

化に寄与する取組方針

を掲げることが必要で

ある。 

道路課 

鎌倉駅東口駅前広場の歩

道の拡幅や歩道の再整備

を実施した。 

（◎） 

快適な歩行環境の

確保を図った。 

工事を発注

し、完了し

た。（+F） 

工事の実施

にあたり、

地元の理解

が得られ

た。（+C） 

 

・歩道の拡幅や再整備を

行っていることで、都

市マスで示す政策の実

効性が高まっている。 

・今後も歩きやすい歩道

の整備等を行っていく

方針を掲げることが必

要である。 

（2）地域の生活を支える身近な商業

施設の充実  

各地域の特性に合わせた沿道商業

の振興を図ります。例えば、由

比ガ浜通りでは、景観法に基づ

く特定地区に指定するなど、魅

力ある商店街の環境形成に取り

組んでいますが、店舗と住宅が

都市景

観課 

・平成 29 年 3 月、鎌倉

市景観計画改定。

（◎） 

土地利用類型ごと

の景観形成基準に

基づき、地域にふ

さわしい景観を誘

導。 

行政計画の改

定、条例の改

正。 

（+F） 

市民理解の

醸成（+C） 
 

・鎌倉市景観計画に基づ

き、地域にふさわしい

景観の誘導を行ってい

ることで、都市マスで

示す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も良好な景観形成

の取組方針を掲げるこ

とが必要である。 
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調和した良好な環境の形成を誘

導します。  

①観光と調和した沿道商業施設の

充実  

北鎌倉駅から鶴岡八幡宮までの間

や、長谷・大仏周辺でのさまざ

まな個性ある個店と住宅とが調

和する沿道の形成を図ります。  

快適に歩ける歩行者空間の確保、

及び、周辺住宅地との景観的な

調和（色彩や建物の意匠、高さ

などのルールの検討）を図り、

歴史的遺産や周辺緑地と一体と

なった地域の新たなイメージを

形成します。  

②海沿いの沿道商業施設の充実  

魅力ある店舗と住宅とが調和

する沿道空間の創出を図りま

す。  

快適に歩ける歩行者空間の充

実と、松並木の復元などによる

魅力的な海岸の景観形成、及

び、周辺住宅地及び背景の山並

みとの景観的な調和（色彩や建

物の意匠、高さなどのルールの

検討）を図ります。  

そして、東日本大震災の教訓

を踏まえた防災・減災対策、避

難対策等を充実します。  

③生活を支える沿道商業施設の充

実  

生活の利便性を高める沿道の

商工課 

①平成 9 年度から、鎌倉

由比ガ浜商店街振興組

合によるモデル商店街

整備事業への支援を継

続している。 

 

②市民や観光客のための

商品やサービスに対す

る消費の窓口であり、

コミュニケーションの

接点である、商店街の

活性化に向けた取組を

継続している。 

（◎） 

①モデル商店街施

設整備計画を更

新する必要があ

る。 

 

②商店街団体への

加盟店舗数が

年々減少してい

る。 

①老朽化に伴

うポケット

パークの整

備が課題と

なってい

る。 

 

②商店街団体

へ加盟する

メリットが

感じられな

い。 

（-F） 

①神奈川県

予算が削

減されて

おり、歩

道整備が

なかなか

進まない

状況にあ

る。 

 

②市外資本

が増加し

ている。 

（-a） 

 

・地元商店街への支援

等、商店街の活性化に

向けた取組を行ってい

ることで、都市マスで

示す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も商店街を支援す

る取組方針を掲げるこ

とが必要である。 
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商業地（最寄品等） の充実を図

ります。  

快適な商業空間を形成するた

めの歩行者空間の充実、及び、

まち並みや屋外広告物等の誘

導、整備などによる地域にふさ

わしい沿道商業地を形成しま

す。 

 
総合防

災課 
(2)②取組なし 

海沿いの沿道商業

施設に係る防災 

対策等の事例なし 

商業施設が建

設される場合

は津波避難ビ

ルへの指定に

ついて調整す

る。（+F） 

左記内的要

因と同じ

（+F） 

建物高さ規制

緩和等につい

て、全庁的に

検討していく

必要がある。 

・商業施設の充実と併せ

て津波避難対策につい

ても今後、検討し方針

を掲げることが必要で

ある。 

(３)住宅と店舗の共存・調和  

周辺の住宅地との共存・調和

に配慮しながら、住宅地に立地

している魅力的な店舗や個性的

な店舗を大切にしていきます。 

商工課 

市民や観光客のための商

品やサービスに対する消

費の窓口であり、コミュ

ニケーションの接点であ

る、商店街の活性化に向

けた取組を継続してい

る。 

商店街団体への加

盟店舗数が年々減

少している。 

商店街団体へ

加盟するメリ

ットが感じら

れない。 

市外資本が

増加してい

る。 

 

・商店街の活性化に向け

た取組を行っているこ

とで、都市マスで示す

政策の実効性が高まっ

ている。 

・今後も商店街を支援す

る取組方針を掲げるこ

とが必要である。 

２）産業系市街地形成の方針  

(１)大船・深沢の既存工業系市街

地の充実  

工業の基盤整備など、近代化

の推進と工業の質的転換の誘

導、高度化の推進を図ります。  

周辺のまち並みとの調和に配

慮した適切な景観誘導（敷地内

の緑化等）、及び、工業製品の

展示など地域に開かれた企業活

深沢地

域整備

課 

・令和元年 5 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、武

田薬品工業（株）、湘南

鎌倉総合病院で、村岡・

深沢地区の「ヘルスイノ

ベーション最先端拠点形

成等に係る連携・協力に

関する覚書」を締結 

 

・令和 2 年 7 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

を設置 

鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

において、工場、市

場系の土地利用によ

る周囲への影響を軽

減させながら、住環

境へ配慮することで

周辺街区となじませ

るような街区形成を

図ることとしていま

す。 

・第 3 次鎌倉

市総合計画

における第

三の都市拠

点としての

位置づけ 

 

・「基本計

画」におけ

る位置づけ

 

・深沢地区で

は、東西に湘

南モノレール

湘南深沢駅と

JR 東日本東海

道本線新駅を

結ぶシンボル

道路（仮）と

南北に公共的

な緑地をつな

ぐ歩行者空間

が十字の都市

構造を形成し

・鎌倉市深沢地区まちづ

くりガイドラインにお

いて、周辺街区となじ

ませるような街区形成

を図ることとしている

ことで、都市マスで示

す政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドラインに

基づき、深沢のまちづ

くりを進めていく方針

を掲げることが必要で
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動により、周辺地域と密着・調

和した工業地を形成します。 

 

・令和 3 年 3 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

よりまちづくりガイドラ

イン基本方針策について

答申 

 

・令和 4 年 3 月 ：都市計

画決定、変更の告示 

 

・令和 4 年 3 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、Ｊ

Ｒ東日本「東海道本線大

船・藤沢間村岡新駅（仮

称）設置及び自由通路整

備に関する基本協定書」

の締結 

 

・令和 5 年 10 月 ：「村

岡・深沢地区土地区画整

理事業」について、独立

行政法人都市再生機構が

国土交通大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン（Ver.1）」

の策定 

（◎） 

（都市型産

業ゾーン） 

 

・土地区画整

理事業の事

業計画認可

を受けた。 

（＋E） 

ます。 ある。 

商工課 

鎌倉市企業立地等促進条

例の制定及び鎌倉市企業

立地整備費等補助金交付

要綱の改正により、製造

業の立地を促進してい

る。 

（◎） 

市内製造業の立地

及び設備投資に対

し税の軽減措置を

行い、製造業の誘

致及び転出防止に

寄与している。 

 

大船工業倶

楽部が解散

した。 

（-a） 

 ・企業立地等促進条例に

より製造業の立地や設

備投資の促進を図って

いることで、都市マス

で示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も企業立地等を支

援する取組方針を掲げ

ることが必要である。 
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都市景

観課 

・平成 29 年 3 月、鎌倉

市景観計画改定。 

土地利用類型ごと

の景観形成基準に

基づき、地域にふ

さわしい景観を誘

導。 

行政計画の改

定、条例の

改正。 

市民理解の

醸成 
 

・鎌倉市景観計画に基づ

き、地域にふさわしい

景観の誘導を行ってい

ることで、都市マスで

示す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も良好な景観形成

の取組方針を掲げるこ

とが必要である。 

(２)新たな産業業務拠点の整備  

面的な市街地整備により、新

たな産業・業務拠点の形成を図

ります。  

計画的なまちづくりの誘導に

より、周辺環境との調和や利便

性、快適性の向上によるゆとり

とうるおいのある都市環境を形

成します。 

深沢地

域整備

課 

・令和元年 5 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、武

田薬品工業（株）、湘南

鎌倉総合病院で、村岡・

深沢地区の「ヘルスイノ

ベーション最先端拠点形

成等に係る連携・協力に

関する覚書」を締結 

 

・令和 2 年 7 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

よりまちづくりガイドラ

イン基本方針策について

答申 

 

・令和 4 年 3 月 ：都市計

画決定、変更の告示 

 

・令和 4 年 3 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、Ｊ

Ｒ東日本「東海道本線大

船・藤沢間村岡新駅（仮

称）設置及び自由通路整

備に関する基本協定書」

の締結 

 

「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン」において、 工

場、市場系の土地利

用による周囲への影

響を軽減させなが

ら、住環境へ配慮す

ることで周辺街区と

なじませるような街

区形成を図ることと

しています。 

 

また、 新しいライ

フスタイルと豊かな

コミュニティを醸成

するため、低層部に

商業、業務の用途を

導入し、賑わいや活

気を生み出す用途が

複合されたまちづく

りを進め、多世代の

生活基盤の充実を図

ることとしていま

す。 

・第３次鎌倉

市総合計画

における第

三の都市拠

点としての

位置づけ 

 

・「基本計

画」におけ

る位置づけ

（都市型産

業ゾーン） 

 

・土地区画整

理事業の事

業計画認可

を受けた。 

（+F） 

・ミクスト

ユースの

まちづく

りが求め

られるよ

うになっ

た。 

（+a） 

・深沢地区で

は、東西に湘

南モノレール

湘南深沢駅と

JR 東日本東海

道本線新駅を

結ぶシンボル

道路（仮）と

南北に公共的

な緑地をつな

ぐ歩行者空間

が十字の都市

構造を形成し

ます。 

・鎌倉市深沢地区まちづ

くりガイドラインの策

定、運用を行い、事業

を着実に推進している

ことで、都市マスで示

す政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も、新たな産業・

業務拠点となる深沢の

まちづくりを進めてい

く方針を掲げることが

必要である。 
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・令和 5 年 10 月 ：「村

岡・深沢地区土地区画整

理事業」について、独立

行政法人都市再生機構が

国土交通大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和6年1月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづくりガイ

ドライン（Ver.1）」の

策定 

（◎） 
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(３)大規模な産業用地の土地利用

転換への対応  

産業系土地利用の維持を前提

としますが、大規模な工場跡地

等の土地利用転換が生じる場合

には、道路等の都市基盤整備と

併せて周辺環境と調和した適切

な土地利用の誘導を行います。 

都市計

画課 

・深沢地域国鉄跡地を含

む一帯を、面的整備事

業と土地利用転換を計

画的に推進するため、

令和 4 年 3 月 1 日に土

地区画整理事業、地区

計画等の都市計画を決

定した。（◎） 

・都市計画決定の

内容、都市マス

タープラン及び

立地適正化計画

の周知により、

産業計土地利用

の維持もしくは

道路等の都市基

盤整備と併せて

周辺環境と調和

した適切な土地

利用の誘導を図

っている。 

・行政指導か

ら法的制限

への方向転

換（+A） 

・令和 3 年

2 月 8 日

東海道本

線大船・

藤沢間村

岡新駅

（仮称）

設置に関

する覚書

（神奈川

県、藤沢

市、鎌倉

市、東日

本旅客鉄

道株式会

社） 

・令和 3 年

3 月 30 日

藤沢市村

岡地区・

鎌倉市深

沢地区の

まちづく

りに関す

る基本協

定（神奈

川県、藤

沢市、鎌

倉市、独

立行政法

人都市再

生機構） 

（+d） 

 

・都市マスタープラン及

び立地適正化計画の運

用により、適切な土地

利用の誘導を図ってい

ることで、都市マスで

示す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も適切な土地利用

誘導の取組方針を掲げ

ることが必要である。 
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３）農業、漁業の振興  

(１)農業の振興、農地の維持  

食料の生産のみならず多面的な機

能を有する農地を維持するた

め、以下のことを進めます。  

・農業基盤の整備、充実  

・農産物のブランド化事業推進  

・環境に配慮した、有機栽培と減

農薬農業の一層の推進  

・市内で生じるコンポスト＊肥料

の活用  

・市民による消費を進めるための

直売システムの強化や市場の充

実等による地域内消費の推進  

・市民農園等、農地の多面的な利

用の推進による、農地の保全、

市民と農家の交流推進  

・生産緑地地区の指定継続への対

応  

・地域農業の継続のために作成し

た「人・農地プラン」による新

たな担い手や後継者の育成・確

保 

農水課 

農地の利用集積を推進す

るとともに農地のパトロ

ールを実施や、遊休農地

解消対策の実践活動を行

った。 

また、生産緑地の指定継

続に向けて、関係課と協

力して、制限解除の際に

市民農園の斡旋をするな

どの取組や、新規就農者

の農地確保や資金調達の

相談に乗るなどの支援を

行い適正な農地管理に努

めた。 

JA や農業者とともに鎌

倉ブランド会議におい

て、ブランドマークの商

法登録やブランド堆肥の

推進など農産物のブラン

ド化を推進したほか、大

船地区市民農園の運営を

行うとともに、手広や今

泉の市民農園では、土地

所有者が開設できるよう

支援を行った。 

（◎） 

継続 

農業の振興、

維持に対する

様々な取組に

対して、JA

や農業者、民

間事業者と協

力・連携を強

化できた。 

（+F） 

市内の農

地、農家

は、限られ

ており、現

状は減少傾

向にある。

（＋a） 

特になし。 

・農業振興に向けた農業

者への支援や農地確保

の取組、ブランド化の

推進等を行っているこ

とで、都市マスで示す

政策の実効性が高まっ

ている。 

・今後も農業の振興を支

援する取組方針を掲げ

ることが必要である。 

(２)漁業の振興  

都市における漁業を振興するた

め、以下のことを進めます。  

・漁港や漁礁の整備・改善などに

よる豊かな沿岸漁場の確保  

・鎌倉地域の漁業継続のための漁

業施設の検討、漁港建設に向け

た検討  

農水課 

鎌倉地域における漁業支

援施設の整備に向け、令

和 4 年度には漁港区域の

指定を行い、令和５年度

には土質の調査や施設等

の設計を行った。 

また、腰越漁港では隣接

する施設にて、地魚フラ

継続 

漁業支援施設

整備に向け

て、庁内の関

係課をはじめ

県及び国とも

連携し進めて

いる他、近隣

自治会等に説

明を随時行っ

鎌倉地域の

漁業継続の

ため、水産

多面的発揮

対策事業補

助金を活用

し、藻場の

保全を実施

している。 

県が音頭をと

る必要がある

ことから、相

模湾全体で磯

焼けが進んで

いることへの

調査・対策に

ついて、要望

する必要があ

・漁業支援施設の整備に

向けた検討や朝市の開

催及び PR 強化を行って

いることで、都市マス

で示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も漁業の振興を支

援する取組方針を掲げ

ることが必要である。 
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・腰越漁港の整備を契機とした漁

業による地域活性化  

・市民や観光客等による、海産物

の地域内消費を高めるための直

売システムの強化やマーケット

の整備  

・漁業との調和を保ちながら、さ

まざまなニーズに対応した海や

漁港の多面的な利用の推進 

イの販売を行っているほ

か、定期的に朝市を開催

しており、交流人口の増

加に寄与している。 

（◎） 

ている。 

また、市広報

や市公式 SNS

を活用し、腰

越漁港での朝

市などの情報

を広く周知し

ている。

（+F） 

新メニュー

の開発等を

行い、フラ

イ販売所と

朝市の充実

を図ってお

り、海業を

推進した。 

（f） 

る。  

４）地域産業の育成  

鎌倉ならではの地域産業を育

成するため、以下のことを進め

ます。  

・鎌倉で採れる新鮮な海産物や農

産物をいかしたレストランやマ

ーケット等、地場産業の振興に

貢献する産業の育成  

・農水産物の地域資源の付加価値

向上を図る 6 次産業＊の展開  

・海や山などの自然環境に配慮す

ると共に、その良好な環境条件

をいかしたホテル、研修施設

等、鎌倉ならではの新たな地域

産業の展開の推進と商業の活性

化  

・伝統技術（鎌倉彫）の維持発

展、既存のブランド商品の維

持、新たな鎌倉ブランドとして

の商品・物産開発の支援  

・地域の問題をビジネスの手法で

解決するコミュニティビジネス

等が事業展開しやすい環境の整

農水課 

農産物については、市内

で発生した植木剪定材と

葉山牛の牛糞を混合した

「鎌倉ブランド堆肥」を

作り、その堆肥を鎌倉ブ

ランド会議に登録してい

る農家が使用することで

野菜に付加価値を付け

た。 

水産物については、市内

の漁業協同組合による朝

市を支援した。  

また、「かまくら直売

所・朝市マップ」を発行

し、直売所や朝市等の情

報を紹介することで、地

産地消の推進を図った。 

（◎） 

継続 

農・漁業関係

団体や農業

者・漁業者と

協議・調整を

重ねながら支

援に取り組ん

だこと。 

（+F） 

鎌倉やさい

のブランド

化やシラス

などのメデ

ィア露出が

多くなり、

知名度、注

目度が高ま

ってきてい

る。 

（+a） 

特になし。 

・「鎌倉ブランド堆肥」

による野菜の付加価値

化や朝市の支援、「直

売所・朝市マップ」の

発行を行っていること

で、都市マスで示す政

策の実効性が高まって

いる。 

・今後も地域産業を育成

する取組方針を掲げる

ことが必要である。 

観光課 

観光課 

鎌倉彫を日本遺産いざ

鎌倉の構成文化財の１

つに認定している。 

（◎） 

伝統産業のブラン

ド化 

伝統産業であ

る鎌倉彫を日

本遺産の構成

文化財に認定

することで、

さらなるブラ

ンド化が図れ

た。 

（+F） 

日本遺産制

度の知名度

がやや低

い。 

（-f） 

 ・鎌倉彫を日本遺産の構

成文化財のひとつに認

定していることで、都

市マスで示す政策の実

効性が高まっている。 

・引き続き、伝統産業の

ブランド化を図る取組

方針を掲げることが必

要である。 



９ 産業環境整備の方針 
 

275 
 

備 

商工課 

伝統鎌倉彫事業協同組合

に補助金を交付し、鎌倉

彫啓発事業、原材料の確

保に関する事業及び小中

学生鎌倉彫体験学習事業

を実施している。 

（◎） 

鎌倉彫の出荷額

（売上＋教室）が

年々減少してお

り、後継者の育成

につながらず、衰

退に向かうことが

危惧される。 

日用品として

使用するには

価格帯が高

く、一般市民

には購入しづ

らい状況にあ

ることや、職

人の高齢化が

進み、また、

鎌倉彫教室に

通う人も漸減

していること

から、鎌倉彫

に触れる機会

が少なくなっ

ている。 

（-F） 

新型コロナ

ウイルス感

染症拡大の

影響 

（-a） 

 

・鎌倉彫について、組合

への補助金の交付や、

啓発事業及び小中学校

の体験学習を実施して

いることで、都市マス

で示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も鎌倉彫の維持発

展に向けた取組方針を

掲げることが必要であ

る。 

５）新規成長産業の企業が事業展

開しやすい環境整備  

(１)先端産業等の支援  

規模の大きな先端産業企業

（医療福祉関連、生活文化関

連、情報通信関連、新製造技術

関連、環境関連等）などについ

ては、大船・深沢ゾーンなどに

おいて交通基盤や情報基盤の整

備等を行い、誘導を図ります。 

市街地

整備課 
進展なし    変更希望なし  

深沢地

域整備

課 

・令和元年 5 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、武

田薬品工業（株）、湘南

鎌倉総合病院で、村岡・

深沢地区の「ヘルスイノ

ベーション最先端拠点形

成等に係る連携・協力に

関する覚書」を締結 

 

・令和 2 年 7 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン策定委員会」

よりまちづくりガイドラ

「鎌倉市深沢地区ま

ちづくりガイドライ

ン」において、周辺

の立地企業と連携

し、ヘルスケア関連

産業のイノベーショ

ンを促進する交流拠

点を整備し、また、

用途の複合化、屋内

外の交流拠点整備に

より、人的資源を活

かした新たなコミュ

ニティ形成とイノベ

ーションを創造する

こととしています。 

・鎌倉市深沢

地区まちづ

くりガイド

ライン Ver.1

の策定に伴

い、計画実

現性の向上

が図られ

た。（+F） 

・神奈川県

が進める

ヘルスケ

ア・ニュ

ーフロン

ティア政

策との連

携（+f） 

・深沢地区のま

ちづくりに寄

与する、イノ

ベーション拠

点となる業務

用途を誘導し

ます。 

・深沢地区のま

ちづくりに寄

与する、ZEB

等の環境性能

の高い建築物

を誘導しま

す。 

・鎌倉市深沢地区まちづ

くりガイドラインにお

いて、交流拠点の整備

等を行うこととしてお

り、都市マスで示す政

策の実効性が高まって

いる。 

・今後もガイドラインに

基づき、深沢のまちづ

くりを進めていく方針

を掲げることが必要で

ある。 
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イン基本方針策について

答申 

 

・令和 4 年 3 月 ：都市計

画決定、変更の告示 

 

・令和 4 年 3 月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌倉市、Ｊ

Ｒ東日本「東海道本線大

船・藤沢間村岡新駅（仮

称）設置及び自由通路整

備に関する基本協定書」

の締結 

 

・令和 5 年 10 月 ：「村

岡・深沢地区土地区画整

理事業」について、独立

行政法人都市再生機構が

国土交通大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1 月 ：「鎌倉

市深沢地区まちづくりガ

イドライン（Ver.1）」

の策定 

（◎） 

(２)中小企業、店舗等の支援  

ＩＣＴ＊を利用した企業を始

めとするＳＯＨＯ＊ 型の中小企

業やハイセンスな店舗、地域資

源を活用した観光商業施設等に

ついては、深沢・腰越ゾーンな

ど産業系土地利用への誘導を図

り、空き家や空き店舗、空きビ

ルの転用等を推進します。  

鎌倉らしい環境において事業

展開を希望する場合には、地域

の実情に応じて住宅地でも産業

商工課 

平成 10 年に施行した鎌

倉市商店街空き店舗等活

用事業費補助金交付要綱

は、これまで１件しか活

用事例がない。 

（◎） 

本要綱の有効活用

を図るため、令和

6 年 4 月に鎌倉市

商店街共同施設設

置費補助金に統合

するとともに、補

助率の引上げ等の

条件整備を行っ 

市議会から、

富山県高岡市

の事例に基づ

く空き店舗へ

の事業者誘致

対策につい

て、検討を求

められてい

る。 

（+E） 

補助金を活

用する商店

街団体の資

金繰りが苦

しい。 
（-a） 

 

・空き店舗等の活用に向

けた事業を行っている

が、成果に課題がある

ため、計画の見直しが

必要と考えられる。 
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系の用途を許容し、鎌倉らしい

環境が損なわれないように、共

存・調和に配慮した土地利用コ

ントロール手法について検討し

ます。  

また、既存施設などを活用し

たＳＯＨＯ＊支援の場の整備に

ついて検討します（共有デスク

や会議スペースの提供等）。 

(３)体制  

新規成長産業の企業が事業展

開しやすい環境整備を進めるた

めに、事業者や関係団体、行

政、地域・市民の相互連携の強

化による推進体制の強化を図り

ます。 

商工課 回答なし     

・企業が事業展開しやす

い環境整備に向け、事

業者や関係団体、市民

等の相互連携による推

進体制の強化を図るこ

とに期待したい。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

１）歴史や文化とのふれあいの

場の整備 

(１)歴史的遺産と共生するまちづ

くり 

歴史的遺産と共生するまちを

目指し、まちづくり行政と文化

財保護行政の考え方を兼ね備え

たまちの基盤を整えます。←目

標 

そのため、鎌倉の歴史的価値

をより明確にする研究に取り組む

と共に、「歴史まちづくり法（地域

における歴史的風致の維持及

び向上に関する法律）」（平成 20 

年 11 月施行）を活用し、歴史的

風致※の維持向上に資する様々

な施策を着実に進めます。 

※歴史的風致とは、人々の営みとそ

れが行われる歴史上価値の高い建造

物及び周辺の市街地とが一体となっ

た良好な市街地の環境のことです。 

都市景観課 

・平成 27 年

12 月、鎌倉

市歴史的風

致維持向上

計画策定。 

（△） 

計画策定

により

歴史ま

ちづく

り法の

活用が

推進さ

れた。 

事業の推進 

（+D） 

国による計画

認定 

（+f） 

 

・鎌倉市歴史的風致維

持向上計画を策定

し、様々なまちづく

りの事業を推進して

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も計画に基づ

き、取組を継続して

いくことを方針とし

て掲げる必要があ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

１）歴史や文化とのふれあいの

場の整備 

(２)史跡の公有地化、整備の推

進 

永福寺跡、鶴岡八幡宮境内

（御谷地区）、北条氏常盤亭跡な

どの国指定史跡は、歴史的に

重要な遺産であり、観光資源

としての価値も有することか

ら、将来的に都市公園等として

整備を図ります。 

※歴史的風致とは、人々の営みとそ

れが行われる歴史上価値の高い建造

物及び周辺の市街地とが一体となっ

た良好な市街地の環境のことです。 

文化財課 

①史跡保護の

ため公有地

化を進め

た。 

（平成27年

度：史跡永

福寺跡、平

成28年度：

史跡鶴岡八

幡宮境内、

平成29年

度：史跡鶴

岡八幡宮境

内・史跡名

越切通、史

跡朝夷奈切

通、平成30

年度：史跡

北条氏常盤

亭跡、史跡

仮粧坂、平

成31年度：

史跡朝夷奈

切通、令和

3年度：史

跡永福寺

跡） 

 

公有地化

により史

跡の保護

が図られ

ている。 

また、史

跡永福寺

跡 の公

開活用に

向けた整

備が終了

し、歴史

を体感で

きる場を

創出し

た。 

整備及び

公開が進

んでいな

い他の史

跡につい

ても、公

開に向け

た取組を

進めてい

く必要が

ある。 

史跡永福寺跡の

整備が終了し、

公開活用が図ら

れている。 

 

史跡法華堂跡

（源頼朝墓・北

条義時墓）につ

いて暫定整備を

行った。 

 

史跡大町釈迦堂

口遺跡のトンネ

ル部の崩落対策

工事が終了し、

暫定公開に向け

た整備を開始し

た。 

（+F） 

史跡永福寺跡

は、歴史を感

じることので

きる場として

多くの観光

客・ハイカー

が訪れ、ま

た、近隣住民

の憩いの場と

もなってお

り、整備、公

開によって歴

史的遺産及び

観光資源とし

ての価値が高

まった。 

（+b） 

 

 

・国指定史跡の公有地

化や整備を進めてい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も整備等の取組

を継続し、公開活用

していくことを方針

として掲げることが

必要である。 
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②史跡永福寺

跡の公開活

用に向けた

整備を行

い、平成29

年6月に終

了した。そ

の後、整備

範囲を一般

に公開を開

始するとと

もに、指定

地の維持管

理を実施し

た。 

 

③令和3年度

に史跡法華

堂跡（源頼

朝墓・北条

義時墓）の

暫定整備を

行った。 

 

④令和5年度

に史跡大町

釈迦堂口遺

跡の崩落対

策工事が終

了し、暫定

公開に向け

た整備を開
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始した。 

（○） 

みどり公園課      

・都市公園としての活

用方針を踏まえ、記

載する表現を検討す

る必要がある。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

１）歴史や文化とのふれあいの

場の整備 

(３)文化財の調査研究体制の充

実と施設の整備 

文化財の調査及び調査資料

のデータベース化、発掘調査

体制の強化など、文化財の調

査・研究・保存体制の整備、

充実を図ります。 

鎌倉の歴史的遺産や文化的

遺産を学び、体験し、交流す

る場として、（仮称）鎌倉歴

史文化交流センターを整備し

ます。また、将来的には、

（仮）鎌倉博物館を整備し、

文化財の保護、保全のための

啓発、普及や鎌倉の歴史を学

ぶ機会の充実を図ります。 

文化財課 

個人住宅等の

建築に先立つ

発掘調査及び

報告書の作成

を進めた。 

出土品や発掘

調査報告書の

データベース

化、発掘調査

時の写真資料

のデジタルデ

ータ化を進め

るとともに、

遺跡調査研究

発表会・速報

展・パネル展

の開催、啓発

用リーフレッ

トを刊行する

など、文化財

の公開活用を

進めた。 

（◎） 

継続 

発掘調査の実施

及び資料整理を

行うとともに、

これらの成果を

より広く周知で

きるよう、普及

啓発、公開活用

事業を進めてい

る。 

調査件数が多い

ため、発掘調査

の着手まで時間

がかかることが

常態化してい

る。 

（+F） 

市内の６割が

周知の埋蔵文

化財の包蔵地

である本市で

は、発掘調査

と出土品の整

理、公開活用

を適切に継続

して進めてい

くため体制整

備が必要であ

る。 

（+f） 

 

・発掘調査や資料整理

等を進めていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 
・今後も調査研究や普

及啓発の取組を継続

していくこと方針を

掲げることが必要で

ある。 

生涯学習課 
（鎌倉歴史文化交流

館） 
（追加） 

(3)平成 29 年

（2017

年）5 月に

鎌倉の歴史

的遺産や文

化的遺産を

学び、体験

し、交流す

る場とし

鎌倉の歴

史と文化

を学ぶこ

とができ

る場とし

て整備で

きたと認

識してい

る。 

鎌倉の歴史を通

史で学べる施設

が求められてい

た。 

 

（仮）鎌倉博物

館を整備につい

ては、具体的な

考えはない。 

土地所有者か

ら土地と建

物、整備費用

の寄付を受け

た。 

（+d） 

（仮称）鎌倉歴史文化

交流センター 

     ↓ 

鎌倉歴史文化交流館に

名称変更 

・鎌倉歴史文化交流館

の整備を完了してお

り、今後も歴史や文

化とのふれあいの場

として活用していく

ことを方針として掲

げることが必要であ

る。 
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て、鎌倉歴

史文化交流

館がオープ

ンした。 

 

（仮）鎌倉博

物館を整備

について

は、具体的

な予定はな

い。 

（◎） 

（+F） ・（仮）鎌倉博物館の

整備については、計

画を見直し、総合博

物館やエコミュージ

アムとしての在り方

を方針として掲げる

ことが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

１）歴史や文化とのふれあいの

場の整備 

(４)近代の歴史的建造物、文化

財等の保全活用 

洋風建築物など指定文化財

以外の貴重な歴史的遺産につ

いても極力保全活用に取り組

みます。 

旧川喜多邸は、映画記念館

として整備されましたが、近

代建造物については景観重要

建造物の指定や国の登録文化

財制度などにより、保全活用

を図ります。 

旧華頂宮邸については、現

在の試験的活用の成果を踏ま

え、将来的に都市公園として

整備するなど保全活用に取り

組みます。 

文化財課 

国の登録有形

文化財への登

録 

鎌倉市立御成

小学校旧講

堂、鎌倉市吉

屋信子記念館

主屋及び１

件、吉岡家住

宅主屋（平成

29 年度登

録）、旧吉原

家別邸主屋、

（令和元年度

登録）、田

中・大野邸主

屋、旧太田家

住宅主屋（宝

善院三摩耶

庵）、旧川喜

多家別邸（石

島家住宅）主

屋、湯浅物産

館（令和２年

度登録）、本

多家住宅（旧

中上川家住

宅）主屋ほか

１件（令和４

年度登録）等 

（◎） 

継続 

地域に親しまれ

ている建造物や

時代の特色をよ

く表した価値あ

る文化財につい

て、着実に登録

しており、保存

活用を図ってい

る。 

（+f） 

登録有形文化

財の制度上、

保存修理する

場合に、工事

費に対する補

助ではなく、

設計監理費に

対する補助の

みであるた

め、建造物の

維持や管理に

課題がある。 

（-f） 

 

・歴史的建造物の国登

録有形文化財への登

録を進めていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 
・今後も貴重な歴史的

建造物の保存活用の

取組を継続していく

ことを方針として掲

げることが必要であ

る。 
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文化課 

（旧和辻邸） 

遊歩道を整備

済みであり市

民等が通行可

能となってい

る。 

また、指定管

理業務に位置

付けて市民等

への公開（春

と秋の年 2

回）を行って

いるほか、適

切な維持管理

をしている。 

（◎） 

継続 

地域に親しまれ

ている建造物と

して、良好な景

観を形成してお

り、引き続き、

適切に管理を行

い、公開等で触

れる機会を提供

する。 

（+F） 

特になし  

・旧和辻邸の定期的な

公開や遊歩道の整備

等を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 
・今後も歴史的建造物

の保全活用の取組を

継続していくことを

方針として掲げるこ

とが必要である。 

都市景観課 

旧華頂宮邸暫

定活用運営会

議の設置。 

（○） 

暫定利用

のルール

等を作

成。 

活用計画の推進 

（+D） 

住民理解の醸

成 

（+c） 

 

・旧華頂宮邸暫定活用

運営会議を設置し、

暫定利用のルール等

を作成していること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も施設の活用に

向けた取組を進めて

いくことを方針とし

て掲げることが必要

である。 

みどり公園課      

・都市公園としての活

用方針を踏まえ、記

載する表現を検討す

る必要がある。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

２）鎌倉ＭＩＣＥの推進 

(１)国際観光都市としての魅力を

高めるＭＩＣＥ＊の誘致 

本市の持つ優れた観光資源

をいかして、国際レベルの会

議・イベント等の誘致を図り

ます。国際観光都市として、

単なる物見遊山型の観光では

なく、知的な交流の機会を増

やすことにより、関係者との

ネットワークの構築や経済の

活性化、地域イメージの向上

につなげます。 

観光課 

平成 28 年度

に認定された

日本遺産の構

成資産等を活

用した、イン

バウンド誘致

の研究や民間

参入との連携 

（◎） 

継続 

鎌倉藤沢観光協

議会など、広域

での研究や民間

参入による事業

創造について連

携している。 

（+E） 

観光ＤＭＯ化

や事業化等に

至る環境が整

っていない。 

（-f） 

 

・日本遺産の観光資源

を活かし、インバウ

ンド誘致の研究や民

間参入との連携を図

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も国際観光都市

としての魅力を高め

る取組方針を掲げる

ことが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

２）鎌倉ＭＩＣＥの推進 

(２)ＭＩＣＥ環境の整備（資源のネ

ットワーク化） 

鎌倉の持つ自然・歴史・文化等

をベースとして、 国内外からの

国際的な人が集まる小規模な

会議や、研究や創作活動等が

行うことのできる環境整備を

行います。 

さまざまな優れた資源（歴

史的建造物等）を活用した長

期滞在施設の整備や、鎌倉の

魅力を満喫できるような保

養・宿泊施設の充実など、鎌

倉全体がＭＩＣＥ＊となるよ

う点在する資源のネットワー

ク化を図ります。 

観光課 

平成 28 年度

に認定された

日本遺産の構

成資産等を活

用した、イン

バウンド誘致

の研究や民間

参入との連携 

（◎） 

継続 

鎌倉藤沢観光協

議会など広域で

の研究や民間参

入による事業創

造について連携

している。 

（+E） 

DMO 化や事業

化等に至る環

境が整ってい

ない。 

（-f） 

 

・観光資源を活かし、

インバウンド誘致の

研究や民間参入との

連携を図っているこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も施設の環境整

備につながる取組方

針を掲げることが必

要である。 

商工課 

鎌倉市企業立

地等促進条例

の制定及び鎌

倉市企業立地

整備費等補助

金交付要綱の

改正により、

宿泊業を対象

事業者に加え

た。 

（○） 

市内にお

いて 2 件

の宿泊施

設に対

し、税の

軽減措置

を行い、

宿泊環境

の整備に

寄与して

いる。 

鎌倉市商工業振

興計画（働くま

ち推進計画）に

おいて、年間観

光消費額の引上

げを KPI として

掲げている。 

（+D） 

アフターコロ

ナを迎え、イ

ンバウンド需

要が急増して

いる。 

（+a） 

 

・鎌倉市企業立地等促

進条例の制定及び鎌

倉市企業立地整備費

等補助金交付要綱の

改正を行い、宿泊業

を対象事業者に加え

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も宿泊施設の充

実に向けた取組方針

を掲げることが必要

である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

３）緑や川などとふれあう場の

整備 

(１)緑の保全と親しむ場の整備 

緑地の保全と自然観察の場

の整備などを進めます。鎌倉

中央公園、夫婦池公園、六国

見山森林公園については、既

存の環境に十分配慮しなが

ら、緑に親しめる場所として

整備されましたが、引き続き

鎌倉広町緑地や鎌倉中央公園

拡大区域（台峯） など都市計

画公園の整備を進めます。ハ

イキングコースについては、

近年ハイキングを楽しむ観光

客が増えてきていることか

ら、コース上の安全を確保す

ると共に、より多くの人が気

軽に緑に親しめるような整備

や案内板の充実などを検討し

ていきます。 

みどり公園課 

・鎌倉広町緑

地は平成

27 年

（2015

年）4 月及

び平成 30

年（2018

年）6 月に

一部供用開

始。 

山崎・台峯

緑地（風致

公園）は令

和 2 年

（2020

年）4 月及

び令和 4 年

（2022

年）5 月に

一部供用開

始。 

（◎） 

・自然環

境とふ

れあう

ことが

できる

都市公

園の整

備を行

った。 

・鎌倉広町緑地

及び山崎・台

峯緑地の供用

開始を行っ

た。 

（+F） 

・山崎・台峯

緑地につい

ては、最低

限の整備の

みでそのま

まの緑地を

残してほし

いとの要望

があった。 

（-c） 

・市有地内の緑（竹

等）について苦情も

多く（越境だけでな

く密集等で危険を感

じる等）、緑地を確

保するだけでなく、

その後の維持管理が

重要である。 

 

・ハイキングコースに

ついては観光課で記

載を。 

・自然環境とふれあう

ことができる都市公

園の整備を行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も緑地の保全や

自然観察の場の整備

の取組方針を掲げる

ことが必要である。 

・整備だけではなく、

維持管理についても

方針を検討すること

が必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

３）緑や川などとふれあう場の

整備 

(２)市街地における自然とのふれ

あいの場の整備 

市街地における河川や池に

ついて、安全性や生 態系に配

慮した上で、プロムナード＊や

広場、親水 空間等の魅力あふ

れる水辺空間の整備を進めま

す。また、北鎌倉等に見られ

る湧水の活用についても 検討

していきます。 

市民農園の開設等、土に親

しめる場の提供も、さらに行

います。 

下水道河川課 

当課は河川に

ついてプロム

ナード＊や広

場、親水 空

間等の魅力あ

ふれる水辺空

間の整備は実

施していな

い。 

所管事業

なし。 
   評価対象外 

農水課 

大船地区市民

農園の運営を

行うととも

に、手広や今

泉の市民農園

では、土地所

有者が開設で

きるよう支援

を行った。 

また、コロナ

禍では実施が

出来なかった

が親子農業体

験を実施し

た。 

（◎） 

継続 

多くの市民が農

作物の栽培を通

して自然と触れ

合い、農業への

理解を深められ

るよう、市民農

園の運営や親子

農業体験の実

施。 

（+F） 

市民農園の利

用者募集で

は、毎回、募

集数を上回る

応募があり市

民農園の利用

要望が多く、

親子農業体験

にも多くの参

加があった。 

（+f） 

今後は、市が開設し、

管理運営するのではな

く、土地所有者による

開設を支援していく。 

また、市内の農地は、

限られており、現在大

船に開設をしているよ

うな規模の確保は難し

い状況となっている。 

・市民農園の運営や親

子農業体験を実施し

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も自然とのふれ

あいの場を設ける取

組方針を掲げること

が必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

４）海浜と親しめる環境の整備 

(１)海浜の環境整備 

広く美しい砂浜の再現のた

めに、各海岸の性格 に応じた

養浜対策や緑化の推進に取り

組むほか、 プロムナード＊や

休憩広場の整備を行います。ま

た、安全で多様な魅力を持つ

海浜づくりに向けての検討も

行います。 

鎌倉海浜公園において、津波

対策とも連携して、 観光客も立

ち寄りやすい施設の整備検討を

行います。 

また、交通需要マネジメント

施策＊とも連携して、海浜利用

者の駐車場対策について検討し

ます。 

環境保全課 

車両進入禁止

看板を維持管

理した。 

（◎） 

海浜の保

全を図っ

た。 

  

海岸自体は神奈川県が

管理者のため（漁港区

域を除く）、神奈川県

が整備や養浜対策を実

施するものであり、環

境保全課では整備や養

浜対策を実施していま

せん。 

・海岸への車両進入を

制限し、海浜の保全

を図っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も海浜保全の取

組方針を掲げること

が必要である。 

都市計画課

（交通） 

鎌倉地域内

の交通渋滞

緩和のため

「パークア

ンドライ

ド」及び

「鎌倉フリ

ー環境手

形」を推進

し、自動車

利用の抑制

及び公共交

通の利用促

進に向けて

取り組ん

だ。 

 

「ロードプ

ライシン

グ」につい

継続 

「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」等のＴ

ＤＭ施策は、交

通環境改善に必

要な施策であ

る。 

+D 

「パークア

ンドライ

ド」は平成

26 年度、「鎌

倉フリー環

境手形」は

平成 29 年度

をピークに

利用者数が

大幅に減少

している。 

-f 

ロードプライ

シングの導入

に向けた検

討、及び短期

的観光渋滞対

策滞につい

て、国土交通

省と継続して

検討を進めて

なし 

・交通混雑の緩和に向

けた取組を行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も海浜利用者の

駐車場対策につなが

る取組方針を掲げる

ことが必要である。 
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ては、令和 2

年（2020

年）1月に本

市から国土

交通省に

「ロードプ

ライシング

の早期実現

に関する要

望書」を提

出し、ロー

ドプライシ

ングの早期

実現を目指

し、より一

層の制度

面、技術面

について支

援策等を要

望した。 

○ 

いる。 

 

+d 

みどり公園課 

・福祉まちづ

くりの方針 

3-01)-(1)

と同じ 

 

・県の鎌倉海

岸七里ガ浜

地区浸食対

策会議に出

席し養浜対

策に関する

情報共有を

図るととも

に、令和 3

年度に鎌倉

・令和元

度に発

生した

台風第

15 号及

び 19

号の波

浪によ

り崩落

した公

園用地

につい

て、大

型土嚢

の設置

・特になし 

・公園用地に

隣接する国

道 134 号の

管理者であ

る神奈川県

から、仮設

復旧を行う

よう要請が

あった。 

（-ｄ） 

 

・護岸の根固め対策等

の検討を行っている

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も安全な海浜づ

くりの取組方針を掲

げることが必要であ

る。 
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海浜公園稲

村ガ崎地区

広場護岸補

修設計委託

を発注し、

護岸の根固

め対策等の

検討を行っ

た。 

（○） 

等の緊

急対応

を行っ

た。 

観光課 

海水浴場の開

設に合わせ海

岸の整地、養

浜を行うとと

もに、混雑対

策として、砂

浜に臨時駐輪

場を設置し

た。 

（◎） 

継続 

海水浴場利用者

の安全の向上、

利便性、また、

地域の良好な住

環境の維持に寄

与している。 

（+F） 

燃料価格等の

高騰により作

業コストが上

昇している。 

（-a） 

 

・海水浴場の開設に合

わせ、海岸の整地、

養浜や臨時駐車場の

設置などを行ってい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も海浜の環境整

備の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

４）海浜と親しめる環境の整備 

(２)漁港の活用 

産業と観光、レジャーとの

調和を図りつつ、腰 越漁港の

改修整備による地域の活性化

を進めます。 

また、鎌倉地域の漁業継続

のための漁業施設の検討及び

漁業建設に向けた検討を行い

ます。 

農水課 

腰越漁港の改

修整備が平成

26 年度に完

了したことに

より漁業活動

の強化を図っ

ているほか、

展望スペース

を設けた。 

また、腰越漁

業協同組合で

は定期的に朝

市を開催し

た。 

鎌倉地域にお

ける漁業支援

施設の整備に

向け、関係者

との協議を経

て令和 4 年度

には漁港区域

指定を行い、

令和 5 年度に

は土質の調査

や施設等の設

計を行った。 

（○） 

継続 

漁港利用料の一

部を指定管理者

の腰越漁業協同

組合から市に納

付しているため

歳入を確保し

た。朝市につい

ては、市広報ほ

か、市公式 SNS

でも発信した。 

また、漁業支援

施設整備に向け

て、庁内の関係

課をはじめ県及

び国とも連携し

進めている。ま

た、近隣自治会

等に説明を随時

行っている。 

（+E） 

腰越漁業協同

組合から漁港

内の修繕や朝

市を広く周知

したい要望が

あった。 
鎌倉地域の漁

業継続のた

め、水産多面

的発揮対策事

業補助金を活

用し、藻場の

保全を実施し

ている。 

（+f） 

腰越漁港の改修整備

は、漁港機能の強化と

市民利用・開放を合わ

せた機能を備える計画

で行ったが、優先され

るべきは、事業の性格

上、漁港機能の強化に

よる漁業振興であるた

め、表現については検

討したい。 

・腰越漁港の改修整備

を完了するととも

に、新たな漁業支援

施設の整備に向けた

調査設計等を行って

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も漁港の活用を

図る取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 

 



10 観光・文化・スポーツ・レクリエーション環境整備の方針 
 

294 
 

3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

５）快適に鎌倉で過ごせる環境

の整備 

(１)自動車利用の抑制と楽しく歩

ける道の整備 

交通渋滞の解消と環境にや

さしいまち、快適な観光の実

現のために、鎌倉地域の交通

需要マネジメント施策＊を始

めとした自動車利用の抑制に

引き続き取り組んでいきま

す。 

徒歩や自転車によってより

深く鎌倉にふれられるよう

に、景観や環境面にも配慮し

て、快適な歩行者空間や散策

コースの整備を行います。ま

た、自然、歴史、文化等のテ

ーマ別に認定した「かまくら

の道」（11 コース）の周知を

図ります。 

都市計画課

（交通） 

鎌倉地域内

の交通渋滞

緩和のため

「パークア

ンドライ

ド」及び

「鎌倉フリ

ー環境手

形」を推進

し、自動車

利用の抑制

及び公共交

通の利用促

進に向けて

取り組ん

だ。 

 

「ロードプ

ライシン

グ」につい

ては、令和 2

年（2020

年）1月に本

市から国土

交通省に

「ロードプ

ライシング

の早期実現

に関する要

継続 

「パークアンド

ライド」及び

「鎌倉フリー環

境手形」等のＴ

ＤＭ施策は、交

通環境改善に必

要な施策であ

る。 

+D 

「パークアン

ドライド」は

平成 26 年

度、「鎌倉フ

リー環境手

形」は平成

29 年度をピ

ークに利用者

数が大幅に減

少している。 

—ｆ 

ロードプライ

シングの導入

に向けた検

討、及び短期

的観光渋滞対

策滞につい

て、国土交通

省と継続して

検討を進めて

いる。 

+ｄ 

なし 

・交通渋滞緩和のため

「パークアンドライ

ド」及び「鎌倉フリ

ー環境手形」の推進

等を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も自動車利用を

抑制する取組方針を

掲げることが必要で

ある。 
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望書」を提

出し、ロー

ドプライシ

ングの早期

実現を目指

し、より一

層の制度

面、技術面

について支

援策等を要

望した。 

 

○ 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

５）快適に鎌倉で過ごせる環境

の整備 

(２)観光施設や案内情報システ

ムの充実 

平成 32 年には東京オリンピッ

ク・パラリンピックの開催に伴

い、多くの来訪者が本市を訪

れることが予測されることか

ら、市内を快適に観光して歩

けるように、また災害時の誘

導、市民の生活空間との共生な

ども考慮した上で、案内板やサ

イン、公衆トイレ、観光関連

施設の整備と観光情報提供シ

ステムの充実に取り組みます。 

自動車対応として、駐車場

案内の整備の推進や交通情報

提供システムの充実も図りま

す。 

情報システムは、携帯電話

都市計画課

（交通） 

大型バスが駐

車可能な駐車

場を市ホーム

ページに掲載

するととも

に、事前予約

を行うようバ

ス事業者等に

働きかけを行

った。 

○ 

公共交通での

来訪を促すこ

とを目的に、

市ホームペー

ジに過去の時

間帯別渋滞状

況等を掲載し

ている。 

○ 

公共交通機関

の運行状況を

手軽に迅速に

入手できるよ

う、市ホーム

ページに市内

を運行する交

通事業者のリ

ンクを集約し

たページを作

成するととも

に、市公式

継続 

情報は、継続的

に発信し続ける

必要がある。 

+F 

大型バス駐車

場の事前予約

システム構築

に向け駐車場

事業者に働き

かけを行った

が、個々のシ

ステムを運用

しているなど

の理由で、協

力を得ること

ができなかっ

た。 

-a,f 

既に民間事業者におい

て個別に情報発信して

いることから、市が積

極的に新たなシステム

構築する必要はないと

考える。 

・自動車対応として、

駐車場案内の整備の

推進や交通情報提供

システムの充実等、

様々な施策を実施し

ていることで、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も自動車対応の

取組方針を掲げるこ

とが必要である。 
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やスマートフォン等から観光

情報を得られる無料Ｗｉ-Ｆｉ

等の新たな情報通信技術（Ｉ

ＣＴ＊）を活用します。 

LINE から直

接遷移できる

ような枠組み

を整えた。 

○ 

観光課 

公衆トイレ設

置拡大や案内

版等の整備に

努めた。 

また、ホーム

ページ情報発

信コンテンツ

改修やＳＮＳ

による観光情

報に努めた。 

無料 Wi-Fi 等

については、

屋外送受信

10 施設整備

のほか店舗等

への補助金制

度を設けてい

る。 

また、オーバ

ーツーリズム

対策として

「鎌倉観光混

雑マップ」を

整備し、公開

している。 

（◎） 

継続 

観光基盤の充実

が図れているが

施設老朽化や維

持管理コストが

課題である。 

（-B） 

観光客の利便

性向上に寄与

している。 

情報発信につ

いて多言語化

対応などのニ

ーズがある。 

無料 Wi-Fi 等

については、

店舗等でのあ

る程度整備が

済んでいる。 

（+f） 

 

・観光関連施設の整備

や観光情報提供シス

テムの充実等、様々

な施策を実施してい

ることで、都市マス

で示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も観光情報発信

の取組方針を掲げる

ことが必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

５）快適に鎌倉で過ごせる環境

の整備 

(３)観光ごみの削減 

観光ごみを減らすために、

持ち帰り運動の推進、発生ご

みの効果的な回収の仕組みづ

くり、資源としての再利用に

ついて引き続き取り組みま

す。 

環境保全課 

観光客等によ

るごみのポイ

捨てを減らす

ため、マナー

啓発やごみの

持ち帰りキャ

ンペーン等を

実施し、ごみ

の持ち帰りを

啓発した。 

（◎） 

ポイ捨て

が 0 にな

ることは

ないた

め、防止

のための

ごみ持ち

帰り啓発

は継続的

に必要で

ある。 

・年３回のごみ

持ち帰りキャ

ンペーンを実

施している。 

・ポイ捨て防止

看板を希望す

る市民へ配布

している。 

・観光マナーの

啓発看板物を

オーバーツー

リズムによる

影響が生じて

いる自治町内

会等の希望者

へ配布してい

る。 

（+F） 

・観光客は常

に入れ替わ

る。 

・ポイ捨てに

関して、文

化や慣習の

違いがあ

る。 

（-f） 

「発生ごみの効果的な

回収の仕組みづくり、

資源としての再利用に

ついて」は現在実施し

ていない。 

なお、オーバーツーリ

ズムによる課題はごみ

問題のみではなく多岐

にわたるため、ポイ捨

てごみ以外の課題につ

いても新計画では網羅

できるとよい。 

・ごみの持ち帰りキャ

ンペーンやマナー啓

発等を実施している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後も観光ごみ削減

の取組方針を掲げる

ことが必要である。 

・一部未実施の施策も

あるため、方針の見

直しも含めた検討が

必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

６）多様な活動、情報発信ので

きる場の整備 

(１)多目的地域集会施設 

（コミュニティ施設）の整備 

市民活動の拠点となる多目

的地域集会施設について、さ

まざまな資源をいかして、整

備や活用を図ります。 

自治・町内会館については、東

日本大震災の後、地域の防災拠

点としての役割を担う働きが

あったことを踏まえ、整備や修

繕を進めます。 

【例】 

・自治・町内会館、公民館の活

用 

・空き家・空き店舗の活用 

・中高層共同住宅の開発や一定

規模以上の団地開発に伴い多

目的地域集会施設を整備等 

地域のつなが

り課 

自治会・町内

会が所有する

公会堂等の新

築や改修に対

して補助金を

交付してい

る。 

（◎） 

継続 

毎年度、自治

会・町内会の要

望に応えて改修

等に補助を行っ

ており、引き続

き補助金の予算

の確保をしてい

く必要がある。 

（+B） 

毎年度、自治

会・町内会の

要望に応えて

改修等に補助

を行ってお

り、引き続き

補助金の予算

の確保をして

いく必要があ

る。 

（+c） 

あくまで補助事業であ

り、地域のつながり課

自身が施設の整備や修

繕は行っていないこと

に留意。 

・自治会等が所有する

施設の改修等に対し

て補助金を交付して

いることで、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も施設整備を助

成する取組方針を掲

げることが必要であ

る。 

都市整備総務

課 

平成 29 年 3

月改定「第 3

次住宅マスタ

ープラン」

で、多世代交

流による地域

コミュニティ

の形成を継続

の取組として

示している。 

（△） 

継続 

目標の実現に向

けて、長期的な

視点で運用して

いく必要がある 

（+F） 

  

・「第 3 次住宅マスタ

ープラン」に多世代

交流による地域コミ

ュニティの形成を取

組として示している

ことで、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・今後、具体的な施設

の整備に向けた取組

方針を掲げることが

必要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

６）多様な活動、情報発信ので

きる場の整備 

(２)文化施設の整備 

鎌倉にゆかりのある作品の

収集、展示と共に、市民の活動

の場としての機能を持つ中枢的

な（仮） 鎌倉美術館本館の整

備について、「鎌倉市公共施設再

編計画」（平成 27 年 3 月）との

整合を図りながら、引き続き検

討します。 

文化財課 所管事業なし     

評価対象外 

 

・（仮）鎌倉美術館本

館の整備が進んでお

らず、計画を見直

し、総合博物館やエ

コミュージアムとし

ての在り方を方針と

して掲げることが必

要である。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内評

価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

６）多様な活動、情報発信ので

きる場の整備 

(３)子ども・青少年の居場所づく

り 

子ども会館・子どもの家を

小学校の建替え等に合わせ小

学校に複合化するなど、公共

施設を始め、さまざまな資源

を活用して、子ども・青少年

の居場所づくりを進めます。 

青少年課 

放課後子ども

ひろばが開始

し、放課後子

どもの家と一

体化した、か

まくらっ子が

実現した。 

 

既存の施設を

活用し、青少

年の居場所づ

くりに取り組

んだ。 

（◎） 

放課後子ど

もひろばが

開始し、す

べての児童

に放課後の

居場所を提

供できる環

境が整っ

た。 

行政センタ

ーに開設し

た自習スペ

ース「わか

たま」は青

少年に多く

利用されて

いる。 

市内の青少

年会館の青

少年の利用

率は低いた

め、改善し

ていく必要

がある。 

青少年会館

は、音楽室

や、調理室な

ど珍しい設備

が整っている

が、青少年の

ニーズに合う

環境を整えて

いく必要があ

るため。 

（+F） 

青少年会館の設

備は、年配の方

に需要が高く、

青少年が利用し

づらい。 

（-f） 

放課後かまくらっ子 16

施設の運営とともに、

既存施設の鎌倉青少年

会館を活用し、青少年

の居場所のさらなる拡

大を進めていく。 

・放課後子どもひろ

ばや行政センター

での自習スペース

の開設等を行って

いることで、都市

マスで示す政策の

実効性が高まって

いる。 

・今後も子ども・青

少年の居場所づく

りの取組方針を掲

げることが必要で

ある。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

６）多様な活動、情報発信ので

きる場の整備 

(４)スポーツ・レクリエーション施

設の整備 

だれもが いつでも どこで

も いつまでも 地域の多世代

が共にスポーツに親しむこと

ができるシステムの構築を検

討し、学校や民間施設などと

連携を取りながら、地域にお

けるスポーツ環境の整備・充

実を図ります。 

子どもの体力向上や競技力

向上のため、スポーツ環境の

整備・充実を図ります。 

自然を利用したウォーキン

グやマリンスポーツができる

環境の整備・充実を図りま

す。 

スポーツ課 

市民が身近な

地域でスポー

ツに親しむこ

とができる総

合型地域スポ

ーツクラブの

創設を支援し

ました。 

 

地域のスポー

ツをより身近

な場所で行っ

ていただくた

めに、学校体

育施設を開放

し、多くの市

民がスポーツ

に親しむ場を

提供しまし

た。 

 

ジュニア世代

を対象にトッ

プアスリート

から指導を受

ける機会を提

供し、幼少期

からの競技ス

ポーツへのき

っかけづくり

を支援しまし

た。 

継続 

本市で策定して

いるスポーツ振

興基本計画で掲

げる市民のスポ

ーツ実施率向上

を図るため、引

き続き市民がス

ポーツを親しむ

場の提供が必要

です。 

（+D） 

国において、

令和４年にス

ポーツ基本法

の理念を具体

化し、スポー

ツ立国実現の

ための今後 5

年間の具体的

施策等を示す

計 3 として、

第 3 期スポー

ツ基本計画が

策定されまし

た。これを受

けて、神奈川

県では、スポ

ーツ振興の考

え方や取り組

みを示すとと

もに、県民が

生涯にわたっ

て運動・スポ

ーツに親しむ

ことができる

ようにするた

めの施策を効

率的かつ効果

的に進めるた

め、神奈川県

スポーツ推進

計画を令和 5

年に見直しを

 

・総合型地域スポーツ

クラブ創設の支援等

を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もスポーツ・レ

クリエーション施設

の整備の取組方針を

掲げることが必要で

ある。 
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海の魅力発信

事業実行委員

会と連携し、

マリンスポー

ツやビーチス

ポーツに親し

む場を提供し

ました。 

（◎） 

しました。市

民のスポーツ

への関心を高

め、スポーツ

実施率向上と

健康寿命の延

伸を目指す必

要です。 

（+f） 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

６）多様な活動、情報発信のでき

る場の整備 

(５)拠点整備に伴う整備 

拠点整備に伴い、以下の検討・整

備を行います。 

・鎌倉駅周辺拠点における（仮

称）鎌倉歴史文化交流センター

の整備 

・大船駅周辺拠点における交流機

能の導入、文化レクリエーショ

ンゾーンの形成 

・深沢地域国鉄跡地周辺拠点におけ

る保健・医療・福祉機能、スポ

ーツ機能（総合体育館等）及び

文化・教育機能の検討 

・腰越漁港の多面的な活用による

地域の活性化 

生涯学習課 

鎌倉歴史文化

交流館は平成

29 年 5 月 15

日にオープン

した。 

（◎） 

鎌倉の歴

史と文化

を学ぶこ

とができ

る場とし

て整備で

きたと認

識してい

る。 

鎌倉の歴史を通

史で学べる施設

が求められてい

た。 

（+F） 

土地所有者か

ら土地と建

物、整備費用

の寄付を受け

た。 

（+d） 

（仮称）鎌倉歴史文化

交流センター 

     ↓ 

鎌倉歴史文化交流館に

名称変更 

・鎌倉歴史文化交流館

をオープンし、都市

マスの方針としてい

る多様な活動、情報

発信のできる場を創

出していることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後は、歴史文化交

流館の活用や庁舎現

在地と深沢庁舎の多

様な活動、情報発信

の場づくりを方針と

して掲げる必要があ

る。 

市街地整備課 

大船駅東口再

開発事業につ

いては、建設

工事費の高騰

等により事業

の実施を延伸

している。 

現時点では、

再開発によら

ないまちづく

りを進めるた

め、鎌倉女子

大、地元自治

会・商店会、

周辺事業者等

との意見交換

事業の進

展の目処

は立って

いない。 

 特になし。 

東京オリンピ

ック・パラリ

ンピック招致

決定以降、建

設工事費の高

騰が続いてい

ること。 

また、これに

伴い、再開発

事業を実施し

た際に権利者

が得られる再

開発ビルの床

面積（権利

床）が減少す

る見込みであ

変更希望なし。 

・大船駅東口再開発事

業は進んでいない

が、再開発によらな

いまちづくりを進め

るため、地元の活動

やイベントへの支援

等を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も地元のまちづ

くりの活動を支援す

る取組方針を掲げる

ことが必要である。 
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や地域のボラ

ンティア活動

及びイベント

への支援等を

実施してい

る。 

（△） 

ること。 

（-a） 
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深沢地域整備

課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢

市、鎌倉

市、武田薬

品工業

（株）、湘

南鎌倉総合

病院で、村

岡・深沢地

区の「ヘル

スイノベー

ション最先

端拠点形成

等に係る連

携・協力に

関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉

市深沢地区

まちづくり

ガイドライ

ン策定委員

会」を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉

市深沢地区

まちづくり

ガイドライ

ン策定委員

会」よりま

ちづくりガ

イドライン

基本方針策

について答

申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、周辺

の立地企

業と連携

し、ヘル

スケア関

連産業の

イノベー

ションを

促進する

交流拠点

を整備す

ることと

していま

す。 

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。 

（+D） 

・神奈川県が

進めるヘル

スケア・ニ

ューフロン

ティア政策

との連携 

（+f） 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地域

整備事業用地 

・スポーツの促進とヘル

スケア産業との連携交

流による健康の増進を

図ります。 

・スポーツやヘルスケア

関連のイベントなど、

気軽に健康づくりに親

しめる機会や場を作り

ます。 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

においても、産業の

交流拠点を整備する

方針としていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後もガイドライン

に基づき、深沢のま

ちづくりを進めてい

く方針を掲げること

が必要である。 
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画決定、変

更の告示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢

市、鎌倉

市、ＪＲ東

日本「東海

道本線大

船・藤沢間

村岡新駅

（仮称）設

置及び自由

通路整備に

関する基本

協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村

岡・深沢地

区土地区画

整理事業」

について、

独立行政法

人都市再生

機構が国土

交通大臣か

ら事業計画

認可を受け

る 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉

市深沢地区

まちづくり

ガイドライ

ン

（Ver.1）」

の策定 

（○） 
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農水課 

平成 26 年度

に完了した腰

越漁港の改修

整備で展望ス

ペースを設置

したことよっ

て地域住民を

はじめとした

一般の方が多

く訪れてい

る。 

（◎） 

継続 

毎年維持修繕を

行うことによっ

て漁港施設の維

持を図ってい

る。 

（+F） 

腰越漁業協同

組合から漁港

内の修繕の要

望があった。 

（+c） 

腰越漁港は、漁港機能

の強化と市民利用・開

放を合わせた機能を備

える計画をもって改修

工事を実施したが、事

業の性格上、漁港機能

の強化による漁業振興

を優先しなければなら

ない。 

・腰越漁港の改修整備

により、施設の維持

と地域の活性化を図

っていることで、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も漁港施設の維

持を図る取組方針を

掲げることが必要で

ある。 
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3.具体的な方針 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）

以降の具体的

な取組み及び

達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

６）多様な活動、情報発信ので

きる場の整備 

(６)既存施設及び用地の活用 

既存施設の有効活用を行う

ために、引き続き市立小中学

校の学校開放化を行います。

また、周辺他市との連携など

の可能性を検討していきま

す。 

野村総合研究所跡地について

は、「野村総合研究所跡地整備

（鎌倉博物館・鎌倉美術館の

整備）にかかる今後の基本方針」

（平成 22 年 2 月）などの検討

がされてきましたが、鎌倉ＭＩ

ＣＥ＊の推進や産業環境の整

備、歴史的遺産と共生するま

ちづくり等の多様な観点から、

全庁的に検討します。 

学校施設課 

開放事業によ

る学校施設の

利用を良好に

行えるよう、

学校施設の修

繕等による整

備を行った。 

また、諸事情

により使用が

できなくなっ

た施設につい

ては、代替施

設を使用する

ことにより開

放事業を実施

した。 

（◎） 

一部のプ

ール施設

の開放利

用中止が

あった

が、代替

施設を利

用するこ

とにより

開放事業

を実施し

た。 

また、校

庭や屋内

運動場に

おける開

放事業を

行えるよ

う学校施

設の維持

管理を適

切に行え

ている。 

学校や関係課と

調整の上、一部

利用ができない

施設の代わりに

別施設を利用し

て開放事業を行

ったため。 

校庭や屋内運動

場の修繕を適

切・迅速に行っ

たため。 

（+F） 

問題や事故な

どなく開放事

業を実施でき

たため。 

（+f） 

 

・学校施設の修繕等に

よる整備や学校開放

化を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も既存施設の有

効活用を方針として

掲げることが必要で

ある。 

公的不動産活

用課 

野村総合研究

所跡地につい

ては、平成

29 年度に策

定した鎌倉市

公的不動産利

活用推進方針

において、利

活用の基本方

継続 

新都市機能導入

の観点から、引

き続き、民間活

用に向けて取組

みを進めていく

必要がある。 

（+F） 

神奈川県企業

庁から、当該

地を配水地整

備の候補地と

したい旨の協

議依頼を受け

ており、公共

公益施設の立

地という観点

鎌倉ＭＩＣＥの推進と

いう具体的な表現の継

続について、今後協議

をお願いしたい。 

・鎌倉市公的不動産利

活用推進方針の策定

等、利活用に向けた

検討を行っているこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・公募による利活用に

至らなかった課題を
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針を「自然環

境を生かした

利活用（市民

への開放を含

む）と企業誘

致」と定めま

した。この方

針に基づき、

令和 2 年度に

公募を行いま

したが、利活

用には至らな

かった状況で

あり、引き続

き、利活用に

向けた取組を

進めていま

す。 

（△） 

も含めて、検

討する必要が

生じている。 

（+f） 

踏まえ、引き続き、

利活用に向けた取組

方針を掲げることが

必要である。 
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３．ゾーンの整備 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以

降の具体的な

取組み及び達

成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスター

プランとの相違点、

要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

１）海岸ゾーン  

(１)考え方  

相模湾に面して広がる海岸線は貴重

な資源であり、市民や来訪者のた

めに整備し、活用を図ります。整備

にあたっては、海浜の自然環境、

和賀江嶋  

や稲村ヶ崎の歴史的遺産を保全

すると共に、東日本大震災の教

訓を踏まえた防災・減災対策と

一体となった海浜景観の創出、

水と緑が一体となったレクリエ

ーションの場の創出、マリンス

ポーツへの対応等海浜環境の総

合的な整備を図ります。 
(２)整備の方向性  

①自然環境・景観  

・海岸ゾーンの景観や歴史をいか

した海浜環境の総合的な整備  

・古都景域における原風景の継承  

・海岸線の魅力ある景観の創出、

デザインガイドライン＊の策定  

観光課 

海水浴場の開設

に合わせ海岸の

整地、養浜を実

施した。 

また、令和 5 年

度夏から海水浴

場内にマリンス

ポーツができる

エリア（ソフト

ボードエリア）

を設置してい

る。 

（◎） 

あらたな

海の利

用や魅

力の発

信に繋

がっ

た。 

海水浴場利用者

の安全や海の魅

力発信の向上に

寄与している。 

（+F） 

燃料価格等の

高騰により作

業コストが上

昇している。 

海水浴場期

間・時間であ

っってもマリ

スポーツをや

りたいと言う

ニーズが多

い。 

（+b） 

 

・海岸の整地、養浜や

マリンスポーツがで

きるエリアの設置を

行っていることで、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も海浜の整備・

活用を図る取組方針

を掲げることが必要

である。 

都市景観課 

景観重要公共施

設連絡調整会議

の開催。 

（◎） 

基盤整備

にかかる

県部局と

の連携調

整。 

庁内周知 

（+E） 

県等関係官庁

の協力 

（+f） 

 

・景観重要公共施設連

絡調整会議を開催

し、県部局との連携

調整を図っているこ

とで、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も県と連携し、

海浜施設の基盤整備

に向けた取組方針を

掲げることが必要で

ある。 
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・和賀江嶋等の歴史的遺産の保

全・整備  

・材木座、由比ガ浜、坂ノ下、稲

村ガ崎、七里ガ浜、腰越の各海

浜の特性に応じた整備  

 

 

 

 

②基盤整備  

・漁業継続のための漁港施設の検

討、漁港建設の検討  

・国道 134 号沿いの遊歩道や自

転車利用のためのネットワーク

整備と交通安全施設の整備  

・鎌倉海浜公園の整備（スポー

ツ、レクリエーション施設、と

しての機能強化など）  

・国道 134 号の機能強化や防

災・減災機能、景観に配慮した

整備の検討  

・避難路、避難場所、案内板等の

整備（特に避難困難地域となっ

ている材木座、由比ガ浜、長

谷・坂ノ下地区） 

③土地利用の規制誘導  

・低層の住宅地を基本としつつ、

各海岸の特性に応じて、公共施

環境保全課     

海岸自体は神奈川県が

管理者のため（漁港区

域を除く）、神奈川県

が整備を実施するもの

であり、環境保全課で

は海岸ゾーンの整備事

業は行っていません。 

評価対象外 

農水課 

鎌倉地域におけ

る漁業支援施設

の整備に向け、

令和４年度には

漁港区域の指定

を行い、令和５

年度には土質の

長査や施設等の

設計を行った 

（○） 

継続 

漁業支援施設整

備に向けて、庁

内の関係課をは

じめ県及び国と

も連携し進めて

いる。また、近

隣自治会等に説

明を随時行って

いる。 

（+E） 

鎌倉地域の漁

業継続のた

め、水産多面

的発揮対策事

業補助金を活

用し、藻場の

保全を実施し

ている。 

（+f） 

特になし 

・漁業支援施設の整備

に向けた施設の設計

等を行っていること

で、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・引き続き、施設設置

に向けた取組方針を

掲げることが必要で

ある。 

都市計画課

（交通） 

134 号線の一部

区間では歩道拡

幅及び矢羽根の

路面標示を神奈

川県で実施し

た。 

○ 

一部修正   

自転車ネットワーク

は、令和 6 年度から着

手する交通マスタープ

ランの改定の中で検討

する予定。 

 

「遊歩道」は現実的で

はなく、「歩きやすい

歩道整備」くらいでは

どうか。 

 

「交通安全施設の整

備」とあるが、どの

ような施設を想定し

た記述なのか不明な

ため確認したい。 

・神奈川県において

134 号線の一部の道

路整備を実施してお

り、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後、自転車ネット

ワーク整備等に向け

た取組方針を掲げる

ことが必要である。 
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設や福祉施設、保養・観光・商

業の施設等の立地を規制誘導  

・公共施設、災害時要援護者に関

わる施設を新設する場合には、

できるだけ津波浸水の危険性の

低い場所に立地するように誘導  

・浸水区域に既に立地している公

共公益施設については、「鎌倉

市公共施設再編計画」（平成 27 

年 3 月）等と調整を図り、再配

置（現位置または移転）につい

て検討  

・国道 134 号沿道では、一部中層

の建築物を認めながらも、低層

を基本として規制誘導  

・津波避難困難地域等において津

波一時避難施設が必要となる場

合には、周辺の低層住宅地に配

慮した上で、特例的な建物高さ

の基準を検討 

みどり公園

課 

・福祉まちづく

りの方針 3-

01)-(1)と同

じ 

 

・鎌倉海浜公園

について、令

和元年 6 月の

都市計画変更

で金山地区を

廃止。漁港施

設の整備に関

連し、令和 5

年 11 月に都

市計画決定区

域の一部を廃

止。 

（◎） 

    

・すべての人が楽しめ

るインクルーシブ広

場の整備を行ってお

り、都市マスで示す

政策の実効性が高ま

っている。 

・今後も市民の意見を

取り入れながら、公

園等の整備を行って

いく方針を掲げるこ

とが必要である。 

総合防災課 

(2) 

②津波避難標識

等の案内板を

整備した。ま

た、公共施設

再整備に合わ

せて津波避難

ビルを指定し

た。（由比ガ

浜こどもセン

ター、鎌倉消

防署腰越出張

所） 

 

③取組なし 

（◎） 

案内板の

整備、津

波避難ビ

ルの指定

について

は、防

災・減災

に寄与し

ている。 

津波避難

困難区域

等におけ

る避難施

設の確保

について

は引き続

き検討を

要する。 

津波避難標識等

の案内板を引き

続き整備・更新

する。 

また、津波避難

ビルの指定や避

難路整備も随時

行う。 

津波浸水想定区

域外への居住誘

導、建物高さの

規制緩和など引

き続き検討を要

する。 

（+F） 

左記事業実施

のためには、

住民等の合意

形成が必要。 

（-c） 

津波避難困難区域や津

波浸水想定区域外への

居住誘導や建物高さ規

制緩和等について、全

庁的に検討していく必

要がある。 

・津波避難標識等の整

備や津波避難ビルの

指定を行っており、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も防災部局とし

ての方向性等を勘案

し、防災・減災対策

の取組方針を掲げる

ことが必要である。 
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都市計画課 

・鎌倉漁港の整

備に伴い鎌倉

海浜公園を都

市計画変更し

重複部分を廃

止した。 

 

・公園緑地見直

しによって宅

地化され、公

園として整備

する見込みが

ないエリア

や、歴特が指

定されてお

り、みどりの

保全がなされ

ているエリア

の都市計画公

園を廃止し

た。 

（◎） 

漁業継続

のための

漁港施設

の設置に

寄与して

いる。 

 

漁港施設整備

に伴い土地利

用の目的が反

するため、公

園を廃止する

こととなっ

た。 

（+f） 

 

・漁港施設整備や公園

緑地見直しに伴う都

市計画手続を進めて

おり、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も各ゾーンに求

められる基盤や施設

の整備、土地利用誘

導等に伴う都市計画

の変更等に対応して

いくことが必要であ

る。 

公的不動産

活用課 

津波浸水想定区

域に位置してい

た稲瀬川保育園

及び材木座保育

園は、由比ガ浜

保育園として別

の場所で津波避

難機能を備えた

複合施設として

整備を行った。

また、鎌倉市公

共施設再編計画

に基づき、津波

浸水想定区域内

継続 

津波浸水想定区

域に位置する公

共施設につい

て、引き続き、

取組みを進める

必要がある。 

（+F） 

施設の移転を

伴う場合は、

市民・利用者

の理解を得る

ことが難しい

場合があり、

取組にあたる

課題となって

いる。 

（-c） 

－ 

・津波対策として施設

の整備や移転の検討

を進めており、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も防災部局と連

携し、公共施設の再

配置等、防災・減災

対策の取組方針を掲

げることが必要であ

る。 
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に位置する鎌倉

消防署の移転整

備に向けた検討

などを進めてい

る。 

（◎） 

 
  



11 拠点とゾーンの整備方針 
 

316 
 

３．ゾーンの整備 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理

由 
現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

２）鎌倉シンボルゾーン  

(１)考え方  

本市のシンボル道路として、

景観地区の指定を踏まえた、歴

史や文化を感じさせ、上品で落

ちつきのある若宮大路沿道のま

ち並みの整備を図ります。  

(２)整備の方向性  

①景観  

・若宮大路（景観重要公共施設）

を中心としたシンボル性の高い

歴史的都市軸の形成  

・建物の高さに配慮した都市景観

の形成  

・沿道建物相互の景観的調和  

・公共事業による景観整備  

②土地利用  

・にぎわいのある土地利用の誘導 

都市景観課 

景観重要公共施

設連絡調整会議

の開催。 

（◎） 

基盤整備

にかかる

県部局と

の連携調

整。 

庁内周知 

（+E） 

県等関係官庁

の協力 

（+f） 

 

・景観重要公共施設連

絡調整会議を開催

し、県部局との連携

調整を図っており、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後は県との連携の

ほか、市民、事業者

等のステークホルダ

ーとの共創による都

市景観形成に向けた

取組方針を掲げるこ

とが必要である。 

都市計画課 

令和４年３月に

鎌倉市立地適正

化計画を策定

し、鎌倉駅周辺

地区を都市機能

誘導区域に設定

し、にぎわいの

ある土地利用の

誘導を図った。 

（○） 

立地適正

化計画の

運用およ

び景観地

区の指定

を継続す

る 

 

鎌倉のシンボ

ルとしての印

象が強く、外

部も積極的に

景観等に配慮

している。 

（+f） 

 

・立地適正化計画を策

定し、鎌倉駅周辺に

対してにぎわいのあ

る土地利用の誘導を

図っており、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・今後も土地利用誘導

の取組方針を都市政

策的観点から掲げる

ことが必要である。 
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３．ゾーンの整備 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

 

内的要因 外的要因 
 

３）大船・深沢ゾーン  

(１)考え方  

大船駅周辺と深沢地域国鉄

跡地周辺を結ぶ地区は、新た

な発展の可能性がある地区と

して、今後の本市の成長を支

える適切な土地利用の誘導、

都市基盤の整備を図ります。  

(２)整備の方向性  

①土地利用  

市街地整備課 

 令和 5 年 2 月

に、公的不動産

活用課が主とな

り、旧 JR 引込

線用地全体の利

活用方針が策定

され、関係課と

ともにその利活

用方針検討を行

っている。 

〇 

進展があ

った。 

方針が策定され

た。 

+D 

特になし。 変更希望無し。 

・旧 JR 引込線用地全

体の利活用方針に基

づき、利活用の検討

を行っており、都市

マスで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後、大船駅周辺地

区も含め具体的な利

活用に向けた取組方

針を掲げることが必

要である。 
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・産業複合地としての住環境と

産業の調和  

・住環境と調和する新しい産業

の誘導（新規成長産業等）  

②基盤  

・大船駅周辺地区と深沢地域国

鉄跡地周辺地区を結ぶ道路等

の基盤の整備  

・JR東海道本線大船-藤沢駅間

における新駅構想との連携  

③景観  

・柏尾川（景観重要公共施設）

の河川景観の整備  

・大規模施設の緑化などの推進  

・建物相互の景観的調和  

・車窓景観への配慮 
深沢地域整備

課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、JR 東日

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、JR 東

日本東海

道本線新

駅からつ

ながるま

ちの顔と

して、ま

ちの魅力

発信、賑

わい形成

の原動力

となるま

ちを目指

すことと

していま

す。  

また、村

岡地区

（藤沢

市）村岡

城址方面

から湘南

モノレー

ル湘南深

沢駅、等

覚寺特別

緑地保全

地区へと

つながる

東西のシ

ンボル景

観軸と

「駅前空

間」、

・鎌倉市深沢地区

まちづくりガイ

ドライン Ver.1

の策定に伴い、

計画実現性の向

上が図られた。 

+D 

東海道本線大

船・藤沢間村

岡新駅（仮

称）設置に関

する覚書」

（神奈川県、

藤沢市、鎌倉

市、JR 東日

本）を締結

し、新駅を設

置することに

合意 

+d 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地

域整備事業用地 

・JR 東日本東海道本線新

駅と湘南モノレール湘

南深沢駅を２次交通で

つなぎ、藤沢市村岡地

区との連続性を生み出

します。 

・自動車交通を地区周辺     

に誘導することにより、

シンボル道路における歩

車分離を図ります。 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

において、まちの魅

力発信、賑わい形成

の原動力となるまち

等を目指すこととし

ており、都市マスで

示す政策の実効性が

高まっている。 

・引き続き、深沢地区

のまちづくりを進め

ていく方針を掲げる

ことが必要である。 
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本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

 〇 

「緑豊か

な空

間」、

「柏尾川

沿い空

間」 

の３つの

南北軸が

交差し、

魅力ある

緑景観を

創出する

こととし

ていま

す。 
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河川課 

③柏尾川は神奈

川県が管理し

ている。 

所管施設

なし。 
    

みどり公園課 

・特別緑地保全

地区を指定し

た。（上町屋

特別緑地保全

地区：平成 30

年６月 15 日 

約 0.6ha） 

 ◎ 

・都市に

おける

良好な

自然環

境とな

る緑地

の現状

凍結的

な保全

が図ら

れた。 

 

・緑地保全に係

る法制度を活

用して、緑地

の適切な保全

が図られた。 

+D 

・緑地の保全

に対する市

民等の意識

の向上に寄

与してい

る。 

+e 

 

・緑地保全に係る法制

度を活用し、緑地の

適切な保全を図って

おり、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・今後も緑地保全の取

組方針を掲げること

が必要である。 
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都市景観課 

景観重要公共施

設連絡調整会議

の開催。 

〇 

基盤整備

にかかる

県部局と

の連携調

整。 

庁内周知 

+E 

県等関係官庁

の協力 

+ｆ 

 

・景観重要公共施設連

絡調整会議を開催

し、県部局との連携

調整を図っており、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も県のほかステ

ークホルダーと連携

し、新たな発展の可

能性がある地区とし

ての景観的調和に向

けた取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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３．ゾーンの整備 関係課名 

平成 27 年度

（2015 年）以降

の具体的な取組

み及び達成状況 

担当課内

評価 

達成状況・課内評価に対する理由 現在の担当課の施策と

鎌倉市都市マスタープ

ランとの相違点、要望 

都市計画課評価 
内的要因 外的要因 

４）深沢・腰越ゾーン  

(１)考え方  

深沢地域国鉄跡地周辺の拠点

と腰越駅周辺を結ぶ地区は、本

市の成長を支える、玉縄-大船-

深沢- 腰越の各拠点をつなぐ地

区として、都市基盤の整備を図

ります。  

(２)整備の方向性  

①土地利用  

・生活型商業地と住環境との調和  

・鎌倉の環境や文化、潜在的な資

源に惹かれて立地し、住環境と

調和する新しい産業の誘導（腰

越漁港の海産物の活用や、深沢

拠点の都市機能と連携した産業

等）  

②基盤  

・深沢地域国鉄跡地周辺と腰越駅

周辺を結ぶ道路等の基盤の整備  

・神戸川の改修 

都市計画課 

村岡・深沢地区

土地区画整理事

業を都市計画決

定した。（令和

4 年 3 月決定） 

 

深沢地区地区計

画を都市計画決

定した。（令和

4 年 3 月決定） 

 

3・4・5 号深沢

村岡線を都市計

画決定した。

（令和 4 年 3 月

決定） 

 

3・4・5 号深沢

村岡線及び 3・

5・7 号腰越大船

線（関連外郭

部）の都市計画

道路事業の認可

を取得した。

（令和５年 10

月事業認可） 

 

神奈川県におい

て、3・5・7 号

腰越大船線の都

市計画変更が行

われた。（令和

深沢地域

整備課を

中心に関

係各課及

び関係機

関（神奈

川県、藤

沢市、独

立行政法

人都市再

生機構

等）と連

携し、都

市基盤の

整備に向

けて、必

要な都市

計画手続

きを着実

に進め

た。 

深沢地域の都市

基盤の整備に向

けた都市計画決

定等を行った。 

（+D） 

関係機関（神

奈川県、藤沢

市、独立行政

法人都市再生

機構等）にお

いても、深沢

地域の都市基

盤の整備に向

けた都市計画

決定（変更）

等が行われ

た。 

（+d） 

 

・関係機関等と連携

し、都市基盤の整備

に向けて必要な都市

計画の手続を進めて

おり、都市マスで示

す政策の実効性が高

まっている。 

・引き続き、深沢地区

のまちづくりに併せ

た新規産業誘致等の

土地利用誘導等に係

る都市計画の取組方

針を掲げることが必

要である。 
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4 年 3 月変更） 

 

独立行政法人都

市再生機構にお

いて、村岡・深

沢地区の土地区

画整理事業の認

可を取得した。

（令和 5 年 10

月事業認可） 

（○） 

深沢地域整

備課 

・令和元年 5

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、武田薬品

工業（株）、湘

南鎌倉総合病院

で、村岡・深沢

地区の「ヘルス

イノベーション

最先端拠点形成

等に係る連携・

協力に関する覚

書」を締結 

（○） 
 

・令和 2 年 7

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン策定委員会」

を設置 

（○） 
 

・令和 3 年 3

月 ：「鎌倉市

深沢地区まちづ

くりガイドライ

「鎌倉市

深沢地区

まちづく

りガイド

ライン」

におい

て、 工

場、市場

系の土地

利用によ

る周囲へ

の影響を

軽減させ

ながら、

住環境へ

配慮する

ことで周

辺街区と

なじませ

るような

街区形成

を図るこ

ととして

います。 

 

また、 

新しいラ

イフスタ

・第 3 次鎌倉市総

合計画における

第三の都市拠点

としての位置づ

け 

（+D） 

 

・「基本計画」に

おける位置づけ

（都市型産業ゾ

ーン） 

（+D） 
 

・土地区画整理事

業の事業計画認

可を受けた。 

（+D） 

・ミクストユ

ースのまち

づくりが求

められるよ

うになっ

た。 

（+a） 

・「深沢地域国鉄跡地周

辺」の記載変更 

例：深沢地区、深沢地

域整備事業用地 

・JR 東日本東海道本線新

駅と湘南モノレール湘

南深沢駅を２次交通で

つなぎ、藤沢市村岡地

区との連続性を生み出

します。 

・自動車交通を地区周辺

に誘導することによ

り、シンボル道路にお

ける歩車分離を図りま

す。 

・鎌倉市深沢地区まち

づくりガイドライン

において、周辺街区

となじませるような

街区形成を図ること

としており、都市マ

スで示す政策の実効

性が高まっている。 

・ガイドライン等で具

体に検討された将来

像を踏まえ、深沢地

区のまちづくりに関

する取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 
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ン策定委員会」

よりまちづくり

ガイドライン基

本方針策につい

て答申 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：都市計画

決定、変更の告

示 

（○） 
 

・令和 4 年 3

月 ：神奈川

県、藤沢市、鎌

倉市、ＪＲ東日

本「東海道本線

大船・藤沢間村

岡新駅（仮称）

設置及び自由通

路整備に関する

基本協定書」の

締結 

（○） 
 

・令和 5 年 10

月 ：「村岡・

深沢地区土地区

画整理事業」に

ついて、独立行

政法人都市再生

機構が国土交通

大臣から事業計

画認可を受ける 

（○） 
 

・令和 6 年 1

月 ：「鎌倉市

イルと豊

かなコミ

ュニティ

を醸成す

るため、

低層部に

商業、業

務の用途

を導入

し、賑わ

いや活気

を生み出

す用途が

複合され

たまちづ

くりを進

め、多世

代の生活

基盤の充

実を図る

こととし

ていま

す。 
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深沢地区まちづ

くりガイドライ

ン（Ver.1）」

の策定 

（○） 

農水課 

腰越漁港では漁

港内の施設にて

地魚フライの販

売を行っている

ほか、定期的に

朝市を開催して

おり、交流人口

の増加に寄与し

ている。 

（○） 

継続 

腰越漁港で実施

される朝市の PR

の強化を行い、

市広報ほか、市

公式 SNS でも情

報発信を行い認

知度の向上を図

った。 

（+E） 

メディア露出

が多くなり、

知名度、注目

度が高まって

きている。 

（+a） 

特になし 

・腰越漁港において海

産物の販売や朝市の

開催を行っており、

都市マスで示す政策

の実効性が高まって

いる。 

・今後も販売等を支援

する情報発信の取組

方針を継続するとと

もに、海産物の活用

を図っていく方針を

掲げることが必要で

ある。 

商工課 

鎌倉市企業立地

等促進条例の改

正により、深沢

地域整備事業用

地を特定地域に

位置づけ、誘致

対象業種の範囲

を拡大した。 

（○） 

深沢整備

事業用地

におい

て、誘致

すること

ができる

企業の選

択肢が広

がった。 

ウェルネスの向

上につながる企

業の誘致が求め

られている。 

（+D,E） 

神奈川県、藤

沢市、鎌倉

市、湘南ヘル

スイノベーシ

ョンパーク及

び湘南鎌倉総

合病院の５者

で、ヘルスイ

ノベーション

最先端拠点形

成等に係る連

携・協力に関

する覚書を締

結している。 

（+d） 

 

・鎌倉市企業立地等促

進条例を改正し、深

沢整備事業用地に誘

致できる企業の選択

肢を広げており、都

市マスで示す政策の

実効性が高まってい

る。 

・今後も新しい産業の

誘導を図っていく方

針を掲げることが必

要である。 
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下水道河川

課 

神戸川は津西一

丁目内の学橋を

境に、下流（二

級河川）は神奈

川県、上流（準

用河川）は鎌倉

市が管理してい

る。準用河川に

ついては、平成

元年に作成され

た「準用河川神

戸川改修基本計

画」に基づき改

修を行うものだ

が、現状は改修

が進まない状況

である。 

（△） 

現状にお

いて準用

河川の改

修は困難

である。

（二級河

川につい

ては神奈

川県が管

理してい

ることで

評価がで

きない） 

なし 

準用河川につ

いては、周辺

に家屋等が密

集し、また小

規模な河川な

ことで、改修

するための河

底の掘り下

げ、拡幅が困

難である。 

（-c,d） 

なし 

・神戸川の市管理区間

において、「準用河

川神戸川改修基本計

画」に基づく改修が

進んでいないため、

計画の見直しが必要

と考えられる。 
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３．ゾーンの整備 関係課名 

平成 27 年度（2015

年）以降の具体的

な取組み及び達成

状況 

担当課内評

価 

達成状況・課内評価に対する

理由 

現在の担当課

の施策と鎌倉

市都市マスタ

ープランとの

相違点、要望 

都市計画課評価 

内的要因 外的要因 

５）鎌倉・大船ゾーン  

(１)考え方  

鎌倉駅周辺と大船駅周辺を結ぶ地

区として、北鎌倉駅周辺を始めとし

たまち並みの整備や歩行環境の整備

等を図ります。また雪ノ下大船線

（鎌倉街道）は、市内に唯一の第１

次緊急輸送道路＊となっていること

から、沿道建築物の耐震化を進め、

建物倒壊による道路閉塞の防止を図

ります。  

(２)整備の方向性  

①景観  

・北鎌倉駅周辺を中心とした歴史的都

市軸の形成  

・建物の高さに配慮した都市景観の形

成  

・沿道建物相互の景観的調和  

・公共事業による景観整備  

②土地利用  

・観光型商業地及び生活型商業地と、

住環境との調和  

③基盤  

・鎌倉駅周辺と大船駅周辺を結ぶ道路

等の基盤の整備 

建築指導課 

引き続き、沿道建

築物に関する耐震

診断費用及び耐震

改修工事費の補助

についての周知を

行う。（◎） 

継続 

長期的な視点

で運用してい

く必要があ

る。（+F） 

引き続き、補

助等の周知を

行う必要があ

る。 

（+ｆ） 

鎌倉市耐震改

修促進計画に

おいては、国

道 134 号も耐

震診断義務路

線としてい

る。 

・沿道建築物に対す

る耐震改修工事費

等の補助を行って

おり、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も補助の周知

を継続し、耐震化

の促進に向けた取

組方針を掲げるこ

とが必要である。 

都市計画課 

周辺の住環境や景

観と調和した街並

みの形成を確実に

誘導するととも

に、商業や産業の

適切な土地利用へ

の対応を図るた

め、平成 30 年 11

月に高度地区指定

拡大方針を策定

し、令和２年３月

に、方針に基づく

高度地区を変更

し、区域の拡大を

行った。 
（◎） 

高度地区

の指定拡

大で、市

域の概ね

全域に、

法制度で

の高さ規

制を導入

したこと

により、

周辺の住

環境や景

観と調和

したまち

並みのス

カイライ

ン形成

都市マスタ

ープランの

考え方に基

づき、高度

地区指定拡

大方針を策

定及び高度

地区の都市

計画変更。 

（+A） 

人口減少下

の中で、都

市開発の圧

力が縮小し

ていること

や、コロナ

ウイルス感

染拡大によ

るオフィス

やマンショ

ン等の高層

建築物の需

要の低下。 

（-a） 

 

・令和 2 年 3 月に高

度地区の区域を拡

大し、住環境や景

観と調和したまち

並みの形成を誘導

しており、都市マ

スで示す政策の実

効性が高まってい

る。 

・今後も必要に応じ

て都市計画の変更

について検討して

いくことが必要で

ある。 
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を、より

確実に誘

導し、方

針の進展

に大きく

寄与して

いる。 

商工課 

市民や観光客のた

めの商品やサービ

スに対する消費の

窓口であり、コミ

ュニケーションの

接点である商店街

の活性化に向けた

取組を継続してい

る。 

（◎） 

商店街団体

への加盟店

舗数が年々

減少してい

る。 

商店街団体へ

加盟するメリ

ットが感じら

れない。 

（-F） 

市外資本が増

加している。 

（-a） 

 

・商店街の活性化に

向けた取組を行っ

ており、都市マス

で示す政策の実効

性が高まってい

る。 

・今後も住環境との

調和を図りなが

ら、商店街活性化

の取組方針を掲げ

ることが必要であ

る。 

都市景観課 

景観重要公共施設

連絡調整会議の開

催。 

（◎） 

基盤整備に

かかる県部

局との連携

調整。 

庁内周知 

（+F） 

県等関係官庁

の協力 

（+f） 

 

・景観重要公共施設

連絡調整会議を開

催し、県部局との

連携調整を図って

おり、都市マスで

示す政策の実効性

が高まっている。 

・今後も県等のステ

ークホルダーと連

携し、北鎌倉駅周

辺を中心とした歴

史的都市軸の形成

や建物の高さに配

慮した都市景観の

形成、沿道建物相
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互の景観的調和、

公共事業による景

観整備に向けた取

組方針を掲げるこ

とが必要である。 
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報告第１号
鎌倉市景観計画の改定に向けた取組について

令和８年１月26日
鎌倉市都市景観部都市景観課

資料１

令和７年度 第３回 鎌倉市都市計画審議会



景観法
鎌倉市都市景観条例

第３次鎌倉市総合計画

鎌倉市都市マスタープラン

鎌倉市景観計画 鎌倉市緑の基本計画 等

市民・NPO・事業者・行政の協働による魅力的な都市景観の形成

鎌倉市環境基本計画
鎌倉市公共施設再編計画
社会基盤施設ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ計画

【部門別計画】

景観計画とは

・景観法第８条に基づく行政計画

・本市では市内全域が景観計画区域

・区域内の良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項等について
定めることができる。

上位計画や
他の行政計画との関係



景観計画の成り立ち

年 景観課の取組 国・他課などの取組

昭和40年代
（1960～70年代）

高さ15ｍの行政指導
屋上広告物禁止の行政指導など

平成６(1994)年 行政手続法 施行

平成６(1994)年 都市景観形成基本計画 策定

平成７(1995)年 都市景観条例 制定

平成８(1996)年 都市景観課 設置

平成10(1998)年 都市マスタープラン 策定

平成16(2004)年 景観法 制定

平成17(2005)年 わがまちづくりシンポジウム

平成17(2005)年 都市マスタープラン 増補版

平成19(2007)年 景観計画 策定

平成27(2015)年 都市マスタープラン 改定

平成29(2017)年 景観計画 改定

発展的に継承



景観計画改定の目的と背景

計画期間を概ね10年とする

平成19年（2007年）策定
平成29年（2017年）改定

令和９年（2027年）に10年を迎える

⇒10年の間に明らかになった課題や、
社会の新潮流を反映して再度改定が必要

【１期】10箇年
2007年～2016年

【２期】 10箇年
2017年～2026年

【３期】 10箇年
2027年～2036年

（予定）

中間評価 中間評価

2007 2017 2027 2037

現在

【景観計画改定の手続】

景観法第９条第２項

景観計画を定めようとするときは、都市計画区域に係る部分について、

あらかじめ、都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

景観法第９条第８項

前各項の規定は、景観計画の変更について準用する。



現景観計画の構成

▶骨格は踏襲しながら、運用の中で明らかになった課題や、景観を取り巻く
社会環境の変化を反映し、これからの景観まちづくりの方針を示す

第４章 都市景観形成のための
規制・誘導
（特定地区・景観地区）

第３章 都市景観形成のための
規制・誘導（市全域）

第７章 都市景観形成の実現化方策

第６章 公共施設の景観整備と
公共サインの景観誘導

第５章 景観資源の保全・創出

序章 鎌倉らしい都市景観形成を目指して

第１章 都市景観形成の基本的な考え方

第２章 都市景観形成の基本方針



鎌倉市景観計画改定の方向性

前回改定からの10年間、現行計画に基づいて施策を実施し、景
観の形成に取り組んできたが、まちづくりの根幹に関わる計画の骨
格は踏襲しながら、運用の中で明らかになった課題や、景観を取り
巻く社会環境の変化を反映し、これからの景観まちづくりの方針を
示す必要がある。

改定の目的と背景

改定の方向性

▶方向性２ 夜間景観の検討

インバウンドの増加に伴う夜間経済の拡大や、デジタルサイ
ネージ等の新技術の革新により、夜間の景観を形成する光環境は
大きく変容しつつある。
一方、安全性の確保のための常夜灯や、歴史的建造物等の景観

資源のライトアップによる積極的な演出は推進すべきものである。
夜間景観を形成する光環境について、適切な規制と推進の方針

を検討する。

▶方向性１ 事後レビューの導入検討

現在、一定規模以上又は特定の区域内の建築行為については、
設計段階において、そのデザインが景観に与える影響について協
議を実施しているが、完成後に事後評価を行う仕組みはない。
設計時に検討した景観への配慮が、しゅん工時に実際のまち並

みの中でどのように機能しているか、評価する仕組みを検討する。

▶方向性３ SNS等による表彰・普及啓発の検討

建築物や屋外広告物等について優良な事例を顕
彰するため、新たな表彰制度を構築するにあたり、
若年層の関心を喚起し、市民参画を促すため、
SNS等の活用を検討する。
普及啓発についても、感染症等の状況下でも継

続できるようインターネットを活用した事業を検
討する。

▶方向性４ DXによる景観資源の施策強化

歴史的建造物の３Dスキャンによるデジタルツ
インの作成、オンライン地図を活用した景観資源
データベースの作成、眺望景観の３Ｄシミュレー
ションの導入検討など、先端情報技術を活用して
景観資源の保存施策の強化を図る。

▶方向性５ オープンスペースの景観形成の検討

エリアマネジメントによる道路空間の積極活用
の推進や、急速に失われつつある路地景観の魅力
の保全、ウォーカブルなまちづくりの推進、無電
柱化の推進等、オープンスペースの魅力を高める
施策の検討を行う。

▶方向性６ 自然エネルギー設備の基準の検討

地球環境問題の解決のため、自然エネルギー設
備の普及が求められている一方、設備が景観に与
える影響が社会問題となっているため、景観への
配慮の方針を示す。



鎌倉市景観計画改定のスケジュール

令和７年度 令和８年度

12
月

１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

12
月

１
月

２
月

３
月

市民
意見

関係
機関

その
他 他自治体ヒアリング

専門家ヒアリング

建設常任委員会 報告 建設常任委員会 報告

市民アンケート実施 パブリックコメント
ワークショップ等開催

都市計画審議会
報告

都市計画審議会

諮問中間報告

景観審議会 報告 景観審議会 報告

庁内調整

庁内照会 庁内照会

計
画
の
改
定随時
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